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序文

学会創設20周年を記念して

日本港湾経済学会々長北見俊郎

乙の学会が自lj立総会と第 l回全国大会を横浜で開催してから早くも20年の

星霜を経た。 l時，恰も「港湾問題」が天下の注目を浴びていた。乙の期lζ港

を経済諸科学の面からとらえて「一切の社会的・経済的学術研究を行い，わ

が国港湾の合理的発展」 （会目lj・目的）を目指して乙の学会が発足した。そ

れから20年，ー さまざまな問題があった。しかし会員諸兄をはじめ関係各位

のたゆまぬ御協力と御指導Kよって，学会は次のラウンドK飛びたとうとして

いる乙とは特に感謝の次第である。

乙の学会年報は第2回大会時lζ第1号が誕生の声をあげたので，本年で19

号をむかえるととになった。学会活動の中心は研究発表と討論であり，かっ

学会誌の刊行にある。今までの19巻に納められた諸論文等が決してわが国の

港にとって即効薬lとなるとは思われず，またそれだけに長期的な視野におい

てわが国の港の「合理的発展」に貢献するものである ζとを確信している。

学問研究は即効薬であってはならなし、。また「合理的発展」とは単に港の「合

理化」問題ではなく，さらに広範な歴史的概念、にもとつく「近代化Jを意味

するもので，わが国の港はその面からの研究をいよいよ盛んにしてゆかねば

ならぬ段階をむかえていると思われる。

ζの号は第20回全国大会の共通論題である「都市経済と港湾経営」を中心

とする諸論文と，各位のユニークな自由論題の玉稿をもって編集されている。

いずれもその内容は乙の学会の本旨を示すものであり，乙の学会誌の軌跡が

わが国の港にとって銀の器にもられる氷遠の果実となる乙とを心から望んで

やまない。

終りに，乙の20年間の歩みに絶大な御尽力をよせて下さった関係各位lζ心

から感謝すると共lζ，乙れからの展望の中にも より一屈の往｜］教導のあらん



乙とを念ずると共lζ，いよいよとの学会誌が堅実な発展をとげてし、かれると

とを20周年の期に深く祈る次第である。また第20回全国大会のために物心両

面lζ御協力下さった横浜市，神奈川県， ならびK横浜港i霊協会をはじめ地元

関係各位に心から厚く御礼を申上げると共K，玉稿をよせられた各位，編集

委員の方々， 文化印刷社の御努力を謝して銘ずる次第である。

( 1981・秋）
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港湾管理者と港湾都市の基本的課題

目次
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北 見俊郎

（青山学院大学）

2. 城門（港） ・城内（都市） ・Burger（市民）をめ寸って

一一一港湾都市の歴史的前提一一一

3. 「港湾法」とポー卜・才一ソリテイの社会的背景

4. 港湾管理者と港湾都市の基本的課題

1. はじめに

第二次大戦後におけるわが国経済のもっとも特徴的な発展期は，周知のよ

うに「経済成長期」であった。乙の時期は，わが国の港がさまざまな角度か

らとりあげられ，あらためて港湾機能の重要性が全社会的な規模で注目され

た時期でもあった。その後のオイノレ・ショックを経ても，なお港にかかわる

対策は相次いでうたれつつあるが，大ざっぱにみると「港湾問題」の焦点は，

「経済成長期JKおける港湾機能の造成，臨海工業地帯の整備，地域開発問題，

さらには港湾労働問題，港湾運送業の集約化， コンテナリゼーション，物流

問題等を経過しながら，近年においては臨海部再海発問題，都市経済，港湾

経営の諸問題等がとりあげられつつあると思われる。これは一面，港湾造成

をはじめとする物理的条件の整備がある程度なされると共に，急激な経済発

展lζ伴う公害問題，自然破壊，環境問題が新しい社会的課題となり，一連の

都市問題との関連で，地域・都市・市民の側から港をとりあげる傾向をみせ

るようになってきた乙とを意味すると思われる。

ζうした「港湾問題」や「港湾対策」の動向は，それぞれが交錯し，旧く

して新しい問題もふくめられるが，その動向が次第lζ現象的な問題から，社

会科学の立場からすると次第に本質的な問題を提起しつつあるように思われ
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る。 乙乙でとりあげようとする「港湾管理者と港湾都市の基本的課題」も，

少なくも以上のような「港湾問題」の流れを背景lとするものであり，または

昭和25年の「港湾法J制定時以来の課題でもあると共K，さらlζは幕末開港

にもさかのほる旧くして新しい問題であるといえる。乙の旧くして新しい問

題とは，その時々の対策では本質的な解決が与えられるような問題ではなく，

長い歴史の過程を借りなければならない要素を秘めている。とりわけ， 「都

市と港」にかかわる問題は，わが国の主要都市の殆んどが港湾機能をもちなが

ら，都市研究の中では，港lとかかわる問題意識を欠いたままであり，港湾機

能と都市機能の関連性，市民生活と港，都市行政と港の諸問題等が従来一つ

の盲点となっていた。

しかしながら，人間の生活→集落→都市の歴史は国家の歴史よりも古く ，

また国家は変っても人間や都市は変らない一面をもっている。その意味では，

「都市と港」の関係は「国家と港Jの関係以上削郎、歴史をもっと共に本質

的な課題をなげかけているようにも思われる。乙乙での小誌は，少なくも以

上のような問題意識をも併せもっているために，その考察はJ基本的な一面に

かぎられるであろうし，具体的な諸問題に対する処方筆を記すようなもので

はない。ましてや，港湾管理者と港湾都市をめぐるさまざまな問題に対し一

つの価値判断を加えるものではない。ただ港湾都市と港の「近代化」を意識

しながら，きわめてマクロ的K，構造性を歴史的にみながら，今後の基本的

課題のみにとどまるものである ζとをお乙とわり しておかねばならない。し

たがって，むしろ乙の小誌は「基本的課題Jへの問題提起という方が適切で

あり，この小誌の足りない点は， 今後大方のど教導により補足修正がなされ

なければならないものと心得えている。

2. 城門（港） ・域内（都市）・ Burger （市民）をめぐって

一一一港湾都市の歴史的前提一一一

欧米の港は歴史的に都市や市民を背景lとして発展してきたのに対し， わが

国の港は国家を背景にして発展してきた。それらは，いずれも彼我の経済 ・

社会 ・人間等などの歴史的必然性があっての乙とである。Ill
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周知のように，ヨーロッパの港を特徴づ、けるものの一つにハンザ（Hanze)

がある。ハンザは12世紀から13世紀ζろヨ ーロ ッパに多く存在していた 「旅

商人の仲間」という「団体」であった。 14世紀の中どろには リューベックを

盟主として「ハンザ同盟」という都市同盟に発展し，中世ヨーロッパの商業

発展に大きな役割を演じた。乙の「ハンザ同盟」はきわめてフレキシフ〉レな

経済的・政治的連合体であり， リューベックの他lζハンフソレグ＼プレーメン，

ケノレン等はその主要都市とされていた。乙のハンザによる交易体制は地中海

都市lζも及び， 17世紀後半の解体までハンフ、ノレグは「ハンザ同盟」の中心地

であった。

乙のハンブールグ（Hamburg）は 当時 エノレベ河とアノレスター・レイクと

を運河で結び，その周辺を城砦（Burg）で囲まれた典型的な中世都市の形態

を有しており，毛皮 ・蜂密・ターノレ・木材 ・鉄 ・穀物・錬・毛織物 ・塩 ・ぶ

どう酒 ・羊毛等の自由貿易を行っていた。乙 うした取扱貨物は， Portが「城

門」を意味するように，城門であるエレベ河港を通じ，城内の運河を経て市

民の経済活動とむすびついた。乙のハンザ都市ノ＼ンブノレグは，Burgによる

都市内の経済・社会・文化的機能が港の機能と密接につながっており，港の

機能が城内（都市）によって支えられると共K，その機能の効果は城内にお

いて表現されるという相互関係を有していた。

一方，その城内（都市）における住民の主役はハンザによる商人階層でも

あり，城砦外において農耕 ・牧蓄を営む一般住民も，非常の際には，もちろ

ん城内に保護しうるものであった。もともと，ζうした住民（市民）は，

Burger（城の中で住む人）を意味し Townは zaun（垣般〕に由来してい

る。つまり市民は zaunによるTownの形成者でもあった。 したがって，城

内の都市空間はー殻的に城館 ・修道院・聖堂 ・ヴック（商工人の定住地）等

を核とし，都市は自治行政を行いうる法人格をもっ地域団体でもあったとさ

れている ~2)

以上は，ハンフツレ夕、を中心とする城門（港）と城内（都市）・市民との｜掲

連を述べたにすぎないが，乙うした関連性はノ＼ンブノレクψのみならず中世ーから

近世にかけてのヨーロッパの各所に同様な例を多く見受ける乙とができる。
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それらに対して，わが国の場合を考えてみると，現代における主要都市も

ヨーロッパと閉じように 中世封鐙社会における城砦と城下町であった。た

だかなり事情を異にする点は一般的にヨーロッパの諸都市が，以上lζ述べた

ような城門（港） ・城内（都市） ・Burger（市民）の関係が一体化してい

るのに対してわが国の場合は，一般的lと城門は港と闘係がなく，域内は都市

でもなく，いわゆる Burgerは存在していない （但し，ゃ、ヨーロッパlζ近

い事情を示すものに那覇 ・平戸 ・長崎 ・堺等をあげうるが，それらは部分的

に相似点をみる程度である。）。わが国Kあっても「みなと」は上古の務古

水門（む乙のみなと，西宮市付近），伊寺水戸（し、でらみなと，石巻）等の

ように「水門」もしくは「水戸」をして「みなとJと呼び，出入口を意味し

た点ほ ，Portの城門と共通点を有しているP また鎌倉時代の「和賀江島
築港祉」 （鎌倉市材木座）は著名であり，江戸城と江戸湊，福山城と福山湾

の入江，松前城と松前湊，その他彦般城と琵琶湖，その他沿岸部や河川岸部

le立地された城砦は築城のため あるいは軍事的 ・政治的に水運が不可欠で

あり，したがって港の機能が城の運営 ｜二重ー要な役割をもっていたと推定され

る。さきにふれた那覇港は那覇湾の入口に三重城（みえぐすく），御物城（ぎ

ょぶつぐすく） ， 匡良座城（やらざぐすく）等が配置されて，ま ~Iζ城門の

形を残し，それら城砦の内側にかつての港町が形成された。一方，長崎は周

知のように「出島JK代表される港町で天文18年（ 1549年）のザヒ‘エノレ渡来

以来，南変紅毛の町として，平戸とならんでさまざまな歴史を展開させた場

でもある。 「出島」は，もともと寛永11年（ 1634年） Ki江戸幕府がキリスト

教の伝播をおそれ，ポルトカソレ商人を隔離収用するために築かせたものであ

るが，その後オラン夕、商館をも移して貿易の窓口とした。平戸城（もしくは

む山城）は宝永4年 （1707年）に完成しているが，元録年聞に平戸築城の許

可が幕府によって認められた理由の一つには，平戸が貿易港であり，船の米

航がはげしかったので，港や船の笹似lのためといわれている。

しかしながら，以上の限られた例ではあるが，わが国における「城と港」

の関係は鎖国という幕藩体制の中では 一般的Kヨーロッバにおけるような

闘係はなく， cjコ固と薩摩藩の聞で苦悩した那覇港は例外とも思われる。しか
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も平土 ・長崎 ・堺においても，いわゆる城門（港） ・城内（都市）・ Burger

（市民）の関係は見当らない~~ I

ヨーロ ッバにおける以上の諸関係は，そのま、近代にうけつげられている

が，わが国においては幕末開港や明治以降の中央集権体制の形成過程で，港

と都市と市民の関係が国家を基盤として新しくつくられるようになる。つま

り，ヨーロッパにおける中世紀からの港と都市と市民の闘係は近代的市民社

会や近代都市の形成に貢献すると共に，近代港湾の経営体制のもとになって

いるが，わが国の場合は，鎖国の夢から白党める乙とにより，もともと港と

都市と市民の関係を有しなかったために，明治政府による中央集権体制によ

って港と都市と市民のすべては，相互の関連性をもっ乙となく国家機能につ

らなるととになる。また ヨーロッパにおける城門 （港） ・城内（都市）

Burger C市民）の関係は（都市）を中心とする軍事的，政治的性格をもち

ながらも（市民）による経済的合理性が，いわば近代資本主義の形成や市民

社会の発展lζ大きな役割を与えている。 ζうした点は，道路の形成lとおいて

も，中世紀より貿易道路や荘園道路という経済的機能を重視していたヨ ーロ

ッパに対して，わが国では東海道lζ典型的例が求められるように，政治的・

軍事的機能が優先され，経済的機能はむしろ脇街道に依存していた。乙うし

た点はわが国の城下町の計画にも示室れており， Burgerが「城のcjJI[住む

人」であるのに対して，わが国のそれは大名・武士階層のみが城の中に住み，

町人・農民等は「城の外に住む人Jであ った。しかも城下町それ自体も軍事

的・政治的機能が優先していた。したがって，彼らの港町・城下町は Burger

と一体化しており，自治的行政，財政的主体性をもっ乙とも可能であり，城

内における教会や広場は近代的市民社会を形成させる温床でもあったが，わ

が固にあっては，部分的に堺や長崎比類似的な関係を見出せるとしても一般

的にそうしたものは見られなかった。

注 (1) 詳細については拙著「港湾論」 （海文堂，1968年）第 1主主， 「港湾総論」

（成山堂， 1972年）第4章の参照をのぞむ。

(2) i¥i:i村象平若「ドイツ ・ハンザの研究」〈日本評論新社，1959年） ，高橋理詰

「ハンザ同盟」 〈教育社，1980年参照。 Hafenbetriebsdirektion:Von See, 

auf Hamburg, (Carl Griese. 1959）参照。やや資料的な拙稿「城とHl'」 （関

東海事：広報教会『海事広報』 1981年9月）の参照をのぞむ。
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詳細にして専門的な文献とし 斗.ito n~ Dopsch; Wirtschaftlihe und 

sozial巴 Grundlagender europ註ischenKulture11twicklung aus der 

zeit von Caesar bis auf Karl den Gropen, Zweite, Veranderte und 

erweiterte Auflage, (Wien 1923-24）があげられる。

13) 千田稔著 「埋れた港」 （学生社，1974年）参照。拙編著 「港の社会科学」

（海文堂， 1979年）第 1章参照。

(4) 赤星妻子 「中世考古学の研究」および拙稿 「域と港」 （市I出）参照。

3. 「港湾法」とポ ト・オーソリテイの社会的背景

明治以来の「港は国家の営造物である」 という考え方には，それなりの必

然性があり ，また後進国日本が急激な資本主義的生産様式を完成させ，富国

強兵 ・殖産興業の実をあげる上で，きわめて有意義であった。乙う して第二

次世界大戦までのわが国の資本主義経済の発展がもたらされたが，資本主義

の形成自体がそうであるように，港湾機能の形成と展開も殆んど国家lζ依存

した。幕末開港から明治初年にかけて，港湾機能の形成は，富国強兵 ・殖産

興業のための輸出産業の振興と共に焦有の急を告げるものであった。しかし

ながらわが国においては，イギ リスにおけるような，かつての「重商主義」

(mercantilism）による外国商船隊の活動と，それによる商業資本の蓄積を

もたず，さりとて， 前節にふれたように「ハンザ」による「自由ハンサ、都市」

(Frei巴 unclHanzestadt）の経済 ・社会的基盤ももっていなかった。 いわば

欧米における都市と港と Btirgerという近代資本主義や近代市民社会の核を

有してはし、なかった。したがって，港湾機能の創設にか、わる資本の創出，

経営 ・管理の制度，さらには Burgerによる人材等の各面において，都市

や民聞に依存しえなかった。そのため，港の造成 ・施設等の物理的条件から

管理 ・運営と人材の条件までも明治政府の手によらざるをえなかった。（2)

一方，わが国における都市そのものも，また市民そのものも，前節で述べ

たような「前提Jで近代日本をむかえたがため，都市は明治以降の曲りなり

な封鐙社会の解体と政治 ・経済における中央集権的な再編成が進められる過

程で，乙れも明治国家につらなった。周知のように，明治以降，主流となっ

た都市の多くはかつての城下町であるが，その中心部は県庁とか旧陸軍の師
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団や聯隊の司令部等によって占められていたように，政治的，軍事的な両面

から中央集権機構の出張所的な役割を担当する乙とになる。印前節でみたよ

うK，ヨーロッパにおいては，都市と港と市民の近代的関連性や近代市民社

会の形成の要因が，すでに中出lとおける城門（港） ・城内（都市） ・Bi.irger

（市民）の中にうかがわれるが，わが国においては，それらが中央集権化へ

の要因となるものを秘めていた。したがって，欧米における都市と港が，ブ

ノレジョアジーを媒介とする近代資本，近代的市民社会を形成し，また一面，

都市機能と港湾機能は一体化した密接な関係をもち市民階層を背景とする港

の経営理念の確立と経営・管理主体の充実をみた。わが国にあっては，都市

と港はすでに述べたように，それら各々が明治政府の中央集権的国家機能lζ

直結し，都市機能と港湾機能の関連性はみられず，都市も港も多岐的 ・タテ

割行政によって統一化されたまま第二次世界大戦をむかえた。

第二次世界大戦後の米軍占領下における民主化政策の一つに「港湾法」の

成立がある。 ζれは周知のように，当時のG‘H.Q C連合軍総司令部）に

よる要請によるもので，港と国家の関係を民主化すると共に，アメリカにお

けるポート ・オーソリティ 、p'ortaurhotity）の港湾経営 ・管理方式を導入し

ようとするものであった。ともあれ，昭和25年の「港湾法Jの成立はさまざ

まな期待と不安をもってむかえられた。港湾法の成立は「港湾の開発，管理

行政に大きな変革をもたらしたもので，従来国が開発，管理してきた港も地

方公共団体またはその設立する港務局の管理に帰し国は港湾経営の第→泉か

ら退いた乙と，港湾の管理者を単一に明定し，その決定が関係地方公共団体

の協議による自由意志にまかせる乙と，ポート ・オーソリテイ方式を導入す

る途を開いた乙と，委員会制度を採用できるようにした乙となど，多くの特

色を有している。」とされている。また，とくに I港湾の主人公が『その港湾

に最も身近かな利害関係を有し，その開発IL.情熱と愛情を有する地方住民』

であるという従来とは根本的に異なる思想がとられるようになったのは意義

深い乙とである。」 141とされていた。乙うした「港湾法Jへの解釈と期待は，

戦後間もない当時の民主化へのはげしい問題意識もてつだっているようにも

思われるが，港の近代化にとってはきわめて本質的なものとも考えられる。
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しかしながら， 「港湾法」施行から30余年を経た現在，果してどの程度，

そうした「港湾法」への期待や 基本的な「近代化Jがなされたであろうか。

「港湾法J施行以前の大きな問題意識のうちには，「港湾行政の統一化」が

あった。ヨーロッパの港と興なり，幕末開港IC::伴う外岡貿易を主眼とする港

の修築 ・造成は，いわばわが国にとって新しい課題でもあり，明治政府は何

よりも港の物的条件の整備を急務とした。したがって行政面では当然、，港の

修築・開発行政が機構的にも整備され，次いで次第に管理 ・運営上の行政が

とりあげられ，一応明治中期にはほぼその整備もととのったとされている。（:ii

しかし，そのととのった整（桁というのは港にかかわる行政の分野は各省毎の

ものであり，そのため，すでに大正2年3月の第30回帝国議会において

「港湾政務統ーに関する鐙議」がなされている。この「港湾政務統一Jにかか

わる建議は，その後，昭和18年3月に至る約30年聞に8固にも亘って行なわ

れているがいずれも各省の利害関係により「統一」をみるにいたらなかった0• 61

乙うした第二次大戦前の「港湾政務統一」にかかわる問題意識を，しばし

ば「港湾法」の成立に期待をかけた一面をもっており，したがって，昭和25

年における「港湾法Jの成立をして「港湾政務統一Jができたかのような解

釈（少なくも狭議の港湾行政一一一運輸省設立以前の内務省土木局が主管し

ていた港湾土木行政一一ーは一元化されたとし、う）がなされている~I つま

り，昭和25年における「港湾法J成立の基本的理，もしくはG.H. Qがわ

が国の港の民主化や，アメリカのポー卜・オーソリテイ導入を試みようとし

た考え方は，必ずしもそうしたわが国の港の行政上の統ーといった次隈の問

題ではなかったはずである。

あらためて述べるまでもなく，欧米におけるポー 卜・ オーソリテイの形成

過程は多岐にわたるものであり，その経営形態も一様ではない。したがって，

乙ζでいうポー卜・オーソリテイとは 1908年に制定された「ロンドン港

湾法（ThePort of London Act) によるロンドン・ポー ト・オーソリテ

イ（LondonPort Authority）の発足（ 1909年）を原点としてはいるが，一般

論として欧米各港に共通する「自治的港湾経営体」で，基健的理念としては

「都市 ・地域・住民などを基盤とした港の経営体」であり，そ乙では「官僚政
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治や政党から独立」した体制をもち，したがって「財政的に独立採算制」を

もっ一種の「公企業体」（PublicCorporation）を意味する。 （しかし，欧米

各港の経営体が，それでも以 tのような概念で、すべて統一つけられるもので

はなく ，港のもつ地域性 ・歴史性によって，その内容はバラエテイIL富むも

のである乙とをお断りしておかねばならない。） 81 しかし，乙乙で問題とす

るのは，ポー ト・オーソリテイの概念規定をする乙とではなく ，そうしたノイ

ラエテイ IL.富む欧米の港の経営体制が多かれ少なかれ，わが国における昭和

25年の「港湾法」 制定時K期待された問題意識一一一「港湾の主人公が『その

港湾に最も身近かな利害関係を有し，その開発に情熱と愛情を有する地方住

民』であるというJ－ー が歴史の中で定着化している乙とである。また，一つ

のポート・オーソリテイによる「経営方式」の中には，前節lζ述べた城門（港）

・城内（都市） Burger （市民）の諸関係が「近代化」 mopernizatlonを

生み出す要因であったと共に，それらの要閃によって近代における欧米の港

は都市と市民を母体とした「地域性J を，港の営なみ方の基~iとする と共 lζ ，

国家との関連性を考慮しながらも，港湾都市の経済 ・社会的諸条件を重要視

した「経営体」を形成させてきた点に注目する必要がある ~9)

明治以降のわが国の港の管理 ・運営の体制は「国家の営造物」を基盤とす

る中央集権的な多元的・タテワリ行政に依存してきたが，G.H。Qによる 「港

湾法」の制定で港湾管理者の創設をみた乙とは，ある意味でかなりの近代化

をみたものの，欧米におけるポート ・オーソリティ方式によるものと比較す

るとかなりの格差が見受けられる。それはあくまでも「近代化」理念を基に

しての乙とであって形態的な ζとをいうのではない。乙の乙とは，港の営

みの現象的側面IL.問題があるのではなく ，それを支える都市と市民の近代的

諸条件や近代的市民社会の未熟さがあっての乙とである。昭和25年Kおける

「港湾法Jへの期待は，当時の民主化への強い要望が先行しつ冶あったものの，

民主化の具体的条件を備えず意識的なもののみが先行しでも，それを支える

現実的諸条件が成熟していなかった。 その現実的諸条件とは，港や都市lと対

する市民意識や，港湾管理者をはじめとする各港湾行政の時代的感覚， 「三

割自治Jといわれた地方向治体の位置付け等であるが，乙れが30余年の間κ
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は，経済成長 ・公害問題・環境問題 ・都市問題等々を経験しており， 「港湾

法Jにおける民主化実現の現実的諸条件が形成されつつあると考えられる。

乙うした段階をむかえて，今後の港湾都市と港湾管理者の役割ゃあり方を

展望する場合，一つlとほ現実的な諸問題と しては現行「港湾法」の枠内で港

の営みをどう近代化しう るのか。また他lとは将来ビジョンとして，欧米に

おけるポート・ オーソリティをモデルにしながら わが国の港湾経営化をど

のように考えるかという乙とがきわめて大きな課題となるであろう。

注 （1) 詳細Kついては拙著「港湾総論」（成山堂，1972年）第4章の参照をのぞむ。

(2) 拙著「都市と港」（ 同文館 ，1976年）第 4章参照。

(3) 柴田徳衛著「現代大都市論」（ 東大出版会 ，1968年）矢崎武雄著

「現代大都市構造論J（東洋経済新報社 .1968年）等参照。新陸人著
「ヨーロッパ都市の1京｛象」（本社，1975年）参照。

14）巻幡静彦著「港湾法解説」 （日本港湾協会， 1950年）参照。

(5）拙著「港湾総論J（前出 ）第 21 '.!iI参照。

(6) 日本港湾協会編「各国港湾行政の実態」P.201 （付録2-1 ）参照。

(7) 巻幡静彦著「前出 JP. P. 5 4 -5 5o 

(8) The Port of London Authority, The History and Development of 

The Port of Lohdon, 1968, D. J. Owen; The Port of London Yesterday 

and Today. 1927. およびJUI者「都Tllと地」 Cllii出〉第141;'.i:参照。

4. 港湾管理者と港湾都市の課題

一一一横浜港の問題をふくめて一一一一

私は， l節においてわが国の都市は殆んどが港の機能を有する点から，素

朴にそれを港湾都市とし 港湾問題の本質的課題としての問題意識をとりあ

げた。それをうけながら まず2節では 主として近代以前のヨーロッパと

わが国の都市と港の関係一一一城門（港） ・域内（都市） ・ Burger （市民）

一一ーを背景的K考察し 3節では明治以降の「国家の営造物」としての港

湾管理 ・運営体制と都市 （市民）の性格を欧米におけるポート ・オーソ リテ

ィ，ならびに「港湾法」との関連におよんだ。乙うした歴史的な考察の基盤

には少なくとも「近代化」理念があっての乙とであり，したがって，乙の節

においては，港都償浜と横浜港の近代化の問題をもふくめながら，港湾管理

者の課題について考えてみる ζとにする。
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(1) 以上の問題をとりあげる場合，まず基本的な課題として， 「港J(port, 

Haferりについての概念を今後は大巾に広めてゆかねばならなし、。紙巾の

都合で詳細にふれる乙とはできないが（他の拙著のど参照を乞う） III，少

なくもわが国で明治以降考えられてきた「営造物」もしくは「公物J理念

から脱皮した港湾機能の総合的な体系化（社会的構成体として一一ー人間＝

市民とその生活，組織・制度＝都市 ・団体等の社会的条件，施設・物財＝

物的条件等が一体化し，各条件の相互関係を重要視する。）の中で「港J

を概念づけなければ，港湾都市における港湾管理者の役割や位置付けがさ

れにくい。

(2) したがって，港湾機能と都市機能が密接な関係の中にあって両者の形成

が可能になる乙とは以上の各節でとりあげた欧米の例からも明らかである。

しかも「密接な関係」とはすぐれて経済的・社会的な関係であって，直接

国家的な軍事 ・政治的視点は接されるにしても，地域や都市における上記

の「密接な関係Jを港湾管理者は今後重要な課題とせねばならない。乙の

点が従来の港湾管理者は，今もって「営造物管理行政」のカテゴリ －leと

どまっている乙とが問題点となるであろう。

(3) 乙の乙とは，当然、わが国における港湾行政のあり方と重要なかかわり合

いをもっ。すでに述べたように欧米における都市と港の形成事情を異にす

るだけに， 「港湾法Jの成立以降においても，当時の「港湾法」への期待

は実現されてはいない。乙れはわが国の法体系の基盤が明治以来，全体主

義的な「大陸法JK依存しているのに対し， G.H. Q によるポート ・オ

ーソリティをモデルにしたインディビデュアリズムにもとつく「英米法」

をもち乙んだギャップが背景にあると思われるが，今後を予測した現代社

会（近代的市民社会）の立場からすれば，港湾行政の大巾な変革が必要と

なるであろう。

前項にふれたように，現行の港湾行政の体系からすると港湾管理者はそ

の一部分を担当するにとどまり，都市機能との関連性をふくむ港全体を営

なむ役割を有してはいない。さらに問題点とされるのは，今もって多元的

・タテワリ行政が中枢を占めていて，港の営なみを担当するにふさわしい
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権限と機能を備えているとはいえない。（2）乙の多元的 ・タテワリ行政は，

後述するポート・オーソリティの日本的形成の tでも，また都市と港の近

代化の面でもきわめて大きな課題となるであろう。

(4) さらに，以 tの多元的・タテワリ行政の問題は，単に「国家と港」の関

連において問われるものではなく 一面 「都市・市民と港Jの関連で問わ

れなければならない。 2～3節で述べた欧米における城門（港）・城内（都

市）・ Burger C市民）の関係がわが国iζ見出す乙とがむつかしいのは歴

史的背景の差によるものであるにせよ，現代的な問題意識に立って今後を

展望する時lζ都市 ・港・市民の総合的な関連性はいよいよ密接なものiζな

るであろう。乙れらの総合的な関連性は，少なくも市民とか都市，あるい

は地域といった「団体Jを絞とした場が大きな役割をもつであろうし，乙

うした「団体」の連合体としての国家が近代社会にふさわしい場をもっと

共に，国家と都市や港との新しい関係を見出すようになるであろう。乙う

した大まかな将来展望の中で港の行政のあり方や，港全体の営み方が，

どのようK変わるものであるか，具体的には予測しがたいが，方向として

考えうる乙とは，港や都市の「営み」の方法が，前近代的な身分や権力的

機構より離脱して，組織・制度・人間関係が契約性と経済性を基軸iとして

ゆくであろう乙とは歴史的必然性として考えられると共に，その方向が「近

代化」を示す乙とも明白である。したがって，それによって従来の行政休

系が変化するとしても， 「近代化」の方向にふさわしい「団体の論理」 131

と，それを支える都市や市民側の対応が必要とされる。乙の点，都市や市

民側の対応、性は従来見るべきものがあったとは言えない。 「港湾法」制定

時の解釈に， 「港湾、の主人公が『その港湾lζ最も身近かな利害関係を有し

その開発lと情熱と愛情を有する地域住民』である」とするのは単にアメリ

カのポート・オーソリティ形成の理念だけではなくして，近代的市民社会

と自由主義経済の理論的体系化を成しとげた「経済学の父」アダム・スミ

ス（AdamSmith）のいう「人間は本来自からの環境の改善にもっとも熱

心である」 lζ原流を求める乙とができる。14) えの点も，反面現実に港湾管

理者が多元的・タテワ リ行政の問題点に悩む前lと白からの積極的な智恵と
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努力が必要でもあると考えられる。

(5) 以上の「経済性と契約性」にもとづく港の「営み」方が「近代化Jの方

向を示すものであり，その場合，その「営みJIC:対する責任の主体が都市

や市民であるという考え方は，欧米における「港湾経営」の基礎理念であ

り， したがって国家との関係においては重要な基本的項目にかぎられてお

り，現実の「経営管理Jはポー卜・オーソリティが担当すると共に財源へ

の権限と責任をも背負っている。乙の「港湾経営Jはそれ放にわが国にお

ける行政による「港湾管理・運営Jとは質的に内容が異なっており，まし

てや第2次世界大戦前における「港湾政務統一Jの問題とは全く次限を異

にする。

また港の営み方lζおける「近代化Jの方向が論理的に「管理・運営」

から「経営・管理」にあるとすれば，乙の場合 以上に述べた「経済性と

契約性Jと共IL, 「公共性Jの新しい方向付けが必要となるP 明治以降
の「公共性理念Jはかつての「滅私奉公JIC:代表される全体主義的公共性

が，港の「管理運営」の背景にあった。乙の点がわが国の港の営み方の

将来と港湾管理者にとって現実的な重要課題となる。補足的説明をあえて

加えるならば，公 （Public）と私（Pri':ate）の関係は，わが国にあっては

前者が主とあり，後者が従であった。また，私は公のためにその存在価値

が認められていた。乙うした「公共性jの理念、が国家主義を支え，かつて

の「富国強兵策」の柱ともなっていたし，港をめぐる法制化や「管理 ・運

営Jの理念の中に筏存していないとはいえなし、。今後の「近代化」過程に

おいては，明らかに Publicは Privateを基にしての集合体であり，前

者は後者を補う と乙ろに公の存在価値がある ~61 ζのζとがまた「経営・

管理J理念の経済性 ・契約性と密接な関係を有する。

(6) 以上の各項は，やや断片的であると共に抽象的な理念にかかわるきらい

があるが，実はそれらはすべて，とれからのわが国における都市と市民と

港湾管理者の課題にとって基本的な役割を演ずるものであると思われる。

乙うした基本的理解をのぞいては港や都市の「近代化」はありえず，ポー

ト・オーソリティの理解をも不可能とされる。今まで，ポート ・オーソリ
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ティの問題にふれてきたのは，ど乙かでわが国の港湾行政による「管理・

運営Jと比較し，少なくも前者のもつ「営み方」が近代的であり，後者が

前近代的であるという考え方をしているが 両者にか、わる「価値判断」

をしてはいない。以上は明らかに理念もしくは理論的な先行性があり，現

実の政策・実践的な問題については，わが国の伝統・歴史・社会経済的条

件があっての乙とであり とくに従来国家が果してきた港への役割はきわ

めて大きいだけに， ζの点は充分に尊重しなければならない乙とは自明の

理といわねばならなし、。

しかしながら，現実の港湾管理者がかかえる諸問題を長期的な視野にお

いてとらえ，また都市や市民の直面する諸問題を港との関係で把握し，将

来展望をする時IC:以上にとりあげた諸項をさけて「近代化」の方向をたど

ることはできない。したがって，それらを総合化させて考えうる乙とは，

現実の手法にはさまざまな困難がつきまとうが，以上の項目をふまえて，

いかに欧米の都市と港と市民が内包させている「近代化要因」を質的に導

入するかという乙とである。乙れは単lと，港の「営み方」を現象的に導入

するのではなく ，わが国の伝統と歴史をふまえて，し、かに日本的なポート

・オーソリティを形成させるという乙とになる。集約的iζ表現すれば，そ

の乙とが港湾都市と港湾管理者の基本的課題であって，他の具体的な諸問

題は基本的課題の解決にしたがって具体化されるであろう。

以上K述べてきた基本的課題にかかわる諸項を，最後に，わが国における

代表港の一つでもある儲浜港lと例を求め，やや具体的にその方向付けを考え

てみる乙とにする。周知のように，幕末開港の中心的な舞台となった績浜の

開港は，長崎の出島にならって軍事的・政治的な立場から，むしろペノレリが

主張する神奈川の経済的な立地点とは逆な償浜村花開港された。また， 2～ 

3節lと述べたような城門（港）・城内（都市） ・Burger（市民）を全く

もたない寒漁村IC:忽然とできた港湾施設と急速な幕府の政策で港町横浜の基

縫がつくられた。明治以降はとくに大日本帝国の玄関口として生糸貿易から

臨海工業地帯，物流の拠点へと 120余年の変遷をもつが，ある意味で償浜港
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と横浜はもっとも国家の投資と政策とによって発展してきた典型的な場でも

あった。

したがって，以上の各項に述べた一一(1）「営造物」からの脱皮，（2）「営造

物管理行政」の問題点，（3）多元的・タテワリ行政の問題点，（4）都市と港をめ

ぐる「団体の論理J・地域住民の諸問題，（5）「港湾経営」化や「公共性」の

方向，（6）日本的ポー卜 ・オーソリティの策定，等一一ーをし、かに消化し，「近

代化」してゆくかという乙とは現実的κはきわめて困難な問題であるといえ

る。乙れが地方港であったり 東占小牧等のように全く新しく造成される港

や都市であれば，乙うした理念は比較的政策・実践に移され易い面をもって

いる。しかし，とくに横浜港はその形成過程から，そうした「近代化」理念

を実現させるためにはあまりにも複雑な諸問題をもつであろうし，国家と自

治体の聞の調整に長い時間が必要となる。

しかしながら，現実の問題として，以上lζ述べてきた諸項目の問題点をも

っとも切実なものとし， ある意味で横浜は典型的な港湾都市でありながら，

都市機能と港湾機能の整合性に欠けると共に 東京経済圏にくみ乙まれて港

の中枢管理機能を失いつつある状態K，横浜港機能の横浜経済・社会への影

響も問題視されつ〉ある。亦他面にお通いても全く国家の背景によって発展を

とげたとも考えられる横浜港は，以上に述べた諸項目IL示される問題意識が

東京・名古屋・神戸港等の歴史と異なるだけに切実なものとはっていたいと

も思われる。横浜港は一面，東京湾内においても代表港であれば東京湾問題

・広域港湾問題等を加えて，以上にかかげた諸項目を積極的にとりあげ，一

例をあげれば償浜港ポート・オーソリティや東京湾ポート・オーソリティの

形成ビジョンをかかげる乙とがひとり横浜港の問題解決のみならず，わが国

港湾の「近代化JK大きな役割を演ずるとととなろう。乙うしたビジ ョン作

製の過程で，現実的な多元的・タテワリ行政の諸問題をはじめ都市や市民に

かかわる諸問題も時聞をかけて1侭決しうると思われる。乙乙では紙巾の都合

で， （例えば）横浜ポート・オーソリティの形成手順や方法については省略

するか，港湾管理者は， 「港湾法」の制定過程やその後の施行過程でさまざ

まな問題点をかかえ乙みながら現状をむかえたにしても，本来アメリカにお
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けるポート・オーソリティの（あえて表現するならば，以上各節で述べてき

たように，歴史的背景の差があるにしても近代的要因を多数lζ内色する点κ

注目し）本質を導入すると共に，民間諸力の活用をもって経済的合理性の実

をあげる必要がある。それが現行「港湾法」の枠内で可能なものは積極的に

実践に移し，不可能なものは，時聞をかけてのビジョン作りを考える乙とが

重要である。とく に，そのような港や都市にかかわる制度的，機構的な面に

ついては，従来いずれの港湾管理者もあまり考える乙とを行なわず，港湾計

画といえば施設や物理的条件のみlζかぎられてきたともいえる。乙うした点

についても，横浜港は，東日本一帯lζ広くヒンター・ランドを有し，単lζ横

浜の経済・社会のみを背景にしていないだけに そのようなビジョン策定は

結果的に国民経済や国家の立場から有意義なものとなるであろう。

注 （1) 港をなぜ 「社会的構成体Jとして考えるのか，その内容については拙共著

「港湾社会J（成山堂， 1975年）第 l章の参照をのぞむ。

(2) 和泉雄三著 「港湾行政」（成山堂 1973年）および拙著「港湾総論」 （成

山堂， 1972年）第21章参照。

(3) 増田四郎著 「西欧市民意識の形成」 （春社社， 1969年） , J'U：共著「港湾社

会J (JV(:山堂， 1970年）第13章参照。

'.4) A. Smith The Theory of Moral Se1tments. 1757, （米i?iJ尺『溢徳↑i'i・払t

ふ61i』参jl／~.c

(5) 「近代化」にか、わる問題意識および内容についてはfili著 「港湾総論」（前

出）第3￥，および「港湾経営化Jlζ関する詳細については拙稿「わが国lと

おける 『港湾経営化』の基礎的一考察」 （拙共著『現代交通と地域開発の諸

問題J,I時潮社， 1979年）の参照をのぞむ。

(6) 三戸公若「公と私」 （未来社， 1978年）参照。
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都市港湾においては，都市機能との関連において，その港湾機能も複合的

なものとなっている。しかし，そのなかで，主体的役割を果しているのは，

海陸交通の結節点としてのターミナノレ機能で、あろう。ターミナノレ機能により

都市港湾は，都市機能における商流活動と一体となって，物流活動を推進す

るものとなっており，それにより，流通分野における役割を有機的に果すも

のとなっている。

と乙ろで，都市港湾においては，流通活動との関連から，背後地の形成要

因やそれとの結びつき，及び港湾における流通システムのあり方などが，そ

の機能的な面で，重要な要素となっている。 一方 都市港湾における貨物流

動の動向をみると，国際的な省資源化，省エネルギー化の傾向，および圏内

産業構造の変革などから，その量的質的変化がみられつつあり，乙れが港湾

機能leも大きな影響をおよほすものと予想される。

さらに，都市港湾の利用者である荷主企業についてみると，安定経済成長

下における需要停滞le対処して，その経営の維持発展をはかる上から，物流

活動の合理的管理が，企業の経営方策としてp 大きな役割を果すものとなっ

てきている。そ乙では，物流活動は，企業の総体的物の流れlζおいて，効果
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的lと機能し， トータル・コストの縮減をもたらすものであり，また都市社会

とも調和的存在として，都市経済lζ寄与するものである乙とが重要となって

いる。

ζのような諸情勢において，都市港湾においては，都市機能との間遠から，

港湾物流用役についてのマーケティングの推進や，用役の質的向上をはかる

乙となどが課題となってきている。本稿では，乙れらに関して，都市港湾に

おける流通活動の特質と問題点などを検討し，さらに，その本質的なあり方

などについて考察する乙と、する。

第2節港湾流通の概念

経済社会において，生産と消費を結ぶ流通活動が港湾を経由して行なわれ

る必要のある場合において，港湾は，経済社会における乙れらの流通活動を

分担するものとしての役割を果すことになる。そ乙では，まず流通の一般的

概念との関連において，港湾流通の内容を検討する乙とが必要となってくる。

流通は，一般的には，財貨やサービスなど経済財の供給者から需要者にい

たる聞に生ずる経済活動を内容としており，生産と消費の閣の場所的，時間

的，人的隔たりを有機的に結び合せる機能として，大きな役割を果している。

乙の流通においては，通常，経済財の使用価値を実現するために，まず貨弊

との形態転化としての商取引活動が発生し，それにともなって経済財の移動

としての物流活動が行なわれる乙とになる。そして，乙の流通は，個別経済

的観点においては，企業のマーケティングなどとの関連における経営管理の

対象として，また国民経済的観点においては，社会的，国民経済的利益を増

進させるための生産と消費を結ぶ活動方策として，それぞれ重点の置場の異

なる視点から，一般に把握されてきている。いずれにしても，流通は，ζれ

を簡潔lζ定義すれば，生産者から消費者へ財貨およびサービスを社会的，物

理的lζ移転させる経済活動であり 商取引活動と物流活動の 2活動からなっ

ているものといえよう。

通常，港湾においては，海陸の結節点としてのターミナノレ機能を通じて，
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流通活動が行なわれており，貿易や国内取引などの商取引活動lとともなって，

経済財の港湾を経由する移動としての物流活動が行なわれている。港湾流通

は，乙のような港湾のターミナル機能に基づ．き，港湾を場として行なわれる

流通活動を内容としているので，港湾流通においては，有機的に物流機能を

果すζとが決定的要因となっており，物流活動がほぼその主体を占める乙と

になる。乙の港湾流通においては，資本の総循環度合を高め，再生産過程iと

おける増殖機能を拡大するための要請からして，その合理化近代化による生

産性向上が大きな課題として導入される乙とになる。それは，利用者の立場

から港湾流通を通じて，資本の転態効率が高められる ζとになるので，新し

い流通構造への展開は，主に利用者を中心としたものとして，顕著なあらわ

れかたを示してきている 0111 そ乙では，港湾流通においては，利用者のニー

ズを満足Eさせるものである乙とが要請される乙とになり，最終的K，利用者

である荷主の総体的流通合理化に効果的le機能するものであるととが重要な

課題となっている。

と乙ろで，港湾機能は，技術的面，社会的面，経済的面の3側面から考察

ぢれる；z1 まず技術的面においては，海陸輸送の結節点としての港湾の基縫

的機能がその対象となる。乙れは，物流活動分野lζおける輸送基礎施設提供

活動であり，海運・陸連の連傍媒介をするターミナノレ活動としての機能であ

る。次に社会的面においては，港湾lと直接間接関連する経済活動が営まれる

乙とによって，港湾都市が形成される関係である。港湾のターミナノレ機能に

関連して，生産流通活動の港湾への集中と周辺背後への人口の集積が港湾都

市を形成する要因となっており，港湾機能は都市機能ととくに深い関連性を

有するものとなっている乙とである。さらに経済的面においては，港湾企業

にとって港湾は生産の場となっており，乙れらの生産活動が他の企業の流通

．分配の便を増大する役割を果している乙とである。

乙のように港湾は，ターミナノレ活動を基盤として，種々の関連する機能を

有している。乙の放に，都市港湾の機能lζついては，海陸交通の結節点であ

るターミナルとしての役割における単なる物理的条件のみでなく，現実に都

市港湾として行なっている全体的な諸活動を可能にしている経済的，社会的
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諸条件をも含めて把握する乙とが重要となっている。現実の都市港湾は，歴

史的にみても経済的社会的諸条件を包含したものとして，その全体的港湾活

動を形成し発展してきている。そ乙には 乙れらの都市港湾における経済的

社会的活動の背景として それに対応した商業の基盤が存在する乙とになる~31

元来，都市は人間の集団として，集団社会lζ必要な消費活動の場であるので，

それを内容とした商業活動は，都市機能の主体をなすととになる。そして，

このような都市機能によって，港湾機能は支持され推進されるととになり，

港湾流通との関係を展開するととになる。

港湾流通は，物流活動を主体としつつ，都市機能による商取引活動と一体

となって進められる乙とになる。すなわち，港市港湾においては，物流は港

湾のターミナノレ機能によって行なわれ 商取引流通は港湾背後の都市機能に

より推進されるととになる。都市港湾の流通は 乙のようなターミナノレ機能

と都市機能の一本化によって，本来の役割を果す乙とになる。そ乙では，港

湾背後における都市機能としての商業活動に基づく商取引流通と表裏一体と

なって，港湾、における物理的，経済的，社会的条件を具備したターミナル活

動Kより物流活動が行なわれ，港湾流通が効果的IC機能する乙とになる。そ

して，港湾流通の対象は，都市が集団社会であり，その消費的性格からして，

それらに対応した商業関連財貨（都市型貨物）が中心をなしていくものと思

われる。

j主 (1) 北見・喜多村編 「港湾流通」 （成山堂，昭和49年9月），山村学稿， P188

(2) 矢野剛著「港湾経済の研究」 （日本港湾協会，昭和39年11月） ' p 47 

(3) 北見俊郎著「港湾総論」 （成山堂，昭和47年3月〕 P172 

第3節貨物流動と流通形態

(1) 貨物流動の動向と影響

港湾流通は，港湾のターミナル機能を基主主として行なわれる物流活動を主

体と している乙とから，港湾における貨物流動の動向に大きく影響される乙
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とになる。都市港湾における貨物流動についてみると，全般的iζみて，その

量的な面と，質的な変化が主な課題になるものと恩われる。

まず都市港湾における貨物流動の量的な面について， 5大港の動向をみる

と，表 lのとおりである。港湾取扱貨物量は，昭和48年までは順調な伸びを

示しているが，その後下降し，51年から再び増勢lζ転じており， 54年にはほ

ぼ48年の水準に復帰し 791百万トンとなっている。そして，一般的にみてそ

の伸びは，高度経済成長期lと比べて低調となっている。一方，港湾運送量も，

乙のような港湾取扱貨物量の動きにつれて，ほぼ同様な推移をみせており ，

54年には，船内荷役量が352百万トン，沿岸荷役量が300百万トンとなって

いる。ただはしけ運送量は，減少の傾向をたどっており， 49年の69百万トン

から54年の38百万トンと著減している。

表1 港湾取扱貨物量及び港運貨物量推移 （5大港）

註玄＼＼＼年 45 48 49 50 51 52 53 54 

港湾取扱貨物量 600 791 759 703 722 753 750 791 

港 船内荷役量 273 276 285 271 279 303 323 352 
湾
連 沿岸荷役最 215 230 238 223 244 244 246 300 
送
員 はしけ運送量 69 57 56 46 45 43 36 38 

注：運輸省港湾局港政課監「港運要覧」 （昭和55年版）P. 8による。

さらIC::5大港における主要品目別船舶積卸し実績についてみると，コンテ

ナ，鉄鋼，金属鉱，自動車，石炭，穀物，原木などが主な品目となっている

（表2参照）。乙のうち伸びの著しいのはコンテナ，自動車などとなってお

り，逆lζ減少しているのは金属鉱，石炭などとなっている。今後の動向につ

いてみても，国際的な省エネ Jレギー，省資源化の傾向や，わが国産業構造の

高度加工型産業への移行傾向などからして，ほぼ同様な動きを辿る ものと予
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表2 主要品目別船舶積卸し実績 （5大港）

ミ~ 45 年 50 年 54 年

コ ン ア ナ 13 049 52 356 99,736 

鉄 鋼 45 813 40,736 51 786 

金 属 鉱 42 327 36,943 36 241 

自 動 車 11112 18 806 34,437 

石 炭 33,942 22,075 21 747 

穀 物 （撤） 14 571 13,650 16 357 

原 木 9,536 6 640 10,119 

新t 工 業 ロロロ 16 677 11 434 8 572 

砂・砂手lj.石材 5 765 3 668 5 636 

紙・ノf ノレプ 4 375 4,244 5 340 

そ の ｛也 76,228 60 836 62,050 

言十 273 395 271,388 352 021 

注運輸省港湾局港政課監 「港運委覧」 （昭和55年版） P. 18～19による。

想される。そこでは，一般的にみて，かつての高度経済成長期のような貨物

量の著しい伸びは期待されないものと思われる。

次lζ，貨物流動に関する質的な変化についてみると，流動貨物の附加価値

の高い貨物への濃縮化をはじめ，流通経路の国際的短絡化， 複合化などがそ

の対象となってくる。すなわちわが国の産業構造は，今後さらに高度加工型

産業へと進展していく乙とが予想されるが，他方，資源、産出国においても，

資源を加工または精製し 二次製品 半製品として輸出する傾向がみられて

おり，また発展途上国においても，消費物資の生産など労働集約型産業へと

脱皮していくものと思われる。このようなととから，輸出においては，高度

の技術集約型製品や雑貨類が増加していくであろうし，また，輸出相手国へ

現地進出して組立や加工を行なう乙となどにより，流通経路も短絡化される

方向を辿る乙とになろう。さらに輸入においては，乙れまでの原材料のかわ
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りに鉄鋼素材や製材品なとの占める割合がふえ，総体の貨物量は濃縮化され

ていく乙とになろうし，また，発展途上国などからの繊維製品や消費物資な

どが増加する傾向から，流通経路は複合化していくものと予想される 0(¥¥

都市港湾における貨物流動の乙のような変化の動向は，港湾機能のあり方

にも大きな影響を及ぼすことになる。元来，都市港湾の機能は，都市の商業

機能を基盤とする商港的機能を本質的内容としているのであるが，現実の都

市港湾においては，高度経済成長期などにおける生産拡大lζ対応、しての工業

港的機能も多く形成されてきており，同一港湾内lζ商港的機能と工業港的機

能が併存している状況である。乙れらは 都市港湾の発展段階における形成

過程として，当然の現象として良くみられるものである。ところで，乙のよ

うな都市港湾における工業港的機能は，公害対策や都市機能の鈍化をはかる

面などからして，最近，隣接する附近の工業港などへ分散移転されつつあり，

減少の傾向にはあるが，今後は，さらに貨物流動の動向からしても，原材料

を対象とした工業港的機能の活動分野はせばめられ，低調になっていくもの

と思われる。一方，加工型製品や雑貨を対象とした商港的機能は，コンテナ

埠頭や定期船埠頭，カーフェリー埠頭その他公共埠頭を中心として比較的活

況の方向をたどる乙とになろう。そ乙では，都市港湾は，商港的機能と工業

港的機能の混在した形態のものから 商港的機能の比重をさらに強めていく

乙とになり，都市の商業活動機能に寄与する度合を高めていくものと思われ

る。

乙乙で，都市港湾における貨物流動は，その貨物の性格からして，都市の

商業（消費）関連貨物流動，加工型産業関連貨物流動，及び都市周辺及び臨

港地所在の工業関連貨物流動の3種lζ分類されると思われる。商業（消費）

関連としては，日用雑貨や食料品などの流動があげられるが，乙れは直接都

市機能との関連の深いものと言えよう。また，加工型産業関連としては，木

材，紙，金属製品などの流動があげられるが 乙れは都市機能形成に寄与し

ているものと言えよう。そ して，工業関連貨物流動は，原材料や製品の流動

であるが，間接的に都市機能の発展をうながしているものと言えよう。
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(2) 背後地と流通機能

背後地は，一般にその港を通じて輸移出（入）される貨物の出荷（入荷）

地点を含めた地域とされている。 ζの背後地の範囲は広範にわたっており，

通常，その港の勢力圏を示している地域として認識されている。都市港湾に

おける背後地は，地理的条件よりも経済的条件lとその重点を有しており，港

湾の経済価値を決定するうえで大きな要素ともなっている。通常，都市港湾

においては，背後地は，臨港地域を除くと，その都市の経済地域内と経済地

域外IL:区分される。すなわち 都市の経済地域内は 都市港湾の機能を維持

増進するための都市機能としての役割を果している地域であり，経済地域外

は，その他の背後地全般を指すもので，都市港湾の機能を利用している地域

である。

港湾と背後地に関する理論的な展開としては，A.J.サージェントCA.].Sargent, 

Seaport and Hinterland, 1938）がその原点を示しているものとしてあげられる。

それは，背後地形成の基本的要因として，港からの距離，時間，運賃，交通事情（道

路，鉄道，河川， 運河），人口をとりあげており，とくに交通事情に重点を

おいている。と乙ろで，乙のサージェントの理論的基調は，欧州，北米，南

米などの大陸を対象としており また農業生産物に重点を置いたものである

ので，わが国のような地理的，経済的，社会的に条件の奥なる場合において

は，さらに複雑な要因が乙れに加わってくることになる。そ乙では， 「A.J.

サージェントの提起している問題意識と地理的事1清の差をふまえた上IL:，日

本の資本主義経済・社会の歴史的背景からくる構造的な特質が現実lζヒンタ

ーランドの概念を形成する主要因となるといっても過言でないJ乙とになる012¥

わが国における背後地形成の要因としては，地理的事情を除くと， A.J. 

サージェン卜の掲げる要因のほかに，歴史的な経済社会構造の特質が，それ

以上の重要な役割を果してきたものといえよう。しかし，乙の場合において

も，より安い運賃への志向ということが，たえず背後地における基本的な課

題となってきたものと思われる。

乙のような課題lζ関して 流通近代化の面よりみると，もし，背後地が利
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用者（荷主）における物流管理のうえから最も効果的な港湾選択の結果とし

て形成されるものとするならば，その形成要因は，物流コストと物流サービ

スの2要因に集約されるものと思われる。 ζの場合，物流コストは，単なる

港と背後地点間lζおける運賃コストではなくて 利用者における商品流通の

トータノレ・コストの節減を内容とした経営政策的なものであり，また，物流

サービスは，利用者の生産から販売にいたる商品の流れにおいて，その総合

的物流合理化をはかるものとしての，港湾用役を中心とするその質的内容を

意味している乙とになろう。京浜 阪神などの大都市港湾においては背後地

における利用者（荷主）の乙のような港湾選択の行なわれる可能性が強いも

のと思われる。

港湾流通において，都市との結びつきからして，その機能力の最も関連の

深い背後地は，都市経済地域内の背後地であろう。 ζの経済地域内は都市機

能を形成している商業活動の場であるので，乙れらに対応した港湾流通の占

める割合の大きい場合に，都市港湾としての機能は最も良く発揮正予れる乙と

になろう。そ ζでの対象貨物は，前述するごとく，都市機能に対応した商業

（消費）関連貨物や加工型産業関連貨物が主体をなす乙とになり，また，そ

の背後地内の物流形態は，いわゆる都市内物流に属するもので，都市内物流

としての機能を果すζとが重要であり，その面での対策として交錯輸送や重

複輸送の縮減をはじめ，交通公害の防止，地域住民への寄与などをはかる乙

とが，利用者（荷主）の港湾選択などとの関連において，課題になってくる

ものと思われる。

(3）都市港湾と流通システム

港湾における流通合理化は，輸送革新や物流システム化などの語で一般に

表現3れているように，海陸複合一貫輸送や物資別専用輸送などの物流シス

テム化Kより推進されてきている。とくに都市港湾においては，コンテナ船

輸送やフェリー輸送などを主体とする海陸複合一貫輸送システムによる合理

化の進展に著しいものがみられている。乙れらは先に述べたように，最終的

には利用者である荷主の要請する総体的流通合理化を対象として，そのシス
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テム化が推進されることになる。都市港湾における乙のようなシステム化の

進展は，一方において，港湾物流企業の乙れらシステムへの埋没という結果

を招来するおそれもみられている。すなわち，港湾における物流システム化

の進展は，港湾物流の合理化，効率化をもたらす反面，在来型港湾物流をめ

ぐり大きな影響を及ぼしてきている。

港湾物流においては，高度経済成長期を通じ，増大する港湾取扱貨物を効

率的に処理するため，高度に機械化した荷役方式を主体とするシステム化が

進展してきている。その結果，在来型港湾物流の企業分野では，経済の安成

長期への移行にともなう港湾取扱貨物量の伸びの鈍化と，輸送革新の進展に

よる業域や職域の減少傾向なとからして その経営状態は一般に悪化してき

ており，構造不況の様相を示している。とくにはしけ運送において，運送需

要の減少，はしけの余剰・遊休化による不振が深刻化している。乙れらは，

流通合理化lとともなう都市港湾における大きな課題となりつつあり，その対

策が，流通近代化との関連において重要となってきている。

次lと，都市港湾、における物流システムの主宰者についてみると，コンテナ

船輸送やフェリー輸送をはじめ一般定期船輸送においては，船会社の主催性

の強いものとなっている。一方，利用者である荷主の主催性の強いのは，不

定期船輸送となっている。そして，これらの船会社と荷主の聞に立って海陸

一貫した物流ゾステムの運営における調整的役割を果しているのが，港連業

などの港湾物流企業となっている。と乙ろで，都市港湾11：：おいては，その背

後地の集団社会↑生からして，流通の対象は，商業対象貨物すなわち雑貨型lζ

類する財貨が主体をなす乙とから コンテナ船輸送やフェリー輸送その他定

期船輸送が，都市との関連性の強いものと思われる。そ乙では，交通用役の

供給者側である船会社の主催性の強い物流システムが推進される乙とになる。

乙のような船会社の主催性の強い物流ゾステムにおいては，運賃同盟lζ基

づく交通用役の独占的供給形態とその背景において，物流システムは推進さ

れる乙とになる。乙の場合 港湾と都市の流通面における機能的あり方とし

ては，利用者（荷主）側の意向が疎外されないととが重要となっており，港

湾物流企業は，乙れら物流システムの主催者と利用者の聞にあって，流通の
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一貫性，合理性をはかるものとしての調整者としての大きな役割を果す乙と

になる。すなわち，都市港湾においては，港湾物流企業が，乙のような立場

から，港湾と都市を有機的に結ぶ流通システムの運営及びその近代的あり方

の面で重要な要素を占めるととになると思われる。

注（1) flll稿 「物流と港湾問題J （港湾労働経済研究所編 「港湾労働経済研究No.3」

昭和54年 l月）, P. 89～92 

(2) 北見俊郎著 「都市と港J（同文館，昭和51年4月）' p 119～ 121及び

P. 132 

第4節 港湾流通と港湾用役

(1) 港湾用役と都市機能

港湾用役は，港湾の有するターミナル機能および都市生活関連機能により

提供されるあらゆるサービスである。乙れは，港湾を場として生産され販売され

るもので，需要者に対し商品性，価格性を有する用役である。港湾用役をおff.Rの

面よりみると，港湾のターミナノレ機能lとより生産され販売される物流用役

（港湾物流用役）が，その主体をなす乙とになる。そこでは，需要者は利用

者たる荷主であるζともあれば，船会社である ζともあるが，窮極的lζは，

荷主にその需要は帰属する性格のものである。すなわち，港湾物流用役は，

港湾のターミナノレ機能を基擦として，港湾lζおいて，需要者の依頼lζ応じて

なされる物品の海陸にまたがる空間的時間的隔りを克服するための用役であ

り，本質的には無形財，即時財としての性質のものであるといえよう。

港湾物流用役は，乙のように無形的生産物の類型に属し，無形財・即時財

として生産と同時に販売・消費される即時性・非貯蔵性がその特質となって

いる。通常の有形の商品は，生産，貯蔵，販売の過程を経て取引されるが，

港湾物流用役は生産即販売される乙とになり，その聞に貯蔵による調整がき

かないものとなっている。港湾物流用役は，乙のように即時性のものである

ので，有形財生産の場合とは，大きく異なったものとなっている。有形財生
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産においては，その生産と販売，消費の時間的ずれについては貯蔵により，

場所的ずれについては輸送により調整することが可能である。と乙ろが， 1m

形財である港湾物流用役の生産Kおいては，供給者側で施設や労働力など必

要能力を準備しまたは提供しでも，乙れらの能力のうち，需要に合致した

分だけが有効に生産・販売・消費される乙とになり，その他の能力または用

役は費用のみを要して無駄に終る乙とになる。

また，港湾物流用役は，都市機能における商取引流通の発生を基鍛とし，

それに従属して発生するものとなっており，向ら需要を創り出すものとはな

っていない。港湾物流用役の供給者側は，利用者の需要に即して， 受動的な

立場でその用役を提供する乙とになる。しかもその話要は，一般に，不特定

多数の利用者を対象としており，非定型的， ~J：定量的で， 波動性の強いもの

となっているのが特色的である。そして，港湾物流用役は，不特定多数の利

用者に対し有償で提供されるサービスとして 経済社会における共通の必需

性を対象としており，公共性の強いものとなっている。ここで公共性とは，

「集団の中の大多数に共通する利益を目的とした認識jI I • をその本質とする

ものであるが，とくに港湾物流用役の場合は，公共的社会資本施設としての

港湾を生産の場とする乙とから 公企業的公共性との関連の深いものとなっ

ており，その面から制約性の強いものとなつている。12

港湾物流用役は，以上のような特質を有しており，その公共性Kおいて，

都市機能との関連性のとくに深いものとなっている。すなわち，公共性とし

ての果す度合が強いほど，都市の不特定多数の商取引活動と関連する乙とに

なり，都市機能への結合性を高める乙とになる。そこでは都市港湾における

商港的機能や公共埠頭的機能 及び港湾物流企業のコモン・キャリアとして

の機能などが，港湾、物流用役をして都市機能との関連性をより高める主な要

因となっているものと思われる。

港湾用役は，流通の面において都市機能と，港湾物流用役の公共性を通じ

て，その関連性を高めているのであるが，そ乙では，さらに都市港湾を経由

する貨物の流動量や範囲などにより提供される物流用役の量により，また，

物流近代化への対応の程度としての提供される物流用役の質により，都市機
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能との関連度合の強弱を有する乙とになろう。すなわち，都市経済地域内へ

の貨物流動量が多く，流動範問としての後背地が同地域内を占め，また，都

市機能たる商業活動を対象として，利用者（荷主） Iζ総合的流通合理化の面

で寄与するような物流活動の場合において，とくに港湾物流用役は，都市機

能との関連度合が高い乙とになるものといえよう。

なお，港湾用役は，物流用役のほかに，都市生活関連として，レジャーや

福祉，都市再開発などのための用役を包含する ζとになる。そして，現実の

都市港湾においては，都市の商取引活動を対象とする物流用役を主体として，

乙れらの用役が調和的iζ生産 ・販売される場合において，都市機能との関連

が充分lζ果される乙とになるものと思われる。

(2) 都市港湾とマーケティング

都市港湾において，マーケティングの対象となるのは，港湾用役であり，

とくにその中で主体をなしているのは，港湾物流用役である。一般に港湾に

おいては，安定経済成長期を迎え，乙れまでのような港湾貨物流動量の著し

いイq1びがほとんど期待されない乙とから，港湾整備の進展にともない，それ

に対応した港湾用役の需要を確保するととが必要となってきている。乙のよ

うな背景のもとに，都市港湾において，マーケティングを必要とする主な理

由としては，次の3つの場合があげられる。

第 1は，輸送方式などの改善が，以前は不利で実現できなかったような貿

易を可能とする乙とから，その対象となるような輸出入業者と折衝 し， 需要

を開発する必要がある。

第2は，港湾流通貨物の大部分のODが，他港との競争関係lとある背後地

の区域内にある場合，その何二tic対し，サーヒス面の利益を提供して惹きつ

ける必要がある。

第3は，物流事業におげる改善を通じて，物の流れの惰性を打破し，より

良いルート，より良い港として，需要を確保する必要がある。

以上のような理由からして，乙れらに対処するために，都市港湾において

は， ltii'近，港湾問役の生産・販売についての科学的・計画的経営活動として
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のマーケティングが重要な課題となってきている。

通常，港湾におけるマーケティングは，全般的lζは港湾管理者により，個

別的lとは港湾物流企業によりそれぞれの営業を通じて，港湾用役の需要者を

対象として推進3れる乙とになる。とくに，港湾管理者にとっては，港湾整

備は巨樹の先行投資を要し 財政上の大きな負担となるようなベンチャー・

ビジネスとしての危険性を有するのであるが， ζれらに対処して，港湾経営

を健全に推進する上からマーケティングが重要な要素となってきている。一

般にマーケティングは，市場対策活動，商品化活動，情報活動，取引活動の

諸機能からなっており，需要を効果的lζ創造する役割を果すものとなってい

る。その故に，港湾管理者にとって，マーケティングは，港湾用役の需要を

確保する上での有効な経営戦略となりつつある。

港湾菅理者によるマーケティングは，荷主や船会社などを対象として，港

湾販売（sailingthe port ）として具体的に推進される ζとになる。その主な

方策についてみると，次のようなものがあげられる。131

（イ）外渉活動

＠ スタッフによるPR方策の策定推進。

。菅理者，上級職者による地区または全国港湾会議，外国貿易会議へ
の出席，および公共機関，船会社，輸出業者との折衝活動。

＠ 港の信望を高めるような市民企画へのポート・オーソリティの参加。

⑪ 港の発展するような事項lζついて経営面の助言をする諮問委員会の

設立。

（ロ）宣伝，広告

＠ 港の広報（月間報）発行。

⑪郵送用または訪問者用の小冊子発行。

＠ 訪問者への舟艇による港内巡航案内。

＠背後地における運輸関係会合や輸出業者関係会合のための港の映画

の準備及び映写。

＠ 関係誌や地方紙への広告の掲載。

い）情報提供
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＠ 内陸事務所による港関係料金やサービスについての情報提供。

＠ 小冊子による港の料金やサービスK関する情報提供。

＠ 通信文書式による要求に基づく各種の情報提供。

（ニ） 販売促進

＠ 有望な輸出入業者及びその代埋店へのダイレク 卜メーノレ通信。
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＠ 現場事務所のスタッフKよる訓練された勧誘員としての輸出業者や

荷受人との折衝。

＠勧誘員による出張販売促進。

。背後地との接触，及び商業・交通部門との協調勧誘。
一般に欧米の先進国港湾においては，ポー卜・オーソリティによる港湾販

売活動が盛んに行なわれており，上記のような方策のほかに，主要港におい

ては，駐在員の海外派遣なとも良く行なわれている。

都市港湾におけるマーケティングを~らに効果的iζ成功芯せるためには，

乙のような港湾販売活動と併せて，港湾機能の背後地も含めた総合的整備が

重要と思われる。乙れには道路や施設などをはじめ，制度・慣習・取扱など

も含めた一体的な港湾機能の整備をはかる ζとが肝要と思われる。今後の都

市港湾においては，利用者の総合的物流合理化を対象として，背後地と一体

的に整備された港湾機能を基盤として，物流用役の質的向上をはかるととが

マーケティングの面から要請注れる乙とになろう。

(3) 港湾物流用役の質的向上

都市港湾、におけるマーケティングにおいて，段終的に重要な要素は，港湾

物流用役の質に関する事項であろう。都市港湾iとおいては，その背後都市の

商流機能に対応して，利用者（荷主）のニーズを満足させ，その総合的流通

合理化をもたらすような港湾物流用役を供給することが要請される乙とにな

る。そしてζのような，港湾物流用役を生産し，販売することが，本来の都

市港湾における港湾物流用役の質の向上を意味しているものと思われる。そ

乙ではまず，利用者である荷主側における物流活動の性格を把握する必要が

ある。
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都市港湾の利用者である荷主企業は 都市機能を形成している商業活動の

担い手でもあるが，乙の荷主企業においては，安定経済成長下の需要停滞に

対処して，経営の維持発展をはかるうえから 物流の合理的管理が重要な課

題となっている。すなわち，企業経営に対して，生産や販売などとの関連に

おいて，総体的利益をもたらし，さらに都市地域経済とも調不目的存在として

寄与するような物流の合理的管理が必要となっている。荷主企業における物

流活動は，その企業のあらゆる営業活動と相互｜剥係を有しているのであるが

それらとの関連において，コスト面とサービス面の調整をはかり， トレード

・オフの考え方に基づいて 総体的な合理化・効率化をはかる乙とが肝要と

なっている。そ乙では，荷主企業における物流活動は，顧客に対して満足す

る値段とサービスで， しかも企業に対しては充分利益が得られるコストとし

て，商品を提供する乙とに役立つものであり，また，それらを通じて都市経

済における物価安定と繁栄lζ寄与するような内容のものである乙とが重姿と

なっている。

港湾物流用役は，乙のような荷主企業における物流活動に員ljしたものであ

る乙とが，その内容lζなるものと思われる。すなわち，港湾物流用役は，利

用者（街主） ＇ζ最適物流、／ステムを提供して トータ ルコ ストの引下げをも
たらすものであり，さらに市民生活を対象とした物流コスト節減による物価

安定に寄与する内容のものである ζとが要請される ζとになる。そζでは，

手！Jfj］者への最適物流用役を生産 ・販売する乙とを通じて，都市経済の発展や

市民生活の安定に貢献する乙とが，港湾物流用役の質的向上につながる乙と

になり，マーケティングの成果を増大させることになるものと思われる。乙

のような面からして，港湾物流倒役の生産・販売においては，個々の荷役や

保菅，輸送などの用役の合理化，コス 卜低減も重要であるが，さらに乙れら

の用役をM：適iζ組合せ効果的に機能せしめて トータノレ・コストを引下げる

とζろのソフト的分野における用役が本質的に重要な要素になるものと忠わ

れる。 i

者1l市港f会ーにおける港湾物流用役の供給は，港湾物流企業などを主体として

行なわれる乙とになる。都市港湾においては，者1~市貨物との関連から ， 定期
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船輸送による船会社主催の物流システムが大きな比重を占める乙とlζなるが，

通常，荷主への対応、としては，港湾物流企業が船会社と荷主の間lζあって，

物流システムの調整的役割を果す乙とになる。すなわち，港湾物流企業が，

乙のような調諮的役割におけるオーガナイザーとして，荷主志向の物流シス

テムを形成し，港湾物流用役として提供する乙とになる。そ乙では，港湾物

流企業は，港湾物流用役の質的向上をはかる主体者としての本質的役割をは

たす乙とになり，それを通じて，都市港湾における流通近代化に大きな役割

を果すものと思われる。

注 (1) 喜多村昌次郎稿 「物流事業と公共性」 （日本倉庫協会編「季刊倉庫No.41J,

昭和54年6月） . p 19 

(2) 拙稿 「港湾物流研究序説」 （港湾労働経済研究所， 「港湾労働経済研究No.

4J，昭和55年 l月） • p 201～ 203 

(3) Marvinし Fair, Port Admilistration in the United States, 

(Cornell Maritime Press, 1954). P. 175～176 

(4) 拙著「物流絞芭論」 （ぎょうせい，昭和55年11月）, P. 334 
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港湾管理と港湾行政

ー一一 港湾経済との関係一一一

目次

1. 港湾行政と港湾管理の意義

2. 港湾行政

3. 港湾管理

4. 港湾経済

和泉雄三

（函館大学）

5. 港湾経済における港湾行政と港湾管理の位置ーまとめー

1. 港湾行政と港湾管理の意義

私lζ与えられたテーマは， 「港湾管理と港湾行政」である。乙のテーマを，

本年の共通論題， 「港湾管理者問題をふくむ都市経済と港湾」の l部として

研究するわけである。結局は，経済と港湾管理・港湾行政とのか〉わりの究

明という乙とになろう。その出発点として取り上げたのは，本質的にいって，

港湾行政と港湾管理をどう理解するかという乙とである。

現在，港湾管理も，港湾行政も，それぞれ，独立の領域を形成しているか

の如くである。現実IL直面している問題も，それぞれ，別箇の，独立した領

域として処理する乙とが適当であろう。それだけの問題点と内容と政策課題

とを，それぞれが抱いて，苦悩しているからである。研究者も文，独立した

領域の専門家として， それぞれ，業績をあげておられる。ili/21

港湾行政と港湾管理は，どこがどう違うのか？と問われると，最近は，か

なり，とまどう乙とが多い。本来は，港湾行政は，国家の行う法律制定とそ

の施行IC:，港湾菅理は，港湾管理者の行う個別港湾の管理とその運営である

と答えてよかったと思う。然し，港湾法（昭和25年法律第 218号，公布，施行）
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施行後，今日迄30年，すでに港湾の自主的独立運営に習熟された5大港を中

心K，全国重要港湾の経験と業績の蓄積は，相当のものがある。そ して，乙

の地方公共団体の行う港湾管理も又，地方行政の，いってみれば，港湾行政

のlっとして， 少くとも市民から受取られる。だから，港湾行政は2つの部

面があり，1つは，国家の行う港湾行政，lつは，地方公共団体としての港

湾管理者の行う港湾行政であるといっても，常識的には，誰もおかしく思う

まい。

然し，閉じ港湾行政として l括しない方が，日本としては，正しいのでは

ないだろうか？日本の港湾は，とに角，戦前迄は，完全な国家管理であり，

地方公共団体の発言の余地は少く，従って，港湾行政の慕本法たる港湾法さ

え無かったのである。だから 地方公共団体の行う港湾行政などというもの

は，始めから存在していなかったのである。戦後，いきなり，国家行政全体

の民主化過程の lつとしての港湾管理権の固から地方公共団体への移譲が，

法律的には行われた。然し，法律は空文lζ終る乙ともありうるのであり，そ

の典型乙そ港湾法であった。現在は 経済的実力を持つ大都市港湾から始ま

り，次第lζ，その民主化過程が実現しつつある。空文でも，絵』ζ描いたモチ

でも，なくなりつ 3ある，と私は思う。

然し，それは，全国重要港湾からみると，ほんの少数である。 1千もの重

要港湾中の，たった5港，あるいは，多くても10港にみたないのである。財

政力K乏しく，かつ，船舶出入の少ない地方港湾にとって，港湾の自主的管

理と運営など，どうしてできょうか？然し，それでも，全国的民主主義の侵

透と共IL，大港湾から中港湾へ，大都市から次第に中都市へと，その自主性

確立の理念が流れっ、あると身える。経済的には，自立的鐙設，管理 ・運営

ができなくとも，少くとも，港湾計画の面では，地方公共団体の自発性と自

主的推進が顕著に認められる。現在は その民主化のプロセスと私は考える。

それであるが放に，国の港湾行政と，地方公共団体の行う港湾行政とは，全

く切り離して考えた方がよいと考えるのである。それぞれの持っている社会

的意義が全く異るからである。そ して 地方公共団体の行う地方港湾行政の

発展は，間l時1r.，それだけ，国の行う港湾行政の縮少を意味するのである。
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つまり，乙の両者は，現在なお，対立した，対抗関係にあるのである。乙

れを混合し 1緒くたにしてしまう乙とは，港湾の社会科学的研究を不可能と

してしまう乙とになる。 1般常識の世界，行政の世界では，乙の両者を混合

する乙とは許されよう。然、し，科学の世界では，それは許されないだろう。

科学の世界で許されないというもう lつの理由をつけ加えておζう。それ

は，大都市港湾を除く地方公共団体所在の港湾， l括して，地方港湾と名付

けるなら，これら地方港湾fC:は，港湾「行政」の名lζ価する内実が全くとい

ってよい程欠けている事実である。 「運営」などなし、。あるのはたY，国の

作った港湾の維持管理だけで‘ある。正fC:' 「港湾管理」そのものである。港

湾施設を，たY，保持しているだけのζとである。たYlつ，港湾計画だけ

は，漸く，自前で，何とか考えうるようになっただけのことである。然し，

それも，運輸省（出先機関も含めて）の指導なしに，ど乙迄自主的に作れる

だろうか，疑問なしとしない。乙れを，昭和39年に指適した宮崎茂一氏（そ

の時，氏は運輸省第三港湾鐙設局長であった）の痛言が，今日でも，ある程

度，生き残っていると，私は思う。

そのような状況の Fでは，港湾行政をε 国の行政と港湾管理者の行政をま

とめて，港湾行政と l本化する乙とには問題があろう。やはり，港湾行政は，

国の行う行政，即ち， 匡｜会の定めた法律を，国の行政官庁が執行することと，

狭く理解した方が正しい。乙れに対して，地方公共団体の行う港湾管理者と

しての行政は，港湾の管理と名付けた方が，ヨリ科学的であろう。港湾が大

きくなればなる程，単なる営造物管理の外IC, 「運営Jの面が次第lζ大きな

分野を附け加わることになろうが……。

注 (1) 港湾行政の専門家は，いう迄もなく，運輸省港湾局のスタッフとそのO8 

だろう。その中から抜んU¥t：こ大家も生れた。故東寿先生，｛主回正二氏，宮崎

茂一氏などである。港湾法と港湾計画の検討がその中心となる。現実の港湾

行政11:夕 yチされない純粋の研究者もおられる。主として，欧米の港湾の歴

史と現状から，日本を照射される形で研究された放矢野｜唱lj先生，柴田銀次郎

先生がその代表的人物であろう。然し，戦後， h1も新しい見地から問題を提

起されたのは，港湾労働と，労働行政の研究者であったと思う。河越重任氏

がその筆頭だろう。なお，港湾史の寺谷武明氏も逸するわけに行くまい。
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(2) 港湾管理の研究者は，戦後港湾法が成立しP 曲りなりにも，地方自治体が，

港湾管理者となった乙とから，徐々に生れた。それは，港湾管理者の港湾管

理が，何とか，歩み出した経験からである。即ち，大都市港湾の港湾管理担

当行政スタッフからである。時期は，およそ昭和30年代以降ではなかったか？

即ち， 6大港所在の各都市在住の研究者と行政スタッフの方々である。特fC,

横浜，東京，大阪，祈l戸fC居住される港湾経済学会所属の方々は，直接的に

も間接的にも，港湾管坦！とその運営とfC関心を抱かれておられよう。名古屋

港の木村武彦氏らの最近の業績fCも注目すべきものがあろう。

(3) 宮崎茂一著「港湾計画」 （海文堂，昭和39年10月） p 9 

氏は港湾法第12条，第18条の港湾計画と国の審査について，次のようにい

われる。 「乙の2つの条文からすれば，港湾の開発発展のための計画は，あ

げて港湾管理者fC委ねて，国（運輸大臣）は重要港湾についてのみ，消極的

lζ計画iζ対し拒否権を有するにすぎない。果して現実の姿はそのようになっ

ているだろうか。私は即座K IIノ一、、と答えざるを得なし、。国は港湾の計画

i乙対して，大きな発言権を有している。極端にいえば，港湾の計画は，国が

実行しているともいえる。」

2. 港湾行政

次iζ，港湾行政と港湾管理とを別々に取り上げて，何が，本質的に重要な

問題であったのか，そして，現在，何が重要な課題なのかを問いかけてみた

。、
し

最初lζ港湾行政を取り上げる。

港湾行政の本質は，国の定めた法律と，国の行政諸官庁の行うその執行と

である。従って，何が本質的問題であるかは，自ら，明白である。第 lIL, 

港湾法を中心とした港湾行政を律する諸法律の内容自体である。中でも，港

湾法の検討が出発点になる。 ζの面で問題となるのは，港湾法が港湾管理者

の基本モデノレlζ想定した港務局であろう。 ζの港務局が港湾法の想定する港

湾管理者の基本モデノレであるにもか、わらず，現実の港湾法施行以後，港務

局制度が，殆んと生かされていなかったという事実関係との矛盾である。そ

うであるが故に，港湾法は，正に絵に描いたモチとなり，あたかも， ドン・

キホーテの如く， 「理惣」の剣をふりかざして， 「現実」という風車へと斬
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りか、り，世の崎町笑の的となるのである。

39 

何故， ドン・キホーテなのか？ 理由は2つある。第 lは，地方公共団体

の財政基盤の弱S，第2は，地方公共団体を構成する地域住民の，民主主義

化の未熟，即ち，自立性自主性の弱さ，乙の2つである。 l体，3割行政と

もいわれてきた地方財政基盤の弱い処K，港湾の自立が，どう して望まれょ

うか？文自主性，自立性を，始めから持っていない，羊の如く従順で，何も

かも「お上」に盲従してきた，権力l乙極端に弱い地域住民K，どうして，港

湾の自主性，自律性が望まれょうか？

乙の第 1の理由，財政基盤の弱さの更にその理由を考えるたびに，私は，

怒りを感ずるのである。何故ならば，地方公共団体，従って港湾管理者の財

政基盤の弱さをもたらした元凶は，実iと，国自体の立法それ自体にあるから

である。即ち地方自治法（昭和22年法律第67号） 地方財政法（昭和23年法律

第 109号）地方税法（昭和25年法律第 226号）及びその他の諸税法及び国家

財政関係法規それ自体が問題なのである。それによると，地方公共団体のな

すべき行政事務は広くかっ大きく，それに反して，それを執行するための自

主財源がほとんど与えられていないからである。

所謂，低開発地帯，後進地域といわれる道県，市町村ほど，自主財源が乏

しくなる。おまけに，港湾収入が，ほとんどない。

経済的自立なくして，どうして，行政的自立ができょうか？ その乏しい

地方財政の面倒をみるのが国家財政だ，というように法律が組み立てられて

いるのである。つまり，始めから，経済的に自立ができぬようK組立ててあ

るのである。実に巧妙なからめ手戦術といわざるをえない。つまり，最も頭

脳明せきな秀才集団たる中央官僚が，巧妙lζワナをしかけ，国会が乙れを承

認したわけで・ある。

従って，戦後30年， 相対的に財政規模が大きく ，港湾収入も大きい大都市

港湾が，自主性と自律性とを求めたのは当然といえよう。ドン・キホーテも

財政基盤さえ備われば，正Iζ疾風の如きジンギスカンlとなりうるのである。

最近の土居靖範氏の所論Ill木村武彦氏の分析ωなど まじめに港湾の経済的

自立と港務局制度を考える論文をみると，誠lと心強く感ずる。
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第2の，地域住民民主化，即ち，自律性，自主性獲得は，法律の問題では

ない。地域住民自身の意識の問題である。乙れは，古代国家建設の昔から，

昭和20年lζ至る 1500年以上にわたるアジア民族の歴史の問題である。その

克服は，自らの手で，主体的1C:戦い取るの外には，ありえない。だから，時

聞がか、る。その高まりは 差当り港湾計画における住民参加の形をとるだ

ろう。柴田悦子氏は，兵庫県甲子園浜住民運動について，報告されておられ

るはI111 。

又，日本における民主化の徹底が，港湾の民主化へとハネ返ってくるには，

現在，非常に困難になりつつある。

その第 lは，日本における重要港湾が，戦後 貨物専用港lとなったという

乙とである。コンテナリゼーションを中心とする港湾運送の機械化が乙れを

更に徹底せしめ，もはや，例えば6大港lとは，労働者の影も見えず，あるの

はたY巨大な荷役機械のみという状況を呈している。人間不在の港湾なので

ある。どうして， ζれに愛着と関心を持たれょうか？ ＇引

その第2は，港湾が大規模になればなる程，その受益者居住地域が広大と

なり，港湾所在市民に直接か、わりがなくなるという乙とである。自分lζ直

接か、わりのないものにどうして関心が持てるだろうか？関心の持てないも

のに市民参加は，期待しえまい。

港湾法自体に存在する問題は これだけに止まらない乙と勿論である。然

し，それらは，以上の問題点K比べると，理論的lζは，何れも第2義的とい

う乙とになろう。そ乙で，それらの論議を l切省略して，港湾法以外の港湾

関係諸法に眼を転じよう。

そうすると，真先lζ眼に映ずるのは，港湾整備緊急措置法であろう。乙の

法律によって，昭和36年から，港湾務保有5ヶ年計同が始まり，日本における

港湾施設の機械化と合理化が進むのである。その実施は日本の港湾を革命

的に近代化して， 今日lζ至っている。その過程乙そ，今日，港湾経済研究の

中心課題になっているのである。

第3は，港湾運送事業法，第4f乙港湾労働法，第5f乙海洋汚染防止法と，

次々に｜眼前にくりひろげられる。
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本稿は，実は，それらの内容を詳述する乙とを目的としていなし、。港湾行

政，港湾管理と経済学とのか、わりを問題としたいと考えている。そ乙で，

思、し、切って，それら諸法IL:か、わる法律的行政的諸問題を l切，省略して，

港湾管理の部面lζ進みたい。但し どうしても 害き落せない法律が lつあ

る。即ち，外貿埠頭公団法（昭和42年8月，法律第 125号）の公布とその施

行である。 ζの法律lとより，京浜，阪神両外貿埠頭公団が成立し，経済的に

は，外貿の港湾運送を飛躍的に合理化した乙と，いう迄もない。然し，文，

ζの外貿路頭公団法くらい 明らさまに 国営主義を打出したものは無い。

つまり，港湾法を，港湾における基本法であると位置づけるならば，正に日

本経済の高度成長そのものを反映する ζの公団法が，それを否定し，その基

本理念へ，真向から挑戦状を叩きつけたというべきだ。港湾法のドン ・キホ

ーテぶりを，法律的lζ明らかにし，これを戯画化したものというべきであろ

つ。

然し，経済的には，乙の両公園の設立が，明らかにプラスであり，前進的

役割を演じた乙とも，認めるべきであろう。

現在，その地方公共団体への移譲が課題になっていると聞く。それは，前

述の土居靖範氏の論稿が教示して下さる。そして， ζの移譲が，大都市港湾

のポート・オーソリティ化へのパネになりうる ζとを，見逃す乙とができな

いだろう。

注（1)土居精範稿 「外貿i申．頭公団の廃止とPort Authority設立への道」（日本

港湾経済学会編『「佐湾経済研究No.18』昭和55年JO月） p 157 

「地方自治の精神iζうらづけられた真のPort Authorityへの道は，いくた

のステップがあろう。その第 lのステップとして当該各港湾管理者は，コン

テナ埠頭をふくめた港湾全体の公企業経営をいかにすべきかについて，住民

および港湾労働者参加の下lζ，ただちに検討に入るべきであろう。」

(2) 木村武彦杭 「大都市港湾管理体制の転換をめぐる政策課題」 （日本港湾綬

済学会編『港湾経済研究No.18J昭和55年JO月） , Pl 2 7以下

(3) 柴田悦子稿「港湾計画における市民参加」 （日本港湾経済学会編『港湾経

済研究No.!8』昭和55年JO月） p 39 

(4) 最近における私自身の経験を乙 ζiζ記しておく。本年（昭和56年） 3月，

函館市長は，突如，北洋資料館を函館市五稜郭函館商業学校移転後の市有地
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8千坪の lI絡に.200坪の小規模な形と内容とで，建設したい旨提案，市議

会IL承認された。 （但し社，共両党反対，少数意見で否決）それ迄は，市内

鐙川町という旧函館港lζ面する旧郵便局舎跡（それ自体文化財的存在。現在

民間企業で所有，年間維持't'iI千万もか、るので，取り乙わしたい旨，発表）

約800坪（5階建，レンカ、造り）を道立（市立ではない，金がか、るので，

道で買収，道立として維持管理を希望していた）北洋資料館の第i候補とし

ていた。市民は皆，そう考え，市長も道lζ猛陳情していた。然し， 56年初め

そのため函館市IL視察lζ来た北海道庁三上高lj知事は，金がか、りすぎるとし

て，乙れを拒否，ヨリ格安な候補地を探すよう求めた。あきらめた市は，急

ぎ，立地地点を市有内陸部lζ変更，規模も縮少したので，道庁の承認する処

となり，道賀補助2億円がつく乙とlとなった。かくして，前記提案となった

のである。乙れが発表されると市民が騒ぎ出した。先ず，北洋漁業の戦前の

担い手であった故日魯漁業社長平塚7吉次郎氏の造児を中心とする漁業関係者

が「北洋資料館誘致期成会Jを結成，北洋資料館は，北洋漁業発祥の地であ

る函館西部旧港湾へ建設するζとを陳情，次いで，市民団体 「市民の北洋資

料館を実現する会」が結成され，同じく市及び市議会IC対し，その立地をも

とにもどすよう計画変更を求めて陳情した。同時K，市民の署名運動を始め

僅か lヶ月足らずで3万5千人lζ達する署名を獲得（函館市は人口32万人），

陳情書IC添えて提出した。同時IC，市長との交渉，市議との公開シンポジウ

ムを開くと共IC，街頭演説，署名運動を行った。然、し，約2ヶ月後の7月6

日，正式IL市議会で陳情不採択となって終了した。乙の 「市民の北洋資料館

を実現する会」の代表世話人4人のうちの l人が私であったため，始めて街

頭署名活動をしたり，本議会陳情などもした。乙の2ヶ月の経験を通じて，

私自身，市民運動が，今や， 32万人の地方都市においても，相当のもり上り

が期待できる乙とを，痛感した。

(5) 日本港湾経済学会中部部会編， 「港湾研究第2号JIC，地域住民の意識と

関心を問題とする調査をもとにパネノレデイスカッションを行った乙とが報告

されている。その中で，余り市民が港IL関心がないととが報告されている。

関心がない処iζ市民参加はない。
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3. 港湾管理

すでiζ述べたように，港湾管理は，国会の定める法律としての港湾法lζよ

り，個別的，重要港湾を，同法により規定された資格を備える港湾管理者が

同法規定の権限lζ基き，その特定業務を執行する乙とをいう。即ち，港湾管

理は，与えられた法律的条件の下K，地方公共団体の行う具体的執行である。

従って，そ乙には，法律そのものの検討の余地はない。法律とのか〉わりは，

港湾管理者の行う具体的業務執行IC，現行法が，適応し，機能しているのか

どうか，ハッキリいって，現行法が港湾管理者の行う具体的実践活動にプラ

スしているのか，逆にマイナスになっているのか，という乙とだけである。

港湾管理の主題は，その故lζ，港湾行政の主題とは全く異なる。法律よりも，

経済が，そして，地方自治が，主題となる。

この分野で，何よりもまず取上げるべきは，正に，港湾管理者の行う「管

理」が，経済的に，どのようになっているか，という乙とであろう。即ち，

港湾の収支関係，財政が第 lの分野をなすだろう。 ζれに関連して，港湾管

理者の執行する業務内容と 収支均衡成立との対応が論ぜられよう。

第2の分野は，港湾管理者の行う現行法における業務執行が，現実の港湾

運送全体の中で，どのような位置をしめ，どれだけの重要性を持たされてい

るのか，という乙とであろう。乙の点については，私は批判的であり，港湾

管理者の権限が，余りにも小さすぎる乙とを主張してきた。Ill

ζの分野で，特lζ重大なのは，現実IL港湾運送業務を執行する港湾運送業

と，その労働者，及び労働組合，従ってその労使関係の現実の状況であろう。

乙乙では，それと，港湾管理者の行う港湾管理とが，どうか、わりあい，ど

う機能が異なるのか，という乙とである。とりわけ，現行法における港湾管

理者の行う港湾管理と，港湾運送資本とのか下わりが重大である。乙の分野

で，私の記憶に筏るのは，喜多村昌次郎氏の「欧米の港湾労働」 （2）である。

以上の2つの分野は，従って，現実の港湾業務を直接取り上げるものであ

るだけに，多くの研究者がおられる。その研究者は，現実に港湾管理業務を

担当しておられる 6大港の行政実務家，及び，港湾運送企業，及び労働組合
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の実務家，そのOBの中に多くおられる乙と，いう迄もない。それIC'.次くの

は，6大港所在の都市に居住される大学，研究所の研究者であろう。

以上の2つの分野が，私iζは，最も主要な分野であると思われる。

勿論，乙の分野は，現実の港湾業務の大部分を含み，かつ，関係するだけ

に，以上の2つに大きくくくりつける乙とが適当ではなし、かも知れない。

たv，私lζは，そう思える，というだけの話である。

以上lζ，もう lつ，附け加えるとすれば，大都市港湾の運営論であろう。

乙れは，第 lの港湾管理者の港湾管理の分野に属するが，港湾管理 l般に解

消しえない論点を持っと考えられるからである。

通常の地方港湾IC'.おける港湾管理が，単なる営造物の維持，管理以上lζ出な

いのに比べ，従って，その港湾財政の独立採算など，問題にならないのに比

べ，大都市港湾，それも，外貿雌頭を有する港湾は，実際lζ，収入が相当に

あり，独立採算可能と迄は行かぬにしても，何とか， 「経営」の名lζ価する

程度の収支状況を呈しているのである。前述の土居靖範氏，木村武彦氏の労

作にそれがうかYえる。乙の少数の大都市港f舎は，それ以外の重要港湾と区

別して考えるのが適当であろう。そ して ζ乙に 企業の「経営J理論を適

用する可能性も生じよう。 乙の少数の大都市港湾の場合は，たYの「管理」

でなく， 「菅理運営」 と名付けてよいと考える。

注 (1) f出著 「港湾行政J （成山堂，昭和48年3月）

(2) 函館という地方都市κ住む私には，京浜，阪神など6大港IL:居住される研

究者IL:比べ，資料入手の点IL:おいて，非常なハンディキャ yプがある。それ

で，例えば，誰の，どの論文と間われでも，ハッキリ答えられないのでめる。

もっともとれは，私の勉強不足，努力不足の，ただのいいわけにすぎないと

いわれると，それ迄であろうがー・。乙乙iζあげたのは，同氏の著沓を，私

が紹介する機会を与えられ，そのためIL:，入手し，読む乙とができただけの

話である。

喜多村目次郎著「欧米の港湾労働」 （港湾総合研究所，昭和43年11月）

同氏， 「続・欧米の港湾労働（資料編）」 （港湾労働経済研究所，昭和55年

2月）

前者を紹介，若干の書評を試みる機会を与えられたのは，昭和49年，海事産

業研究所報No.941とおいてであり，後者を紹介する機会を与えられたのは2 本
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誌Nu!8（昭和55年IO月）の乙とである。

外lζも多くの研究者がおられ，労作を発表されておられるとは思うが，全く

ふれない。それは以上の辺自による。他の分野についても，全く同じである。

(3) 西尼一郎稿「港湾の管問（経営） le関する研究ーその経営学的立場iζ立

ってー」 （日本港湾経済学会中部部会編『港湾研究第2号』昭和56年3月）

(4）木村武彦稿「大都市港湾符理における新理念の導入営造物管埋から用役

生産管盟へー」 （日本港湾経済学会編『港湾経済研究Nu17』昭和54年IO月）

P104 

木村氏は次のように指摘する。東京，続浜，名古屋，大阪， 1Jj1戸の5大港の

「管思を企業会計方式ILよる財政収支状況」をみると， 「1961年Iζは，経常’

収益で管理費さえも賄い得なかったが， 1966年度iζは管理費を賄うに至って

いる。損益比率でみると， 1966年を 100とした場合， 1977年度には274を示

し132億円の赤字を計上している。 i方，収支比率は， 1961年度の 186から

年々改善のあとを示して 143まで低下している。乙の成果は，料金適正化努

力lζ負うとみられるけれども，反函，管恕貨の増加も著しく ，依然として財

政収支の逼迫に脅やかされている。」

乙の収支状況の改善は，土居桁範氏の表現をかりれば， 「もうかると乙ろの

みやり，あとは知らないJ式の経営・で毎年黒字の外貿士事頭の移譲で， 1そう

促進されるだろう。

土居i!i'i範稿 「外貿埠i頭公団の廃止とPort Authority設立への道J前渇，

p 148 151 

4. 港湾経済

本稿の目的は，港湾行政，港湾管理が，港湾経済上，どのような位置を占

め，どのような関係をもつかについて論ずる乙とにある。港湾行政も港湾管

理及び港湾管理運営も，それぞれ，独自の領域と課題をもち，その研究方法

も又，独立して存在している。従って，それ自身が独立のパートとみてよし、。

然し，私の学問的関心は，それで満足する ζとができない。私の本来の研究

領域は経済学であり，従って，港湾における経済学理論の応用にあり，又，

その実証である。そういう私の関心からすれば，港湾行政と港湾管理とが，

港湾経済上，どういうつながりを持っかという問題へのアプローチが重大で

あった。 1度，乙の3つの関係を，私なりに，整理をしておきたかったので
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ある。私IC, 「港湾行政と港湾管理」というテーマを与えて下さった編集委

員会の御期待が，本来のテーマを， もっと，つつ乙んで検討するととにあっ

たとすれば，ま乙とに巾しわけないが，港湾行政と港湾管理への， lそうの

突込みは， 他の有能な若手研究者もおられるので委ねておき，乙乙では 1応、

ストップし，港湾経済との関係を取上げる ζとにしたい。

そこで，まず，取上げるのは，港湾経済を l置する経済原理は何であるか

という乙とである。そとから 港湾経済論の本来的課題が何であるかが浮び

上ってくるだろう。

私は，論を進めるに当って，港湾経済学あるいは論なるものが，経済学理

論と独立して l人歩きするものとは考えていない。港湾経済は，経済現象の

l部であり，従って，港湾経済を貫徹する原理は，正lζ，経済の基本原則で

あると考える。港湾経済論は，従って，経済学の応用部門であると考えてい

る。たYし， 港湾経済現象には，第2義的ながら，独自の，特有の現象が附

随しており，又，それ自身が巨大化し，重大な影響力を日本経済に与える IC

至ったので，海運論から切り離し，独立化したものと考えている。

だから，ζ乙では第 lk，港湾経済を 1貫して流れる基本的経済法則は何

であり，従って何が課題なのかという問題，第 2Iζ，港湾経済特有の経済現

象とは何か，従って，何が港湾経済論を独立の経済学応用部門たらしめるか

の問題，乙の2つの問題を課題iとする。と乙ろで，港湾と限らず，あらゆる

経済現象を科学的に研究する場合，まず，その前提条件を明自にする必要が

ある。それは，経済学は，決して，古代以来の経済現象を問題にしているの

ではないというととである。現代の経済学理論は，近代資本主義経済のみに

限定して研究する。それ以前の前資本主義時代，それ以降の社会主義経済は，

資本主義経済研究に附随し関連するものとして位置づけるのである。従って，

現在，経済学の基本法則というのは，現代資本主義経済lζ限って存在するも

のにすぎない。前資本主義経済にも 社会主義経済にも適用されうるもので

はないのである。

又，その研究方法は，本来，巨視的であって， 「国民経済Jを研究の対応

とする。
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故K，乙乙lζ取上げる対象は，資本主義経済体制全体である。その原理は，

従って， 「資本の法則」 lζ外ならない。

「資本の法則Jとは何か？その出発点をなし，基本的法則となるのがr 価

値法則である。乙乙にいう価値とは交換価値，平たくいえば貨幣（かね）で

ありその価値法見！Jとは，等価交換法目！JI<:外ならない。あらゆるものが貨幣に

よって賀う乙とができ，ついに，労働力まで，交換価値となるに及んで，乙

乙lζ資本主義経済体制が成立するのである。資本主義経済体制とは，従って，

労働力が賃労働として売買される体制l，貨幣がすべてを支配する体制である。

労働力の自由売買が実現する迄，たとえ，商人が多ぜいいて，売買を行って

いようとも，資本主義経済体制とはいわないのである。

労働力が自由に売買されるためには，その労働力の所有が法的に保証され

ていなければならなし、。即ち，賃金労働者は，自由であり，独立であり，売

買能力をもった尊敬すべき l市民でなければならない。かくして，賃金労働

者が， しかも，大量に出現するための前提条件は，正に，労働者の個人的人

権の法律的保証が厳存している乙とである。いうならは＼自由主義，民主主

義が政治的法律的に確立している乙とが，労働力売買を可能ならしめるので

ある。

賃金労働者が，労働力を販売するためには，彼らが，労働力しか売るもの

がないという状況に追い込まれる乙とを必要とする。即ち土地を含む生産手

段及び生活手段からの独立と解放とが，その基本条件である。

労働力を買うのは資本である。資本とは，労働力から切り離されたあらゆ

る生産手段，生活手段の集合を意味し，その所有者が労働者でない別の人格

であるととを意味する。それが資本家である。乙れらの生産手段，生活手段

も文，商品として自由に売買できる。労働力の自由な売買という現象は，同

時に，あらゆる生産手段（土地，機械器具，原料 燃料など）及び生活手段

（住宅，食料品，娯楽品，サービスなど）の自由な売買を，必然、的lζ伴うの

である。

乙の経済体制を実現させ，それ以降の目標となるが「資本の論理」，即ち，

最大限利潤の獲得（利潤追求），つまり，金もうけである乙と，いう迄もな
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い。乙乙lζ出現するのは，社会的生産力の急速な上昇であり，その工業の発

展であり，機械制大工場である。その生産力の発展が，特lζ鉱工業における

生産過剰をもたらし，かくして，景気変動，恐慌をもたらすζとになる。そ

れが，失業をj母期的恒常的にもたらすに及んで，乙乙lζ，賃金鉄則が成立す

る。

資本主義経済における基本法則をどうっかまえるのか？ との点で，経済

学理論は3分する。イギリス古典派は，生産力の発展が，国民の経済的福祉

を増大させると述べ，マルクス経済学は，相対的絶対的窮之化理論を，資本

主義経済特有の基本法則とする。近代経済学は，過剰生産，失業発生を原則

的lζ認めながら，なお，いわゆる混合経済方式により ζれを解決しうるとし，

生産力の発展が国民所得の向上を通し国民の福祉を増大させるとする。どれ

もが，労働生産性の向上，国民経済の発展，国民の富，国民の経済的福祉を

問題にするに変りはない。

要するに， 「資本と賃労働Jを貫く基本法則が，経済学の法則であり，そ

の確立と実証とが問題なのである。

これらの経済学の法則，課題，問題点は，港湾lζ適用されうるだろうか？

正K，適用されうる。

人工の近代港湾は， ~ f［，機械制大工業と，乙れを利用して成立する機械

制鐙設業によってのみ，造成され，推進されて，実現する。その成立の目的

は，戦前は「富国強兵」のための外国貿易発展，即ち流通の促進である。同

時Iζ旅客交通の発展が別の目的となる。戦後は 外貿発展という流通条件の

物質的基礎形式の外IL，運送費用節減を目的とする臨海工業地帯の形成がつ

け加わった。

これらの諸点につき，戦後，港湾経済の科学的研究は，大いに進んだというべ

きである。乙れが第1。第2の国民の福祉と港湾との関係を問題にした労作IL'

都市及び市民生活と港湾 更には公害と港湾というテーマのものがある。

但し，港湾の機械化合理化が海運，陸連の運賃低下をもたらし，かくして

国民の経済的福祉を増大せしめたかどうか，乙の点についての研究は，寡聞

にして知らない。
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日本における港湾経済研究が 北見俊郎教授の「国民経済と港湾／II から

のみ出発しえたのは，経済学が本来国民経済を対象とする事から発する。戦

後問題の中心となったのは， 「機械化」である。乙れについては，すでに数

多くの実証的研究が発表きれている乙と いう迄もない。コンテリゼーショ

ンは，その中心問題であった。

第2は，港湾労働の研究であろう。乙れについても，すでに数多くの労作

が発表されている01.2)

以上を総括して港湾経済論が展開される ~31

第3は，前述の通り，都市問題wとの関連，公害問題との関連，地方自治

との関連（引における労作である。広義の，国民の経済的福祉との関連におけ

る港湾論の腫閲である。乙れも文，実は，経済学の本来的課題の lつなので

ある。たv，最近，都市問題，公害問題の研究が，広くかっ深くなり，独立

した科学領域を形成しているので，港湾との関連は，それだけ広くかっ深い

ものになっている。

次の問題は，港湾経済現象IL独自性，特異性があり，そのために，独立の

応用経済学たりうるかという ζとである。

私はありうると考えている。理由は 2つある。

第lは，行政，従って法律，政治との密着度の深さである。港i湾ほど医｜の

運輸行政lζ支配されている経済分野は例をみない。第 lk港湾自体が地方公

共団体の所有lζ属する。然も，実質的には，国の支配下にある。最近，名古

屋を含む大都市港湾で、漸く港湾収入が増加し，経済的向主性独立性がみられ

る程度である。そもそも，港湾は，船舶が停泊し，貨物も荷卸し，陸上上屋，

倉庫に貨物を収容する運送過程を担当する。経済学では，土地と固定資本に

相当する。乙れが資本の手中に無い乙との経済的特異性は，喜多村昌次郎氏

の指摘される通りである。 加えて，港湾運送業には，原材料が無く ，燃料

も殆んど不用であるFつまり，流動不変資本が無いのである。残るのはた Y
lつ，賃金労働力のみである。乙乙から資本の零細性，過少性が生ずる。第

2の特色は，乙れとの関連で生ずる。 l{:本，港湾運送における「資本」とは

何ぞや，ど乙lと存在するのか？という ζとである。海辺資本乙そそれである
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と河越重任氏は指摘した。 正しい指摘である。然し，日本では，現実には，

港運企業が，それだという ζとになっている。そ乙に問題がある。

第3は，乙の港運資本の零細性，過少性と深く関連し，そζiζ，つい最近

まで日雇労働が大量に存在した。又，特異の港湾社会が形成され，労使双方

を引つくるめて，港湾資本，労働の前近代性が存在していた。北見俊郎教授

のいわれる港湾の「近代化Jは はるかにおくれ 乙れと鮮かな対比で機械

化合理化が存在した。 「近代化」論が，そもそも，港湾経済学成立の基盤で

あったのである。

第4は，昭和36年以来，臨海工業と流通港湾とが合体し，世界でも例をみ

ない人工による工業港兼商港が新設されている。

第5は，流通港湾としても巨大なものになりすぎ，とてもp 海運論の附録

的地位lζ甘んずる乙とができなくなってきている乙とである。

注 (1) 北見俊郎著「国民経済と港湾J （日本港湾協会， 1958年）が昭和33年lζ刊

行され，かくして，現在の日本港湾経済学会が実質的スタートを切った乙と

は，いかにも象徴的であろう。港湾経済論の本流は，正Ii'.:, 「国民経済と港

湾」号｜し、て 「国民の福祉と港湾」でなければならないからである。

(2) 北海道立総合経済研究所編「港湾労働J（北海道立総合経済研究所，昭和

39年）乙の年，次の労作が続く。喜多村昌次郎著「港湾労働の構造と変動」

〔縄文堂，昭和39年11月）

乙の2著以前ICも，河越重任氏を始め，兵庫労研の大山吉雄氏などが:J.']一重な

労作を発表されておられる。

(3) 柴田悦子著 「港湾経済J （成山堂，昭和47年6月）

(4) 今野修平稿 「生活環境胞設としての港湾」 （日本港湾経済学会編『港湾経

済研究No.18』昭和55年10月）

今野氏が「都市港湾論序説i～W」 「大都市港湾計画試論」 「地域開発と港

湾の基本的関係と課題」等，

都市と港湾，地域開発と港湾について，数多くの労作を発表されておられる

のは，改めていう迄もない。

(5) 喜多村氏の所論IL就ては，私は 「港湾運送における資本と賃労働」 （港的

労働経済研究所『港湾労働経済研究，年報No.3』昭和54年1月）で詳論した。

(6) 乙れも同上論文で，詳論した。
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5. 港湾経済における港湾行政と港湾管理の位置ーまとめー

資本主義経済体制の主役は，資本と賃労働である。港湾は交通における海

陸の結節点であるから，流通の物質的基礎をなす。乙乙lζ位置する資本は，

本来，流通資本である。然し，最近は，工場が港湾を所有する現象が目立つ。

乙の場合は工業資本としての生産資本である。港湾経済は，乙の資本と賃労

働を2つのファクターとして現象する。その研究の目標は，国民経済及び国

民の福祉に，港湾がいかに貢献しているかという乙とであろう。

処が日本では，余りにも行政の力が強すぎて，とても，そのような，まと

もな研究はできない。乙の方法で行くと 結局 では「港湾資本Jはl体ど

乙にあるのか，を探さねばならぬ乙とになる。

行政といっても，それは国の行政で，法律的にはその港湾（固定資本）の

所有者である地方公共団体（港湾管理者）の行う地方行政ではない。港湾管

理者の業務は営造物の菅理に止まる。但し大都市港湾は別であり，そ乙では，

経営学の適用も考えられぬ乙ともない。それにしては，余りにも権限が小さ

すぎ，港湾経済K対する管理能力が乏しい。

何れにしても，港湾行政ぬきで，港湾経済を考えられぬのである。港湾の

場合は，経済学というより，むしろ，政治経済学といった方が，真相IL迫っ

ているのではないか？

（昭和56年7月14日，函館市にて）
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高度成長の終罵をもたらした 1973年秋の石油ショックは，大規模プロジ

ェクト構惣を悲調とした新全国総合開発計画（以下「新全総」という）の見

直しを辿り， 1977年11月には安定成長路線を目指して第三次全国総合開発

計画（以下「三全総」という）の策定をみるに至った。乙の三全総は， 「大

都市への人口と産業の集中を抑制し一方，地方を振興し，過密過疎開題に

対処しながら，全国土の利用の均衡を図りつつ，人間居住の総合的環境の形

成を図るという方式（定住機怨）を選択する」 として，1955年頃から続い

た高度成長の弊害としての人口の過密と過疎 強度の産業集積による公害多

発，同時に進行した自然破壊等々，乙れらの居住環境の悪化への反省の結果

として， ζのような選択を求めた乙とが窺える。

しかしながら，乙の「定住構想」を実現する方策としての「工業再配置と

基盤整備Jの項においては，東京湾，伊勢湾及び瀬戸内海地域を中心とした

太平洋ベルト地帯において基礎資源型工業の過度集中を抑制しつつも，大規

模プロジェクト構怨を引継いで新たなる工業基地の佳設をめざした乙とは，121

基本的には乙れまでの高度成長の矛盾を増幅させる ζとになり兼ねない要因
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を内包している。乙のような三全総の基調は， 「港湾整備の長期構想J131の

中でもその姿を鮮明に画き出されているが，果して，先行投資としての港湾

開発を伴う基礎資源型工業の日本列島周辺部への誘導政策が，地域住民の合

意を得て「人間居住の総合的環境の形成を図る」可能性を見出し得るのだろ

うか。あるいは，過密の弊害が強く指摘されている大都市港湾において，大

都市の市民的あるいは都市的要請としての諸問題を港湾計画に吸収するとと

もに，国民経済的要請を如何に最小限に制限するかが最大の課題となりつ、

ある今日，自然環境の再生を基本姿勢として，市民参加の保障を確立§せる

とともに，それぞれの要請の調整を図る必要がある。

乙の小論では，乙れらの課題への接近を試みながら，港湾管理者が港湾計

画を策定する際，地域の経済的諸要素（人口，交通体系，物流等）あるいは

環境事前評価のように，広域的に，直背の大都市のみならず数都府県の経済

因子に影響される問題については，単t乙，港湾計画としての港湾区域だけの

領域でなくその港湾の立地する湾域を中心としてた沿岸域仰の広域計画策定

の意義について考察するとともに 港湾計画策定の段階における市民参加の

問題について検討を加えようとするものである。

乙れまでの公共事業計画はともすると住民ぬきで策定芯れており，その乙

とが事業実施の際の紛争の種となっている。その線本原因は，上述のように

三全総の基調が新全総の大規模プロジェク 卜構想を払拭できず， 高度成長の

矛盾を増幅しかねない状況にあるため なんらかの方途を講じて計画決定前

に住民参加の途を聞く乙とが，大都市における港湾計画の安定的な雌立につ

ながるものと考えられるからである。

注 (1) 国土庁計画 ・謝盤局編「第三次全国総合開発計画第1巻」 （刷国土3十回協

会， 1978年） P. 24 

(2) 上褐菩PP.90～93参照

(3) 運輸省港湾局「港湾整備の長期総想」 ( 1980年）

(4) 国土庁計画 ・調整局編 「前掲古」 P.56

「海岸線をはさむ陸域と海域を沿岸陸海域（if}岸域）」と定義している。
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2. 地域開発政策の展開

1955年頃から始まる高度成長は，既成の四大工業地帯を中心に工業の集

中集積をめぎした結果，産業某鍛の脆弱さから，過密の幣害を露呈するとと

もに，所得の地域格差の拡大を生み出しつつあった。乙のような現状を打開

するために， 1961年には既成の集積地域に基盤整備投資を集中しでも，資

本の投資効率の低下がみられるので，むしろ既成工業地帯の周辺部に新規の

工業立地を誘導し，農業を含めた地域の産業構造の再編成を図るべきである

との指摘が行われた。

乙のような指摘をまつまでもなく ，既に 1959年iζ発表された池田内閣の

「所得倍増計画」は，資本の強蓄積再編についての新たな展開を図るための

施策の役割を但わされている乙とが窺える。 「所得倍増計画Jの中心施策と

しての太平洋ベルト地帯構f翌は，太平洋沿岸の既成の四大工業地帯の臨海部

に新規の工業地待を建設して，重化学工業のコンビナー ト形成にともなう生

産体制の拡大を図ったものである。例えば，東京湾では京葉地区，伊勢湾で

は名古屋南部地区及び，，日日市， 大阪湾瀬戸内海では堺泉北地区，矯磨地区，

岩園地区及び大竹地区にそれぞれ鉄鋼石油等の重化学工業を中心にしたコン

ビナー卜が鐙設3れた。

大規模コンビナー 卜の分散配置による所得格差の是正をねらったKもかか

わらず，現実には中枢菅f里部門や都市型産業の発展により大都市への人口集

中は増幅され，環境破壊等の過密の弊害が顕在化し始めた。人口の集中に伴

う過密過疎及び地域格差の拡大等の弊害の解消をめざして 1962年K 「全国

総合開発計画J （以下「旧全総」という）が策定され，工業の全国的な分散

政策を推進した。これらの政策を保障するものとして新産業都市建設促進法

（昭和37年，法律 117号）及び工業整備特別地域整備促進法（昭和39年，法

律 146号）等の法律が成立し，重化学工業の新規立地を全国の都市開発拠点

及び工業開発拠点を中心に求め，他産業への波及効果と所得効果の拡大を図

った。拠点開発方式を中心とした地域開発政策に便乗しようとして，全国の

各県はそれぞれの思惑から地区指定の立候補を行なったが，その中から1964
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年以降新産都市（以下「新~FU という） 15ケ所と工業整備特別地域（以下「工

特」という） 6ケ所が指定された（岡 1参！！の。

新産・工特を中心とする地域開発のほとんどは 臨海部開発の優位性lζ着

目して，第 1次から第3次までの港湾整備5ヶ年計画に誘導されて巨額な先

行的港湾開発投資が行われた。その代表的な事例としては，堀込式港湾技術

の開発に伴って，富山新港，新潟新港，秋田北港，石巻港，鹿島港及び旧子

の浦港等が地域開発拠点港として積極的lζ整備3れた。

また，大分，東予，福山，水島，播磨，坂出等の瀬戸内海の静穏な海面を

埋立て，工業用地造成が行われ大規模な重化学工業コンビナ ー卜 が出現した~21

しかしながら，基礎資源型工業の立地を中心とした拠点開発方式は，産業

~旬

図1 日本の工集地帯普と港湾

・特定量哩理理
. .聾理珂（－II)

Ell・回大工’R地帯事
8＠厳重’lll!lll
®OI•!IH・糟割増岨
~o コ~Ill鋼工’R基地

（注）運輸省港湾局作成による。
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基態としての生産関連施設については，かなりの実績を納めたものの生活基

盤としての生活関連施設への整備が立遅れ（表 1参照） ，新産・工特の約10

表 1 新産都市，工特地域における生産関連，

生活関連別施設整備の状況

（単位億円，%）

新産業部市 工業整備特別地域

基本計画 昭和48明支
進捗率 基本資計画 48年度末 進捗率投資額 末累計額 役 寄目 累計額

生産関連胞設
24,189 27 747 115 11 576 12 249 106 
(25,462) (22,357) (88) (12,185) (9, 797) (80) 

生活関連施設
22 357 22 133 99 9,606 6,901 72 
(23,533) 07,358) (74) Cl0.111) (5,451) (54) 

メCl〉、
46 546 49.879 107 21.182 19,150 90 
(48995) (39,715) (81) (22,296) (15,248) (68) 

（注） 1. ( ）内は昭和40年制絡に換算した数値である。

2. 生産関連施設：工業用地，工業用水，輸送施設（道路，鉄道，港湾），通

信施設，国土保全施設等

生活関連施設 住宅及び住宅用地，水道及び下水道，教育及び厚生施設，

職業訓練施設，公園緑地等

3. 三全総総点検作業編その IP. 537より

年経過後の 1973年（昭和48年）において 1965年（昭和40年）価格で生活関

連施設整備の進捗率をみると新産で 74%，工特では 54銘という低さである。

また，新産・工特の拠点都市の財政について「市町村財政については，工業

開発に伴い，財政力の強化，自主財源の増大等大きく改善はみられるが，生

活環境胞設iζ対する財政需要の増大や公害対策等の新しし、財政需要を飽える

ζとになり ，当初の期待程改善されていない側面がある」 131と指摘されてい

る。

乙の指摘にみられるように，環境破壊が拠点開発地域を中心lζ進行し， i也
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域住民にとって外部不経済効果をも獲得する状況になってきた。乙のような

状況下で，反公害の住民運動が拠点開発rm11:.という型でー全国的に展開された：

自然、破壊，環境悪化が顕在化する中で，同は公害基本法の経済との調和条項

を削除し，自然環境の優位性を打出す一方では，高密度社会への対応という

理念に県づき旧全総の改訂を行ない 1969年に新全総を確定した。その基調

は大規模プロジェク卜と通信・交通ネットワークを全聞に張りめぐらすもの

で，匡l土の周辺部K，従来ー工業基地の規模が 2干から3干ヘクター jレあ

ったのに対して， 1万から2万5干ヘクター jレの苫小牧東，むつ小川原，秋

田湾，周防灘及び志布志湾等の大規模工業基地が設定され，海外依存度の高

い原々料の受入れのために大規模港湾の先行的建設を行う体制を企凶した。

一方，大都市港湾においては，近傍港湾との投資の重複を避けるために広

域港湾計画が志向され， 「東京湾港湾計，，mの某本楠想、J 「大阪湾港湾計画の

基本構怨J及び「伊勢湾港湾計画の某本構怨」が出現した。乙のような一連

の施策の推進は，当然に交通・通信不ツ卜ワークの拡充強化を促すとともに，

大都市港湾周辺部の一層の高密度利用と大都市の中枢管理機能の強化を促進

した（表2参照） 。

表 2 三大湾地域及び太平洋ベルト地帯における

工業出荷額対全国比の推移

地域 業種 昭和35年 40年 45年

基礎資源型 60.9 63.6 63.3 

三大湾地域 その他 69.3 67. 7 66.1 

会業種 66.8 66.5 65.3 

基礎資源型 77. 7 79.3 79.5 
太平洋

その 他 77.6 75. 9 73.9 
ベノレ卜地帯

全業種 77. 7 76.8 75.4 

資料通商産業省「工業統計表（昭和49年は慨数）J

（注） 三全総総点検作業編その2P. 707より

48年

62.4 

63.0 

62.8 

78.6 

71. 2 

73.2 

（単位 ：銘）

49年

60.3 

61. 7 

61. 3 

77.8 

70. 2 

72. 5 
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ζ乙lζ掲げられた表2でみるかぎり，基縫資源、型工業の6割強が三大湾地

域IC:立地し，太平洋ベル卜地幣をも含めると 8割弱に達している状況が窺え

る。その後の粗鋼，石油精製及び石油化学について三大湾への立地状況をみ

ると，粗鋼では実に 95.3バーセン 卜，石油精製で 88.2パ セント及び石油

化学lζ至っては 100バ一セントが乙の地域に集中している乙と（表 3参照）

から考え合わせるとわが国の大都市を有する三大湾地域lζ 「生産現場の機能

と中枢管理機能などの経済の｜二部構造の機能とが二重に集中・集積した乙とJ15・ 

を大都市圏のあらゆる問題の特徴として指摘しているが，乙の事実がまさに

三全総への「人間居住の総合環境の形成」の選択を辿ったものといわれてい

る。

表3 大都市圏への重化学工業コンビナートの集中

( 1979年現在）

(1）東京湾 (2）伊勢湾 (3）瀬戸内 大っ阪ち湾
(1) +(2) 

全 国+(3) 

Ul 生産能力 3,628 700 8, 105 3, 403. 9 12 433 13,053 
（万埠）

鋼 27.8 5.4 62.1 26.1 95.3 100.0 
全国比

石
設備能力

225 76 223 76.21 524 594 
（万パゴ）

油 37.9 12.8 37.5 12.8 88.2 100.0 全国比

化石
表備能力

234 66 232 33 532 532 
（エチレン）

学油 全国比万〆’ 44.0 12.4 43.6 6.2 100.0 100.0 

資料：中村剛治良fl「瀬戸内地域と臨海コンビナー卜J科学者会議I第9回瀬戸内シ

ンポジウム報告書』による。

（注） 宮本意ー者「都市経済論」 p215より

定住構怨選択の要因は，まず第ーに， 1973年秋の石油ショックiとみられる

ように，原油価格の高騰がわが国の産業体制の変更を求めた ζと，第二lζ，
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前述したように生産現場の機能と中枢管理機能が二重に大都市圏に集中集積

した結果，地域の環境問題が外部不経済幼果という型で露呈した乙と，第三

lζ国際的にみて食糧の自給要請が強くなってきた乙とである。

乙乙lζ集約したような現実的な要請を受けて，三全総は居住環境の総合的

形成という ζとを基本としながらも，個々の政策について検討してみると次

のような新全総の継承が明確になってくる。すなわち，大規模プロジェクト

は，相変らず苫小牧東及びむつ小川原に鐘設し，更に秋田湾及び志布志湾等

は環境影響評価を含め調査検討するとある。交通・通信体系についても，既

定の国土開発幹線自動車道のほかに，日本海沿岸縦貫を始め 5Jレートについ

て約 1万キロメ ート Jレを整備し鉄道については高速鉄道網を唱い，港湾に

ついては広域港湾体系の整備を促進し，また，通信体系についてもネッ トワ

ーク形成をめざしている。一方，工業出荷額についてみると，都市型工業に

おける金属加工型工業の比率を40パーセントへと高めているものの，基縫資

源型工業は一貫して30パーセント前後を示し地方資源型工業については20バ

一セン ト前後へとシェアー低下がみられるが，農山漁村においては，主産業

である第一次産業に根ざした地域社会との調和を図り，農水産加工業，木材

加工業等の地方資源型工業などを中心に立地をすすめる（6）という相矛盾した

内容を含んでいる（表4参照） 。

表4 工業出荷額

項 日 昭和40年 50 年 60 年 65 年

工業出荷額（昭和50年価格，兆円） 49.3 127.5 250 320 

f己" 数 （昭和50年＝ 100) (39) (100) (195) (252) 

（構成比必）都 市 型 40.2 47.1 52 53 

金属加工型 26.2 35.0 39 39 

雑 貨 型 14.0 12. I 14 14 

資 源 型 59.8 52. 9 48 47 

基礎資源型 29.2 29.3 28 28 

地方資源型 30.5 23.5 20 19 
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（注） I. 金属加工型は金属製品，機械工業をいう。

2. 雑貨型は印刷・出版，衣服，家具，ゴム製品その他をいう。

3. 2基礎資源型は，石油・石炭製品，化学，鉄鋼，非鉄金属，紙パノレフ。をい

つ。

4. 地方資源型は，窯業・二l二石，食品，木材・木製品，繊維をいう。

5. 三全総より

乙れまでの考察から，三全総の内容が新全総にみられた基礎資源型工業を

中心とした開発理念、の継承である乙とを読みとる乙とができる。地域開発政

策の乙のような理念は，乙れまでの検討で既に破碇している ζとが明らかに

なっている状況から，特IC::大都市港湾を中心lζ輸出主導型工業立地政策を転

換し真の意味での地域の振興を考えて，都市型工業を中心とした地域波及

効果の大きい無公害型工業の配置をめざして政策転換を図らなければならな

L、。
注 (1) 経済企画庁編「経済白書」 1961年版 PP. 429～ 469 

(2) 件ガ日本港湾協会「日本港湾史」（ 1978年） P. 193 

(3) 国土庁計画・調整局編「前燭古第2巻」 P.537 

(4) 宮本窓ー著「地域開発は乙れでよいのかJ （岩波書店， 1973年）PP.45～ 

46参照

(5) 宮本!.H一著「都市経済論j （筑摩書房， 1980年）P. 216 

(6) 国土庁計画・調整局編「前渇書」 PP.89～ 95参照

3. 大都市港湾を中心とする湾沿岸域計画

大都市港湾を中心にした三大湾の広域港湾計画は，輸出主導型の工業立地

政策を推進したため，工業生産力を中心として湾内の面的拡大を図る乙とを

基本K，湾内各港の機能分担lとより重複投資を回避し，湾岸全体の合理的な

輸送幹線施設の配置（交通ネットワーク化）に併せて工業基地を鐙設し，原

原料輸入のため基幹航路の整備やシーパースの建設を主眼とした。しかしな

がら，輸出主導型の重化学工業を基本とする工業配置や交通ネットワークの

形成が，人口の過密化と同時に公害，特lζ大都市港湾lζおいては，水質汚染，
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大気汚染を加速させたため，その対応として自然環境を如何に保全するかが

最大の課題となった。

そのため広域港湾計画そのものの理念が板本的lζ問いなおされており，乙

のような状況への対応として三全総Kおいては「沿岸域の保全と開発Jの中

で，高度成長を通じて沿岸域の利用拡大lζ伴い，急速な環境悪化と新旧の利

用形態聞に札機を生じたため 「海岸線をはさむ陸域と海域を沿岸｜瑳海域（沿

岸域）として一体的にとらえ，多面的な利用が可能になる空間としての特色

を十分に生かしつつ，沿岸域の自然的特性，地域的特性，生態環境に応じて

保全と利用を一体的lζ行う必要があるJIiiと沿岸域の課題を提起した。

さて，沿岸域利用iζ関する現行の空間利用計画を拾ってみると，国土利用

計画法（昭和49年，法律92号） ＇ζ基つく国土利用計画（第4条），土地利間
基本計画（第9条），都市計画法（昭和34年，法律 100号）に基づく都市計

画（第 4条第 l項）及び港湾法（昭和25年法律218号）に基づく港湾計画

（第 3条の 3），開発保全航路計画（第 3条の 2）等があり，特l乙前二者ーに

ついては陸域の空間利用計画であるのに対し，後者の場合のみが港湾区域と

いう限定的な沿岸域の計画である。また，特定な資源、保護的な観点から，陸

域あるいは海域について，自然環境保全法（昭和47年，法律85号），自然、公

園法（昭和32年，法律 161号）及び水産資源保護法（昭和26年，法律 313号）

の中で，それぞれ自然環境保全計画（第23条），公園計画（第12条） ，沿岸

漁場整備開発計画（第3条）及び保護水面管理計画（第17条）が策定されて

いる。

乙のように沿岸域の空間利用計画は港湾計画を除いて全く皆無に等しく，

その港湾計画策定の段階でも地域的に限定された大都市港湾の計画であるK

もかかわらず，大都市及び地先水面にとどまらない理由は前節で指摘したよ

うに大都市港湾を中心に周辺部を含む三大湾の重化学工業生産能力が全国比

90パーセントを超えて集中している事実にある。 そのため海域汚染は極に達

し，海域浄化と自然環境の保全が緊急の課題となり，湾全域の沿岸域につい

て大気質，潮流，水質，生態系， 景観及び水産資源、について可能な限りの環

境事前評価を行うことが，港湾計画策定の必要条件となってきた（ 1973年
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の港湾法及び公有水面埋立法の一部改正）。一方， 1973年から高砂で始まった

入浜権 121運動にみられるように自然海岸破壊（表5参照）に対して，その保

全とコンビナー卜立地前面への自由立入を求めて全国各地で住民運動が展開

されている。

表5 東京湾及び瀬戸内海における人工海岸

海岸線延長（km) 構成 比 （必）

人工海岸 自然海岸 メIコ"- E十 人工海岸

東 Jrt 湾 588. 7 107.4 696.1 

瀬戸内海 2,488.0 2, 926. 7 5 414. 7 

全 国 8 395.0 24. 386.8 32 782.8 

資料建設省「全国海岸域現況調査報告書」 （昭和50年3月）

（注） 1. 人工海岸：農地，飛行場，塩田，その他

自然、海岸：｛沙機，岩

2. 河口部は含まない。

3. 三全総総点検作業編その 2P. 740より

84.6 

45.9 

25.6 

自然、海岸

15.4 

54.1 

74.4 

乙れまでの一連の叙述は，アメリカにおいて 1972年に「連邦沿岸域管理

法Jが制定された環境と酷似している。沿岸域がリソートゾーンであるとと

もに自然生態系の維持に重要な役割を果している乙との認識が高まり，干潟

及び低湿地の保存のための立法化が各州どとに 1960年代当初より始まった。

その頃より海洋開発の進展がみられ，一方臨海部IL立地する発電所，重化学

工業に対する環境保全のための規制が進められたが，乙のような個別の規制

や環境対策では，いずれも不充分であり，土地利用そのものについて総合的，

広域的な計画を行う乙とにより調和のとれた開発や効果的な環境保全が可能

であるという理念のもとに「沿岸域管理法」が制定された。（31

わが国では， 1980年に海洋開発審議会から「長期的展望にたつ海洋開発の

基本的構怨及び推進方策について」の二次に渡る答申が出され，沿岸域の閲
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発及び保全について陸域及び海域を一体とした計画の早期実現と管理体制の

あり方への方向を明確にした。乙れは三全総の方向づけの具体化の第一歩と

みる乙とができる。 ζのような方向づけは 従来大都市港湾に集約されてい

た国民経済的な諸要請に基づく外部不経済効果の排除に貢献するものと考え

られる。湾内の一点集中的な環境破壊は，手IJi閏極大化原理に某づく個別企業

の公害防止対策への不徹底さによるもので，その面的拡大を可能にする広域

港湾計画では，環境保全と開発との調和は不可能であるとみられており，後

で述べるような市民参加と環境事前評価を伴った最小限湾単位の沿岸域計画

の必要性を強調するものである。

湾単位の沿岸域計画策定のためには，自治体ベースの協議会あるいは一歩

進めて湾を単位とする一部事務組合方式が考えられるが，いずれの場合も間

接自治の方向であり，各自治体の利害錯綜で調整の困難さをもたらしかねな

い。しかしながら，従来の広域行政の理念としての資本の効率的運用をめざ

した行政の反省がみられる今日 市民あるいは地域住民と一体となった自治

体主導型の沿岸域計画策定をめざす必要がある。乙の計画の中には，既に述

べた環境評価の5項目の他に陸域の居住環境確立の上で都市需要，市民需要

が考えられる沿岸域利用項目，海浜リゾート用地，都市型工業用地，交通通

信及び物流用地，一般廃棄物用地，臨海性エネルギー備蓄及び供給用地，臨

海工業用地及び空港用地の7項目について調整を必要とする。｛反にアメリカ

の「沿岸域管理法」のような法律の成立があったとしても，その理念として

の沿岸域計画策定手II慣にある環境事前評価の完全実施と市民参加の保障は貫

らぬかなければならなし、。 141

注 (1) 国土庁計画・調整局編「前掲苦」 P.56

(2) 本間義人著「入浜権の思想と行動」 （御茶水害房， 1977年） P. 80 入浜

権宣言の中le入浜権について次のように定義している。 「古来，海は万民の

ものであり，浜辺IC出て散策し，景観を楽しみ，魚を釣り，泳ぎ，あるいは

汐を汲み，流木を集め，貝を堀り，のりを織むなど生活の組を得る乙とは地

域住民の保有する法以前の権利であった。」

(3) 石井端丸，今野修平編著「沿岸域開発計画」 （技報堂出版（捕， 1979年）

PP. 257～258 



65 

I上渇菩」PP.259～ 261 1ζ 「沿岸海域管理法の級嬰」についての叙述が

あるが，その中に「連邦法による沿岸域管理フロー」を次図IL示すが，環境

アセスメントと市民参加の保障を特le留意されたい。

地域開発政策と大都市港湾の計画上の課題

(4) 

連邦法による沿岸域管理フロー

連邦政府

(NOAA) 

ガイドライン
沿岸域，i!・[ilii策定補助令

図2

沿
岸
域
計
画
の
策
定

4
ー
管
理
の
実
地

l
f

その他のMiD!1金，貸付金

・沿岸域エネルギー彬特
7。ログラム
・州際協調補助金

・ill岸域特別自然環境保
全およびil•J浜ア 7 セス
沿岸域匂埋めJ)ij任研究

(NOAA) 

沿岸域管理計画の審1f.
環境アセスjント

関係述邦政府機関

(NOAA) 

i占体域w・J"］［中ii川令のノム
’弘

連邦政J(.f協調条耳l

(llfl5t計画など）

述）＇j）政府協調条方｛

（訂E認可など） , .. l沿岸域開発行為
j:'(ff Inoue, S., Toward a Framework for Coastal Zone 

Management, University of Washington Master 

Thesis, 1977，石井ff1'1)L.今野修平制.i¥＇「沿岸I或開発
,11"1回」p.260

大都市と港湾の一体的計画への市民参加4. 

乙れまでに三大湾を中心とした地域開発の特性並びに湾を単位とした沿岸

乙の節では，域計画の必要性が辿まられている状況について考察を加えたが，

その中心に据えられている大都市港湾の計画段階における大都市と港湾との

一体的整備の方策とその計画への市民参加の課題について検討したい。

全国総合開発計画の基調は基礎資源型工業の立地志既lζ第二節において，
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向により資源の最適配分をめざす効率基準原理K基づき，日本列島の周辺部

への空間利用の拡大と交通通信ネッ 卜ワークによる空間距離の克服を図り，

資本の再編成と一層の集中集積を推進した結果，居住環境の悪化に拍車がか

かった乙とを指摘した。その結果 環境保全への全国的な世論形成が行われ

環境悪化への一定の歯止となる一連の公害立法の成立をみたが，必ずしも充

分なものとなっていない。例えば，周辺部の苫小牧東，むつ小川原の開発に

至っては環境事前評価も行われず既定路線が推進されており，乙の開発IC対

する住民合意が形成されないま、開発行為への札機の拡大が予怨される。大

規模プロジェクトをはじめあらゆる地域開発は 巨大な先行的開発投資を伴

う港湾住設の政策誘導が例外なく行われる。乙の港湾計画の策定手順は1973

年の港湾法改正により重要性が認識され 従来iともまして国の基本方針及び

計画基準（！）の枠内の計画決定がl明般になっている（図3参照） 。

図3 重要港湾の港湾計画の策定手続

~1'3条町3第2!([

(i:t) I 「法」はCjij'川法」のことである

2. 1980年版，針。'i'l:!院によるl刈を一部修止して作成。
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特lζ基本方針の「3港湾における環境保全を図るとともにその周辺におけ

る環境の悪化の防止に資する」の項で「港湾の開発利用にあたっては，その

環境に与える影響を計画策定に際して事前に評価するとともに，その実施に

あたっても広域的かっ長期的観点に立って環境の保全のための措置を講ずる」

ものとされているが，乙れは図3でみたような港湾計画策定手順に従う限り

あくまでも港湾管理者ないし国の環境事前評価であり，第3節で示した「沿

岸域管理法Jのフロー（図 2）でみるような計画への市民参加があった tで

の環境事前評価とは別のものであると考えざるをえない。

乙れまでの港湾計画の策定iζ際して住民ないし市民参加の形式が整えられ

る上で，地方港湾審議会制度が導入§れているが，利益代表的色彩が強く＇. 21

港湾への隣接地区を中心にして居住環境lζ大きな影響を受ける市民参加のi嘉

が提供されていない事実に驚かされる。港湾計画は基本方針に唱われている

ように「港湾が交通等の諸活動の重要な拠点である ζとにかんがみ，国土及

び地域に関する諸計画との斉合を図るとともに交通体系上の位置づけJK代

表されるように国土，地域開発並びに交通運輸上の諸点に力点が筒かれ，都

市機能的あるいは市民生活上の海浜 自然海岸への立入の欲求等の視点がな

おざりにされたのではあるまいか。

そのため大都市港湾においても残された唯一の空間となる埋立地を， 「経

済機能とそれに対応する施設の合理的配置という単純化された視点」 13'Iζた

っての，保管，貯蔵施設としての倉庫群，流通機能としての岸壁直背の上屋

を一体としてのターミナノレ施設あるいは流通センターを含む複合ターミナル

及び臨海工業地帯としての工業湾機能等どれをとりあげても経済機能のみの

対応であった。乙のような現象がなお一層入浜不可能な港湾の形成をうなが

し，都市機能からみて市民あるいは地域住民の生活・生産から遠い存在とな

っていった。それに加えて港湾諸施設の大規模化は，市民の視界から港湾を

遮蔽する役割を生み出した。

乙れまでに港湾計画策定段階からII闘を追って港湾の置かれている状況をみ

てきたのであるが，どれーっとして市民ないし地域住民への合意を得られる

状況にはなく，なんらかの方途を講じて市民生活上の妥請を考慮するととも
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lζ，都市機能的視点から「都市環境特に海iζ面した臨海部の地域特性の総合

的レベノレアップをいかに実現するか」 トIiを基本理念、として港湾計画の転換を

図る乙とが，今日的な課題となっている。

われわれが，乙乙で特に強調しなければならない問題は，従来ともすると

大都市港湾に課せられた主要な要請は国策として基礎資源型工業の立地に対

応する体制を誘導する乙とから出発して，その国策追随的な大都市港湾の施

策が大きな矛盾を露呈したため，今日では経済機能を中心にした国民経済的

要請を知何lζ最少限度にとどめるかが最大の課題となりつつある。国策の誘

導は，基礎資源型工業の立地にとどまらず，最近では 1967年から開始され

た国際コンテナ輸送に代表されるように，大規模コンテナ基地の設置により，

大都市港湾の背後のコンテナ交錯輸送を生みだしており，道路混雑，大気汚

染等外部不経済効果の要因を形成しているJ51

第2は，都市との一体性の健保をめざすもので，従来の経済機能優先を排

し，人間生活と自然環境の質的改善及び保全を中軸に据えて，物流・交通体

系の改善，都市再開発のほかレクリエー・ノョン，公園，緑地及び住宅等の複

合的な利用目的の調整を図り 都市改造の戦略的空間として機能させる必要

がある。（G) 乙のような視点に立った大都市港湾の開発は東京港の「木場移転

事業」をはじめとする港湾計画，神戸港のボー 卜アイラン ドへの都市軸の移

転あるいは，大阪港の南港開発等いくつもの事例が数えられている。

第3＇ζは，第二課題の体制を保障するものとしての重要課題は，港湾計画
への市民参加である。前述したように港湾計画への市民参加は形式的か，あ

るいは皆無と判断せざるを得ない。しかしながら，国民経済的要請に基づい

て，港湾を経済機能中心に開発するか，人間生活と自然環境の回復改善をめ

ざして都市改造の戦略空間として再生するかは，ひとえに市民参加体制を港

湾計画策定の段階において如何に保障するかにかかっている。

都市環境悪化の中で生活しているととろの市民は，都市的施設の内不足し

ている施設等の市民生活のあらゆる面での状況を知りぬいており，自己の生

活実体を基縫にした生活意識はいかなる都市専門家の見識にも変えがたい。

大都市港湾への国民経済的アプローチlとより 外部不経済効果をこうむるの
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は臨接地区の市民であり，そのような要請へ如何なる反応を示すかは，市民

意識の水準により種々の問題を惹起しかねない。港湾計画もその例にもれず，

特IL居住環境の悪化については，事業主体の行政当局からみれば地域エゴと

いわれる程に地域への阻害要因や誘因を明確に指摘で、きる。

乙乙iζ揚げたような特性を考慮に入れるとするならは＼第3節で述べたア

メリカの「沿岸域管理法」による州政府の計画策定の事例としてワシントン

州の状況をみると，まず基本計画の内容として，沿岸域における経済開発，

公共アクセス， レクリエーション，交通体系，沿岸域利用，自然環境，生体

系保全及び歴史的文化的遺産の7項目をもっている。また，計画策定の段階

での市民参加の方法と時期を乙と乙まかに明示しており，正式の公聴会の他

iζ各分野の住民の考え方を反映させるために市民諮問委員会の設置を義務づ

けている17）という叙述に直面した時 わが国の港湾計画策定手順の後進性を

指摘さぜるを得ない。

第41ζ，市民参加を保障して都市と一体的な港湾計画が策定される状況が

出現した場合，われわれは，港湾経営主体としての立場を明確にして，港湾

都市機能サービスの高度化lとともなう高負担を担保させねばならない。

その一つは港湾用役生産分野での港湾用役生産管理者としての姿勢であり，

他の一つは不動産所有者（lan:dLord ）として港湾都市機能サービスの向上

にともなう開発利益を吸収するシステムの導入である。前者については既に

2～3の論文（SJを出しているので，乙乙では省略するが，後者iζついては埋

立地等を含む港湾用地を売却しないで保留し，貸付方式によって生産性を吸

収する（9）乙とが提唱されており，借地借家法の問題の解消さえ可能ならば，

今後大都市港湾の経営の安定に貢献するものと考えられる。

乙乙lζ掲げた 4つの課題の解決への方向をめざす乙とが，大都市と港湾の

一体的計画を保障する市民参加の可能性を示唆するものである。

注 (1) 基本方針及び計画基準はそれぞれ「港湾の開発，利用及び保全並びiζ開発

保全航路の開発iζ関する基本方針を定める件」 （昭和49年7月13日運輸省告

示第 278号）及び「港湾計画の基本的な事項lζ関する基準を定める省令」（昭

和49年8月3臼運輸省令第35号）として定められている。

(2) 地方港湾審議会条例の事例として，名古屋港審議会の構成メンバーは，次



70 地域開発政策と大都市港湾の計画上の課題

のようlζなっている。なお，六大港はほぼ同様な構成となっている。学識経

験者2名，業界団体代表12名，隣接自治体代表9名，議会代表4名，労組代

表3名，国の行政機関代表7名の計37名

(3) 北見俊郎，奥村武正編著 「都市と臨海部関発」 （成山堂， 1977年） P. 95 

(4) 「上掲書」 P.95 

(5) 鈴木暁稿「「需要調整型」港湾体系への課題 港湾機能の転換と港湾投資」

（港湾経済研究No.12, 1974年）pp. 181～182，及び棚橋貞明稿 「コンテナ

貨物の交錯輸送についての一考察 東京湾を中心としてー」 （港湾経済研究

No.14, 1976年） PP. 151～161等を参照されたい。

(6) 東京都港湾審議会答申「東京港埋立地の開発および埋立事業の経営につい

て都市のための新しい臨海部形成をめぎしてー」は 1973年前後の大都市

港湾の閉塞状況に対する港湾計画転換の示唆を与えた事実を見逃す乙とはで

きない。

(7) 石井靖丸，今野修平編著［前掲書」 PP.265～ 266 

(8) 拙稿 「大都市港湾管理における新理念の導入一営造物管理者から用役生産

管理者へ 」 （港湾経済研究No.17,1979年）' f断言 「大都市港湾管理体制lを

めく、る政策課題」 （港湾経済研究No.IS, 1980年）及び拙稿「必湾用役生産

と港湾経営（管理）」 （港湾労働経済研究年報N口5' 1981年）を参照された

し、。

(9） 注（6)1ζ同じ。

5.むすび

港湾計画の欠落部分について，都市機能的視点あるいは市民参加の保障を

裏付ける視点から当面する課題を提起した。乙れまでの考察から，港湾計画

の再生をめざすためには ζの2つの視点から対応がせまられている。

大都市港湾の場合， 1970年代より環境の保全を基調としての港湾開発へ

の転換がみられる。前節で指摘したように 東京都港湾審議会の答申の理念

が，都市機能と港湾との一体性を確保し，大都市に残された貴重な戦略的空

間として港湾開発を位置づけている。

また名古屋港の場合は，工業用地造成は現状にとどめ，保留工業用地につ

いても，輸送革新の進展lとともなって西部臨海工業地帯の西 4区埋立地538
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ヘクタールのうち 177ヘクタールを物流機能基地に機能転換を図っている。

また， 300ヘクタールの緑地計画を策定し，環境の改善とレクリエーゾョン

施設の確保をめざし，その具体的実施として「親しまれる港づくり懇談会」

を設置し，特にその構成についてはPT A関係，区政協力員，青年団，婦人

団体，労働組合，行政機関及び学識経験者を網羅し親しまれる港湾への施策

の方向性を求めた。そのーっとして，旧東・中埠頭の再開発としてガーデン

埠頭の出現をもたらし，公園と海事思想普及施設を有するポートビルの建設

へと進んでいる。

一方， 学識経験者，市民団体及び労働組合を中心lζ1979年に 「住民に親

しまれる名古屋港を考える会」が結成され，生活環境の面やレクリエーショ

ンの場としての港湾への積極的なアッピーノレを行っており，今後の動向が注

目される。

しかしながら， 今日大都市港湾への国民経済的要請は陰に｜場に姿を現して

おり，港湾計画への市民参加の制度化をめざさなければ，環境保全の実現は

不可能に近くなるだろう。港湾計画の転換点にさしかかって，鉄とコンクリ

ー卜による自然環境の破壊への反省から，大都市港湾の管理者は大なり小な

り親しまれる港づくりの施策を実施しているが より豊かな環境保全を行う

ためには湾単位の沿岸域計画による総合的対策の中から大都市港湾の再生を

生み出す乙とができるだろう。

乙の小論では，地域開発政策の転換期における諸問題の整理を通じて，大

都市港湾の環境保全のためには 理念としての沿岸域計画の必要性を強調し

た。特に，環境保全の保障のためには市民参加の制度化を実現しなければな

らない乙とを論じたが，問題の提起の範囲にとどまって，必ずしも充分なも

のとなっていない。今後も大都市港湾における国民経済的要請と都市的，市

民的要請の札機を自然環境の保全という視点にたって如何に確保するかを論

及したい。
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都 市 経済 と港湾機 能 の変 化

山 村 学

（明治学院大学）

目次

1. はじめに

2. 都市経済の発展と港湾機能

3. 安定成長下の都市経済と港湾

4. 今後の都市経済発展と港湾の課題

1. はじめに

わが国の経済成長と物流革新の聞には種々の相互作用がみられてきた。乙

の乙とは既に先学諸氏の分析によって明らかにされている通りである ~ l )

そ乙で，今日の如き都市経済の発展過程をたどってみると， 一面において

は物流革新の進展とともに高度な分業化や諸商品取引の集中化などが進んだ

と理解する乙とができる。しかし，高度成長過程においては，地方産業都市

や大都市への経済力集中が政策的に展開されてきており，その加速度合が高

まったのも事実である。

したがって都市経済発展の原動力的一要素といわれる港湾は，物流革新の

過程においてその機能を大きく変化させてきている。例えば，主な指標とし

て速度，取扱量，省力化度合などの面からとらえてみても貨物単位当りの生

産性向上やコス ト低減に大きな効果をあらわ している乙とがわかる。

とζろが，乙のように限られた都市地域に経済活動が集中する乙とは，そ

乙に専門的な諸機能の分担と相互依存関係が成立し，集積のメリッ ト追及が

可能な場となるにもかかわらず，資本主義的経済発展の宿命的問題lζ道遇す

るζとlζなったので－ある。

確かlζ港湾の整備拡充は，都市経済の発展と市民生活の向上lζ寄与する乙
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とを目的として，つぎつぎと新らしい機能や形態のものへと変化せしめてき

た。しかし， 産業構造の高度化と相侠って産業間や企業聞に不均等発展によ

る肢行性が生じ，乙れが大企業中心の系列化や支配強化によってその度合を

強めつつ大都市経済を中心とする ヒイ ラルヒイが形成されてくる乙とになる。

乙の過程lとおいて過疎，過密化や環境悪化なども進んでくる。もちろん，か

かる過程において，種々の対応政策が展開され，乙れに国内外の情勢変化も

加わって経済発展の軌道修正も部分的には行われてきている。

とくに昭和48年のオイ lレシ ョック以降から わが国の経済活動は大きな変

化を余儀なくされるにいたり，乙乙数年来から安定成長を目指す方向への転

換がはかられて今日lζ至るのである。 ζうした都市経済の構造的変化に対応

するためには，港湾機能にも当然の ζとながら変化を要請されてくる乙とに

なる。

本論では，最近における都市経済と港湾機能の変化をふまえながら現状の

事実を再確認して今後の基本的課題と思われる ものをいくつか提起してみる

つもりである ~21

注 (1) ζの分析が明縫IC行われているものの lっとして，広岡治哉編著「現代交

通の理論と政策」 （日本評論社）があげられる。間警の第 i章資本主義の交

通問題を参照。

(2) 本稿の展開lζ際しては今野修平 「都市化と経済の変化からみた大都市港湾

の展望と課題」 （日本港湾経済学会年報 1977年）が適切な分析を行っている

ので，その一部を参考ーにさせていたYいた。

2. 都市経済の発展と港湾機能

都市経済の発展は，前述の如lく分業化の進展や商品取引の集中化によるも

のであるが，乙れには流通機構の整備が相互作用関係で結びついている。乙

乙でいう流通機構とは流通経路，取引形態，流通関係企業の機能，物流施設

などを含め，それらの結合の仕方をさすものであるが乙のメカニズムは商品

の生産，流通，消費という各段階の発展度合と商品の性格によって規定され

る乙とになる。
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そ乙で都市経済発展の基本的な方向をまとめてみると次のようにいう乙と

ができる。すなわち消費市場の拡大は生産，流通の規模拡大につながるが，

一方において生産面の技術革新や流通過程における大量販売，大量物流体制

が確立されてくると消賀市場の拡大l乙結びついてくる乙とになる。また消費

の質的な側面からみると需要構造の変化が生じ，生産，流通部門の対応姿勢

を変えさせながら新商品の登場を促がし，それによってさらに新らしい需要

が創造されてくる0131

つぎにわが国における都市経済の発展と港湾機能の関係をとらえてみる ζ

とにするが，最近の貨物輸送構造Kよってもわかる通り国内向の大半（卜ン

キロ）は内航海運である。また 乙れに外航海運の輸出入貨物を加えてみる

と港湾における貨物取扱量は如何に大きいかが理解できる。

ζれまでの臨海地帯においては地域開発政策の展開lζ伴って重化学工業部

門が進出し，いわゆる産業都市化とともに原燃料や製品の海上輸送度合を高

めてきた。乙れはわが国の国土条件を経済的lと有幼活用して産業構造の高度

化と結びつけたものであり 各都市は新らしく整備された港湾によって消費

市場である大都市との関係を深めながら発展してきている。

と乙ろが，地方諸都市の多くは，いわゆる誘致による外来型の大企業を中

心として発展してきたため，その関連を含めた工業生産のウエー卜が高く，

内発的な地場産業の発展に結びついて乙なかったのであるJい したがって，
乙れら諸都市の経済構造は 前述の誘致産業を主体とした活動と一体化して

いる面が多く，いまだに開発の延長過程なのか，または乙れが帰結というべ

きなのが判然としていないといえる。

一方，大都市においては中厄管理機能の集中化や都市型の 2, 3次産業化

が進み，乙れを都市周辺部K拡大しながら大都市圏を形成してきている。ま

た，港湾においては地方諸都市や大都市周辺部からの製品及び半成品の受入

れと海外貨物の積み卸しが専用，専門埠頭を中心lζ行われており， l大商品

市場形成の機能を如何なく発揮している。

都市経済の発展と港湾機能を，乙のような角度から眺めてみると，これま

での地方3者都市の経済構造や港湾機能は大都市のそれを反映する形になって
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きたといえるのではなかろうか。

注 (3) 流通経済発展のメカニズムについては，乙のような展開が主流となってい

る。田島義博著「流通機構の話J （日経文庫）， 「流通経済用語辞典」 （日

経文庫）なとを参照。

(4) 乙の検討内容は日本港湾経済学会年報（ 1979年）「都市と港湾」において

拙稿の 「都市化の進展と港湾問題」で展開している。

3. 安定成長下の都市経済と港湾

わが国の高度成長期を振り返ってみると重化学工業を中心とした産業構造

の高度化がはかられ，設備投資と輸出を主導力としながら都市経済の発展を

うながして，前述のような産業都市化や巨大都市圏化を進展させてきた乙と

がわかる。しかし，昭和40年代の後半に入ると，このような経済構造は，か

つての景気循環という局面からとらえるのがむづかしくなってきており，乙

れまでのような単純な対応策では解決できない状態になっていたのである。151

その後オイルショックを契機として安定成長路線への転換が進められるわ

けであるが， ζの過程において都市経済と港湾機能が除々に変化してきてお

り，今日ではさらに安定成長を指向する方向への変化が定着しつつあるので

その主なものを採り上げてみる乙とにする。

(1) 都市経済と港湾機能の変化

まずマクロ的な面から眺めてみると，物流量（ トン及びトンキロ）と実質

GN Pの伸びはトン数の実質GHP K対する弾性値の場合lζ多少なりとも垂

離傾向を生じてきている。しかし卜ンキロベースでの弾性値の方は比較的相

闘がみられるものの，乙れも品自による輸送原単位と最終需要構成の変化分

が関係している乙とを見逃せないわけである（表 1）。また， GH P構成要

素の中では公共投資，民間設備投資，住宅投資などの動向が物流量の増減lζ

大きな影響をあたえている。

つぎに輸送品目別の量的形態的変化，輸送手段別の分担変化や輸送経路，

荷捌方法等lζは後述するような変化がみられるものの総じて拡大基調の方向



都市経済と港湾機能の変化 77 

表1 要因別輸送 トンキロの変化 は認められなくなっている。乙れ

は各主要産業において省エネ化や

技術開発，高付加価値製品化など

が主体的活動とされてきた乙とと

商取引や物流過程の近代化， 合理

化が進められてきた乙とに加え，

国内の消費市場が新規拡大よりも

むしろ更新型の安定需要K主流を

移してきた乙とにあるといえよう。

乙れらの乙とは，いう迄もなく実

質GN Pの伸びを小さく し，経済

活動の活発化によってもたらされ

る物流需要の誘発度合も大きくな

らない乙とを意味するものである。

(!.GI・ ンキロ）
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GNPJ礼校

の変化分

45～50fF-J旦

出所・ II川口55年度逆輸1'1,1r- さらに近年の傾向と して諸都市

を中心lζ物流需要の少ない第3次産業が伸びてきているし，第2次産業にお

いても大量物流lとつながる基俗資材型産業から加工組立型産業へのウエー ト

が増加してきている。また輸出入貨物については品目，形状などに変化がみ

られるものの量的な伸びとは結びついていないのが現状である。

そ乙で都市経済と港湾機能の主な変化を追ってみると，基本的には安定成

長への体制作りを主体としたものである乙とが確認できる。

例えは‘主要諸都市では，そのための行財政改革が種々の角度から進められ

ており，人員削減，機構や組織の統廃合などをはかりつつ，一方では都市の

特色をもっ地場産業によって内発的発展を促がすための育成や振興策が講じ

られてきている。もちろん，乙れらと結合した市民生活の向上もはかれてい

る。

また，地方の産業都市においては生活関連施設の整備や雇用機会の創出に

必要な関連産業立地の促進，さらには地方定住化の推進などを展開してきて

いる。そのために「新産都市鐙設および工特地域整備のための財政上の特別
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措置に関する法律」が新らたに 5年間の再延長となったのである。

つぎに大都市の経済活動をになう諸産業の動向をみると，市街地内lζあっ

た中小商工業者や物流業者などは安定成長lζ対応する近代化，合理化をはか

る乙とを目途として一部のものが港湾地域lζ団地を形成し，また道路志向型

のものは内陸団地へと転出してきている。乙れは旧来の市街地再開発による

環境整備とも関連しているが団地進出の各企業閣でtは共同化や協業化による

メリット追及をはかつており 最近その効果が多くの事例で示されるに至っ

ている。

しかし物流業界の場合は 一般の商品生産と異って市場のメカニズムが作

用しない乙とや公共施設の利用依存度合が高い乙となどから前述のような共

同化，協業化その他によるメリッ卜追及に限界があるわけであり，最近はこ

れと裏腹1C::変化してきている問題にぶち当っている。というのは荷主や利用

者が物流の質的サービス向上とコスト低減を目途に業者の選択をよりきびし

くしてきたからである。

乙れは利用者側とすれば，安定成長になると競争激化に対応してし、かねば

ならないし，商品の多種少量化に加えてユーザーのニーズに応えていくには

物流面での確実性，機動性，低廉性なとを中心K，よりすぐれたサービスを

必要とするからにほかならないわけである。

(2) 安定成長下の都市経済と港湾

今日におけるわが国の諸産業は資源，エネルギーおよび環境などの制約が

強まる中で国際分業にも応えながら経済の安定的成長を支えてし、く方向をた

どっているといえる。乙れは省資源 省エネ型で付加価値の高い知識集約型

の産業へと転換してきた乙とを示すものであり，地方の産業都市や大都市に

おいてもとれらの乙とが確認できる。

例えばエレクトロニクス I C コンビューターなどの諸産業や乙の応用

による機械機器産業の成長に加えて新工業材料（ファインセラミックス，炭

素繊維，炭化珪素繊維，ガラス繊維および乙れらとの複合材料など）も間も

なく 出現がみられようとしている ~6'
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また，一方では需要の高度化や多様化を反映する第3次産業の成長が家計

面（教育，医療，文化，スポーツ，その他レジャーなどのサービス）と産業

面（研究，技術，管理などのソフトサービス）で拡大してきている。

さらに輸出構造をみると商品の高級化，高付加価値品化が進んでおり，素

材輸出の鈍化をうめ合せる形となってきている。また輸入面では重化工業に

おいて使用原燃料の原単位向上や中間財への代替化などが進んでいるために

その量は鈍化傾向にある。しかし，他の輸入品については国際分業化や新ら

しい産業構造への転換などによって生産財，資本財および生活関連の諸消費

財に至るまで「｜］広く拡大しているが，これらも量的には多少の増加にとどま

っている。

したがってかかる都市経済活動の変化は港湾の物流構造にも影響をおよぼ

しているわけであり，その主なものとしては，まず国内外貨物がOD，形態，

品目，量的割合で変化してきているととである。もちろん，乙れに見合った

港湾施設の整備拡充も進められているが，他方，量的な面からの充実をはか

る必要から最近はさかんにポートセーノレスが展開されている。また，乙れに

加えて船舶が省エネ，省力（自動化）船化やシステ輸送化などをはかつてき

ているし，港湾管理者側においても新らしい管理運営体制の確立が進められ

ている。

つぎに港湾と都市内および他地域を結びつける輸送手段としては， トラッ

クが戸口性，機動性，迅速性，｛確実性などの特性をもっている乙とと道路が

整備拡充されてきている乙とから利用者のニーズに適合し，その依存率を高

める結果となっている。しかし，今日のような安定成長下では量的拡大がは

かれないために車両の近代化 省エネ化，効率的な輸送システム化などによ

る経済性の追及が行われている（表2）。

以上の通り，本章では安定成長下における都市経済と港湾を概括的lζ眺め

てきたに過ぎないが，主意としては安定成長が高度成長の縮少と異質なもの

である乙とを述べたかったわけである。そこで 乙の異質な面をふまえなが

ら今後の都市経済発展と港湾の動向からみた課題をとり上げてみる乙とにす

る。
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表2 輸送機関別主要品目構成比 （トンキロ）

注 (5) 乙の分析は宮沢健一，森谷正規編「80年代の基縫産業」 （筑摩書房） Iとお

いて素材産業の lつである鉄鋼業をとり上げ，拙稿「鉄鋼産業」で展開した

ものである。

刷新工業材料については新日本製蜘附総合調査部がまとめた「新工業材料の

展望」 （調査統計月報8月号No.135) 〔但し社内限定〕にくわしく述べられ

ている。

4. 今後の都市経済発展と港湾の課題

(1) 安定成長についての基本的認識

コンテナによる海陸複合一貫輸送体制を進展せしめたのは，世界的lζ高水
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準の生活と賃金をほ乙り，安定成長化を目指す米国と北欧であったわけであ

る。今日のわが国でも生活と賃金水準は向上しているが，今後もとれらはさ

らに向上がはかられていく乙とになる。しかも海外依存度の高い資源，エネ

ノレギーは省資源，省エネ化を上廻る価格上昇が考えられるし，環境保全も含

めたその他の経費も上昇していく乙とになるといえる。

乙れは何もコンテナを引き合いに出した物流部門lζ限られたものではなく，

あらゆる産業に共通していえる乙とであるし，既iζ述べてきたような安定成

長を各産業が指向していくとすれば量から質への向上と同時にコストを低減

させる高能率化がはかられねばならない乙とになる。もちろん人件費の節減

も必要となるが，乙の場合は労働条件の改善と結びついた生産性の向上が必

然性をもってくる。

つぎに量から質への転換については， 一般的な見方として商品の生産，流

通，消費の各段階が多種少量化していく乙とを多様化や高級化してくる構造

的変化と同一視しているものが多L、。しかし，質的変化への対応という面か

らみれば，その商品なりサービスの質が需要のニーズκ合う乙と，すなわち

適質化する乙とであるし，またこれが有効需要となり得るときに，それが適

正価格化される ζとを前提とするわけである。したがって供給側が新産業化

や新製品の開発などを進める場合には，乙の乙とを十分に理解していなけれ

ばならないし，国際分業化に際しでかかる事情の配慮を怠ると，そ乙lζ調整

問題を生ぜしめる乙とになる：1

とくに質的に異る国際経済環境の中では，そのために貿易摩擦を生じて種

々の調整が行われたり，相手国で現地生産化を行うようになったりしている。

乙のような結果をみると，確かに相手国の雇用増大や経済発展lζ結びつくと

とになるが，自国内では雇用減少のみにとどまらず，当該商品の逆輸入とい

うブーメラン効果も生じてくるようになるといわねばならない。

さらに第3点目としては情報処理機能の高度化をとり上げてみるが，乙れ

は経済活動の省力化や合理化ばかりでなくサービス機能の質的向上も含めた

形で進展してきているといわれている。しかし，安定成長とともに成熟化し

てし、く経済社会を考えると，情報処理は単に機械化されるばかりでなく，機
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械化できない想像力や工夫などが求められるようになるといえる。乙の乙と

は裏を返えすと情報処理の特質や限界がわきまえられていない乙とにつなが

ってくる。

つYいて， 最近の労働市場を眺めてみると若年労働者を対象と した考え方

が主体になっているといえる。と乙ろが安定成長の経済は，その成熟化が進

むとともに，一方では福祉の向上や高令化にもつながっていく乙とになる。

とすれば賃金体系を再検討して変化させれば若干労働者にはみられない勤

勉さを中高年労働者から買えるようになるわけである。

(2) 港湾地域における都市的機能の拡大化

今日の主要都市における港湾地域では貨物の量的，質的変化や物流工程の

変化IL.対応し，かつ省エネ，省力化をはかる乙とを前提とした装置化が専門

ないし専用化の形で進んできている。また，一方ではレジャー， レクリエー

ション，環境闘連及び防災などの諸施設や住宅その他の関連施設なとが増大

している。したがって業務中心の機能に加えて社会生活的な機能のウエート

が高まっているわけである。

乙れらの諸都市港湾の中では とくに大型都市が国際化に対応した整備を

中心としているものの，概していえばそれぞれの諸都市が各自の特性を活か

す乙とによってリトル東京的志向から離れようとしており， ヒイラノレヒイか

らの脱皮を試みている面がうかがえる。しかし そのためには各都市が自ら

誇れるものを創出し，安定成長lζ対応してし、く方向での個性化をはかると同

時に，乙れを地域主義と結びつけてそれぞれの都市が主体制をもって実施し

ていかない限り，その実現が困難な乙とは言う迄もない。

すでに諸都市の中には，乙のような面からの魅力や活力が生れてきている

ところもあり，定住圏の形成へと結びつき始めているようにみえるが，もし

そうであるとするならば，国や県単位， レベノレからの協力をもっと強化する

必要がある。何故ならば都市lとは基本的な問題として物理的な繕造からく

る硬直性や企業，個人等の立地に対する執着性などの面もあり，乙れらは新

らしい方向への都市経済や港湾機能の形成を阻害する要因となっているから
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である。

したがって，か、る面からの対応、や財政面からの支援が必要となるわけで

あるが，前述の如く港湾の都市機能拡大をはかつている場合においても，そ

れlζは高度に計画的な方法をもっ乙とが前提になるといえるからである。ま

た，かかる対応策を検討するに当っては，単に経済学の分野のみではなく，

行政学や都市工学，社会学などの総合的な協力，すなわち学際的な協力が必

要になっている乙とも強調しなければならないであろう了］

(3) 港湾における物流機能変化への対応

運政審の答申内容（昭和56年7月6自に運輸大臣に提出）によると原油の

輸入量は，今後とも増加傾向を続け，石炭やLN Gなどの代替エネルギー輸

入も逐次増加するとみている。また，そのために国内備蓄や配送体制などの

増強を必要とする乙とから内航による二次輸送量が主体となって増大すると

しており，他の内外貿貨物では高付加価値製品の伸びが高まるものとみてい

る。

しかし，乙のような予測の根拠には疑問視せざるを得ない面が見受けられ

る。例えば主要産業部門では省エネ化や代替エネ化が積極的に進められてお

り，鉄鋼業の場合にはそればかりではなくオイノレレス製鉄所さえ出現しよう

としているし，電力やセメン卜業界をみても周知のような代替エネ化が進行

している。物流部門では海運の輸送効率向上や省エネ船化が進み， トラック

も燃費性能の向上，輸送効率向上，経済運転や節約運転化，点検整備の徹底

化などがはかられている乙とから，動燃費原単位は低下しつつあるわけであ

る。

また，高付加価値製品が伸びるという ζとは工業出荷額からみても物流2

が低下する可能性が高いといえる。乙の点については具体的事例をあげる必

要もないであろうか，主要素材の一つである鉄鋼材においてもその傾向がみ

られるのである 0(9)

それよりも，今日では一方において使い捨てライターやカイロに代表され

るような低価格の低級品化や代替品，代用品化も進んで，いわゆる二極分化
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がみられる乙とや輸入品Kも国産品の代替化が進んでいる乙となどに注目し，

乙れらとの対比による検討がなされるべきである。また注文生産品化とユー

ザーの在庫圧縮からくる即納要求化などによって，かつては流通過程で行わ

れていた加工その他のサービスがメーカーの生産工程K組み込まれるように

なってきたものもある乙とを考慮K入れるべきである。

いずれにしても，乙れらの乙とが港湾の物流機能lζ変化をもたらす乙とに

なるので，その対応、が今日の課題となる。乙の場合K，まず第 llζ考えられ

ねばならないのは，それぞれの港湾における貨物の取扱能力と機能が，その

都市の今後の経済活動方向iζ見合ったものであるかどうかの検討であろう。

つぎleは湾内ないしは広域経済圏内に位置する諸都市の港湾においては，

それぞれがどのようにしたら適正な分担と相互依存関係を作り上げていける

かというととである。当然のととながら ζれらは都市における他の経済活

動部門との関連を十分配慮に入れて総合的に検討されないと整合性のとれな

いものになる。

したがって，港湾が安定成長過程に対応して合理的な物流機能を発揮し，

その存在価値を明確にし得るような施策の展開へと結び．ついていくためには，

乙の基本的課題への取組みが出発点であるといえるのではなかろうか0110

注 (7) ζのような面から発生した問題への対応をせまられているのは，圏内でも

多くみられるし，かつてシュンベーターがイノベーション論議でー指摘した如

く，乙の対応への如何は産業なり企業の基縫や生存自体を衝く乙とICもなり

かねないということにも結びつくといえよう。

(8) 前渇の広岡治哉編著 「現代交通の恩論と政策J第l¥17頁を参照

(9) 前渇＆「80年代の基礎産業」のrw稿 「鉄鋼産業」227頁を参照。
。。） 乙の基本課題をふまえながら，都市からみた港湾の問題点をとり上げ，都

市問題としての港湾の検討を行った州稿 「都市化の進展と港湾問題J （前掲

日本港湾経済学年報，1979年）を参照。
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明治の開国以来， l世紀聞のわが国の近代化と経済成長の成果は，全国に

1,000以上の港湾を配置し世界第 3位の輸出と同じく世界第3位の輸入，

ならびに国内流動貨物の約8.6 7ぢを取倣う港湾を育て上け‘てきた。

とりわけ乙の 1世紀間，わが国の基本的経済政策は， 「加工貿易」におか

れ，乙のため工業化と貿易促進政策を一貫して堅持してきた。乙うした歴史

的経過の中で，東西二つの輸出港湾が，わが国の経済発展の中でも，また産

業配置や国土造りの中でも育てられてきた。いうまでもなく，横浜港と神戸

港が乙れに当る。

したがって ， 儲浜港と神戸港は，他の港湾と基本B'~ ’ζ異なる性格として，

単lζ狭域的な港湾背後の地域経済と結びついて発展してきただけでなく ，国

民経済全体の動向と深く関わりを持って今日迄成長してきた点を指摘するこ

とが出来る。
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今日なお両港は，東日本のほぼ全域と西日本のほぼ全域を背後圏として持

っている。特にコンテナを含む外航定期船貨物の領域で顕著であるが，乙う

した特色は，圏内他の港湾にはみられない特色であるといって良い。

乙のような儲浜港の基本的性格は 特に論述する必要のない周知の事実で

あるとすると ，横浜港Kついて論じる原点の一つは，常K日本経済の動向と

関連づけている視点のと乙ろにある乙とを忘れてはならない。もし横浜港が，

横浜市とその周辺を含む横浜経済圏の中でのみ論じられるとすれば，それは

横浜港が地方の一外国貿易港lζ転落した時lζは正論であっても，過去一世紀

閉または今日の位置づけの中では一面的すさて 横浜港の最も重要な性格と

役割を無視した乙とになる。

もちろん，儲浜港は横浜経済の中核的位置づけがされており，また備浜市

民との関わり合いも，経済的にも深いものがある。乙の点では全国の他の港

湾と変らない側面を有している。しかし横浜港なるが故f［持たねばならない

もう一つの側面を忘れてはならない。また乙の側面乙そが他港にない償浜港

の特性でもある。

したがって，憐浜港の論議には，とうした視点からの論議がはければ，何

の意味もない。本論は以上のような見解から，横浜港の今後の課題まで，一

貫して日本経済の発展への対応という視点でとりまとめ，論議の素材を提供

しようとするものである。

なお本稿は，筆者がかねて主張していた高度成長期以降，特lζ安定成長期

lζ入ってからの港湾の某本的動向の解析の中で示した経済の動向と港湾の動

向K関するいくつかの報告（］）（2)(3）を基礎K，横浜港についての筆者の見解をとり

まとめたものーである乙とを，前もってお断りしておく。

1. 高度成長期以降における日本経済と今後の方向

昭和30年（ 1955），「もはや戦後ではないJという語が社会的に流行したが，

まさしく同年，多くの経済水準が，戦前最高値lζ達した。戦後日本経済が本

格的lと動き出したのが昭和25年（ 1950）であったから，その後の日本経済の

高度成長の原点を，昭和25年lζ求めるか昭和30年に求めるか，あるいは 2桁
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成長乙そが高度成長であるとしてその後に求めるか，議論は分れるであろう

が，1950年代のわが国経済の成長率は，平均して7.9 ~ちであったものが ，

1960年代になると I1.19ちとな って， （第 l表）史上あるいは他国との対比

においても，頒例のない高度成長を果す乙とになる。

第 1表 年代および主要国との比較による経済成長の軌跡

～実 質 経済成長率 ～

（年平均成長率，労）

1950年代 1960年代 1970年代

日 本 7.9 11. 1 5. 0 

アメリカ 3.3 3. 9 3. 5 

イギリス 2.8 2.8 2. 3 

西ドイツ 7.1 4. 7 2.8 

フランス 5.0 5. 6 3. 9 

イタリア 5.0 5.6 3. 0 

E c 4. 7 3. 1 

開発途上国 5.6 5. 3 

（資料） IFS, National Account of OECD Countries. 世界関発報告

1930年

掛 けイギリス，フランス，イタリア， ECは，実質GDP

2) 1975年基準。 （ただし，開発途上国は， 1977年基準）

3 ) 1970年代について，アメリカ，イギリス，フランス，イタリア，Ec 
は1979/1970年平均伸び率， 1960年代についてECは1910/1961年平

均伸び率， 1950年代については，日本は 1960/1952年平均伸び率，西ド

イツは 1960/1953年平均伸び率。

1960 年代は，当初からいわゆるエネルギー革命を迎え，石炭と薪炭の供

給地である産炭地域と山村が急速に衰還するのに対し，石油を核とする新し

い臨海工業地帯が形成されるという激動の時期であり，産業構造は重化学工

業化の急速なる進展がなされたわけである。乙のため，石油転換投資，石油
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を核とする新工業地帯の鐙設，急増する物流への対応，生活水準向上lζ支え

られた耐久消費財の普及と乙れを供給する電気機械工業の旺盛な設備投資，

モータリゼーションの進展に対応した公共社会資本の整備等が，巨大都市化

と重複して，日本列島はまぢしく設備投資の｛岐に洗われた。乙れに応えて素

材供給の鉄鋼，セメント等建設資材産業の生産能力拡大が拍車をかけ，投資

は投資を呼んで高度成長を続けたのである。乙の結果，石油精製，石油化学，

製鉄，電力，造船等各種産業はそれぞれ新鋭高生産性工場を具備に，世界lと

低れんかっ高品質の工業製品を輸出するようになり 輸出貨物量も激増につ

ぐ激増をしていった。乙の問 1fj意総中流社会という巨大な園内市場に支えら

れた工業は，電気機械と製鉄 ・石油から，自動車電子工業．精密機減へと

進展する素地を作り上げていった。乙の問，当然の乙とながら国民所得は急

増し， 欧米諸国並みの 1億総中流社会が形成されていった。

第 2表 各国一人当たり国民所得の変化
（ドノレ）

日 本 アメリカ 西ドイツ イギリス

1955年 222 2 194 753 976 

60 302 2,537 1,200 1, 267 

65 726 3,245 1 769 1, 715 

70 1,588 4 352 2, 748 2, 041 

75 3,630 6,401 6.034 3, 706 

78 6, 797 8, 739 9,280 4 956 

（資料） I F SC 1980年6月） Iζよる。ただし，日本については経済企画

庁国民所得部算ti¥の数値による。

日本経済は， 1960年前後の繊維と軽工業製品中心の生産構造から，1970年

前後には鉄鋼，造船，石油化学等が加わり多彩化したが，1980年前後になる

とζれまでの産業構造は一変し，当初の中心産業であった繊維，パノレフ。等地

方資源型工業，肥料等初期的化学工業製品および軽工業製品は急速にシェア

を低下させ， 1970年前後中心産業の一員に加わった鉄鋼，造船，石油化学等
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の装置系基幹産業も横這い傾向を呈してきたのに対し， トランジスターが急

成長するという変化を示し，明らかIC産業構造の転換を進めてきた。

第 3表 主要製品の世界生産に占める日本のシェア
(96〕

年 ！
19 50 1960 1970 1975 1978 

fニ語z、 織 0.7 19.7 21.1 14.2 14.3 

ノマ ノレ ブ 2.2 6.4 9.6 8.4 7.4 

窒素 肥料 9.7 9.6 7.1 5.5 2.9 

セメ ン ト 4.3 7.1 10.1 9.5 11.9 

合成コm ム 0.9 13.8 15.4 15.0 

粗 銅 2.6 6.4 15.7 15.9 16.8 

組 銅 1.6 5.9 8.1 11.2 11.4 

7 5ノ オ 3.4 27.1 38.6 21.8 17.l 

ア レ ビ 18.4 30.3 24.5 23.2 

トランジスタ ー 48.0 46.6 63.6 

乗 用 車 1.3 14.0 18.0 18.5 

船 自白 11.9 20.7 48.3 50.1 31.9 

（資料） 1 i吋 ・Yearbookof Industrial Statistics 

しかしながら，資源の乏しいわが国が，臨海工業という輸送経済上最も効

率的な工業見地を作り上げてきたとはし、え，乙れは低廉な石油価格に支えら

れていた乙とも否定出来ない事実である。1960年代当初 1バーレノレ 1米ドル

台であ った原油価格は，1973年石油危機前，2米ドノレ台であった乙とを考え

合わせると，他の多くの基幾的条件を具備し，かつ幸運lζ恵まれていたとは

いえ，高度成長と低価格の石油との聞は，密接な関連をもっていた乙とは，

新たに解析する必要はない事実である。

設備投資に支えられたわが国の高度成長は，一面では物流量の激増する成

長であり，経済の成長と物流量は，極めて高い相関を示しつつ増大成長して

いった。 乙のため港湾lとおいても急地する港湾貨物に対応しきれず， 全国

の主要港では慢性的に滞船現象を生起して，いわゆる港湾問題社会問題化し
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たのである。港湾問題を前近代的体制による対応力の破綻という社会学的視

点からのみ把えるのではなく，経済学の対象である経済現象の中で正確に把

その後の激変する日本経済の構造変化の中で，港湾を正確に凝

港湾経済学が果さねばならぬ責務である。視する原点であり，

えることは，

第1図標準原油（アラビアン・ライト）価格の推移
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1970年代に入り．さて以上のような構造による高度成長期の日本経済は，

二重の衝撃を受ける乙とになる。その第 1は環境問題lζ代表されるような外

部不経済の拡大である。第2はし、うまでもなく，石油危機の到来による石油
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｛而絡の急高騰である。二つの揺さぶりは高度成長を持続していた基線を崩壊

させ，経済は一転してインフレとマイナス成長IC見舞れる ζとになったc設

備投資は全面的に停滞化傾向を示し，外貨事情は一転して産油国への流出が

顕幸子化した。

しかしながら，乙の苦境も意外な方向に進展した。石油価格の上昇は，先

進工業問を含めた非産地i国の物価を一斉に押し上げたが，乙の結果，先進工

業固に全面的lζ経済を依存する産油国では，たちまち輸入物品の価格高騰と

なってはね返り，集積したいわゆるオイノレダラ は先進工業国への逆流現象

を起して先進工業国の経済をドン底から浮傷させた。

しかし乙の浮揚力は，従来と異なり，エネノレギ一価格が高くなったという

前提より，高度技術，省エネ jレギー技術，低コストの三つの要因lζ強くひか

れるようになった。わが国の工業水準は，元来 資源、小国的技術として成長

してきただけK，世界的に認められる乙ととなり，c 欧米先進工業国以上κ

復元力が強く，安定成長への移行が進んだとみる乙とが出来よう。

ζうした世界的な動向を背景K，日本経済は従来の装置系重化学工業から

門動車，電子工業，精密機械中心へと急速な転換を進めつつあり，国内的に

は第三次産業の位置が急速に高まりつつある。

一方人口の出生力，巨大都市の人口吸引力，工業の持つ雇官！？力，輸送量の

地i加率，実質個人所得の伸び，公共・民間設備投資の｛rj1び等は，全般に低水

準化の傾向を強くし，高度成長期と異なる安定成長期の一面を見せ始め出し

fこ。

また高令化，交通の高速化，都市化，国民欲求の多線化等は当初の予測通

り着実lζ進展しており，雇用問題も安定的に推移しているといえよう。国際

化の進展も驚ろくばかりに進展し，今や国民生活の全てが，間際社会との関

わりなしには成立しない状況となっている。

以上のような動向は，今後21世紀にかけて，どのように変化していくか。

港湾，特に国民経済の動向を直接的に反映すると思われる横浜港を考えるに

当っては，日本経済の今後の動向を適切に把握しておく乙とは，不可欠の課

題であるといえよう。国際化の進展が，今後一層進展する乙とが必至の状況
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第 4表 産業権造の変化

一一一一一j 年 35 40 45 50 55 

第 1次 産業 14.9 11.2 5.8 5.2 4.1 

第 2次産業 36.3 35.8 42.9 38.2 38.8 

製 造 業 29.2 27.9 34.7 28.3 29.2 

化学等（3) 6.6 5.0 4.8 

一次金属 3.6 2.8 3.4 

機械等（4) 14.1 11.6 11.9 

そ の 他 10.4 8.9 9.1 

建 設 業 5.5 7.0 7.6 9.5 9.1 

第 3次産業 48.8 53.0 51.3 56.6 57.1 

電気，ガス ，水道
9.2 8.6 

1.6 1.7 1.7 

運輸 ， 通 信 5.8 5.7 6.2 

卸売，小売業 16.2 16.9 14.9 15.3 13.4 

金融，保険，不動産 8.9 10.5 11.9 12.3 13.0 

サービス業等 14.5 170 17.1 21.6 22.8 

メ仁コ入 lCD.O 100.0 100.0 100.0 100.0 

制 I) 35年及び40年は国民所得統計年報による。

2) 45年， 50年及び54年は国民経済計算年報による。

3）化学等 バノレ70・紙，化学，石油・石炭，窯業 ・土石。

4）機械等金属製品，一般機械，電気機械，輸送機械，精密機械

第 5表 就業構造の変化

25年 30年 35年 40年 45年 50年 55年

第 l次 産業 50.7 38.2 30.2 23.5 17.4 12.7 10.4 

第 2次産業 22.2 24.3 28.0 31.9 35.1 35.2 34.8 

建 設 業 3.3 4.8 5.7 6.9 7.7 9.2 9.9 

製 造業 17.6 18.5 21.4 24.3 27.0 25.8 24.7 

第 3次産業 27.l 37.5 41.8 44.6 47.5 52.7 54.8 

サービス業 7.4 11.5 12.9 13.7 14.7 16.4 18.1 

メEλヨ l〔幻O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

（資料） 総理府「労働力調査」
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の中で，わが国経済の動向を適切に把廃するには，世界経済の動向と，その

中におけるわが国の役割を，多角的に検討する必要がある。昭和56年度の経

済白書においては，乙うした視点から当面の課題としては， 1対先進国貿易

摩擦，2.非産油発展途上国との所得格差拡大，3金融国際化の中で、の日本の

金融的役割，を指摘している（5）が，乙れらを踏えて，国際的分業の進展の中

で，日本経済が果す役割の中での成長産業は，知識集約的，個別欲求型産業

であるとの見解（6）もある。またサービス産業の進展が，今後の日本経済の動

向の中で重要なポイントの一つであろうとの見方からの展望と提言 もなさ

れ，さらに80年代の産業動向を地域的lζ展望し， 21世紀への方向性を求めて

いる大規模な指針も刊行されている（8)0 

今後の見通しは，経済動向が不確定であるため，今後も各界での検討が続

くであろうが，今夏答「ドされた運輸政策審議会答申では，変貌する我が国の

経済社会を次の8項目にとりまとめている191。すなわち，1.安定成長経済へ

の移行， 2.所得水準の上昇，自由時間の増大と価値観の変化，多様化， 3人

口，産業の地方分散， 4高令化社会の到来， 5エネルギー，環境等の制約の

強まり， 6産業機造の変化，7国際的相互依存のー屑の高まり， 8.情報化の

進展と技術開発の必要性の高まり，の8項目である。乙うした将来見通しは，

基本的には既に第三次全国総合開発計画においても指摘されておりua’今後

の見通しとしては，定性的にほぼ確立されたとみて間違いない。

歴史的には過去，経済発展の成長力と段階から，高度成長期と安定期の繰

り返しであったが，乙れはまた人口増加のすう勢とも一致し，かつ技術開発

の動向とも一致していた。また過去の歴史が証明すると乙ろでは，安定期に

おいては社会は管理型色彩を濃くし，文化が絢畑と開花し，一方で商業と交

通の時代となる特色を有していた。

乙うした意味で今後21世紀は，安定社会の到来が十分に予測され，乙の中

で必要な活力維持や，高学歴化，高令化，国際化，情報化等，過去の歴史で

は経験し得なかった新しい動向の中での新しい社会を構築しなければならな

い課題を有するl待となっているといえよう。乙のような見解が国民生活にと

う反映するのか，乙乙では詳しく論じる余地はないので，専問的報告に譲るω
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が， ζ うした動向が港湾にどう反映するのかは，常に念頭IL.if(かねばならな

いのが，横浜港の宿命であり，港湾経済学の使命でもあるといえよう。

注 （1) 今野修平「昭如40年代の都市化と港湾の動向」 1977＇海 ~.i:::注業研究所報

Nu 131 

(2) 今野修平「安定成長下における港湾の動向J1981，海事産業研究所報， No:

181 

(3) 今野修平「日本経済の課題と港湾の展望J1977.港湾 54巻12号日本港

湾協会刊

(4) 1 k同じ

(5) 経済企画庁「昭和56年度経済白書」 1981

(6) 白線 ・竹内・ 中村 ・野村「イFjlぴる産業，兵還する産業」 週刊東洋経済，

1981.8.20臨時増刊号

(7) 国ー！こ庁計画 ・調整局「サービス経済化時代の地域戦略」 1981 'JO刊行予定

ぎょうせい刊

(8) 通商産業省「80年代の地域産業ビジョン」 1981

各地域毎のビジョンは，各地の通商産業日刊行となっている。

(9) 近i愉政策審議会「長期展望IL越づく総合的な交通政策の基本方向一一試錬

のなかに明日への布石を一一」 1981.7.6

(lO) 国土庁「第三次全悶総合側発計画」 1977.11.4

(lll 経済企図庁「21世紀の打、｜民生活像」 1978

2. 横浜港背後圏の変化と発展

横浜港の基本的性格が，外貿定期船港であり，国民経済の中で，輸出機能

を分担して今日迄発展してきた乙とは 説明するまでもないところである。

しかも ζの機能は，産業革命以後，コンテナ化によるコンテナ輸出港湾の再

編に至るまで，約 l世紀＇L.§り，いわゆる 6大港で独占的に保有し，広く背

後から集荷すると共＇ L.，港湾周辺地域の発展IL大きく寄与してきた。特に乙

のうち償浜と神戸が大きな役割を果し わが国を二分していたといっても良

い状況を続けてきていた乙とは，周知の通りである。

乙の結果，横浜港の主要背後圏は，備浜およびその周辺の京浜地区を一次

圏的におさえている他，北関東，東北，甲信越を広く圏域と し， 3らに貨物

によっては， 北海道，北陸，中部全域とも深い関わりを街するという，わが
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国の港湾では珍しい広域的背後闘を有する港湾として， 1世紀以tの歴史を

刻んできていた。

償浜港にとって最も広域的な背後圏である東日本は，戦前，京浜地区以外

にはほとんど工業がなく 広大ではあっても生産性の低い地域経済体質を有

していた。今日でもなお いわゆる「地場産業Jと呼ばれる中小本細経営の
ω 

製造業は，京浜地区を除き極めて少なく 西日本とは本質的に異なる地域構

造の一面を覗かせている。

東日本が西日本iζ比し，地域経済体質が弱かった要因は，一つはわが国に

おける工業化の初期段階，工業化の原動力となった繊維工業と，それについ

で生じた軽工業の工業化で，いずれも京阪神を岐にした西日本K遅れをとっ

た乙とにあると考えられる。乙れは近代化以前における資本蓄積と技術蓄積

の差が大きかったと考えざるを得ないが，第一次世界大戦前後の初期重化学

工業化の時代を迎え，かっ市場立地の頃向が強まるにつれて，京浜地区lζ重

化学工業の立地が進み，京阪神を上廻る重化学工業地帯への成長していった。

また軽工業部門の集積も乙れにつれて進み 京阪神に見劣りしない工業地帯

となった。乙うした戦前の工業化に対し，京浜運河を仙にした埋立地造成と，

儲浜港と乙れを支えたはしけが大きな役割を果した。

と乙ろが第二次世界大戦後，エネノレギー革命に伴なう大規模な重化学工業

化がおきると埋立に最適の条件を有する空間を広く筏していた東京湾は，全

国最大規模の工業開発が進められ わが国故大の重化学工業地帯として高度

成長を支えた。同時に乙の動向は湾外lとも拡大し，茨城県鹿島IL一大工業地

帯を形成すると共に，新潟，小名浜，仙台等にも各種工業の立地が進み，東

日本の工業化はー拠に進展した。

東日本全体の重化学工業化が，京浜巨大都市圏の都市化と相まって，東京

湾の港湾lζ大きな影響を与え，港湾発展の原動力となった乙とは否定出来な

いが，同時に巨大化した京浜およびその周辺地区K，集積の利益を求めて産

業および各種機能の集積化が急速に進んでいった。かつて繊維を主体とする

軽工業化時代，京阪神lζ比し石炭輸送上の不利と資本諸積の少なさで遅れを

とった京浜は，今や京阪神とは比較にならぬ広大な国土資源、lとよりその後の
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産業構造の変革やわが国経済の成長の主導的地域となっていったのである。

乙の動向はさらに北関東から南東北へと拡大していった。石油危機以降のIC

産業，超LSI産業，MC産業等の立地，さらには自動車組立産業の立地等，

いわゆる先端工業ないしはζれに準ずる工業の立地性向をみても，北関東か

ら南東北一帯への工業立地は全国的Kみても最も進んでおり，基本的lとは変

らない動向の中で東日本の発展が進んでいる。

一方，開港以来償浜港が育ててきた独域的な背後圏，横浜市ならびにその

第 6表人口の推移

人 ロ J>:': 1m 数
区 分 人 口

叫.戸、 数 社会 J¥': J'i 然 m

(34if-) (I, 301, 896) 

昭和35年 1,375,710 55,882 38,610 17' 272 

36年 1, 437' 868 66,524 47,218 19, 306 

37年 1,514,444 77 ,675 56,702 20,973 

38年 1,590,191 75' 704 52' 624 23, 080 

39年 1,676,394 87' 243 60, 386 26, 857 

40年 1,788,915 81, 221 50' 777 30, 444 

41年 1,859,772 69' 546 46, 534 23,012 

42年 1,945,272 90, 353 56' 649 33, 704 

43年 2,047,487 101,545 66, 421 35, 124 

44年 2,143,820 99' 352 62,372 36, 980 

45年 2,238,264 106, 907 67' 152 39' 755 

46年 2, 342, 809 105,690 63, 941 41,749 

47年 2,433,024 79' 354 35, 178 44, 176 

48年 2,494,975 64' 276 20, 531 43,745 

49年 2, 562, 291 64' 035 21, 963 42,072 

50年 2,621,704 44,988 7' 943 37' 045 

5]ip 2,658,668 39' 094 3, 091 36,003 

52年 2' 694' 569 36, 369 3,418 33, 151 

53年 2,729,433 35, 625 4, 930 30,695 

54年 2, 763' 270 30, 035 712 29' 323 

（注）人口は各年10月1日 資料 ．横浜市総務局統計諜
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政令指定都市の昼間人口率
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（昭和 50年国勢調査）

昭和40年代になるやむしろ外周辺の東京湾地域は，集積につぐ集積を重ね，

部不経済の拡大が論じられるようになった。政府の一貫した地方分散政策も

工場の地方移転もみられるようになった。横浜市内の交通渋滞と地価あり，

高騰は著しく，都心空洞化現象も鉱大したが，一方で、外縁部の住宅地化が急

速に進展し，行政区画としての横浜市の人口は急増し，昭和50年には遂に260

昭和34年の2倍に達した。しかしその内訳は，東京のベッ卜万人を突破し，

タウン化としての人口噌である乙とが伺われる。すなわち，昼間人口率は政

その上昼間人口

率は低下を続けている乙と，中枢管理機能の集積度では，

並みまたはそれ以下である乙とω等から，都市機能の集積の低さと，東京依

令指定都市中最低であり，昼間人口流出となっている乙と，

ブロック中心都市

存の強い人口集積であるといえる。乙うした人口増の主体は，住宅を求めた

乙れも昭和45年の 67,000人をピークK，首都社会増lζ主因を求められたが，

圏の人口吸引力低下を反映して急速K低下傾向を示し，昭和54年には遂に

1,000人を割り間もなく東京同様社会減から人口減へと基調を大きく変える

ことも十分に想定される状況となっている。

乙うした状況は，港湾貨物量の発生と密接な関係にある工業活動も，伸び

が相対的に低下してきている乙とを想像させる。既lと償浜港と最も密接な関
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係にある京浜地区の工業の比重は，北関東・東北とは反対に，対全国比を年

々低下させている乙とが報告されている ~4) 0 

乙のようにみてくると，横浜港の背後圏の動向は，全体的には高度成長期

およびそれ以降，わが国経済を支える中心地域として発展しているが，乙れ

をさらに微細にみると，昭和40年代後半以降，最も密接lζ関係している第 l

次闘としての京浜地区が 相対的に低下傾向を顕著にしてきているといえる。

乙れは相対的に償浜港背後圏が，次第lζ外縁化している ζとであり，北関東

東北の比重が増大している乙とを物語っているように思えてならない。

ちなみに京浜外貿埠頭公固による外貿コンテナ流動調査の結果によれば，

憐浜港積輸出コンテナ貨物の 60.0mが東京 ・神奈川｜（含横浜市）両府県以外
の生産であり， しかもその大部分が神戸港背後圏と考えられる近畿 ・中国・

四匡｜・九州、｜と異なり，自動車により運び込まれている ζとを明らかにしてい

第2図 横浜港積貨物の詰め場所と生産地

;p. iι ・トン

Wi11X:比） 01.J 



日本経済の発展との対応からみた横浜港の今後の課Jm 99 

る。

最近における先端工業の立地性向からも，今後共工業の地方分散化が進展

する可能性はかなり高いと判断されるから，今後も横浜港が，輸出港湾とし

てコンテナを主位にした外貿定期船港として生きていくとすれば，こうした

背後圏の動向に十分に対応していく乙とが求められる乙とになろう。

それに対し横浜港をめぐる道路事情は，極めて悪い状態のままであるとい

わざるを得なし、。特に今後比重を増大するであろうと予測される関東内陸へ

第3図
最古凶J場所から取り出し場所までの輸送手段

取’JillL場所 。 ~ 

北海道

ホ jt

！制点

北陸 4.3I7t<・'.- ・． γ：ー：ー： · －： ・：・：・：・. . ・ 10~•＞：－：··
10.41 [・ 

•j• [I[ 22.491 
2.2) 

i' l•l 

九州沖渇

凡例

偏向 1』＂なし｛コ トヲヲ
7-f? ..’IJ.I: 
Ut;＇＇＇.＇ 匹.《・＂＂＂ ＂－・＇ト L マ

の道路事情は最も悪く，北京および北西方向には，横浜港から 1時間の走行

をしても東京都心あるいは町田程度までしか到達し得ないという乙とは．常

識化している。東方向には湾岸道路の未完成が乙れを防ぎ，僅かに東海道沿

いに神奈川県下および静岡県方面に対し，やや良好な状態であると判断され

る。乙のような遠距離との道路体系は，隣接の東京港や千葉港と対比しでも

かなり条件が悪いと判断せざるを得ないわけで，背後圏全体の動きに対応し

た道路体系が作られていないという乙とが出来よう。
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第4図
機浜駅周辺地区からの等時間距離（昭和53年 パーソン トリ ップ調査による）

，－~~－＇＂－~ 
へ＇~－＇~ー～、6 a多摩

d’ , 
指＂

臨港鉄道については，横浜港は隣接港湾に比し，格段の整備がなされてい

るものの，貨物自体の鉄道離れは決定的段階に到達しており，むしろ臨港鉄

道の整理乙そが大きな課題となるのは確実といって差し支えない。

注 （12）今野修平「地域開発における地場産業地域」 ，No.5 , 1980 

113）国土庁計画 ・調整局「中枢管理機能の地域的配置と昭和60年推計」，1977

114）国土庁計画・調整局「第二次全国総合開発計画総点検中間報告素案工業

基地とその対策」 1977

3. 高度成長期における横浜港の対応

高度成長期を重化学工業化時代と置き換える時，横浜港は乙の流れを敏感

にとらえて，大きく飛躍した乙とは否定出来ない。

すなわち，昭和38年，わが国の高度成長がl頁点を迎えるより以前に近代的

輸出用埠頭として，山下埠頭を，同時に本牧の第 l期埋立を完成し，さらに

高度成長が終えんを迎える前， 45・46年l乙は本牧埠頭，根岸湾臨海工業地帯，
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をそれぞれ完成している。

乙のように我が国屈指の外貿定期船埠頭と臨海工業地帯を高度成長期中に

完成稼動させた乙とは，高度成長期の波に乗り，横浜港の港勢を大いに振興

させたものとして，高く評価すべきであろう。乙れが高度成長期，昭和45年

迄，日本一の港湾取扱貨物を扱った基因であった乙とは論をまたない。

貿易量の拡大，とりわけ輸出貨物の増大と重化学工業化を見通し， ζの波

lζ乗り港勢振興を図った対応、は，隣接の東京港や西の神戸港より，はるかに

巧妙であったといわざるを得なし、。乙の背景は大正以降京浜運河を軸に形成

して戦前のわが国工業化を支えた鶴見地区の工業港と，明治以来の伝統的な

外国貿易港の両機能があった乙とは容易に想像出来る。乙の結果，本牧lζわ

が国i波大級の定期船用外国貿易築地が，隣接の恨岸湾l乙石油精製を核とする

臨海工業地帯が形成された。高度成長期における横浜港の評価は，先ず第ー

に山下，本牧の両埠頭と，根岸湾開発におかれるのは当然であろう。

ζの時期の横浜港の評価は，総論的には日本経済の発展方向lζうまく乗り，

港勢伸展に寄与したが，高度成長期末期，貿易のt広大がコンテナ化という大

変革を伴って伸展するとは予測し得ず，乙れに対する対応、が遅れた ζとは否

定出来ない。幸いにも東京港が乙れを補完してくれたので，わが国故大の産

業地域の闘東ならびに横浜港背後圏の東日本が乙の変革lζ立遅れる ζとはな

かったが，明治以来 1世紀にEり築き上げてきた外貿定期船港機能の東京湾

での独占は崩れ去った乙とは事実である。

乙うした事態を呼んだ第 lの要因は，本牧と根岸湾開発により，開発余地

を残さず，突発的に求められたコンテナ革命への対応lζ弾力性を欠いたζと

があげられる。乙の点で，隣接の東京港も，コンテナ化の到来を早くから予

測していたわけではなく，たまたま港湾の成熟度が遅れていたζとと，地形

上横浜港ーより広大であった乙とが，大きな弾力性となって表われ，幸運に恵

まれて急、拠対応、し得たと解釈するのが妥当なのではないかと考えている。

第2Iζ広大な背後圏を有する儲浜港は，従来鉄道による集街配送体制を整

えていたが，乙の時期モータリゼーションの進展により，背後地への貨物輸

送は鉄道・はしけから急速にトラックへ転移していった。しかし償浜港の主
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背後地である京浜地区は過密市街地化が進み，道路交通は渋滞と混乱が慢性

化し，さらに北関東・東北へは，急膨張する巨大都市東京を突き抜けて行か

ねばならないというように 背後地輸送の状況は悪化の一途をたどった。特

に束京をとりまく幹線道路体系は東京を通過するバイパス機能を有する環状

道路整備が立遅れた反面，東名高速，第三京浜等新設の高規格道路は，備／兵

バイパス的機能を有し，東京と地方を横浜通過で直結する機能を果して，儲

浜港から背後地を遠いものにしていった。乙れが横浜港の地位を相対的に低

下させる素地作りとなっている乙とは否定出来ないのではなかろうか。せめ

て東京湾岸道路が新規開発した本牧・恨岸地区に直結していればそれなりの

救いがあったが，乙れとて羽田空港の沖合展開，多摩川河口，横浜港口の三

ケ所の大工事の完成待ちとなって，今日なお完成の見通しが立っていない。

また都市高速道路についても，横浜it立大の交通ネックであった高島町地点で

の高速道路の供用は，東京都心lζ比較して著しく遅れた乙とも，儲浜港の地

位の相対的低下lζ寄与した一因でもあるであろう。

第3の要因は横浜港の輸出入を支えていた背後地のうち，主たる背後地で

ある京浜工業地帯の地位が 工業の地方分散化傾向の中で相対的に低下傾向

を顕著化したζとがあげられよう。港湾を支える経済・産業構造の構造的変

化は，既lと港湾lζおいて顕著化し，外貿不定期船貨物の地方分散は極めて顕

著である ζとを既に指摘しておいたω。乙の報告の中で，不定船貨物とは反

対lζ，定期船貨物はコンテナ化により集中化の傾向がある乙とも指摘してい

るが，乙の集中化傾向は神戸が門司の機能を吸収したことに蚊も顕著に表わ

れているのに対し，東日本では清水，四日市の機能低下が認められるものの，

東京の出現lとより，横浜にとっては神戸と異なり，集中化の利益を十分lζ享

受し得なかったとみる ζとも出来よう。乙のため地方分散化の影響を，コン

テナ化による集中化傾向で補填出来なかったとみるべきである。これはいわ

ゆる「地方の時代」の到来に対する 繍浜港の対応が必らずしもうまくし、か

なかった乙とでもある。地方分散化の悲調の中で，港湾が持っている般底的

課題については，筆者は既に指摘したと乙ろである が，乙うした視点から

の横浜港の課題への対応が十分でなかった点がある乙とを指摘しておかねば
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ならないであろう。

高度成長期の償浜港の対応は，以 tのように巧妙に対応した一面と，十分

に対応しきれなかった一面があると評価し得る。乙のように評価される背景

には，戦前までの約 1世紀の問，国策を背景に独占的地位を縫立してきた償

浜港が前提lとあり，昭和25年，港湾法の制定による競争原理の導入を前提と

すれば，これ程きびしい評価をすべきではないかも知れなし、。特に工業港開

発をする乙とにより，乙れが結果的にコンテナ化への対応力をにぶらせたと

考えたとしても，乙れはその背景にある港湾管理者の財政問題や，市行財政

の中での港湾行財政の関係を認識しなければならず，安易な評価は避けるべ

きではなかろうか。

注 (15)今！1'1’修平 「日本における外航海辺と外国貿易港の地£lJl学的考察ーコンテナ

1t:による外国貿易港の配置と変化を中心としてー」，西村ぷー助先生返官記念

地理学論文集 1980 

(]6) 今野修平 「地方の時代における港湾のあり方」，港湾 Vol56 Nu 1 1979 

4. 安定成長期における横浜港の対応

昭和48年秋生起した石油危機は，わが国の経済社会を大きく変化3せた。

乙の問題については，本学会でもシンポジウムで＝議論がたたかわされたと乙

ろである伺が，当然のことながら港湾にも大きく影響を与えた。日本経済が

抱えた新たな課題の中での港湾についても，既に問題提起をし（I骨，さらに安

定経済下での港湾の動向を総括的体系的にも論じてきたω。

乙うした一連の報告と同じ視点から償浜港をみると，石油危機の生起した

昭和48年を境にして，償浜港の動向は基本的lζ翼なる動きを示してきている。

第 1Iζ戦後一貫して続いていた外貿での輸入上位の関係が，一拠に変ろうと

している変化である。昭和30年の愉出貨物量は，輸入貨物量の約5倍，昭和

40年で約4倍，昭和48年で約3倍であったものが， 48年以降，輸入貨物の減

少傾向，輸出貨物の急増傾向が続き，昭和55年には遂にほぼ同数になってい

る。

乙の動向はまさしく日本経済の動向をまともに表わしているもので，自動
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llI輸出の急増と，基幹資源型工業の不振による原材料輸入の停滞化のためで

ある。昭和55年には，自動車を主体とする輸送機械の輸出置は， 1, 537万ト

ンに達し，全輸出貨物の52~ちをしめるに至っている。乙れに対して輸入貨物

の52~ぢをしめるに至っている。 ζれに対して輸入貨物の主体であった原油は，

石油需要の低迷を反映して全国的Kも昭和48年水準への回復程度という中で，

横浜港の輸入原油は国内CTS経由が多くなり，統計的には輸入減移入増へと

変った乙ともあって，昭和55年の輸入貨物は 3,000万トンの大台も割り，最

盛時（昭和48年）の7096以下の水準lζ落ち込み，今や移入原油の貨物量が，

輸入原油のそれを上廻る実積となっている。

一方内貿では臨海工業地帯からの工業製品の移出が伸び悩み，安定成長路

線の落付きがみられるようになった現在もなお最盛時（昭和48年）の80%前

後の水準であるのに対し，移入貨物は原油移入に支えられて，対昭和48年対

比約 1.3倍lζ急増し，移出貨物量を凌駕する実積を示している。

ζうした貨物構成の変化は，横浜港の性格が，高度成長期と大きく変りつ

つある乙とを物語っている。港湾貨物の動向よりすれば，工業港における貨

偽
物流動は，輸入・移出型になるのである が，その基本型が急速に崩れてき

ている乙とは，間違いなく工業港区内の臨海工業の不振を物語っているもの

であり，工業港の比重が低下しているといって良い。乙の問題は明らかに，

安定成長期における横浜港の新しい問題であるという乙とが出来よう。

第 2は輸出自動車の急増は 本邦における倍大の輸出拠点である横浜港の

輸出構造を大きく変化させている。横浜港の輸出は，いうまでもなく定期船

により支えられていたものであるが，今や公共埠頭利用不定船と，民間埠頭

利用の輸出貨物量が，定期船利用貨物を上廻り，不定期船主体の輸出港に変

化してきているという乙とも出来る状況である。

第3＇ζ横浜港の最も基本的性格である輸出入貨物の取扱い量の対全国比を
みると，その基調が変化している ζとを指摘しなければならない。輸入貨物

については高度成長期を通して 一貫してそのシェアを下げているが，乙れ

は既に触れたように，不定期船取扱外貿機能の地方分散が顕著に進んだため

と考えられる。この間神戸港も東京港も一貫して低下傾向を示しており，逆
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第5図 横浜港における輸移出入別取扱貨物量の推移
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lζ名古匡港やj出方の港湾が急増した乙とが何よりも乙れを物語っている。

昭和54年は， 50年K比し，若干綴相を異にする傾向を示しているが，未だ大

きな変化と受止められる状況ではない。

乙れに対し輸出貨物のシェアは，ネ!Ji戸港や地方の港湾と異なり，横浜港で

は高度成長期間中一貫してシェア拡大を続けてきた。乙れは償浜港が高度成

長期，巧妙に対応した乙とと，重化学工業化対応で，償浜港背後の東日本が

強い対応力を示した乙とが背景にあると考えている。乙れが安定成長期に入

るや一転して低下傾向を示し，今や昭和40年の水準を下組って， 30年代の水

準になってきている。

乙の理由としては，コンテナ化が急速に普及し，かつ本格化し，東京港iと

そのシェアをとられた乙と 鉄鋼輸山IC::代表される装置系基幹産業の中間材

輸出が頭打ちとなり，乙の：ノェアをかなり持ってた績浜港としては影響を受

けたとと，名古屋港や広島港といった向動車輸出の港湾が急伸長したζと，

工業の地方分散の進展により 京浜工業地帯の比垂が低下してきたとと等が

複合して表面化したものと考えられよう。

乙のように現在までのと乙ろ，倹浜港は，高度成長期山下，本牧，，m岸i吟
を，日本経済の動向lζ応じて巧妙に対応させてきたのに比べると，対応lとや

や鈍さが見られ，それが統計的，現象的lζ表面化していると受止められよう。

しかし乙の間横浜港は無策IC::過してきたのではない。大黒町時il.i'iの鐙設，

ベイブリッジ建設の着手，扇島への製鉄所の再開発移転等lと精力的IC::取組ん

できた。特lζ東京港に奪われたコンテナ輸出港の東日本の王座の地位奪回に

は，悲憤なまでの願望を込めて行われ， j茎lζ昭和55年lζは抜き返すことに成

功した。

しかしながら，以上のようにみてくると，償浜港の安定成長期における対

応課題は，東京港とのコンテナ貨物争等競争は全体の一部にしか過ぎず，む

しろ抜本的な対応でうまく対応し切っていない乙とを覗かせている。それは

高度成長期に本来対応すべきもののやり筏しであったり，あるいは高度成長

期巧妙に対応しただけに安定成長期の成長まで喰い潰してしまった後遺症で

あったり，必要以上の負担があるためとも考えられよう。いずれにせよ安定
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成長期の対応は，未だ十分lζ結実しないまま，高度成長期と異なる様相を呈

し，かつ痩細化現象を認めざるを得ない一面を見せている乙とも否定出来な

し、。

注 07) 日本港湾経済学会「地域開発と港湾問題 日本港湾経済学会年報」No.16,

P. 159 

(18) 今野修平 「日本経済の課題と港湾の展望J 港湾 Vol 54 No.12 1977 

(19）参考文献 2K同じ

(20) 今野修平 「都市港湾論序説」 海事産業研究所報 No.38～41 1966 

5. 今後における横浜港の基本方向と課題

以上のような対応をみせてきた横浜港の，今後の基本方向はどうか。今後

の日本経済の見通しは，なお不鮮明な点が多い。特lζ世界経済の中で日本経

済が果す役割が大きくなりつつあるだけに，世界経済の動向は大きな関心事
官I)

である。その世界経済がアメリカ経済の地位の低下 ，先進国経済社会の硬
色重鈎 例

直性 ，さらには中進国との関係 ，産油国の政情不安定等多くの要因か

ら揺れ動いている。乙の乙とが日本経済の安定性や長期見通しを困難にして

いる最大の要因である。

しかし一方でわが国の産業構造が大きく転換し，基幹産業変動の時代を迎
僻 鈎
え ，サービス産業化が進展する乙と は，もはや定説となったきらいがあ

る。また人口増の時代が終えんを迎え，高度成長を再び夢見ることは出来な

い等，港湾をとりまく経済環境で，かなり見通せる分野も聞かれつつある乙

とも事実である。

乙うした見通しをふまえ，儲浜港の基本方向を探る乙とは，十分le行える

とはいえないが，当然検討しておかねばならないであろう。安定成長期に入

り，対応にやや難点の認められる横浜港にとっては，むしろ避けて通れない

課題であるといえる。

日本経済が，量から質の経済へ，素材産業から高度技術型産業へと転換し

ている乙とは，国際経済の中での分業化とその中での日本の役割を考えるま

でもなく明瞭である。乙の幕本原則からすると，今後は従来のようには貨物
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量が急増するとは考えられなし、。乙の傾向は昭和55年に至るも，昭和48年の

取扱貨物の水準に戻らないζと一つ取とげても明瞭である。乙うした泉本的

動向を認識しつつ，横浜港の過去・現在・未来を，有識者による座談により

求め，広く市民iζ訴えた書もあるが，今後も乙の努力を続けない限り，機浜

港の基本方向は探れないといえよう。

いずれにせよ，わが国の代表的外貿港湾である横浜港は，わが国経済の動

向を反映し今やいたずらに取扱貨物品の多8を誇るのではなく，高度技術

型工業製品に代表される わが国経済を支える中心産品の輸出をどれだけ分

担するかが社会的役割となってきたといえる。乙うした方向は，空間を資源

としてみた場合，横浜港が必らずしも乙れに恵まれているとはし、えない状況

ともマッチし，かつ過去 1世紀蓄積してきた外貿定期船港としての機能を十

分に活かす途で、あると考える。乙のため，償浜港を核とする横浜の地域社会

は，未来型産業の最終品目立工場，集荷倉庫，製品検査施設，関連研究試験施

設，梱包包装，常設見木展示，修理施設等，輸山を支える諸機能，施設の集

積を図り，横浜港の地域的支援体制を強化する必要がある。それにより背後

地共々，世界経済の動向と日本経済の発展に対し，柔軟に対応し得る力が強

くなると考えられる。

ついで高度成長期K.十分対応し得ず 乙れがため今日制約条件となりつつ

ある諸問題の解消に全力を傾注する必要がある。

第11ζ償浜港の主背後圏は，次第lζ京浜地区から北関東，甲信越等外縁地

域の比重が増大してきている。 ζの傾向から乙れら地域と償浜港を直結させ

るため，東京外郭環状線の早期完成を望まねばならず，乙のためには先ず調

査検討を強力に推進しなければならない。場合によっては路線変更を含め，

燐浜が主導する必要もあろう。ついで重要なのは，東京湾岸道路の貫通であ

り，とりわけ本牧一一羽田聞について真剣K取組む必要があろう。また外郭

環状道路の動向如何によっては どの路線より早く国道16号線の強化を図り，

横浜港と東名高速，第3京浜，中央高速，｜羽越高速，東北高速の東日本の恨

幹道路を串刺しにして直結する ζとが必要であろう。乙の三路線整備を骨格

とする道路体系の整備は，広域的背後闘を有する償浜港だけに，国内におけ
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る他の港湾と奨ーなる特有の課題であるといえよう。

第3の問題点は，償浜港内lζ展開される臨海工業の問題である。既lζ大き

な変換点に立ち，問題となっている乙とは統計の解析からも考察されるとと

は既に記した通りである。特IC::大正末期以降開発の進んだ鶴見地区の臨海工

業は，隣接の川崎地区と共K，わが国対後の臨海工業といっても良く，今や

工場の規模は小さくかっ生産性が必らずしも高くない工場群となってきつつ

ある。乙れが操短の中で最も大きく影響を受け，輸入貨物減少のー凶となっ

ている。巨大市場に近いという利点の中で，老朽化しつつある臨海工業への

対応を考えねばならない時期に来ているといえよう。

第 4は儲浜市は人口集積度からすれば東京につぐ巨大都市となった。しか

し諸機能は全くといって良い程東京に依存する体質となっている。横浜が外

貿機能のみに目を奪われ，内貿機能は東京や千葉に依存しているとすれば，

償浜には東京の住宅地としての発展しか許されなし、かも知れない。横浜が東

京iζ過集積している諸機能の分散に寄与し，独自の中心機能を有する都市た

らんと欲するのであれば 大都市港湾と しての道をもっと真剣に検討すべき

で，横浜市を中心とする狭域的背後圏への内貿，外貿不定期機能の集積に努

める ζとも大きな課題となるはずである。

以上のような四つの大きな課題を意識する根底は，安定経済下における憐

浜港の性格と某本方向を，従来のわが国最大の外貿定期船港としての位置に

安住している乙とへの驚告の中から見出そうとするものである。それは外貿

定期船港と しての栄光に満ちた歴史を背景K 背後闘との連結をもっと強く

し，かっ機能集積を図ると共に，新たな大都市港湾として，市民への生活物

資の流通拠点化と，臨海工業の再生という新しい課題を附加した， 「安定経

済下における総合的巨大港湾の形成」を基本方向に据える乙とは，避けて通

れないのではなし、かと考えられる。

乙うした方向を某本方向とし，今後の償浜港の長期指針とするには，それ

なりの論理構築と市民の合意が必要となる乙とは当然である。その意味から

も儲浜港の港湾管理者は，短期的対応策lζ追われるだけでなく ，日本経済の

動向を踏えた超長期展望を行う権威ある委員会を設置し，基本方向の検討を
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通して市民の合意形成を｜刈る等，抜本的対応、lζ迫られているのではなし、かと

考えられる。

それには当然の乙とながら．東京湾諸港との機能分担，広域港湾問題，超

長期展望等も十分検討される必要があろう。 21世紀以降のわが国は，明治以

来 1世紀余の社会とは，本質的に異なる社会形成が見込まれるだけに，現在

転期にあるといえるわけで，今乙そ某本的方向の合意形成が必要な年代であ

ると考えている。

j主 削経済企画斤「昭和156年度年次経済報告」 1981大蔵省印刷局刊

(22) ＇！！！.崎・天谷 ・佐上「漂流する世界経済と日本一一先進国経済社会の硬直性

は打開山来るか一一」 エコノミス卜 1981.9. l号。3）玉置和宏「日欧自動耳I摩擦ーヨーロ ・y ＇~の本音J エコノミス卜 1981 

9.22号

制米沢・渡辺・丸茂「中進国脅威論を越えて 新しい水平分業のために－J

ESP No. 107 1981 

(25) 「基幹産業一地殺大変動のl時代」 週刊東洋経済 1981.9.26号

(26）竹内宏「日本経済のサービス化を考える一歴史的大転倹が始まった」 エ

コノミスト 1981.9.22号

(2司神奈川経済研究所「陥浜と港」 1978

あとがき

従来単独の港湾を取上げて研究 ・検討をする際 港湾は地域経済の海への

窓口という側面からのみ解析していたのではないかという潜在的問題き識を

かねてから持っていた。今回償浜港というわが国の代表的港湾を取上げる機

会K ， 研究題材としても紋も適当であるだけに，日本経済の動向という ~lhか

ら償浜港をみる乙とを試みた。その結果 樹浜港にとっては大きな視点から

の課題と対応について，それなりに抽出考察したと思うが，何せ問題が大き

すぎて，正直言って個人では手にあましたきらいがある。考察結果の評価は，

今後に委ねるとして，地域経済からの横浜港の考察や，市行財政の中からの

償浜港の考察等，多くの視点からの横浜港考察の参考にして裁き，かつ本論

の解析と視点が，今後の港湾経済研究に一石となり得るのであれば望外の幸
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せである。考察 ・解析の至らない点については，題材の大きさと狙いに免じ

て戴き，今後の諸学兄の御指導御鞭達を念じて止まない。

参 考

a ) 日本の輸出入が世界lζ占めるシェア

Ca. 輸 、3ノ出 〔96〕

1950 1960 1970 1978 1978 

日 本 l.4 3.5 6.8 8.2 6.8 

米 国 18.0 18.0 15.3 12.0 12.1 

西 独 3.5 10.0 12.1 l l.9 11.4 

フランス 5.4 6.0 6.4 6.6 6.7 

イギ リス 11.1 9.3 6.9 6.0 6.0 

世界計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

（億ドノレ） ( 572) Cl,145) (2,834) (l J ,939) (15,082) 

( b.輸 入） (96) 

1950 1960 1970 1978 1979 

日 本 1.6 3.7 6.4 6.5 7.1 

米 国 16.2 13.5 14.3 14.9 14.2 

西 独 4.5 8.4 10.1 9.9 10.3 

フランス 5.1 5.2 6.5 6.7 6.9 

イギリス 12.3 10.8 7.4 6.4 6.7 

出界計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

（億ドノレ） (596) Cl,211) (2,966) (12,268) (15,448) 

（資料） IFS ( 1980) 

b ) 昭和54年度，輸送機闘別貨物輸送量からみた比率である。トンキロで

みた場合は， 51.1 ~ぢをしめる。

c ) 日本製自動車が世界の需要家に好評なのは，低燃誼，低コストである

といわれている事実は，乙の典型例であろう。



113 

横浜港の歴史的発展と今後の課題

高見玄一郎

（横浜港湾経済研究所）

目次

はじめに

］ レーンの分散と集中の理論

2. 歴史的展望，船舶と貨物

3. 第二次産業革命期

4. 戦後の新らしい展開

5. 輸送の技術革新と港湾の変貌

6. 償浜貿易の構造的変化の様相

7. 横浜港の将来展望

はじめに

横浜港の開港は 1859年（安政6年）であるが，その後今日に至るまでに，

多くの歴史的変せんを経ている。乙の間の経過を論理的にまとめようとすれ

ば，たとえば経済的観点，行政的観点，港湾の修築という物的胞設ないしは

都市計画的観点など，多くの要素が複雑にからみ合っており，その変化は，

必らずしも年代的lと一致しない。乙れを lつlつ解明して関連づける乙とは

容易なζとではないし，関連づけるといっても，それを年代記的にならべた

だけでは，大して意味のない乙とである。

私が乙 3で試みようとする乙とは， ζうした複雑な歴史的過程の中で，「変

化Jを規定する本質的なものは何かという抽象的な論理を抽出し，その本質

にしたがって儲浜港の歴史を考えて見る乙とである。

さきに，私がζの学会で発表したように，乙れを経済学的に見るならば港

湾は商品を生産する場所ではない。但しこれは工業港湾のように，工場自体

が港湾を形成している場合を除いているととを前もってお乙とわり しておく
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が，港湾の業務の本質は船i乙貨物を積むとと，船から貨物を降す乙とであり，

その前後に多くの業務が附滞している。乙れらの多くの作業によって，附加

価値を生じるのであるが，乙の全過程を私はいまから15年ほど以前lζCargo

Lanesという抽象概念にまとめた乙とがあり， 乙の中には船舶の流れ，す

なわち海運や，陸上の運送業務をも含んでいる。港湾の発展とは，とりもな

おさず乙の貨物の流れ， Cargo Lanesの拡大に外ならないと考える。

1. レーンの分散と集中の理論

1960年代から 1970年代にかけて，わが国経済の高度成長時代lζ，著るし

いレー ンの分散と集中が行われた。分散とは 乙れまで公共邸頭を通過して

いた貨物が，コ ンテナj；単頭および大型機械化された専用埠頭さらに工湯上車問

lζ分散した乙とを意味する。レーンの集中とは，ζれらの新らしい埠頭へ，

多くの貨物の流れを集中した乙とであり，その若るしい特色は，集中の規模

が拡大すれば，それ自体で lつの港湾を形成するという ζとである。具体的

な例を挙げるならば，東京湾，大阪湾，伊勢湾のような，わが国の産業経済

の大中心地では，いたると乙ろに本船が接岸するようになったこと，すなわち

レーンの分散であり，償浜．における線岸湾，あるいは東京湾内の千葉港や木

更津港の出現は，すなわちレーンの集中である。

乙うした「変化」を生じた理由は，産業規慎とりもなおさず企業規模の｜三

大化であった。ガJレプレス（Galbraith,John Kenneth; The New Industrial 

State, 3rd Ed R巴vised,Houghton Mifflin Company, Boston, 1978 

収The Imperatives of Technology" (p. p. 11一21） が述べているよ

うに，現代の数多くの技術開発 自動化システムによってもたらされた企業

の巨大化と質的変化によって，商品の生産量が爆発的l叶広大し，生産者向体

が，自社の貨物の流れをコントロールする必要を生じた。その段もよい例は

自動車であるが，乙うして不定期船部門でインタストリアノレ ・キヤリヤーな

いしは専用船を生じ，定期船部門でコンテナ船を生じた。港湾においては，

多くの専用埠頭が乙れに対応する。乙れは， レーンの分散と集中を促進せし

めたレーン｜司体の拡大を意味した。
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2. 歴史的展望，船舶と貨物

港湾というものは，船と貨物との流れを仲介すると乙ろの一種の媒体であ

って，その歴史的発展は船舶の面からと，貨物の面から見ることができる。

「船と港」という概念は歴史的に妥当なものであるが，それは全く時代と共lζ

変化するものである。古代，中世は問わず， l9世紀の前半においてさえも，

商人船主の時代においては，船舶の入港によってはじめて貨物の内容がわか

り，何を積んで（買い乙んで）来るかということは，商人船主ないし船長の

判断によるものであった。貨物は，埠頭において あるいは埠頭の直背後の

コーヒーハウスや取引所で，入札あるいは個別的商談によって取引された。

横浜市歌にあるような「船が宝を積んで入浴する」という思想は，乙の時代

を代表する考え方である。

第一次産業革命によって鉄道と蒸汽船の開発が行われる。大洋を航海する

船p：：蒸汽機関が取りつけられるようになったのは， l9世紀の半ばであるが，

横浜の開港はあたかも乙の時期にあたり，海運の形態も，ジャーデン・マジ

ソンや少し後れてやって来たドッドウエノレのように，船を持つ貿易商人，つ

まり古い商人船主の形態と，アメリカ太平洋汽船会社 AmericanPacific 

Mail Co.で，開港間もなく居留地4番館に拠り，横浜，神戸，長崎，上海

聞に定期航路を設けた），あるいは英国の P.0. LineフランスのMessagerie

Mari timesのように，新らしい時代の定期船運航業の形態とが混在していた。

わが国の海運が国際的に自立するのは明治20年代から30年代にかけての乙

とであった。 1885年（明.18）日本郵船の設立 1896年（明 29）の同社

による北米航路，欧州航路の開設がその指標となる。しかしながら，明治末

年IL.到るまで，わが国の海運の国際的地位は非常に低かった。わが国の海運

が世界の水準K達するのは 第一次世界大戦後である。

乙の時代は海運が港を規定した時代と見る乙とができる。港は船を着ける

ととのみを主たる目的としてつくられた。ヨーロッノマでは産業革命による帆

船から蒸汽船への発展，商人船主の荷主と船社とへの分解，定期船の出現が

あり，港湾自体も大きく変化した時代であるが，横浜港は他の日本の貿易港
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と同様に中世の帆船による国際交易の時代を経験することなく ，最初から乙

の変化の中K成長した。港湾施設として見るならば，開港当初の簡単な石造

りの東波止場，西波止場の鎧設から，明治22年市制実施と共にはじまる第一

期修築工事（防波堤と大桟橋）の時代であった。特にわが国の場合には，明

治政府の富国強兵政策の一環としての海運の保護育成の立場ーから港湾の修築

が行われた乙とに注目しなければならない。

次i乙乙れを貨物の面，すなわち貿易取引という面から見るならば，乙れは

商館貿易の時代という ζとができる。わが国からの主要輸出品は生糸および

茶であり，主要輸入品は綿糸布，毛織物，機械類であった。乙れらの取引は

いわゆる商儲貿易といわれる屑留地に設立された外国商館に対する売込み，

買取りであり，治外法権下の関内と協定関税率というわが国にとって甚だし

く不利な条件のもとにあり 入港船舶が外船を主としていたのと同じく，商

取引も亦一方的に外国資本が支配していた。いわゆる不平等条約の撤廃，条

約改正は，明治44年であって，はじめて｜掲税自主権を得る乙とができた。

乙の間，明治10年（ 1877 ）代における横浜商人資本の確立，同23年（1800) 

lζはじまるわが国の産業革命期を迎え 港湾の背後地に除々に工場の鐙設が

はじまるが，倹浜の商人資本が生糸という ｝~村の生産物に寄生すると乙ろの

問匡制商業資本であったために，遂に新らしい時代の産業資本lζ転化し得な

かったことが大きな特色である。神戸港が綿花の輸入，綿糸布の輸出という

産業革命のパターンを持っていたのに対して，横浜は昭和年代のはじめ，す

なわち戦前の貿易のピーク時（ 1937年・昭 12）に至るまで，生糸貿易に

終始した。このことはロンドン港とリパプーノレ港との関係にあてはまる。

背後地の産業構造が港湾の性格を決定するという観点からするならは＼綿

花，綿製品という物量の流れと，生糸，絹織物という高価で＇ I；：！；あるが量は少

いという物量の流れとが，港湾および輸送手段lζ及ぼす影響が異って来る乙

とは明らかであろう。乙の乙とは 次の時代の港湾計画にまで及ぶものであ

ったと考えられる。
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3. 第二次産業革命期

19世紀の終から今世紀のはじめにかけて わが国では大正年代から昭和の

はじめにかけて，第二次の産業革命期という乙とができる。乙の時代の特色

は，第一次世界大戦を契機として，わが国の海運と貿易が著るしく進展した

乙とである。英国海運が極東水域を撤退した後をうけて，わが国の海運が著

るしく発展した海道ブームの時代を迎える。また欧州、｜の工業生産が戦争のた

めK破壊され，アメリカ，カナダ，オース卜ラリア，日本の工業化が進んだ

乙とも，よく知られていると乙ろである。

償浜としては，京浜工業地帯の成立iとよりその背後le重化学工業p 機械工

業を持つ乙とになった。また海運面では蒸汽機闘にかわって，ティーゼノレ・

エンジンをそなえた貨物定期船の国際的なネッ トワークが形成された。日本

における国内の鉄道網がほY完成した時代であった。鉄道と貨物定期船との

結合が港湾において行われ，乙の歴史的使命をになったのが，高島町の鉄道

ヤードと新港埠頭であった。港湾における貨物処理について，量とスピード

の問題が提起され， I単頭における上屋や重量物荷役のためのクレーンが設け

られた。

背後地の産業として金属，機械工業，造船などが発達し，輸出産業として

麻真田，染色，食料品，雑工業等が伸びたが，乙れらの輸出産業は大正12年

の関東大震災と，昭和6年にはじまる戦時経済への傾斜の中で－消滅してしま

つ。

大正12年（ 1923 ）の関東大震災は，儲浜市の 95%を破壊または焼失し，

港湾も亦重大な被害をうけた。乙の後の昭和2年（ 1927）の金融恐慌で，

横浜の古い財界はほY壊滅したと見る乙とができる。その後昭和6年（1931) 

の満州事変以後，軍需産業への傾斜が著るしくなり，備浜の外国貿易も亦昭

和12年（ 1937)を境として衰退，消滅する。

乙の時代に特筆すべき乙とは，横浜における外国資本の支配にかわって，

日本側における海運，貿易の体系が確立し，それが港湾を支配するようにな

った乙とである。大正8年（ 1919）における「横浜ランテ、インク・エゼント
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会Jの設立は，港湾業務の体系の中で日本側の主体性が確立したものと見る

乙とができるであろう。開港当初，沖人足とはしけの提供ではじまった港湾

作業は，すべて外国商館および外国船社iζ対する請負業務あるいは雇用とし

て始まったものであるが 乙の聞に港湾労働は「組」組織として多くの親方

のもとに組織芯れ，はしけ回漕が「業」として成立した。日本海運の発展と

共K，乙れらのものは船社の系列下K編成され，さらに備浜ランディング・

エゼン卜会の設立を指標とする乙の時代lζ船社の作業を代理するエゼン卜業

の下K，その下請として船内，沿岸，はしけ，その他が体系的lζ組織された。

乙、lζ三菱倉庫，三井倉庫のような，いわゆる財閥営業倉庫を頂点とする戦

前の作業体系が出来上ったのである。

4. 戦後の新らしい展開

1945年 （昭 20）の第二次大戦終末の償浜大空襲は，関東大見災からの

復興をようやくなしとげた燐浜を再び破壊しつくした。その被災面積は闘東

大震災よりもはるかに大きく 特に臨港地区の90必以上が焼失ないし破壊さ

れた。同時に憐浜港の殆んど全音f~が進駐軍によって接収され，米軍は横浜か

ら上陸し，全国へ展開して行った。乙うして，横浜は， あたかもローマに占

領されたロンドンが，ローマ軍のラリー・ポイン卜であったように，横浜は

米軍のラリー・ポイン卜となり この性格は戦後40年を経た今日まで／ース

．ピーアの接収という形で強烈は影響を及ぼしている。

戦後の償浜港の復活は，援助物資としての食料，あるいは箪貨の荷役には

じまり 1950年（昭.25）の朝鮮戦争のぼっ発によって頂点に達する。乙の年

に民間貿易が再開されたが これは伝統的な生糸の対米輸出から始まった。

また乙の年に港湾法が制定されて，翌26年に港湾の管理主体が国から地方公

共団体（横浜市）に移管された。乙のとき連合軍 CG.H. Q）は，

(1) 固有施設を政府自ら経営するのは好ましくなし、。

(2）新らしい管理主体を設置し 匡｜有財産を乙の管理主体または民間企業

に解放する乙と。

という党書を提示し，ポートオーソリティの設定を意図したのであるが，多
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くの政治的妥協の結果現実には償浜市が管理者ーとなり，固有財産の解放も十

分lζは行われなかったのであった。また港湾運送事業は，戦時中の統制会社

を解体し，一応戦前の形le復帰した（昭23～25）。乙の後で，償浜港をはじ

め，わが国の多くの港湾lζ大きな変化がお乙った。

戦後の巨大な経済復興の時代，乙れは 1960年ないし 70年代IC達成された

もので，第三次産業革命期といわれているが，その内容は数多くの技術革新

に支えられた新らしい発展の時代であった。エネJレギー源としての原子力の

登場，ジェッ卜・エンジンの開発，合成化学 エレクトロニクス産業の発展

等々があり，生産力の巨大化にともなう複合企業および多国籍企業の時代と

なった。

海上運送面での大きな変化は，何をおいても 貨物量が若るしく大きくな

った乙とである。国連統計によると国際海上貨物量は戦前の 6.9倍，儲浜港

の取扱い貨物量は，戦前のピーク時である昭和12年にくらべて， 7倍以［.IC

拡大している。

貨物量の拡大lとともなって船型の大型化，高速化が行われた。ユニットロ

ードあるいは「物流Jという新ら しい概念が現われ 多くの輸送の技術革新

が行われ，インダストリアノレ・キャリヤー，フノレコンテナ船，あるいはRo/

Ro船の出現となった。航空機の急速な発達によって旅客のみならず，貨物

も亦次第に航空輸送に移行するものが増加した。陸上迎送においては，臼動

車が鉄道にとってかわった。

5. 輸送の技術革新と港湾の変貌

a ) 上車頭の生産性の拡大

過去10年間の横浜港の輸出入貨物の変化を見ると，昭和40年の輸出約600

万トンのうち輸送機械（自動車）およびその他機械の占める割合は， 30961C

充たなかったのであるが， 52年iとは輸出総量約 2,200万トンのうち輸送機械

およびその他機械の占める割合は60~ぢを乙えている。いうまでもなく自動車

の大部分は専用船，専用埠頭の形をとり，その他機械も主としてコンテナ化
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されている分野である。化学工業品その他のコンテナ化されているものを加

えると，輸出の約70%が，大型機械化ないし向動化された土曜頭を経由してい

る。輸入について，乙の割合は更IL高くなる。すなわち専用パースを持つ原

油（全体の61%）の外穀類，飼料等は殆んどサイロに入るし，金属鉱，原J.1,j[

その他工業原料品は，やはり大型機械化陣頭に揚げられ乙れら全部で全体の

約80%IL達する。

乙うした乙とは，必然的に路頭の生産性の拡大につながるものである。私

たちが，昭和51年lζ調べたそれぞれの作業能率は次のようになっている。

1. 在来荷役（標準的雑貨）

ギャング構成 1 3.5名

労働時間 8時間

扱し、貨物トン数 200トン

卜ン／人／時 1. 8トン

2. コンテナ荷役

ギャング構成
8名

（クレーン当り作業員〉

労働時間 8時間
作業量（20’）

4 000トン
(2時間25個）

卜ン／人／時 65.2トン

したがって在来荷役を1とするRCHR（比較作業率）は 35.5，若し40’コ

ンテナならば，約70倍の能率を示している。

3.原塩

セミマントローリ一式椅型クレーン， 5トンのグラフ、パケットっき，

3基

作業要員
（ク レーン当り）

作 業時 間

作業量

トン／人／時

4. 雑穀

本船サイロ能力

5～6名

8時間

24,000トン

200トン～166トン

l, 300トン／時
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5 原油

シーパース作業盃

W. 7 500 

E . 10 000 

6. 自動車

ギャング構成

ドライノイー

ラッシャー

作業時間

積込量

トン／人／時

キロリットノレ

11名

8名

（約 l1,600トン）

12時間（ 1シフト半）

3,600台（ 3ギャング）

5.2台（トン〕

b ) 専用路頭（岸壁）の拡大

121 

特定貨物の貨物量が拡大すれば，当然の乙とながら，乙れを能率のよい埠

頭で扱う乙とが要求される。乙うして，昭和42年から51年に至る聞に商業地

区（公共埠頭）と工業地区（専用地区）の割合は次のように拡大した。

42年 51年

（ヘクタール） （ヘクターノレ）
商業地区 277 568. 5 2 倍

工業地区 84.8 1,846.3 17.5倍

合計 361.8 2,054.8 ・5.69倍

乙の10年聞に，埠頭地区の面積は 5.69倍に増加したが，公共地区は約2倍，

専用地区は 17.5倍となった。

淫らに公共パースと専用ノイースとの年間貨物扱い量と，パース延長とから

lメーター当り年間扱い両を計算すると，次のようになる。

（昭和52年） 公共ノイース 専用ノイース

Cm) Cm) 
延長 Cm) 15221 17494 

（万トン） （万トン）
貨物扱高 1 384 6 269 

（卜ン） （トン）
メーター当り／トン 909. 2 3. 583. 5 
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c ) 海運への影響

昭和40年と52年とを比較する。先ず入港船の船型の拡大であるが，乙の10

年聞に定期船の平均トン数は 7,236トンから 8,868トンへと，約 1,600トン

増加した。乙れに対して，不定期船の平均トン数は ll, 645トンから，17,860

トンへと約 6,200トンの増加を示している。乙れは不定期船の船型の大型化

が著るしく進んでいる乙とを示すものである。特lζ定期船の入港隻数が5,000

隻台をいくらも増加していないのに対して，不定期船の数の増加が著るしい。

また注目すべき ζとは，邦船コ ンテナの北米および欧州航路が東京に移った

関係で，定期船の邦船対外国船の比率は，隻数において23%対779ぢ，総トン

数において2096対8096となった（52年）。 ζれに対して不定期船の比率は52年

に隻数において31%対69%，総トン数lとおいて35%対659ぢとなっている。乙

れらの数字から見て，償浜港が外船lζ依存する割合が著るしく高くなってい

る乙とである。

船型が著るしく拡大したのは原油20万トン，原温13万トン，雑穀6～7万

トン等である。

某本的lζ見て，船社への影響の最も大きなものは，在来の定期船貨物がコ

ンテナを含めて専用船IC移った乙と，インダストリアノレ・キャリヤーのウエ

イ卜が著るしく大きくなったζとである。乙れは荷主主導型の海運業務の拡

大を意味し，乙れまで主として定期船のスケジュールにしたがって流れてい

た貨物が，工場の生産サイクノレないしは生産資本の回転にしたがって貨物を

輸送する必要を生じた乙とを物語っている。乙の乙とは，横浜港の貿易の形

態にも大きく影響し，今や横浜港の輸出の75%はメーカーの直貿である。そ

の分だけ商社の地位が低下した。

また乙のことは，港湾運送業にも多くの影響を及ほ‘している。

d ) 港湾運送事業への影響

わが国の港湾運送事業は よく知られているように，公共埠頭制度によっ

て育成された業界であり，乙の10年ばかりの聞に，輸送の技術革新，コンテ
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ナ船， Ro/Ro船，フェリーなどの出現および機械化された多数の専用埠頭

の出現によって，大きな影響を受けた。関東海運局の調べによると，横浜港

においては業者数が昭和44年の 199社から昭和55年の 169社へ減少し，労働

者数は44年の 19,049人から52年の 12,523人に減少した。

最も大きな打撃を受けたのは，在来船を主体とする船内荷役とはしけ業で

ある。船内荷役業への影響を端的lζ現わしているのは，労働者数の減少で，

43年12月末の 4,691人（但し常用）から55年3月末には 3,357人と約 1,300 

人の減少を示している。業者数は，乙の聞に殆んど変っておらず，年間の船

内荷役実績は44年の3,231万トンから55年の6947万トンへ著るしく増加し

た。したがって労働の生産性は次のように拡大している。

船内労働の生産性の拡大

（荷役実績÷労働者数）

（トン／人） （指数）

昭和49年 12, 875 100 

50年 13,137 102 

51年 15,005 117 

52年 19 606 152 

53年 21, 7 46 169 

54年 23 369 178 

乙れらの数字が示すものは，本船の技術革新，機械化およびコ ンテナ扱い高

の増加によるものであると考えられる。船内荷役におけるコンテナ扱い高は，

横浜33.5 9ぢ，東京48.2%である。すなわち，労働者数の減少が機械化によ

っておぎなわれている乙とがわかる。

次lとはしけ業は，業者数が44年の85社から55年の70社lζ減少し，保有はし

け数は44年の 2,329隻から54年の 999隻lζ減少した。乙れは44年の 38.6%で

ある。但し積トン数は 59.5絡にとどまっている。乙れは，はしけ船型の大型

化を意味するものである。 （平均 344.9トンで 1隻当り 128トン増）。は

しけ労働者数は， 43年の 2,907人から55年の 1,4 71人へと減少した。

とれらの変化を通じて， 港湾運送業の質的変化も亦生じている。その第一
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は，資本金規模の拡大で，関東海運局管内で， 55年3月決算でみると，資本

金 1億円以上の企業が23社，全体の279ちを占めている。資本金規模の拡大と

共K，一種業者の埠頭業への進出，公団ライナーバース，コンテナ陣頭のオ

ペレーター，自動車等の輸出路頭，荷主の輸入埠頭への進出が見られると共

K，大手の企業は海外へも進出して，多国籍企業化している。

さらK注目すべき変化をとげつつあるのが海貨業である。海運貨物取扱業

は，戦前乙仲といわれた本船のスペースフローカーから，戦後港湾運送事業

法にもとづく海貨業に発達したものであるが 貿易および運送業務における

荷主主導傾向の拡大と共K，街主代行という立場から，港湾lζおける新らし

い地位を得た。 しかしながら近年さらにその危機的性質も大きくなった。

1. 大手の輸出品メーカーは， 白動車および家電等IC見られるように，白

らの商品を自らの手によって行う傾向を生じ， 第三者の介入を排除しよ

うとする傾向が見られる。乙れらの企業は自社資本のもとに海貨業務を

組織しはじめている。

2. 情報システムの発達は CAR DIS, EDI TDIのようにデータペースな

いし標準通信ノレーノレの開発lζすすみ，また大手企業は自社の貿易および

運送のト ータノレ・システムの開発に向っている。乙れらのものは何れも

シッパー主導型であり，現不Ei海t'f業が行っている警類事務等が荷主のシ

ステムの中K包含される傾向を見せている。こう した中で，海貨業者が，

スルーB/Lを発行するNVO，すなわち複合一貫輸送業者として質的変化

をとげようと している。

e ) 港湾労働の質的変化

船内荷役によって代表される港湾労働は極めて特殊な労働領域であるが，

今日の機械化の進展にともなって，その質的変化を生じつつある。その特徴

を端的に表現すれば，労働の時間と量との不均一性，労働の質の不均一性に

あった。次に示すグラフは， 当研究所が 1966年（昭.41），すなわち コン

テナ船出現の直前に行った 横浜港における定期船の作業量調査によるもの

である（港湾研； 「儲浜港における定期船のターンラウンドに関する調査報
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第1図 1船毎のネット作業時間および作業量
(208隻分）
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告書）。図に示されたドット（・）1つが， 1 1給のネット作業時間と作業量

（トン数）を示している。乙の図で明らかなように，どれ1っとして閉じ位置

にあるものがない。作業時間は5～6時聞から 170～ 180時間の聞に分散

し，作業量は20～30トンから 6000～7,000トンの聞に分散している。

さらに，次に示すチャートは，カリフォルニア大学において，やはり今か

ら10数年以前に行った船内労働の強度K関する生理学的研究であり，米国国

立科学アカデミーのNAS-NCCパフリケーション 720の中K収められ，「港

湾労働の生エネルギー論」 （Bioenergeticsof Longshoring Task）として示

されている。調査はロスアンジェ Jレスおよびロングビーチにおいて専門医が

実際の船内作業に立ち合い，労働者の酸素消費量，心臓負担の割合（heart

rate）， および呼吸量を計り，乙れをエネノレギー・コストとして表現した。

その結果は図で見るように，経機械作業の 2.3キロカロリー／分から森林労

働の 9.7キロカロリー／分に至るまでその労働の強度が，貨物の異なるにし
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たがって，様々lζ分散している。

第2図港湾労働のエネルギー・コスト （キロカロリー／分）
他産業の労働との比較
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乙のような作業の質と量との不均一性が，それぞれの作業の専門家（職人）

をつくりあげEつ親方のもとに組織芯れる 「紹」という形をっくり，請負作

おそらく物的な基業という形態を長年にわたって存続せしめた 1つの理由，

乙れらの人間労働を組合せて礎であったと考えられる。過去の港湾労働は，

マヌファクチュア的形態であったと見る乙とができる。乙れ行うと ζろの，

を工場労働と比較すると次の図のようになるであろう。

港湾における機械化の発展は，労働の質と量との均一化をともないその労

ロッ働形態において，次第に工場労働的性格を生じるであろう。たとえば，

4ギテJレ夕、ムのECTターミナル（EuropeContainer Terminus）における，

ヤング3シフ卜・システムは，埠頭における作業が工場労働の段階に入った

乙とを示す Iつの指標となるであろう。
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第3図 港湾労 働 と工場労働 との比較
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横浜港で労働Jの機械化の軸となっているものはフォークリフトであって， 44

年lζ657台であったものが，最近（55年）には 1,461台となっている。乙れ
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は業者の所有台数で，臨時の リース台数を入れると，おそらく 2,000台近く

までなるのではなし、かと思われる。乙れが労働の質の均一化をもたらしてい

る乙とは明らかであり，さらに最近では産業ロボッ卜の導入が考えられはじ

めている。

6. 横浜貿易の構造的変化の様相

現代の発達した港湾は，船舶の入出港によって規定されるのではなくて，

貨物の流れによって規定される。乙の考え方の転換は非常lζ重要である。す

なわち「レーンのt広大の理論」である。したがって，われわれは，輸出入の

品目構造，背後地の産業構造には特別に注目 しなければならない。

1980年（昭.55）の横浜港の輸出は 6兆3,380億円， 輸入は 2兆 6,840

億円（償浜税関統計）であった。合計して9兆0220億円で，乙れは 1970年

（昭 45）を 100とする指数でみると， 315.8となる。約3倍強の増加であ

った。乙の増加の大勢をっくり出したものは，輸出の増加であって，乙の増

加の内容を図示すると次の図のようになる。

第4図 横浜港の主要輸出品構成
｛北I'll ｛兆l'J)

45 'I・ 50 'I二 55 'I' 



横浜港の歴史的発展と今後の課題 129 

乙のグラフは，注意して見なければならない重要なエ レメンツを含んでい

る。まず輸出の伸びが，上位10品目，特に上位の 5品自によって大勢をつく

りあげている乙とである。 55年の数字は次表の通りであるが，乙の10品目で

輸出総額の 66.1%に達している。10年以前には，これらの品目は輸出全体の

約30~ぢ lζ過ぎなかった。更に 10年以前， 1960 年（昭 . 35）においては，輸

横浜港の輸出上位10品目（ 1980) 

自 動 車 14, 715 （億円） 23.2 （勿）

工 業 機 械 6 626 10.4 

通 機 器 6 385 10.1 

電 気 機 器 2,878 4.5 

科学光学機器 2,657 4.2 

録音機及び再生機 2,516 3.9 

金 属 製 D 1,698 2.7 円口

鉄 鋼 1, 657 2.6 

事務 用機器 1 469 2.3 

自動車部品 1 391 2.2 

出の第一位は魚介類およびその調整品で，乙れに光学機器，ラジオ通信機，

衣類，鉄鋼，船舶，絹織物，生糸，玩具と続いた。 ζの聞に港湾の背後の産

業構造が一変しているのである。輸入も亦 乙うした背後地の産業構造の変

化を反映して，原油， 天然ガ、ス等のエネノレギー源 非鉄金属等の工業原材料

を主体とするようになった。

次lζ，前のグラフを見て明らかに理解される乙とであるが，自動車，工業

機械等，それぞれの上位産業自体の巾が，それぞれ急速に拡大し，且つ輸出

の流れが恒常的に拡大している乙とである。それは，乙れらの産業のそれぞ

れの企業の生産規模の拡大を意味する。乙のととが貿易・港運面に大きな変

化をもたらした。
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1. 大企業の輸出シェアの拡大

横浜港の輸出の919ぢは資本金10億円以上の企業である。乙の反面にお

いて，横浜の地場貿易のシェアが益々せばめられた。すなわち償浜通商

事務所の55年の輸出認承額は全国の全国比2.3 9ぢ，輸入は全国比0.4 9ぢ

である。乙れによって，横浜の地場輸出は，輸出総額の約1096IC:過ぎな

し、。

2. メーカー直貿の拡大

備浜港lζおける輸出総額の約759ぢはメーカーの直貿である。しかも，

メーカーの直貿は大手企業ばかりでなく，地場の中小輸出品メーカ－Iζ

まで及び，港f去における海貨業の地位の向上と同時lζ海貨の専属化を呼

びまた，第三者としての海貨の排除傾向をも生じている。輸出における

商社の地位が低下し，特lζ儲浜商社のi也位は見るかげもないほどに衰え

7こ。

3. 貿易情報システムへの展開

大手の直貿メーカーおよび．商社は すでにコンピュータによる輸出業

務処理＝ドキュメンテープョンを行っており，船社も亦，早くからその

コンテナ・オペレーゾョンICコンビュータをイ吏用している。シッノfーと

船社とを結ぶ地位lζある港湾においても 必然的lζシステム化の必要を

生じており，現在横浜の港運業者で，何等かのコンピュータ利用を行っ

ているものは， 推計60社を超えている。これにテ レッ クスあるいはファ

クシミリのような電気通信機器を加えると エレクトロニクス技術の港

湾への普及も可なり広汎な規模となった。

特lζ，情報システムの見地から注目されるのが海貨，検量，検数であ

る。海貨業は現在輸出コンテナ貨物の609ぢを扱っており，シッパーが提

供する輸出ドキュメンテーションの60%ないし709ちのデータを握ってい

るので，情報処理の上から重要な地位を占める。

次lζ検量は入庫検量等の業務を通じて輸出貨物のステータスを明確に

し，海上運賃の基縫データを提供する立場lとあり全貨検量の推進によっ

て，輸出貨物のステータスを全般的に把握する乙とができる。検数も亦
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船積，船降しおよび入出庫に関する貨物のステータスおよび卜レースを

行う乙とができる。乙れも全貨検数を行うととができるようになれば，

港湾における貨物オペレーションに関する重要な情報を提供し得る立場

にある。検量，検数は，わが国のユニークな組織体をなしているが，そ

れは次のように図示する乙とができるのである。

輸出貨物のフロー関係業種略図

S, s. s3 S, Ss 貨物フローの

I/C1 I/C2 I/C3 I/C, I/C, 
方向

M1a M, M, M, M, 

F,. F2 F3 F, F, 

Ch, Ch, Ch, Ch, Ch, 

0/Ci o;c. 0/C3 0/C, 0/C, 

S= Shipper 

Y c = Inland Carrier 

M= Measurer 

F= Forwarder 

Ch= Checker 

0/C= Ocean Carrier 

乙の図lζ示したように，シッパーから海運業者に至るまでの関係する業

者は S1S2 S3と変るたびに変化するが検量 (Measurer) 検数

(Checker）は常に lである。乙のζとは，乙の2つの業種が，将来の

港湾のトータノレ・システムを考える場合，極めて重要な要素となること

を示すものである。
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7. 横浜港の将来展望

以上，われわれは横浜港の簡単な歴史と，特lζ最近10年間の著る しい変化

の様相を見て来た。乙れによって，われわれは，現在第三次の産業革命期に

あって，港湾が基本的i乙変りつつある乙とを知るのである。乙の変化のテン

ポは極めて急速であり，今後10年ないし20年聞に どのように変ってゆくか

予測し難いが，ただ確実なととは，経済の発展法則にしたがって，過去の発

展の継続として現われるであろうという乙とである。

われわれは，乙 3で，港湾の発展をカーゴレーンの分散と集中， レーンの

総体および個々のレーンの中における量的，質的変化の実態を見て来たので

あるが，憤浜港の商港的機能および工業港的機能の双方を通じて，乙の論理

は適用できるであろう。乙れを最も抽象的な表現を用いるとすれば，貨物の

比較作業率（RCHR;Relative Cargo Handling Rate）および比較移動率

(RCMR; Relative Cargo Movement Rate）の積の上に成り立ち， RCHR,

RCMRのそれぞれの拡大の上に将来の発展が求められるという乙とである。

そして，乙れは lつの経済原則であって 乙の原則のもとで荷主の業務のシ

ステムも，船社の業務のシステムも動いてゆくものであって，将来の港湾計

画と港湾投資，港湾の管理運営，それぞれの港運業の経営あるいは港湾労働

の在り方等々が，そのサブシステムあるいはサポーティング・システムとし

て展開されるであろう。

乙うした観点から，横浜港の将来についての若干の展望を試みるととにす

る。

まず，荷主について考えると，メーカー直貿の形態は益々強化されるであ

ろうと思われる。乙の場合，メーカーが海外lζ自社の販売網を持つ場合には，

マーケッティングから，商品生産 輸送lζ闘する自社の一貫したシステムは

益々強化されるであろうし，メ ーカーが自社の販売網を持たない場合でも，

システムとしてのメーカーのコントローノレが強化されるであろう。乙れらの

ライン，あるいはプラン卜輸出のような特妹の商品の流れに沿って，港通業

者の海外進出が益々多くなるものと考えられる。乙の中で，わが国の海貨業
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者が欧米のフレート・フォーワーダーの性格をつよめる乙とができる。さら

にメーカーの直貿ないしは一貫システムの強化によって，船社および商社の

地位が相対的に低下するであろう。港湾においても，前時代の船社主導型か

ら荷主主導型に変化するものと考えられる。港湾lζおいては専用埠頭の拡大

につながる。

次に船社であるが，在来船による定期船運航が，コ ンテナ船に変りつつあ

る。すでに北米航路および欧州、｜航路のコンテナ化率は90必に達しており，東

南アジア，中近東，アフリカ等々の発展途上国花おいてもコンテナ化が進み

はじめているので，乙の傾向は一層強化されるものと考えられる。コンテナ

船および Ro/Ro船がさらに発展するであろうし，特fr.北米航路においては，

米国のランドブリッジ， ミニブリッジ等のシステムがさらに発達し，貨物量

が拡大すれば，償浜一米国西岸聞のコンテナ船の船型の拡大および高速化を

予想しなければならなし、。

インダストリアル・キャリヤーにおいても船型の大型化が更に進むものと

考えられる。すでに穀物専用船は 6～7万トンの水準K達している。乙うし

た傾向はさらに続くであろうし，乙れに対する港湾の今後の対応のしかたを

考慮しなければならない。

持lζ横浜港として，このような事態に対応するものは，現在鐙設中の大黒

埠頭の計画であって，大黒埠頭は，乙れまでのと乙ろ，神戸ーなどに比してい

ささか時流にのり後れた感があったが，逆K後から鐙設されるので，より新

らしい構想と技術をとり入れるととができるという利点をも持っている。さ

らlζ，都心臨海部，新港埠頭の再開発と共lζ，現在の主力士阜頭である本牧埠

頭の再開発を考えなければならない事態が遠からずやって来るものと思われ

る。乙れらの事態を有効に推進するために，ベイブリッジ，湾岸道路および

背後地の内陸に通じる高速道路の建設がキイとなるであろう。

港湾投資および港湾の管理運営という面からも，将来の発展を期する上か

ら再考を必要とするであろうし，乙うした発展の一般的傾向の中にあって，

現在の港湾運送事業および港湾運送事業法も再検討を必要とするであろう。

さらに港湾労働の雇用の形態あるいは作業の形態も亦多くの問題をかかえて
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いる。乙れらの問題を解決するために，港湾管理者自体が，港湾問題の技術

者集団を持つべきである。

最後le横浜の貿易，特＇l:横浜の地場貿易の振興について，特別の考慮がは

らわれなければならなし、。横浜プロパーの輸出は 繊維および機械類を主と

し，最近アメリカ，ヨーロッパ向けに少しづっ伸びているが特にアジア諸国

に対する伸びが目立っている。本年7月横浜市においてアジア8ヶ国の商業

会議所との聞に経済交流会議（YCEDA’81）が開催されたが，乙れらの諸

国と横浜との聞の貿易尻は甚だしいアンバランスで，われわれはもっとたく

さんの商品を，乙れら地域から買わねばならない。乙のために，当研究所と

しては， u 償浜マーケット・マッチ”という情報システムの開発を提案して

いる。

貿易に関するいま lつの課題は，とりあえず対米貿易のデータベースの構

築である。米国においては NCITDのCargoData Interchang Systemが，

1979年に米国と横浜，東京との聞に伝送テス 卜を行い，本年（ 1981)9月

K，本番のオペレーショナJレ CARDIS のマニュアJレが完成し，繍浜との

聞に米国のシッパー，キャリヤー，コンサイニーを通じる貿易および運送デ

ータの交換を行うものと見られている。このようなデータベース・システム

（データの共同利用）についての儲浜側の対応、が必要となって来るものと，

考えられるのである。
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定期船港 として の横浜港の将来

干須和富士夫

（港湾都市情報サービス）

目次

1. 問題の提起

2. 定期船港としての実状

3. 北米西岸航路の実態とコンテナ取扱い状況

4. 将来予測と問題点

1. 問題の提起

21世紀の横浜を構想する過程で，横浜の港湾機能をいかに取扱うかは最も

重要な課題のーっとなっている。 幕末期lζ港湾lζ基健を置く都市として政治

的な要請のもとに建設され，投機的商人や徳川幕府の下命lζ基づき立地した

商人らICよって営まれた都市づくりの伝統をもっ横浜が，今後のわが国の社

会発展にいかなる任務を負うべきかを考察するうえからも，横浜市にとって

は港湾問題は不可欠の課題である。

東京湾lζ立地し， 120年余の歴史をもっ横浜港に様ざまな期待が寄せられ

ている。

「過密なき繁栄のある都市港湾」と しての発展を第ーにし， 東京湾内各港の

機能分担を図り，横浜港lとは伝統的な外貿機能の集積があるから，首都圏に

おける中枢管理機能を分け与えてはどうか，その機能を果たすためIとは，情

報センターの設置も必要であろうし，港湾管理上は東京湾全域を管轄するポ

ートオーソリティ，もしくは東京， 川崎，績浜の三港を包含する京浜港ポー

トオーソリティの設立が望ましいのではなし、かという議論が近年高まってい

る。

横浜市でも，乙れらの発言 を受けて，長期の総合計画の改定作業に当た
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り， 「よ乙はま21出紀プラン一一新たな豊かさを求めて一一一Jと題する新総

合計pfij原案を昭和56年5月に公表し，乙の原案の中で，港湾に対する考え方

を次のように展開した。

いきいきとした都市っくりに当たり，備浜港は東日本とりわけ首郎圏を背

後地として発展してきており，乙れからの儲浜経済の発展の謀総としても，

港を充実・強化することが必嬰であり，船舶の大型化，専用船化，コンテナ

化などの海ヒ輸送手段の革新の急速な広がりは 中東・南米・アジア航路の

コンテナ化の進展を必至とさせるであろう。さらに横浜港公共ふ頭取吸い貨

物置は，オイノレゾョック時期の一時の停滞はあったが，外貿を中心lζ着実IL

拡大している。しかし輸出の場合の自動車輸入の場合の石油等の工業原材料

や食糧といった大宗貨物は，国内外の産業構造の転換，航空機等の代替輸送

手段の状況によって移り変わる可能性がある。償浜では道路，保管施設の整

備充実が必要であり，加えて港湾情報の統合管HQをすすめる乙とも必要であ

る。向然環境，労働環境の改善，施設の安全対策の推進，市民と港との親和，

港湾と都市のそれぞれの機能の整合などが今後の課題であるとして，計画の

基本方向を次のように打ち出している。

すなわち，長期目標としては，

1. 流通革新に対応した近代的ふfir~，物流関連施設を整備し，東日木の中枢

港としての機能を高め，国際貿易の振興をはかる。

2. 港湾の管理運営面の強化を行い 横浜港が東京湾の中枢管理機能をもっ

ようにする。

3. 港湾と都市がともに発展できるように港湾機能と都市機能の調和をはか

る。

4. 「みなと」と水際線を市民が直接親しめるようにする。

乙の長期］目標lζ某づき，施策としては，港湾関連施設を海 t輸送手段の革

新，貨物内容の変化lζ対応できるように務備し，ふ頭整備と公共残土，並び

に廃棄物処分埋立とを同時活用する。東京湾岸道路，横浜ベイブリッジ，ふ

頭閣の道路の建設をすすめ，生活関連ふ頭施設を整備する。ソフト面での港

湾機能強化策としては，ポートセールスの積極化，利用者ニーズに応じた管理
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運営面の改善を図り，常設国際展示場の設内，国際的な港湾関連機関の誘致，

国際会議の開催，姉妹港との提燐拡大，港湾関係官公庁の立地，東京湾内の

港湾関連情報の掌握提供などをすすめる。都市機能との調和を｜刈るため，水

際線，水域の市民利用をすすめ，ふ頭緑化，港内浄化，防災安全対策を継続

し，港湾労働福利厚生施設を整備し，陸奥部の老朽化したふ頭は，物流中心

から機能転換を図り，さらにフェリ一陣頭などの市民的港湾の整備について

も検討してい乙うというのが，新総合計画原案における港湾に対する考え方

のあらましである0(2)

表現が大雑把で，ほとんど具体性を欠くが思想を伺い察する乙とはできる

であろう。

私は既lと償浜港の戦後史については都市形成の視点で述べているが？ 日

米安全保障条約体制と日米経済関係の緊密な紐帯をぬきにしては，償j兵の都

市づくりと港湾整備の問題は考えられないことを強調しておかなければなら

ないと思っている。

第ーに憐浜港は北米貿易の玄関口として，開港以来その地位を保持してお

り，日米関係の友好的な，かっ平等な政治経済関係に立つならば＼一周の発

展が期待されるものと考えられる。

第二lζ，現実には本牧周辺の接収地の返還が進んでいるが，内陸における

瀬谷通信基地その他筏存施設があるほか，瑞穂路頭，いわゆるノースドック

が接収中のため，コ ンテナ時代にふさわしい錦頭施設に改築する ζとはもち

ろん，都市再開発地域にもならないでおり，乙の部分だけ袋して，乙の北側

の埋立を要望するというような地元港運業界の提案が出されるに至っている。

年間入港船舶数は商船では10数隻，取放し、貨物量 2000トン台の遊休化状態

にある以上，臨海地域にあって，特に再開発を要する都心部にあるため，一

刻も早い返還が望まれる問題である。

第三に社会主義国海運の入港船については差別を設けやすい環境下にある

乙とは否めない。 FESCOの基地が大黒埠頭において，はじめて安定して所

を得るまでにはやはり相当の時聞か経過している。今後伸展してくるであろ

う社会主義諸国の海運に対し，資本主義諸国海運と同等の取扱いが行われる
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ょうでなければならないであろう。

乙うした背景の下で，横浜港の整備と横浜市の将来を問う乙とは，外貿港，

とりわけ定期船港の使命を開港以来果してきた歴史的経緯からいって，その

使命の将来し、かんと問い直されるべき問題点なのである。

注 （1) 神奈川経済研究所編 「儲浜と泌J（昭和54年 間所fiJ)p 170以下，竹内

良夫，今野修平氏らの発言

(2) 横浜市 「よζはま21世紀プラン一新たな盟かさを求めて－J （新総合計問

原案）昭和56年 5月 P. 94～95 

(3) f出稿 「『 市民による都市創造』と港湾の整備一筋浜市における都市発展の

経験J （日本港湾経済学会年報Nu17 1979年 P. 67～ 94) 

2. 定期船港としての実状

横浜港の6大港に占める貿易港としての地位は表一 1のどとく，貨物の経

表一1 6大港輸出入額年次推移
( ijl f立：百万円）

主1要～港＼』＼＼年＼次 昭和51年 lltJfll52年 H円相53年 ng和54年 昭和55年 前年先

19,934,618 21, 648, 070 20. 555, 841 22, 531, 539 29, 382, 472 130.4 
全 1・i:1輸入 19,229,169 19, 131, 780 16,727,624 24, 245, 351 31, 995, 325 132.0 

39,163,787 40, 779. 850 37 ,283,465 46, 776, 890 61, 377' 797 131. 2 

輸 出 4, 138, Ill 4,494,998 4,369,187 4,791,689 6,338,792 132.3 
（全国比） (21%) (21%) (21%) (21%) (22%) 

l¥l'iiJi；；.径
輸 入 1, 941, 833 1,934,306 1,651,425 2,259,200 2,684,291 118.8 
（全国比） (10%) (10%) (10%) ( 9%) (8%) 

6, 079' 944 6, 429' 304 6,020,612 7,050,889 9,023,084 128.0 
（全国比） (16%) (16%) (16%) (15%) (15%) 

1,391,900 1,518,365 1,514,060 1, 666, 441 2, 188,696 131. 3 
東京港輸入 1, 330, 790 1,359,832 1,344,612 1, 845. 364 1, 897' 534 102.8 

2,722,690 2, 879, 197 2, 858, 672 3,511,805 4,086,230 116.4 

255,288 257,789 253, 218 273, 485 353, 964 129.4 

川崎Hi' 輸J十入 996,939 I, 027, 917 859, 092 1,249,922 1, 956, 746 156. 5 
1,252,227 I, 285, 706 1,112,310 1, 523, 407 2,310,710 151. 7 

2,087,668 2,374,094 2,340,516 2,622,575 3,525,174 134.4 
r，，~1 1!量輸 入 1,062,042 1,019,249 908,125 1,380,688 1,810,268 131.1 
i往 計 3, 149, 710 3, 393, 343 3,248,641 4, 003, 263 5, 335, 442 133.3 

1,364,084 I, 449, 090 1, 367. 834 1, 557' 550 1, 962, 679 126.0 
大｜坂治 輸 入 600, 164 583, 545 596,178 901,454 964,215 107.0 

1,964,248 2' 032' 635 1,964,012 2, 459, 004 2, 926, 894 119.0 

3,077' 307 3, 318, 332 3,037, 721 3, 293, 510 4, 293, 278 130.4 
神戸港輸入 1,494, 546 1,512,649 1, 366, 074 1,889,582 2,043,445 108.1 

4,571,853 4,830,981 4,403,795 5, 183,092 6,336,723 122. 3 

資料日i典 「横浜港統計速報J ll(j利55年。
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済指標である金額で比較すれば，輸出では全国の22Sぢ，約6兆3,388億円，

輸入では閉じく 8%の2兆6,843億円に当たる貨物を取扱い，まさに全国一

の港である。ただしいわゆる港湾取扱い貨物量では，千葉港が6大港を抜い

て， 55年に首位lζ立つに至っている。

海上輸送においては，わが聞の円然条件からして，輸入は主に工業原材料，

輸出は加工品という基本パターンを持つため，輸出貨物が主として定期船貨

物，輸入が不定期船貨物とみなされている。

外国貿易港の性格としては，横浜はまさに乙の典型といえるような貨物構

成を示している（表－ 2参照）。しかし定期航路と不定期船の利用面で貨物

表－2 横浜港輸出入貨物主要品種別表（昭和55年）
(lji. i立．千トン）

川口 日1 車耐 人

［立 H口u トR 貨物量 前年比 椛成比 日口目 宇F l't物量 l何年比 構成比
。。 % 。＂＇o 。。 。。 qo 

l 愉送機械 15,370 134. 7 52. 0 I耳、 iill 14, 013 84.4 47 .0 

2 その他の機械 5, 883 127 .0 19. 9 ;jと・制t殺 ・I主 1,929 104. 3 6. 5 

3 鉄 調唱 2, 690 120 .1 9.1 原 ~；：，＼ 1, 440 135 .1 4.8 

4 染料塗料合成樹肥
その他化学工業品 873 92.0 3.0 その他金属鉱 1, 321 118.2 4 .4 

5 日 ff! /;/, 691 122.2 2.3 支 1, 143 91. 7 3.8 

6 その他食料工業品 583 123.5 2.0 紙 ・ハ Jレ7' 886 113.6 3.0 

7 化 学必，＼－，＇， 530 98.2 1.8 iTl ilh 778 62.2 2.6 

8 ゴム製，1・1, 403 121. 3 1.4 Ti ilh 製品 719 139 .6 2.4 

9 金属製 品 379 125. 9 1. 3 非 鉄金属 714 128 .1 2.4 

10 非鉄イ［；： hi¥ 375 119.4 I. 3 lj!j-菜果物 701 119.6 2.4 

そ (/) f也 1, 751 120. 7 5.9 そ σ〉 1也 6, 172 99.5 20. 7 

29' 528 127. 2 100.0 29,816 93.2 100.0 

資料出。j~ 「徽浜港統，li"速報」昭和55年。

量をみるならば，輸出においても不定期船利用が大きくなってきている乙と

に気づく。乙の転換は昭和53年（ 1978）から始まっている （表－3は報告）

輸出も不定期船優位というのは，自動車専用船が多数就航するに至ったとい

う背景がある。 （表－ 4参照）
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表－4 外航船自動車専用船横浜港入港状況

1113和51年 昭和52年 llP,fil53年 lli'l;f日54年 1113干［日i5i干

l主 総ト ン数 1品1三 総 トン数 Jl 総 トン数 ¥Ji 総ト ン数 ！！ι ' 総トン数

定 WI船 計 5,301 46,233,235 5, 932 52,621,758 6,077 55,275,850 5,684 55,247,641 5,981 62, 534, 394 

不定JUI自信｜ 1,639 95,377, 755 5, 707 101.932,480 5,818 105,252,389 6, 157 112' 866' 644 6,462 117,290,329 

自動車専用船 76 409,547 62 588, 529 96 1,041,542 87 961, 933 166 1,596,517 
（定）

自動車専（不用3船
定）
871 9,939,734 939 11,310,631 1, 165 13,192,953 1, 124 12,333,229 1,512 16, 770,822 

資料tU典 ・「術iJ1-治統計年tli」昭和51年版～55年版。

こうして横浜港の輸出品の首位にある自動車は 定期船貨物の中でのウエ

イトに変化を生じているとみることができょう。

ととろで償浜港を中心として展開される定期船航路は，統計上，①世界一

周，②極東／北米西岸，③極東／北米東岸，④極東／カリブ海 ・メキシコ湾

①極東／北欧，⑤極東／近東・地中海， ⑦極東／南米西岸，③極東／南米東

岸（パナマ経由），＠〕極東／南米東岸 （南アフリカ経由），⑬極東／東南ア

フリカ，⑪極東／西アフリカ，⑫極東／オーストラリア・ニュージーランド

⑬極東・南太平洋諸島，⑬極東・印・パ・ペノレシャ湾，⑮極東・べ、ンカツレ湾，⑮日

本／インドネシア， ⑪日本／タイ・インドシナ，⑬日本・マ海峡・マレイシ

ア，⑬日本／北ボノレネオ，⑮日本／フイリッピン，＠日本／ホンコン，⑫臼

本／中国（台湾），＠日本／韓国，＠日本／中国， ＠日本／ナホトカの25航

路IL分類されており，その地域区分は図－ 1, 55年の各航路の機浜港への寄

港隻数は表－5のごとくである。47年5月15日に沖縄の施政権が返還された

ので，48年からは日本／沖縄航路は，内航の統計lζ入れられるようになった

乙とを蛇足ながらお断りしておく 。

乙の航路区分は統計 tのものであるので 海運運賃同盟が結成されている

態様とは異る。

同盟は特定のトレードをカバーし， しかも独立の性格をもつものであるた

め，閉じルート上を運航する定期船の輸送の実態は，いくつかの間盟に加入

して，仕出港から仕向港に至る閣の中開港（way port ）に寄港し，また純

然たる三国間貿易（cra:;s tra:l e) にも従事している。乙れは単一の同盟航
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表－5 航路別入港隻数と 1船当たり積卸トン数

H{j相45年
航 路 r. 舶崎別

”1 ' fl! 剖j

l 靴作一間 日本 1.104.1 BBB.3 

外l同 14 申＊ ＊＊ 

2 It,•！（ ／北米間／；！ II，ド 113 I 392.5 839.B 

外IFl 694 

3 岡県【／北米東1;• H 本 321 I 632.5 990.4 

外l司 466 

4極ii( カ＇Iプ海ノ キ 日本 231 I 794.B 664. 7 

ンコt号 外l川 142 

5.1偏東 北欧 I l本 135 1.933.4 1.564.0 

外l叫 413 

6極東 近 ii( 地中出 11 ~ド 120 I. 780.6 968.9 

外l吋 65 

？甑点／tlHミ閉山 日本 67 2 039.4 1,441.0 

外l~I 49 

8極点／tli米JlU;! 日本 38 I, 758.6 622.6 

，，，ナマ椛111) 外l•I 27 

9一極東南米東山 n-1' 23 2.400.0 I 090 7 

(tliアH1l1l 外肺l 52 

10.甑t’車南アヲ Jカ U本 120 I 393.2 I 418.3 

外IEI 126 

II 脱却UL"iア7リカ 114‘ 54 1,334.8 903.0 

外l•l 54 

12.岡県［オーストラリア 日本 164 1.624.3 1.535.3 

，ニュージーランド タトlトl 171 

13.蝋車南太平洋，，，，，，＼ 日本 72 I 125.3 133.2 

外l •I 44 

14.極点／イrFパキスタノ 日本 155 1,333.0 831. 7 

ベルシャ r~ 外国 169 

15.極点／ベンガル向 LI本 55 1.394.0 879.0 

外国 BB 

16.日本／インドネンア n-1' 66 I 916. 7 936.B 
外l調 118 

17.日本タイーイμ ドシナ 日本 170 1,419.5 456.0 

外l司 181 

18.日本ンンガポール 日本 291 I 567 .6 llB.3 

マレーシア 外国 50 

19. I i本／」ヒボルネオ 日本 25 943. I 402.3 

外凶 43 

20. u本／7ィ。I，ヒン 日本 14B 1.077.2 473.4 

外i吋 224 

21 日本ホンコシ 日本 149 1.329.4 12B.O 

外国 56 

22.日本／台湾 日本 132 I 412.0 825.3 

件関 171 

23.日本悼l且 日本 II 1.124. I 160.9 

外阿 298 

24.日本／中凶 LI dド 37 2,020.2 424.6 

外国 6 

25. [J 1'／ナホトカ 日本 II 1.536.2 762.4 

外凶 106 

定期船計 日本 2 895° 1474.7 793.4 

外国 3 876° 

可、；j!J削船J十 I i本 I 995 433.4 6.233.4 

外国 3.B76 

* i •I•縄航冊分を含む．
* *41＇！＇までは日本・外Jt.J船格別的h'!JilL. .. J・はない
f惜浜占靴J十年報」 長年抗告集にねiii予

附相50'!'

＇~ ’Z 

"" 
16 717.6 

65 3.025. 7 

540 I 411.9 

16 830.3 

302 1.767 .4 

54 1.302.6 

124 1,824. I 

20 885.6 

151 I 530.0 

163 1.830.5 

146 I 759.1 

22 2.411. 7 

92 2.232.6 

23 1.462.8 

29 2,011.B 

IB I 007.1 

95 2,014.4 

98 791 I 

130 1.181.4 

38 2 127.0 

65 2, 128.B 

130 3. 738.B 

107 3 491.3 

60 I 506.1 

31 989.4 

97 2 381.B 

298 2,413.I 

18 I 476.B 

69 I ,4B2. I 

94 I 827.5 

296 1.606.2 

75 I. 735.6 

195 I 324.2 

190 1.611.B 

196 I 651.9 

15 1.095. 7 

IB I 490.9 

27 1,055.0 

2BO 1,341.6 

13 3.B20.2 

25 I 1BB.4 

79 1,496.5 

139 I 4Bl.5 

2 2. IB3.0 

411 1.174.6 

7 2,300.4 

177 3.440. 7 

1.320 l.91B. I 

3.931 I, 729.2 

I B67 I 244.5 

3.936 I 454.0 

l'l'-f・) トノ｝

同HU55年

JP 1』 h1 JIJ 

I 308.1 5 126.2 

1,945.6 84 2,340.4 2 734.0 

853. 7 BB9 3.022. 7 2.029.9 

1.141.B 97.0 

550.5 298 2.026.1 814.1 

438.2 48 1.038.6 635.1 

215.3 134 2, 174.9 237. 7 

971.4 

514.3 74 1,683.6 418. I 

370.5 119 414.4 210.9 

742.9 230 3 IOB 3 223.9 

481.6 26 1.348. I 1.264.3 

607.6 154 2.330. I 850.8 

923.3 3 1.607 .7 

601.3 42 3,611.3 668.9 

867.1 10 1.736.6 I 412.0 

798.5 125 2.513.B 1.002.0 

911.B 49 1.696.0 921.B 

698 4 126 1,969.4 863.3 

594.3 31 3.344.0 582.5 

617.6 134 2 569 3 596.6 

1.620.6 114 3.694.3 1.855. 7 

1.536.1 133 2 772 2 I 353.5 

643.1 44 1.849.1 690.2 

4.2 37 1.965.4 44.0 

277.5 60 3.204.3 79 2 

380.3 391 3,423.0 358.2 

268.1 47 2.301.6 233.5 

1B2.6 72 1白680.2 B29.2 

124.5 65 2 929.4 197 .4 

243.4 296 2.167.5 250.5 

54.7 29 I. 795.2 2B. I 

62B.8 252 1,532.9 669.0 

34.3 120 2 210.6 B99.9 

55.0 22B 2.3B!.2 5.9 

27 2,073.4 9.0 

1.033.2 41 2 364.4 419.6 

30.3 65 3. 734.B 6.0 

1.206. I 35B 1,440.5 1.642.5 

2.694.2 I 1.921.0 

I 155. I 13 

644.6 52 I 664.7 595.1 

613.7 113 2 020. 2 737.B 

152.0 

731.5 614 1.151.6 629.9 

41 754.I 

IB 950.9 2 800.9 

B04.7 24 4 773. I I 433.1 

I, 128.0 144 1,960.B I, llB.6 

602.2 I 060 2.662.5 797.B 

673.9 4,921 2,267.4 924. I 

6 051.5 I 920 2 441.3 4.513.5 

4,404. I 4 542 2.391 I 3 469. I 



定期船港としての横浜港の将来 143 

路のみでは，定期船経営の採算が合いにくいために起きている集荷活動もし

くは輸送の実態である ~4 1 乙れを物語るように，就航定期船の償浜港寄港状

況及び他の寄港先は各ラインによって実lζ多様であり，各海運会社の経営政

策，採算実態が如実le反映されている。本論のためのスペースと時間的制約

があるので，償浜港における極東／北米西岸航路を例lとして，後lζ定期船航

路の実状をつぶさに検討する乙とにしたし、。

乙乙数年横浜港から主要定期航路就航船が，東京港の大井コンテナ埠頭の

整備の進展とあいまって，東京港へ移って行く という事態が生じた。

昭和46～47年にかけての邦船の欧州、I,PSW Cカルフォノレニア），ニューヨ

ークの各航路，47年のスカンタッチ社の欧州航路， 49年の邦船のPNW航路，

51年のマースクラインのニューヨーク航路 56年のベンライン及びマースク

ラインの欧州航路がその例である。乙れらの船社の横浜離別の理由は，コン

テナ航路を扱う余裕が償浜にはないという点であった~51

横浜港の定期船航路の実態を個々に詳細に分析する余裕はないが，貨物

量の趨勢をみれば，むしろ港湾整備の立ち遅れにもかかわらず，全体として

は，増勢にあった乙とか矢11られる。すなわち昭和39年輸出 4,625, 317トンが

55年には 13,980, 297トンと 3倍になり，近年停滞といわれていながらも，55

年には急上昇に転じている。一方，輸入の場合も， 48年をピークにして，ま

だその水準lζ達していないが， 39年3,842,029トンに比し， 55年5,393,162 

トンで 1.4倍になっている。

不定期船による輸出も好調で 39年比33.4倍と55年には一挙le350万トン

増やし，15,547,622トンに達した。不定期船lとよる輸入はむしろ49年をピ

ークにして低迷が続いており 1. 3倍924,422, 7 45トンに止まっている。

航路どとの概況を大づかみに捉えるならば，極東／北米西岸の輸出は5.3 

倍，輸入は 2.5倍で全体の伸張は根強く ，輸出は近年の増加が顕著であり，

288万トン規模となっている。輸入においても同一傾向を示しており，規模

は203万トンで，ともに横浜港随一の扱い量となっている（定期船輸出の

20.6 %，同じく輸入の 37.7%の占有率）。乙の航路の将来が横浜港の定期

船港の性格を左右する乙とは明らかである。



144 定期船港としての横浜港の将来

極東／北米東岸航路は，輸出では47年以後減少を続け，39年水準を下回わ

り0.6倍となり，規模も60万トン，輸入は48年を境lζ激減しており，かつて

の3分の lの24万トンで なかなか増勢へは転じない。アメリカ・ミニラン

ドブリッジの進展は一回乙の航路の制約条件となってくるであろう。

極東／カリプ海・メキシコ湾航路は，輸出は47年以降減少したまま回復で

きず，ほぼ同一規模で34万トンを維持している。しかし，輸入の方は50年以

降激減したままで， 55年にやや増勢へ向かったが， 39年水準の3分の l強lζ

しかなっていない。

極東／北欧航路は，輸出は47年以降減少の一途で大きな後退をみせ，やは

り39年時の3分の lの12万トン 輸入も閉じ歩みをみせてさらに減少は著し

く，僅か往時の 7%にすぎなくなっている。乙れは東京港Ii:欧州航路の主力

が移ったためである。実際には東京港から船積みされた欧州、｜向貨物は， 46年

22,018トン， 47年lζは588,718トンと急増した。輸入の場合も46年 12,804

トンから47年423,597トンへと大躍進を遂げている。東京港としても，乙れ

までアジア，北米中心だった輸出入が新たにヨーロッパのウエイ卜を大きく

10. 3 96に伸した転換の年iζ当たっていたので・ある。欧州航路は，邦船にとっ

ては， もはや東京港が根拠地であり，外船にと っては，なお償浜港は楊けM港

より積み港の意義が存在しているのである。乙の事情は航路別の入航隻数と

lli!'rl当たりの穣み卸しトン数を検討すれば 一目瞭然である。（表－ 5参照）

極東／近東・地中海航路は，輸出は逐年着実に増加しており， 39年水準の

11倍に拡大し定期船輸出量の8.6 5ちを占め，54年の81万トンから 120万トン

の大台へ55年には一気に駆け昇った。しかし輸入は50年以降減少し，8万ト

ンと小規模で，しかも安定していない。片荷航路の典型となっている。横浜

港lとおける邦船の積取り率は外船が3,000トンを超えるのに対し，僅かに

400トン台と極めて低く，競争関係が厳い、といえる。

極東／南米西岸航路は，輸出面では全体として増勢にあるが， 55年の飛躍

が大きく寄与しており39年時の 3.4倍と39万トン台にある。輸入は46年以後

大巾な落込みがあり， 51年から回復基調にあるが， 39年水準を僅かに上回わ

る16万トン台に留っている。
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極東／南米東岸（パナマ経由）航路は， 54年から輸出は急増を遂げ， 3.4 

倍となったが，規模は15万ト ンと未だ小さい。輸入は50年ICピークを迎えた

が， 54年以降は反って下降気味である。外船の積取り率は l船3,600トン平

均で入港隻数が増えて好調なのに絞べ，邦船は振わず，楊げ専門であり，か

っ入港隻数も漸減した。

極東／南米東岸（南アフリカ経由）航路は輸出においては波動性のある航

路で， 55年は 2番目のピークを迎え， 33万トンと39年時の 5.6 f音l乙達した。

輸入も同様な傾向がみられ， 55年はやはり上昇期lζ当たっており， 14万トン

で2.2倍の規模lとなっている。邦船，外船とも積み揚げ両面で 1,000トンか

ら2,000トン台を確保できているので，入港隻数が多い割に採算に強い航路

といえる。

極東／東南アフリカ航路は 49年の後退の後輸出は55年にやっと回復基

調lζ入った。規模は33万トンで3.9倍の拡大となっている。他方輸入は量的

には輸出量とバランスがとれていたが， 55年には積み量の2分の 1fC::減ると

いう揚げ積み比率上の変化があった点が問題を筏しており，規模は15万トン，

やや39年水準を上回わっているにすぎない。入港隻数も多いが，積み量は

1,600トン以上である。

極東／西アフリカ航路は 輸出では55年には対前年比10万トン伸ばして45

万トン近くに跳ね上がり 39年時の 5.9倍となっている。顕著な増勢を示し

ており，今後の期待が大きい航路ではあるが，輸入は波!!!IJ性があって不安定

である。規模も10万トンそこそ乙で，停滞状態にある。ただし邦船3,000ト

ン台，外船も 2,500トン台と積み荷はかなりあり，逆lζ揚げ荷はどちらも，

600トン前後である。

極東／豪州、｜・ニュージーランド航路は，輸出では51年lζピークを経て，55

年にようやく上昇に転じた。 78万トンと39年水準の 2.4倍lζ達し，輸入は47

年にピークを迎え，以後まだ回復基調にはない。規模は39万トンで 1.5倍と

なっており，足どりは重し、。しかし入港隻数内外合わせて 250隻近くありな

がら，積み取り量は邦船3,600トン台，外船2,700トン台，揚げ量もそれぞ

れ1,800トン台， 1,300トン台とす乙ぶる好調であり，横浜港の重要航路の
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一つに挙げられるものである。

極東／南太平洋諸島航路は，規模は小さいが，輸出ではコンスタン卜に伸

びている。 55年には39年時の4倍， 15万トンに達した。輸入は近年は下降線

を辿ってはいるが，輸出と同様に一応コンスタントな伸びを示している。 3

万トンで3.2倍となっている。積みは内外船とも 1,800トン以上となってい

るが，揚げは全く振わない。

極東／インド ・パキスタン ・ペルシャ湾航路では，輸出は安定して増加し

ており，さらに拡大の方向にある。 55年には定航輸出貨物の 10.9 ~ぢを占め，

横浜港第2位の地位にあって 153万 トンを放っており， 39年水準と比べれば，

9. 1倍にもなっている。 他方，輸入は振わず， 多少波動性を帯びるが， 48年

以降後退の傾向にあり，規模は55年で14万トン， 1. 2倍にすぎない。積み荷

は入港隻数450隻と北米西岸に次いで多いが，内外船とも 3,200トン以上を

積取っている。しかし揚げ荷は全く少量である。

極東／ベンガノレ湾航路は，輸出の｛rl1びは僅かに13Sちにすぎないが，底堅い。

55年で23万 トンの規模である。輸入は低迷を続けていたが増勢に向かい始め

た。しかし39年水準の2分の l以下， 7万トンである。にもかかわらず，邦

船の積み荷は 2,300トンと好調，外船は 1,600トン台，揚げは内外船とも全

く振わない。

日本／インドネシア航路では，輸出 10.6倍の83万トンと世界不況K強く

{rjiび続け， 53年lζ一時停滞したが， 55年には急増した。輸入では39年時の3

倍と拡大してはいるが，規模は小さく 8万トン前後で低迷している。入港隻

数も 360隻を数え，柏み荷は内外船ともそれぞれ2,900トン， 2,100トン台

を確保しているにもかかわらず，揚げ荷は全く微量ーであり，片荷航路のーっ

とみられる。

日本／タイ・インドシナ航路は，輸出入とも波動性があり，輸出は回復基

調で， 55年44万トン， 39年時の 1.7倍の水準lとある。輸入は輸出と比例した

増減を示しつつ，なお量的には低位である。 17万トンで 1.6倍といったと乙

ろであるが，邦船の踏み 1,800トンIC対し，揚げは全く微量，外船は邦船の

9倍と入港隻数の多い割IC，積み荷 l,500トン，揚げ荷670トンと稼いでいる。
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日本／シンガポーノレ ・マレーシア航路は，輸出では43年以降力強い拡大を

遂げ， 54,55年は引き続いて急上昇を示した。 39年水準の実に16倍， 81万ト

ンに近づいている。輸入も輸出量に比べ低位ながら，18.8倍の11万トンに達

し， 54年から急激な上昇に向かっている。邦船入港隻数 120隻を数えながら，

積み荷 2,200トン，揚げ荷890トンと健斗しており，外船は 250隻余で積み

は2,400トン近くを砿保しているが，揚げは皆無lζ等しし、。

日本／北ボノレネオ航路は 輸出にあっては量は小さいが拡大の方向にあり，

39年比 14.9倍の15万トン台にある。一方輸入は波動性があり，不安定では

あるが， 39年時lζ比べれば 1.6倍にはなっている。量としては l万トンと極

めて小さい。内外船とも積み取り高は 2,000トン以上と順調だが，揚げ荷は

少ない。

日本／フイリッピン航路は 外船358隻の入港邦船は乙れに比べれば5

分のl以下の65隻だが，積み荷は 3,700トン台を確保するほどである。ただ

し揚げ荷は全く少ない。乙れに対し，外船は隻数が多い割には，積み取り高

も1,400トン台，揚げ高も 1,600トン台と堅実であり，よ くバランスが採れ

ている。輸出が76万トン，2.8倍と着実に成長している航路であり，かつ輸

入は輸出を遥かにしのぐ成長率で 14.3倍，59万トンと輸出入量とも比例的

に力強い拡大線を描いている。今後の有望航路の一つである。

日本／台湾航路は，輸出では49年の世界不況の後，低迷が続いているが，

39年比では 2.8倍， 31万トン台にある。輸入は 1.5倍， 11万トン台で， 51年

一旦回復に向かったものの，下降状態が続いている。外船の方が桔み荷を抑

えており，邦船は 1,600トンと 2,000トンを抜けない。傷げ荷は大差はない。

日本／韓国航路は，邦船は撤退して，外船一本となり，それに加えて入港

隻数も 614隻と他の航路に比べ，非常に多い。しかし乙の航路は輸出入とも

に急速に拡大した航路であり，輸出 15.1倍， 71万トン，輸入 24.3倍，39万

トンとなっている。輸出は顕著な増勢をみせたが，近年は下降気味である。

輸入の場合，不況期にも落ち込みなく拡大してきたが，近年はやはり減少し

つつある。北米西岸航路のサービスの範囲に入っている乙とも，影響してい

るものと思われる。
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日本／中国航路は，横浜港と しては期待の航路ではあるが，実績は余り芳

しくはない。政治情勢lζ左右され不安定であり 波動性が極めて強い。 39

年に比べれば，輸出 1.5倍の 5万トン，輸入は 1.6倍の5万トンと伸びては

いる。輸入量はやはり不安定で，今後も変動が起乙りそうである。外船によ

る輸入が2,800トンあるのに，邦船はO，輸出でも邦船の積み取り高は外船

より少なし、。邦船の動きにくい航路といえる。

日本／ナホトカ航路は，輸出では目覚しい伸びを示し，51年にピークを迎

えているが，変化の多いノレートであり，シベリア・ランドブリッジの恨幹の

海上ルートに当たる。政治情勢と競合航路一近東 ・地中海航路，北欧航路，

インド ・パキスタン ・ペノレシャ湾航路などのコンゼツションlζ左右される。

輸出は 8.5 （音， 40万トン近くになっており，輸入は 5.6倍，20万 トン前後に

なっている。輸入は輸出と同機波動性をもつが，近年は後i!3気味である。

外船は邦船の7倍も入港しているため，積み取り高l別Dトン，揚げ高1,100

トンと邦船の4,700トン台， 1,400トン台に比べでは低い。邦船としては，

備浜港積みでは，最大の規模となっており，横浜港が，邦船の母港ともなっ

ている。

なお日本／ホンコン航路，世界一周航路は今日では，横浜港にとっては，

ほとんど意味のない航路となっている。ホンコンは北米西岸航路の極東の端

末と位置づけている船社もあり， 48年をピークlζ横浜との関係が急速に消失

したのも，その聞の事情I＜：因るとみられる。

以上の結果を要約し，私なりに今後の成長性を評価したものが，表－ 3の

航路の輸出入別の評点A,B, C, D, Eの5段階ランク別けである。輸出

入ともにAAであるのは， A；：有望というべきで， EEは全く廃止とし，対策

を講じる必要はないものである。

注 (4) 宮本泊四郎 「海運同盟制度論」海文堂，昭和53年， P.24 

(5）鴇田安一「曲り角にきた悩浜港」 （調査季報・横浜市都市科学研究室 1976

年12月号） P. 3 

(6) 東京都港湾局 「昭和48年東京港勢」
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3. 極東／北米西岸航路の実態とコンテナ取扱い

極東／北米西岸航路は，大別すればPNW (Pacific North West) PSW 

(Pacific South West）またはカノレフ ォルニア，C.A. (Central America〕

または中米西岸の3クソレープlζ分ける乙とができ 乙れに加えてホノルノレ航

路，太平洋地域を結ぶ三角形のTRIANGLE航路などの変型があり，寄港す

る港も極めて広範囲である。

「横浜港定期航路表」を昭和42年から跡づければ表ー6のような当該航路

の就航船社の系譜が得られる。資料の制約から 寄港年次の実態は相前後す

る年に跨がると考えてもらいたい。

乙のデータによれば，横浜港lζ寄港して北米西岸航路lζ一貫 して従事して

いるのは，現行23ラインのうち，アメリカン ・プレシデン卜 ・ライン（アメ

リカ）， 川崎汽船（日本），クヌト ・クヌッセン・ライン（ノルウエー）

シーランド・サービス（アメリカ） ノてーノイー ・ブルーライン（イギリス ・

デンマーク〉，日本郵船（日本），ジャパン・ライン（日本），オリエント

・オーバーシー ・コ ンテナ ・ライン COOCLと略称，ホンコン） ，ファーイ

ースタン・ スチームゾ ップ ・カンパニー CFESCOと略称，ソ連）， トラン

スボルタシオン ・マリチム・メキシカナ（メキシコ）の11社程度であり，パ

シフィック・ファーイ ース卜・ ライン（アメリカ） ステーツ ・スチームシ

ップ（アメリカ）などかつての名門は合併などで姿を消している。近年の当

該航路新規参入社は，ホンコン，ノ ルウエー， 日本 ，韓国系で占められ，

アメリカ系のラ インの衰退が目立っている。

次に印刷の都合で表は婦人できないが，極東／北米西岸航路就航ラインの

寄港先の変化とサ ビス頻度を分析した結果を要約して述べておきたい。

55年11月現在で，横浜港を母港とするラインは ジャパンライン・ 山下新

日本汽船のPNW，日産プリンス海運の北米，昭和海道のPNW（コンテナ）の

3ラインにすぎなし、。

極東側の範囲は，北は韓国のプサン及びインチョン，台湾のキーノレン及び

カオシュン，ホンコンから南はノインコク，マニラ，シンガポール，マレーシ
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アのポートケラン及びぺナン さらにタンジェンマニ C:iιボルネオ），イン

ドネシアのジャカルタ及びスラノf-17 オーストラリアのメノレボノレン， シドニ

ー，タウンスビルまでを含み，北米側は北はアンカレッジからカナダ一帯，

シアトノレからカリフォノレニア メキシコ西岸 パナマを経由してメキシコ湾

内のニューオノレリンズ， ヒュース卜ン，ベネズエラ側（南米東岸）にまで及

ぶものさえ現われている。極東／北米西岸航路lζ就航しているといっても，

その枠をはみ出るものがあるわけである。いうまでもなく前述の3グループ

及びそれらの混合したものがあるわけであるが，すべての就航船社のサービ

スが乙のような広域にわたっているというのではなく，各社それぞれの個性

を発揮した活動を行なっているのである。

乙の広域なサービス内容から海運運賃同盟の枠組みに対比させれば，北米

・中米｜掲係往航6同盟，復航4同盟，大洋州関係往航2同盟，復航2同盟，

東南アジア関係往航5同盟複航5同盟と係わり合う乙とになる。各社のサ

ービス内容によって，当然帰属する同盟は限定されるが，盟外活動か活発な

地域でもある。

ちなみに極東／北米西岸航路には 世界のコンテナ船腹量の 19.5 96が投

入され，輸送能力（TEU積載 ×航海数の合計）は219ぢと算出され，北米

東岸／欧州航路を抜いて いまや世界ーのコ ンテナ輸送市場を形成している

ところである。171

さら l'L4 2年以後各就航ラインの傾向を抽出してみると， PNW航路lζ

おいては，サービス港数は4港が最小で，横浜，鹿島，ロスアンセ.）レス，ア

ノイーデン（北アメリカ・ワシントン州）というスターシッピング (JAPAN/

UWC）の例があり，次いでAPLの5港（シアトノレ，ダッチハーパー〔アリ

ューシャン群島〕，備浜，神戸，キールン）で.APLは53年にはシアトノレ，

キーノレン，神戸の3港市I],52年にはシアトル，横浜，神戸，プサンの4港制，

内容は異るが50年にも 5港制を施いた乙とがある。 6港制をとっているのは

昭和海運のコンテナ，シーランドである。シーランドは45年7港制でPNW/

PSWサービスを行ない， 48年からは 6港制となったが，内容ではシアトノレ，

償浜， tE!l戸，オークランド，ホンコンは動かさずにロングビーチを55年から
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はカオシュンlζ変った。乙の間 PNW/PSW航路としてサービスを続けてい

たわけである。 7港制をとっているのはジャパンライン・山下新日本汽船の

ジョイント・ライン，シャンパニ・ゼネラ lレトランスパノレチック，日産プリ

ンス海運， α工L,FESCO，山下新日本汽船のコンテナなどである。FESCO
の場合は，シアトノレ，パンクーバー，横浜，神戸，ポートランド，名古屋は

48年より一貫して寄港しているが， 53年lζオース卜ラリアを含むセミコンテ

ナサービスを行なった際IL9港制を採用し， 55年にはPNW一本にもどって，

45年lζ寄港した乙とのあるサンフランシスコに再び根拠地を置くようになっ

た模様である。 53年まで儲i兵に寄港していた邦船6社ジョイン卜のセミコン

テナは，48,50年は 6港市lj'52年からフノレコンテナでは7港制に戻っている。

川崎汽船，山下新日本汽船などの43,45年頃のPNW航路は14ないし 15港制

であった。 8港制を採用しているのはホエー・ライン，ネプチューン・オリ

エント・ライン，ハンジン・コンテナー・ラインなどである。カナディアン

・トランスポートは9港制 スターシッピン夕、の USWC-BC/JAPAN 

は10港市lj，クヌ卜・クヌッセン・ラインのセミコンテナサービスは13港制で

乙のラインの場合，42年時から一貫して寄港している港は，横浜，神戸，ホ

ンコン， シンガポーノレであり， 18港制が徐々に縮小されていった点は明瞭で

ある。ライクス・ラインも13港制である。パーパーフソレーシーラインの場合

は21港制をとっている。乙の船社は寄港先を漸次増やしてきている点が特徴

的である。

PS W航路では，APL及びライクス・ラインの RO/ROサービスが7港制，

シーランド及びホンコン・アイラ ンド・シッピンケの？社ともに6港告ljをと

っており，川崎汽船のCAMELは17港制， トランスポJレタシオン・マリチマ

・メキシカナは16港制をとっているが 両者はカリマォノレニア／メキシコ混

合のもので，類似の日本郵船の中米西岸は11港制 ジャパンラインのCAは

10港制，大阪商船三井船舶のメキシコ中南米西岸は16港制をそれぞれ採用し

ている。メキシコ中米航路lζ伝統あるトランヌポノレタシオン・マリチマ・メ

キシカナのサービス港数は例年その数を変えており ，12港から17港の聞を伸

縮している。
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以上の事実から定期航路の法則的な性質を見出せないものであろうか。

寄港数は，同一港への車複寄港を数えていないから，周航のサイクノレで・は，

折返し往復2固にわたって寄港する港もある。寄港数の少ない場合ほど，乙

の折り返し寄港の例は多く見受けられる。

理論的lζは，ワンポー ト・ システム（某点となる，母港2港聞を往復し，

往航，復航のそれぞれの側では，母港lζ対し，子港となる港相互間をフイダ

ーによって結ぶというシステム）は 実際には採用されていない。近年の極

東／北米西岸航路では， 7港制が一番多いようである。乙の辺が最適サービ

スなのであろう。月間の寄港回数は，月 1回が10ライン，月 2～3回をも含

め， 3回が8ライン，4回が4～5回をも含めて3ライン， 2回が3ライン，

8回以上2ライン， 3か月ないし2か月に 1回が3ラインとなっているから，

同一ラインでの寄港回数の頻度は月 l回から 3回の間，連続的なしかも間隔

は30日から10日おき位が顧客の需要に合わせる条件であり， 8回以上つまり

週2回答港のサービスを行なうには，基本貨物の確保が長期lζ亘る迎航実績

によって出来ているか，貨物の大量発生地を含む港をサービス範囲lζ選んで

はじめて可能となるものであろう。

北米西岸関係の月間横浜港寄港予定隻数は外船が58～60隻，邦船が6～7

隻と外船が圧倒的lζ多いのが現状である。

次lζ表一 7は横浜港内での極東／北米西岸航路の輸出入貨物の取扱い状況

を示したものである。輸出については，本牧土車頭が9096台の高い占有率を示

し，本船接岸隻数でも909ぢは本牧埠頭lと入っている乙とがわかる。 （表 8 

参照） ζれは定期船貨物で公共埠頭（含む公団埠頭）を経由したものの割合

である。本牧埠頭の背後lζは日産自動車の民間専用埠頭があり，乙乙で取扱

われる輸出自動車は，不定期船扱いと~れ， 乙の表lとは含まれていない。

輸入の場合も， 45年以後の本牧埠頭の整備とともに急増し， 55年には 91.2

5ぢを占めるまでlζなっている。かつては沖取り荷役が中心であった輸入も経

岸荷役に全面に移った。ただし注目すべきは，大黒埠頭が54年iζ供用される

や，一挙に10万トン台の北米西岸航路関係の輸入貨物を取扱うようになって

きた乙とである。
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表－ 8 北米西岸航路船舶本牧埠頭集中状況

155 

年 次 北米西岸入港数 本牧接岸数 比 5事

昭和何年 807 553 68. 5。～ど

46年 683 529 7 7. 5 

" 47年 709 566 7 9. 8 

" 48年 668 5 7 1 8 5. 5 

" 49年 628 562 8 9. 5 

" 50年 605 5 1 4 85. 0 

51年 554 478 86. 3 

II 52年 645 584 90. 5 

II 53年 725 648 8 9. 4 

II 54年 808 673 8 3. 3 

II 55年 973 879 9 0. 3 

極東／北米西岸航路の55年のコンテナ貨物は，輸出 2,682,315トンで，コ

ンテナ化率は 93.0%，輸入は 1,863.462トンで同じく 91.6%である。した

がって乙の航路の場合，コ ンテナ貨物の取扱いを中心IC:考察し，10%前後の

~ I三コンテナ貨物は，セ ミコンテナ船，多目的船， Ro /Ro 船にも＇1lf~cされる北

米西岸内の個別のノレー ト 特に寄港数の多い船社のものとみなせるであろう。

それでは，本牧埠頭で楊げ積みされるコンテナ貨物とコンテナ数はどんな

流通のシステムになっているのであろうか。

まず本牧埠頭内のコンテナの荷捌き状況を昭和53年の調査結果によって検

討すれば？ パンニング率（輸出貨物のコンテナ詰めをして，当該埠頭内で

船積みする場合の船積貨物と埠頭内コンテナ詰め貨物との割合）は 44.8 ~ち

であり，乙れは大井埠頭の 29.4%と比較して極めて高い。乙の意味は，本牧

出頭においては，コンテナ貨物用の保管機能が充実している ζとを示してい

る。乙れを貨物量でみても，本牧上阜頭で詰めた場合が25.49ぢ，次いで本牧地

区7.2 9ぢ，平和島地区4.4 9ぢである。大井埠頭との対比でパンニング場所の



156 定期船港としての横浜港の将来

比較を図－ 21ζ示しておく 。

図－2 本牧・大井埠頭積貨物の埠頭間輸送詰め場所→船積場所

主主主~ 本牧埠頭
陣 1•,i;，怪州地法 37(00) 

r.M~ i!!-1，唇州地，. 180(0. 1 )

図 3 本牧・大弁士阜頭卸貨物の埠頭間輸送船卸場所→取り出 し場所
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以tのコンテナ取扱いの事例は 航路別の性格を捨像したコンテナ貨物一

般の場合ではあるが，定期船貨物のコンテナ化率が増大している今日，乙の

コンテナ貨物の動静パターンは無視できない。ましてや極東／北米西岸の場

合は，乙のパターンを信頼してあまりある。

引き続いて輸入コンテナ貨物の場合をみるならば （図－ 3参照）本牧埠

頭揚げのコンテナ貨物の行方は，横浜港港頭地域へは 39.8%，東京港港頭地

域へは 24.3%であり，償浜港内では本牧上車頭で23.1 5玖新山下地区4.8 9ぢ

がデパンニングの中心である。大井上阜頭と比較するならば，自埠頭内で取り

出す場合は僅かに 9.2銘，都内港頭地域全体でも 36.89ぢ，横浜へは 25.0労

が運ばれ，そのうち本牧埠頭で全体の 10.4%，大井埠頭自身がデパンニンクー

するよりも多くの貨物が取り出されているのである。東京港の輸出入では平

和島地区の存在が重要である。儲浜港においても， 54年以降の大黒埠頭の供

用開始に伴う，同埠頭の船卸しとその輸入貨物の蔵置場所としての地位が増

している点に注目しなければならないであろう。

注 (7) 日本郵船調査室 「世界のコンテナ船隊および就航状況」 J981年（日本海事

新聞継続伺載） P. 28 

(8) 大蔵省関税局 ・全国各税関・京浜及び阪神外質的頭公団 「全国における輸

出入コンテナ貨物流動調査報告書」昭和54年7月

4. 将来予測と問題点

備浜港が斜陽化しているという説は，港湾を経過する輸出入貨物の動態を

みる限り，当たっていない乙とは明らかである。 コンテナ貨物の取扱いから

推察しでも，償浜港で取扱われる貨物量は，東京港を凌駕している。横浜港

に対する斜陽のイメージは何んであろうか。

一つには，商取引機能の衰返，とりわけ貿易商社，外国企業の立地が関東

大震災以前のようKみられない点である。

二つには邦船の主要航路が東京港へ移り，また欧州航路の貨物が横浜港で

量的には余り取扱われなくなった乙とにある。三つには，欧州航路の取扱い

が減少し，文化の先進性の象徴であるヨーロッパ商品が横浜市内では大量lζ
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取引展示される機会が少なくなった点にある。かつては横浜が文明開化，欧

米文化の摂取口であったそのイメージが消えており，かつ外人居住も商取引

機能の喪失とともに減少し基地接収が長く続いたため，アメリカ軍人及び

その家族らの発散するアメリカの俗悪文化のイメージが残乙り，格調の高い

伝統を重んじるヨーロッパ文化の痕跡を薄めてしまったと思われる乙とであ

る。（9）さらに戦後の償浜の都心部の基地化は，償浜の文化の醸成の上でも，

大きなマイナスを残したのである。

四番目には，戦後の狼岸湾 ・本牧沖の埋立による臨海工業地帯，化，本牧埠頭・

本牧関連産業用地の整備 さらには金沢沖の埋立と都市再開発 ・工業用地及

び住宅地の造成などが続き，市民を臨海部から遠ざけ，港湾の一部のみを景

観として捉えるにすぎなくさせたことにある。乙れは海を舞台とするリクリ

エーション機能を横浜市民の胸裡からも怒った要因であり，港町のイメージ

を薄める理由でもある。港や海浜lζ対して鈍感といわれるのはあながち流入

人口が内陸居住をしたからという理由ばかりではない。

五番目には，港湾に関係する企業において，他産業と同等の，あるいはそ

れ以上の革命を経験した乙とである。コンテナ輸送を軸と し，さらに専用船

利用のユニットロード化の嵐は，労働の生産性を大きく伸長させた反面，港

湾運送lζ従事する労働者数を全国では 5分の l減らした。例えば，償浜港で

は，船内，沿岸，はしけ，検数検量，現場職員の常用労働者だけK限っても

43年 15,486名

55年 12,824名

で， 17.2 %減少し，日雇労働では9596程度が職を失なっている。企業数に

しても，集約合併で閉鎖，職員離散を遂げた。 ζれはやはり港はさびれると

関係者の自に映じるのは当然である。しかし一方では資本規模を拡大し，取

扱い高も売上高も伸ばしている企業があるのである。

横浜港は落日の中にあるわけでは決してない。なによりも東京港を経由す

る貨物が依然として大きなウエイ卜で繍浜港港頭地域lζ現われる事実が，こ

れを雄弁に物語っている。乙の理由は通関｛本市ljにあるとされるが，それは一

因にすぎない。それよりも故も重要なのは，保管施設が東京港iζ比べ，圧倒
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的lζ優位であるからである。表－ 9を参照していただきたい。

表－9 港湾運送用施設保有状況
（昭和55年3II J転現自）

：；く：
,._ h‘ ft I耐 ）~ 水向貯小川 サイロ C F S J性K側小械向 移ク動レ式ー その他 一，，＿ ショベ トラJ ＇トラ

グ3タレ タリワ ルロー スチナ
γド1’レ，.，.キ，， -, ダ

'' r"' 間内千m 向』靖 f"' It f・m m所 fm ず；｝ It;) (t;) (t;) It;) (f,J ｛ず，）

一:: : 傾時L 山,,, 
159 351 91 290 59 236 6 31 47 121 138 772 34 27 33 

282 599 194 731 2 20 359 13 9 18 61 186 223 1520 121 9 42 

f，山~· 338 594 131 634 111,140 193 152' 11 38 68 106 148 953 117 8 13 

jに 阪 405 626 345 1.040 38 421 I 6 3 18 179 282 335 1.316 95 ‘2 5 
何l ,; 416 1195 98 372 21 123 9 218 7 22 54 235 275 2.215 32 11 81 

間 内 105 180 85 336 9 227 7 26 2 37 76 181 393 87 

け 5 & 1.705 3545 9443403 1402167 回9 415 38 128 446 I 006 1,300 7‘169 486 97 174 

資料出典 'i岳連l与量慣聾J 1981'1'. 

確かにCFSは 1.7倍の面積を東京港が保有しているが，上屋，野積み場は

横浜港の方がそれぞれ 1.7倍， 2.5倍もあり，絶対量でも遥かに規模は大き

いのである。その他に倉庫面積を加えれば，次のとおりである。

表－10 倉庫面積及び保管残高比較
（昭和54年）

面 積 月末保管銭高 回転率

普通倉庫 1 978 （千m') 2 652Ef卜ン） 55. 6 （勿）
神奈 川

冷凍倉庫 673 93 37.2 

普通倉庫 2, 318 2 184 59.6 
東 尽

冷凍倉庫 2,413 413 35. 5 

資料出典横浜港湾経済研究所資料 1981 年5月 ・No.8 

ただし大都市倉庫は，貿易貨物の取扱い高は極めて小さいから，貨物の荷

捌きの観点からすれば影響を大きく受けるわけではない。

乙乙で結論的lζいうならば，横浜港の定期船港としての将来を左右するのは，

基本的には上屋，野積み場施設をさらにどの位上積みできるかの一言につき

る。すでにコンテナ・リース業界からも声があがっているように，コンテナ

容器の保管場所が今後一層必要となり，あわせてシャーシー置き場の問題も
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同様に熱望されてくる。港頭地区が再編されようとしている乙の段階で，上

屋及び野積み場を現状の2倍位の手当てで考えようとするならば，今後毎年

6 ~ぢの量的拡大をするものとしても， 14年目位で現状の諸矛盾と同じ白 IC:必

うにちがいない。 3~ぢの場合で， 20年余しか保てないであろう。

ただ港湾の整備拡充が自然的，機能的制約を受けるならば，その段階で定

期船港としての発展は限界に達し，他港へ大いに分担してもらう方が賢明で

あろう。しかも都市として成熟を期するならば，先にあげた5項目について

は，各面から充分手を打たなければならないと思う。それはまた新総合計画

の内容充実の問題でもある。

今回は外国貿易を主とした定期船港という主題lζ限定して，横浜港の将来

を現実に内在するエネノレギーを手さぐりしながら論じた次第で，大方のど叱

正を賜わりたいと思います。 （了）

注 （9) 占領下の償浜の文化が各世代IC与えた影響lζついては，青木虹二「横浜イ

エスタデイ」 （横浜市都市科学研究室編『調査季報』1977年3月Nu53)1ζ触

れている。

追加 本稿の校正時の昭和56年10月13日正午すぎ，横浜市金沢区小柴の米

軍ジェット燃下村出タンクが爆発し 市民lζ基地の存在と日米軍事同盟の重み

を身近かなものとして受けとめさせた。乙の小論の指摘する意義がたまたま

実証されていったわけでミある。
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横浜港新開発計画に基づく港湾のあり方

目次

I. 確定した基本方針

2. 計画の概要

3. 整備計画と関係方面の婆望

4. フリー・ポー卜 ・ゾーン構想

5. 今後推進すべき横浜港重要事業の骨子

1. 確定した基本方針

山本 長英

（楠原輸送附）

目標達成年度を75年度におき，総事業費約2兆円を投ずる大規模開発は，

わが国大都市港湾事業のなかでも，先導的役割を果すものであるとして，注

目を浴びている「横浜都心臨海部総合整備計画」の基本方針が乙のほど確定

し，今後着工iζ向け具体化への第一歩を踏出す運びとなった。

2. 計画の概要

(1) 計画の意義

本計画は現在おかれている都市構造のひずみを是正し，バランスがとれ，

かっ特色をもった都市づくりを目指す総合整備事業である。すなわち港湾都

市横浜lζ新しい活力を植えつけると同時に，その機能強化を図るため，現在

2分されている関内地区と横浜駅地区を一本化し，都市機能と港湾機能を揮

然一体化し，終局的lとは首都圏と東京湾が抱えていると乙ろの諸問題を解決

しようとする，一大国家的事業である。
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(2) 計画対象地域並びに埋立面積

横浜駅東口地区 3.8へクターノレ

高島ヤード地区 23.0 II 

高島埠頭地区 11. 4 ι， 

※三菱ドック地区 33.5 ，，，， 

※事fr港埠頭地区 30.1 ，， 

東横浜駅地区 8.5 II 

言十 110.3ヘクタール

※三菱ドック地区を中心とする中央地区と，新港地区の海面70ヘクターノレ

を埋立て，集積すべき機能の大半を乙の地区lζ収容し，その前面lζ大規模な

臨海パークを造成する。新港地区はかつてのセンタ ー・ピアーとしての再開

発を行ない，フェリー及び外国旅客船用専門埠頭を整備し，港湾中枢管理機

能の集積を図る乙ととしている。乙のため従来貨物の取り扱いを主目的とし

ていた現在の港湾施設はすべて，外港部lζ移転せしめ，高島埠頭地区ととも

に，客船の寄港等市民lζ親しみを持たせる港湾都市lζ変ほうせしめる。

(3) 用地の利用開発計画

1. 都市内幹線道路周辺地区（業務地帯）

業務機能を中心とした商業 サービス機能を集積する。

2. 東償浜駅地区（商業地部）

商業機能を中心とした業務，文化，娯楽，サービスの機能を集積する。

3. 都市内幹線道路／臨海道路に阻まれた地域（文化 ・国際・住居地帯・公

園・公益地帯）

文化，国際交流関連機能を中心としたホテノレ， 貿易関連機能の集績を図

るとともに，乙れらの聞に都会型住居の建設を計画的lζ実施する。

4. 臨海地区（公益地帯・緑地）

臨海道路海側及び、東西市JHモール地区南側については，臨海ノマークを設置

するとともに公益機能を配置する。
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5. 新港地区（埠頭・緑地）

前面中央部は埠頭造成，その両側は緑地帯として，中央地区から山下公

園lと通ずる臨海パークを造成する。

(4) 交通関係計画

1. 道路

① 国道15号と国道 133号を結ぶ幹線道路（幅員40米，地域内延長約 1.8 

キロ）

① 山下～大黒埠頭の港湾物流に対応する地下方式の臨港道路を東西の骨

格として（幅員40米，地域内延長約 1.9キロ）

イ．高島交差点連絡道路

ロ．県道平戸・桜木町延伸道路を夫々新設し，首都高速道路・横羽線か

らの出入ランプも，桜木町寄りに設備する。

2 鉄道

現在の国鉄根岸線，東急、東横線，市営地下鉄3号線のほか，新たlζ大量

輸送機関の導入を図る。具体的には国鉄横浜線を東神奈川から延伸して，

都心臨海部，県庁，本牧，間門経由で板岸駅i乙接続せしめる。

(5) 水際線利用計画

1. 象のよ~1パーク（約 3 ヘクターノレ）

大桟橋の基部は，港の雰囲気を活かした市民のための娯楽胞設とする。

2. 赤煉瓦パーク（約8ヘクターノレ）

開港以来の歴史的な遺産である赤煉瓦倉庫は保存・再利用のため，周囲

を緑地帯とし，山下公園と向き合う臨港パークとする。

3. ドック・ノfーク （出匂6ヘクターノレ）

明治末期の2ドックは一方を施設化して街のなかに取り入れ，残る一つ

を公園内le入れ保存する。

4. 中央パーク（約13ヘクタール）

新しい横浜の象徴として国際会議場を柱に左右一帯をゆるやかな曲線で・
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拡がる大規模な臨海公園を造成する。

3. 整備計画と関係方面の要望

(1）整備計画

三菱ドックの移転は57年度中IC完了の予定であるので，翌58年度から着手

し，計画の目標達成を75年度に置いているが，埋立工事不要の現有用地を利

用し， 事業を効率的に進めていくため，下記4段階lζ区分して整備する乙と

としている。

。第一段階（58年～60年度）
東横浜駅地区，中央地区及び新港地区の現有地を利用し先導的な街づく

りを実施する。 埋立は中央地区前面並びfC::新港地区の前面とする。

。第二段階（61年～65年度〕
新港埠頭を横浜のセンター・ピアーとして再開発を行うとともに，中央

地区の街づくりを拡大する。埋立は一文字埠頭の前面とする。

。第三段階（66年～70年度）
高島ヤードを除き，都心機構の集積を図る。

c 第四段階（71年～75年度）

高島ヤードの移転，三菱跡地の再整備を実施する。 2分されている都心

を一体化して事業は完了する ζとになる。埋立は高島ヤード ・高島煽頭間

の水域とする。

本計画のすべてが完了する暁lζは 再開発地域における昼間就業人口は

19万人， 居住人口は l万人（住宅3千戸）を想定し，就業人口については，

75年度までに創出する全市の就業人口（38万人）の半数を，乙の都心臨海

部に導入するとととしている。

乙の都心臨海部整備計画について細郷市長は 横浜港を経済の中核として

位置づけ，その振興発展に努力中であるが，現在及び将来に向け国際貿易港

としてふさわしい効率的でしかも安全な 総合港湾の実現に着実な歩みを辿

る必要がある。従って横浜港の将来を長期的に展望し，二十一世紀に向けて
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「21世紀の都市Jに生まれ変わる都心臨海部の再開発地域

（完成予位、イ ラス I-)

首都高速道路横羽線

の街づくり，港づくりを基本として，多少の困難は覚悟の上で， 「都心臨海

部総合整備基本計画」を積極的lζ推進する。また，港湾建設事業については，

大黒ふ頭及び本牧ふ頭の埋立事業を，さらに促進せしめるとともに，港湾還

境の維持向上のため努力を惜しまない。本牧ふ頭と大黒ふ頭を結ぶ横浜ベイ

ブリッジの建設についても，昭和60年完成を目途IL全力を傾注し，将来の東

京湾岸道路として，当港の物流機能の強化IC::遇進するとし＼う決意を表明して

いる。

乙のような市長の発言は， 80年度におけるミナト横浜のあり方を，適格に

示したものとして高く評価されると乙ろである。

(2) 横浜経済5団体等の 「都心臨海部基本計画JK対する要望

1. 国鉄高島ヤード地区周辺の開発が，最終段階（20年～25年後）となって

いるが， 全体的なバランスから下記の通り早期対応が望まれる。
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イ 倹浜駅周辺経済圏と 港湾周辺経済圏を結ぶ最重要地区である乙と。

口 実態を調査した上で 必要あらば国鉄当局に陳情する。

2. 自主的建設も止むを得ない施設

イ 世界有名品，圏内名産品販売フロア及び世界食堂街等の総合商業セン

ター

ロ スーパ一等生活利便商業施設

ハ 地場産品，輸出入商品の取引促進のための展示場

ニ 地域産業の振興，工業製品商取引などのための科学工業技術館

3. 本開発により，移転を余儀なくされる。

港湾関連企業等の移転先確保のため 湾外地域の埋立を拡大する乙と。

（特にノースピアー北側を希望する）

4. 交通体系の抜本的整備

開発計画lζ示されているほか，全ひかり号の新横浜駅停車を推進。

5. 東京湾の広域港湾化への対応

横浜港振興のためには，東京湾lζ位置する各港湾の機能を強化する必要

があり，乙れにより東京湾全体の管理・業務を，横浜港がコントローJレで

きる機能をもつよう発展させていく。

6. 地域経済との関係

横浜港はいまや単なる物流基地化し，経済との結びつきが，極めて希・薄

lとなっているため，その対応を十分に検討すべきである（輸出入貿易額は

約7兆円であるが，県経済を潤しているのは，僅か2,400億円に過ぎない。

明治時代に裏付けられたような生糸，茶等の港経済が失われている）

4. フリー・ポート・ゾーン構想

( 1) フリー・ポート・ゾーンの造成（横浜港の今後の発展は”貨物中継基

地”の造成である）

1. オランダのロッテルダム港がロンドンを抜いて，取倣貨物量で世界ーに

なったのは，今から約20年前であるが，乙乙で注目しなければならないの
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は，その取扱われる貨物が，オランタ1,400万人の国民を対象にしたもの

ではなく，行先，買手ともに未定の通過貨物（外貨保税のまま）であり，

同港は当該貨物の中継基地としての機能を持つだけである。

オランダ政府とロッテノレダム市民が，乙の貨物をど乙よりも安く便利に

一時ストックできる港をっくりあげたのである。

地盤沈下 l斜陽下といわれている，備浜港経済を底上げするにはどうし

たらよいか，各方面でいろいろな議論が戦わされているが，ロ ッテ／レダム

港のように中継基地として，世界中の貨物を集荷する魅力ある港（フリー

．ト レード・ゾーン）を，横浜につくれないものかと思う。アジア地域で

はシンガポーノレが既にその機能を発揮している。然し乍ら，将来中国10億

の人口を含めたマーケットを考える場合，シンガポーノレは南にかたよりす

ぎているし，香港はスペース的Kみて無理である。乙れらを考え合わせる

ととうしても横浜に基地をおく乙とが必要となってくる。（加納貞三氏談）

2. ロッテルダム港が現在の繁栄をもたらした道を辿ってみると，国民全体

が全力をあげてフリー・ゾーンの造成に熱心であった乙とである。横浜港

の再開発及び新規計画として，船積貨物の売買相手を日本国内だけK限定

するのではなく ，隣国の韓国，台湾，中国lζ目を向けて，フリー ・ゾーン

の開発lと乗り出すべきである。乙れにより港湾の取扱貨物は，東洋全域を

対象とする乙とになり，通過貨物量の増大を期待する乙とができるであろ

う。 （森本太郎氏談）

3. 償浜市の構想

市当局は国際交流並びIL産業経済振興の拠点

を目指す，大規模な人工島（インタ ーナショナ

ノレ ・トレード・ アイランド〉建設の構想を検討

中である。その候補地として金沢埋立地の海上

面（規模約600ヘクタ ーノレ…右図参照）が，現

在有力視されている。総事業費 6,200億円をも

って， 58年度から開始が予定されている「都心

臨海部」工事のメドが一応たった時期を一応の
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目途としている。

(2) 企業進出促進のための優遇措山（減免税，地価の抑制，共同計算セ

ンターの設置等）

(3) 事業化iと当っては，第三セクタ一方式に基く開発会社の設立

5. 今後推進すべき横浜港重要事業の骨子

(1) 大黒埠頭第 2Jti:J工事の昭60年完成

1期計闘の前面海域 102万rrfを思立て，港湾機能用地と廃棄物護岸を整備

する。

不定期船パース 3 （水深 10メートノレ）

公共内貿バース 10 （同 t 4.5メートノレ）

産業用機械，プラント額貨物集積のため物資別専門上車

頭。

廃棄物埋立護岸 延長 4,376メートル

埋立面むi45万5干d

廃棄物処理 850万44rrl'

(2) 本牧埠頭を含むコンテナ・ヤード及び重量物専用埠頭の拡大

(3) 山内・出田町・ノースピア等港奥地区の再検討（ノース ・ピアの

早期返還運動と同埠頭の再開発）

(4) ベイブリッジを含む道路交通体系と，今後の問題点究明

(5) ポートセーノレス、活動の強化と，海外関連企業の誘致。

以上
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近代港湾成立期の名古屋港を中心として

目次

はしがき

1. 名古屋港築港の要因

2. 地域産業の発展と名古屋港

3. 港湾の地域産業lとはたす役害lj

4. 地域における主要輸出品と名古屋港

5. むすび

はしがき

蟹江 猛

日比野光 伸

（名古屋港管理組合）

わが国は，四面環海の島しょの集合体で，海岸線は湾や入江に富み，港湾

として利用されるものが多数あるが，時代の推移とともにその興廃は，はげ

しいものがある。しかし港湾の築港lζ莫大な建設費を要する近代港湾では，

鐙設技術・機械の発達から 時代の要請に添った港湾機能を常に保持するた

め，改良を加えながら，背後地とともに発展をつ Yけている。

その発展の史的考察を，横浜，神戸の国営港として発展した二大港の中間

K位置し，単独県費で築港した名古匡港について，熱田の宿の渡し場から第

二次大戦までを前期，第二次大戦後現在までを後期と して大別し，今回はま

ず前期から行ってみる乙ととする。
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1. 名古屋港築港の要因

名古屋港の発祥は，遠く慶長6年（ 1601 ）熱田が東海道53次唯一の海路

「七里の渡し（宮渡し）」の宿駅lζ指定されたことに起因する。

熱田は，熱田神宮を中心とした集落で， 111申（名古屋台地）の先端に位向し

ていたが，太古伊勢湾の海底であった濃尾平野が，木曽，長良，揖：斐の三大

川及びその他河川の流砂のたい積により 長期間R.形成されて指定当時には

近くまで陸地が南下し，｜仰の状態ではなかった。乙のため東海道，謝盟路，

佐匡路等の道路の結節点であり，湾内および周辺産物の集散地でもある等の

立地条件が向上しつつあった。その後直背地の名古匿が，名古屋城の築城

（慶長17年 1612）と尾張藩の町ぐるみの清州、｜からの引越しで62万石の城下町

となり， 3代将軍家光が参勤交代の制度を定めた等で，旅人の往来や，貨物

の出入が増加するところとなり要街としての位置づけが確立していった。

港については，名古匡城築城の際，清正石などの重量物を含む大量の資材

が熱田経由で運ばれ，当時熱田一築城地間延長3,980聞に掘削された堀川の

水深が5尺9寸（約 L8m）あった乙とから 潮汐を利用すれば，湾内就航

船の入港は容易であったと思われる。元禄12年（ 1699 ）の熱田日記には「湊

ヨリ24～5町未ノ方ニ保田ト云フ所アリ組船集Jレ所ー也Jとある。約 100年を

経て水深が浅くなったこともあろうが外洋に出る廻船 Cl,000～ 1, 500石積）

は，現在の l～ 2号地東側水面あたりで，小船le｛中継か，瀬取りして

入港していたらしい。また築城と城下町の新設，そしてその後の城下町や熱

田自体の発展から，木材の需要は増大し寛永6年（ 1629 ）には白鳥木場

が造成された。木材は木曽および飛騨から筏で運ばれていた。

熱田附近の海は干拓ブームで寛永年間（ 1624～ 1643）から幕末（ 1867) 

までに，西方は現在の国道 1号線以南で築地口の線まで，南方は現在の東海

道線以西で内田橋から南知多産業道路を見通す線まで陸地となり，河川港の

様なi也形を呈すにいたった。尾張r擦は，熱田奉行，熱田船奉行を置き管理し，

熱田一江戸間の航路開設（文久3年 1863）等振興策もとっていたが，港の大

規模な拡張や維持工事は後半では行はれなかったので，それ以上iと発展しなか
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っfこ。

嘉永6年（ 1853 ）ペリーの黒船来航と 翌年の日米和親条約締結て・長か

った鎖国の夢から覚めた我が国は，安政5年（ 1858）日米修好通商条約等米，

露，英，仏，蘭5ヶ国といわゆる安政仮条約を締結して，世界lζ向って門戸

を開放，国内も幕政から王政へと大転換していった。乙の間lζ償浜港（神奈

川港）安政6年（ 1859) 神戸港（兵庫港）慶応3年（ 1867 ）がそれぞれ

開港した。

明治lζ入ると，政府の殖産興業政策は，ζれまでの家内工業を工場工業へ

と進展させたので，生産力増強にともない製品および原材料の荷動きが量数

ともに増大した。名古屋周辺では，織物（特IC.綿織物） ，製糸，陶磁器等の

産業が盛んとなった。輸送面では，陸上は東海道，中仙道，美濃路等街道は

整備されていたが，貨物の大量輸送は水運 ・海運に頼る以外になかった。

明治初年の熱田港は，背後地iζ恵まれ，通行出入の貨客が多数量あり，海

事関係の業者，従業員の確保等の立地条件はあったが，港内狭小と浅水深で

港として政府の取り上げる所とならなかった。

郵便汽船三菱会社は，各地lζ定期航路を開設していたが，港の規模と水深

から熱田港を断念し四日市一東京聞に定期航路を開設，明治15年（ 1882）に

武豊港にも寄港させた。乙のため熱田からの貨物は四日市経由となり，その

所要時間は四日市一東京聞が l昼夜，熱田一四日市間海上距離JO里が早くて

5～6日，遅くなると10日～半月を要した。乙のζとから地域の陥没と経済

的に地域産業の被る打撃はす乙ぶる大きく 熱田港整備の気運がたかまった。

吉田名古屋区長は，明治14年（ 1881）に明治天皇行幸の途次名古匿に立

寄られた際，供奉して来た大隅伯lζ熱田湾築港の必要性を力説し，井上，山

県両候の視察すると ζろとなったが，取り上げられなかった。そ乙で明治16

年1月「熱田湾の内保田湾へ築港の儀に付き上申」を愛知県知事に上申した。

奥田正呑県議会議員も同年4月の県議会lと「熱田築港の建議」の案を提出

した。両者内容はほ Y同じであるが，後者はー・・ 民利公益のためには運輸

の便を計かる ζとが大切である。熱田港は立地条件は良好であるが，港の規

模小にして浅水深という ζとで，定期航路の寄港地が四日市港となり，熱田
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一東京聞が 1昼夜，熱田 四日市聞が6～15日という所要時間となっている。

放に地域産業は，年々損害が増加しているが挽固には港を整備する以外にな

い。熱田湾の最適地に早急に築港して繁栄をもたらせられたい－

議会では全額国費施工をそう入等を修正して議決した。国貞知事は乙れを

政府lζ上申したが取り上げられなかった。しかし乙れが名古屋港築港への文

書に残る契機である。

明治19年（ 1886）武豊線と同22年 （1889）東海道線の全通。日清戦役の

際，千四広島県令が世間の反対をおして経営してきた宇品港が一躍大重要港

として活用された乙とが地域の世論を刺激した等 前記から10年聞に気運更

に熟し堀部勝四郎議員はじめ 7名の県議会議員が明治27年（ 1894 )12月の愛

知県議会に「熱田湾築港の鐙議」の案を提出した。内容は，鉄道網の発達で

陸連は整備されたが，海運が整備されなければ地域の発展はない，熱田港は

我が国の中央l乙位し，地域のみでなく国益上，軍事上も必要である。当局と

同じく県議会も同港の必要性を認めているので充分実地調査し，結果を報告

されたいというもので標記を「熱田湾築港調査の鐙議」とする等の修正を加

えて議決された。

乙3で世紀の大事業lζ対処する行政側と議会側の足跡を追ってみよう。

明治28年1月（ 1895）の臨時県議会で調査費 687円余が可決され早急に

調査を進め，同年11月lζ知事は総工費 189万7千余円の工事費，工事概要等

調査結果を報告，その際，水深を20尺， 25尺どちらにするか諮問祭を提出，

県議会は慎重に審議し水深20尺を決定した。

明治29年 (1896)2月の臨時県議会には，築港費を明治29年度から 7年

( 1896～1903）にわたる継続年期及支出方法と，名古屋市郡地加負担22/100

市郡一般負担60/100という利益者増加負担を含む総事業費 189万7千余円

の財政計画案が上提され，築港は， l県の利害のみでなく国家の宏利公益に

関する ζとであるのであ万円の国庫補助を受ける ζとを条件に可決，同時に

議長名の国庫補助lζ関する内務大臣宛の鐘議文も可決された。これを受けて

時任愛知県知事は同年3月19日工事施工と関連諸認下を政府lとりん請した。

同年5月22日板垣内務大臣より工事施行の指令があり，県議会の国庫補助請

／ 
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願鐙議は採用されない旨の通知もあった。国庫補助分については県費で充当

し，熱田港築港事務調査委員をおき築港IL閲する一切の事務を調査する乙と

が同年8月の臨時県議会で決議され，近代的な名古匡港への脱皮工事はよう

やく着工となった。

人工港としては，当時の我が国最大工事の県単独施行での踏み切りが，県

議会の場を通じ民主的に決断された乙とは，以後の名古屋港発展K大いに意

義があるのである。

j主山 名古屋港管理組合「名古屋築港誌」（昭和28年）P. 8～P.45 

(2) 名古屋港管理組合「名古屋港年表J （昭和56年）

(3) 名古屋市熱田区白鳥町九知会「熱田風土記」 （昭和38年）巻三P.3～R 16 

巻五P‘ l～P.12

(4) 文英堂 「日本史要覧」 ( 1979第27版）

2. 地域産業の発展と名古屋港

明治に入り維新政府の指導者lとより近代的交通機関の整備が進められた。

乙の中で最も顕著なものは 鉄道 ・海運の近代的交通の整備であった。

まず，鉄道においては，英国からの外債ーにより明治5年（ 18 72 ）に敷設

された新橋一品川聞の鉄道にはじまる。

その気運lζ乗って，明治政府は中仙道鉄道（中央線）敷設の目的をもって，

その車両資材運送の拠点として明治19年（ 1886）に武豊線を敷設して旅客・

貨物の輸送をはじめた。

その後明治政府は，中仙道線（中央線）の鉄道敷設は軍部の強い要請でも

あったが，山岳地帯を通過するなど膨大な建設費をょうする乙とから一時中

止され，先きに東海道線が鐙設される ζととなった。そのため武豊線より資

材輸送の必要性はうすらいだ。

また，武豊線の基点としての武盟港は名古屋を中心とする国内をはじめ，

外国貿易貨物の入出貨物を取り扱う港湾としては立地的に距離の観点から適

した条件をそなえた港湾とはいえない。

以上の観点から商工業保護政策上，立地的iと最適条件をそなえた熱田湾lζ
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築港の気運が高まったのである。

特le明治27・8年の日清戦役にあたり，軍隊その他の輸送iζ，愛知県が

港湾整備に立ちおくれている乙とが甚しく認識§れるにいたり，明治27年

( 1894 ）の通常・愛知県議会に議員明部勝四郎外6名から提出された熱田湾

築港iζ関する鐙議は多数の賛成をえ提出されるにいたった。

ζの聞において，熱田港築港については，幾多の屈折はあったが，明治29

年（ 1896) 7月の熱田港築港工事着手（実地点l量）にはじまり，明治39年

(1906)12月に大望の大型汽船相川丸 （1536トン）が若松から石炭 1,850

トン積載して初入港（貨物船としての）した乙とにより，近代港湾としての

名古屋港の事実上の出発点となった。

そして， 明治40年（ 1907 ) 10月24日には熱田港を名古屋港と改称し，続

いて11月10自には名古屋港も開港場に指定され，国際貿易港として世界の港

と直接手を結ぶ乙ととなった。

国際貿易港としては，同11月19自に大阪商船所属の潮州丸（ 1,670.43総ト

ン）が北支牛荘から大豆かすを積載して初入港した乙とにその出発点を求め

る乙とができる。

また，定期航路としては，大阪商船の北支定期航路の勝山丸（ 1, 770トン）

が第 1船として入港したことにより国際貿易港としての前途には洋洋たるも

のを見せた。

注 (1) 土屋喬雄「日本経済史J経済学全集刊昭和30年3版弘文堂発行P.123～ 

P. 140参照

(2) 愛知県「愛知県史（上巻）」 （大正3年）第4編築港第 l章総説名古屋築

港沿革P.4 -l以下参！！（｛

(3) 名古屋港管型組合「名占屋港年表」 （昭和56年）

3. 港湾の地域にはたす役割

日本は加工貿易立国である乙とは申すまでもない。

とにかく，原料を海外から輸入しなければならない。そのためには，生産

工場の立地は必然的K港と相関関係になければならない。
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乙のような乙とから名古匡を中心とする中部経済圏における名古屋港の鐙

設がさけばれたのは，神戸港，横浜港のどとき国策として，大きく日本経済

における政策の大前提として，莫大な国貨によって日本の玄関として鐙設さ

れた港湾とは乙となり，名古屋港はあくまでも地域経済のみずからの必要性

に基ついて，必然的lζ建設されたものである。

乙の点において，いずれにせよ港湾は加工貿易立国たる我が固には，必要

かくべからざる必然的要求ーにより鐙設Eされる乙とにはかわると ζろはないが，

乙のような蓋然的側面からすれば，名古屋港は地域経済の必然性によって，

必然的関連性のもとに窪設された港である ζとKおいては，他から政策的lζ

附与されたものではなく，一つの堆然性のうえに鐙設された乙とにその特性

をもっという乙とがいえる。

乙れを最も特徴ずけるものとして，名占屋港をとりまく，代表的な愛知県

の工業生産額にみる乙とができる。

名古屋港が開港されてまじかい大正4年（1915）には愛知県の総生産額は

l億9千余万円であり，乙のうち工業生産額はl億3千余万円と約67%を占

めている。

さらに昭如13年（ 1938 ）には総生産額は17億9百万円に及び大阪，東京，

兵庫に次ぎ第4位iζ位置している。

（表 1) 愛知県の総生産額の趨努

年度
r: Ni 宮目 農産官(t d百戸L 制 木目li 官ii 林 ifil 古自 主；. i'li 書ri 合

（肝年）

f l'I 0o 千円 ”u f・l'J qo 『Pl 。。 千円 。包 fl'I 0o f-l'J 0o 

大正4年 130.048 66.7 56,685 29.l 3.039 1.6 3,492 1.8 1,193 0.6 ’653 0.2 195, 110 100 

昭担6年 521,lll 81.9 82,397 12.9 18,280 2.9 11.293 1.8 1.758 0.3 1,766 0.2 636,665 100 

昭和12年 1.360. 504 87.5 140,541 9.0 30,318 1.9 14.914 1.0 6,220 0.4 2,712 0.2 1,555,209 100 

昭和13年 1,496,993 87.6 149,019 8.7 31,851 2.0 16,878 1.0 8,374 0.5 3,569 0.2 1,709,684 100 

(tt) 「愛知県統計せrJ.rr. ,1.-b!沿案内」による。

ζれを表（ 1 ）により比較してみれば第一次世界大戦初期の大正4年（1915) 

に比較して8.7倍，世界不況の段も深刻であった昭和6年 Cl931 ）に比較し

て2.7倍，昭和13年には工業生産額は総生産額の87.6 9ぢを占め圧倒的位置
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にある。乙の工業生産のうち，軽工業，特に紡績工業の占める位置は大きく，全体

の54.7 % ( 8億 2千余万円）続いて金属及び機械器具工業の18.9%，食糧

品工業の 6.6 ~ぢ，化学工業の 6.2 %となっている。

また，特lζ全国生産額の第 l位を占める窯業lとおいては 4.1%と県下にお

ける生産額の位置は低いと乙ろにある。

（表2) 愛知県工業生産額の趨勢

年度
紡訂i工業 金属工業

機械器以
買t 1主 化学工業

食宇十品 その他
メ口玉、 対

(lff年） 工業 工業 工業

千円 % f-1'1 ~＇ 千円 % 千円 'o 千円 o,, 千円 。。 千円 αb Fド1 'o 

昭和9年 611,602 65.l 9,060 1.0 82,015 8.7 60,930 6.4 40.147 4.2 74,909 7.9 63,538 6.7 948,260 100 

昭和10年 676,178 64.l 9,998 1.0 102, 173 9.7 65,391 6.2 49,742 4 7 80.106 7.6 71.868 6.7 1.055.456 100 

昭如11年 755,357 63.4 12,872 1.1 119,lll 10.0 71,241 6.0 61.822 5.2 87,826 7.1 82,376 6.9 1,190,605 100 

昭和12年 831,371 61.1 18,464 1.4 177,551 13.l 14.484 5.5 77,941 5.1 93.151 6.8 87、535 6.4 1.3§0, 503 100 

昭如13年 821,339 54.1 43.656 2.9 284.105 19.0 61,366 4.1 92.944 6.2 105.468 7.0 87,515 6.1 1,496,993 100 

（注） 「愛知県統計百ヰ」，「名占hl治案内Jによる．

さらに昭和12年を品種別にみると，綿織物は l倍、5千8百万円で全国生産

の18%，毛織物は 1億l千9百万円の549ぢ，陶磁器は3千40万の4596を占

め，いずれも全国第 l位の生産力をほ乙 っている。

戦前の名古匡港における取扱貨物の最高であった昭和12年（ 1939）におけ

る愛知県の海外輸出額は3億l千4百万円で愛知県の総生産額の229ぢに相当

し， 全国輸出額から比較すれば10%に相当する。

また，名古匡港における昭和12年（ 1939 ）の愛知県生産品の海外輸出

額は l億3千万円であり県生産品の全輸出額に占める割合は41必で，昭和3

年（ 1928）における3096に比較すれば名古屋港からの輸出は逐増の傾向に

ある。

このような乙とから名古匡港の地域経済にはたす役割の位置づけを見る乙

とができる。

特lζ名古屋港における取扱貨物は 日中戦争のぼう発した昭和12年（ 1939) 

には，戦前の最高7,895千トンを記録した。 それ以降日本の社会情勢は戦事一

色化し，昭和16年12月8自における大平洋戦争のぼっ発により， 全く港湾は，

軍事的機能へと移行していった。
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注 (1) 愛知県名古屋港務所「名古屋港案内（昭和15年版）」第2節名古屋市並び

IL其の附近地P 112～P. 114参照

(2) 輸出入額等については， 「名古屋港案内Jleより，全国，県規模の生産額

は， 「工場統計表J， 「愛知県統計者」 による。

4. 地域における主要輸出品と名古屋港

愛知県における主要生産品である綿布生糸及び陶磁器の輸出状況につい

て，地域産業がどのように，港湾と必然的関連性にあるかを乙れら生産品が

もっ個別性によって，社会的，経済的適合性から港湾と，どのような誘因関

係にあるかを歴史的背景からその軌跡により港湾との必然、的条件を求めてみ

fこし、。

(1) 綿布の生産と歴史的背景

明治政府による殖産興業，富国強兵の二本の柱の中で，殖産興業における

軽工業部門の先兵はなんといっても紡績工業である。

愛知県における近代紡績工業は明治13年（ 1880）額田郡に官営模範工場

として，愛知紡績所が創設された乙とにはじまる。明治18年（ 1885 ）には民

営の洋式紡績工場として名古匡紡績が創設され 明治19年（ 1886）には官営

の愛知紡績所は払下げられ民営となった。

また，明治20年（ 1887）には尾張紡績株式会社が創設され，次々と産業

の近代化が進められるにつれその前途lζは洋洋たるものがあった。

乙のように明治20～23年（ 188 7～18 90 ）にかけて大規模紡績が続

々と創設され，綿糸の生産が激増し，その販路を海外lζ求め明治23年以降中

国輸出がはじめられた。

明治26年10月には日本郵船会社と特約し，インドボンベイ航路の開始とな

り，印度綿の輸入が本格的にはじめられた。

乙れに伴なって，品質の開発が進められインド綿糸と競争できるようにな

り，国際競争力の強化となった。

さらに，米国綿の輸入によって，品質が一段と改良され，国際競争力がさ
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らに強化された。

明治26年2月には三重紡績の拡張により，愛知j分工場が名古屋に創設され，

明治28年11月には現在の一宮市K一宮紡績会社を創設し，明治32年4月には，

現在の半田市lζ半田紡績株式会社が創設されるなど，拡曜にはめざましいも

のがあった。

明治33年の愛知県における全生産舗は3232, 267貫，価格lとして6,129,961 

円であり，明治22年l乙比較して8倍IL達した。

明治30年に入ると外国資本の強化lζ伴なって，国際競争力の増強のため合

併が進められ，経営の合理化がはかられた。

明治39年10月には尾張紡績と名古尾紡績が三重紡績に合併し，一宮紡績株

式会社も同年日本紡績株式会社fC.合併した。

乙のような歴史的背景のもとに育成・成長した紡績工業を基盤とする綿布

は愛知県工業生産品の第 l位の座を占めるにいたった。

これを昭和9年（ 1934）の愛知県の綿布の輸出状況をみれば，生産額は

221,013千円であり，乙のうち輸出されたものは 156,995千円であ

る。

乙れをさらに積出港別にみれば，名占屋港から輸出されたものは44,124 

千円（28%）であり，大阪港からは 57,450千円（36.6必），神戸港からは

54, 772千円（34. 9 ~ぢ），償浜港からは 649 千円（0.4 96）である。

（表3) 愛知県の綿布生産額に対する輸出状況（昭和9年）

愛知 県 愉 i& 日lj

’J:. ''rr吉ii
1J.刊{Jijll＼古(i

r,,'il-tl.i住 大｜以治 M1 ~·浩 ぬ iJ~ iJJ 

f・l'I f・I') f・l'J T-1』i f・l'J f-111 
221、013 156,995 44' 124 57' 450 54' 772 649 

愛知県 愛古n知県’l.:.11li 愉す:l:M1仁川 輸す:1: 術1にX・J 輸:I：御iiこ対 愉:I＼術lに対
綿布

’i'. 11'ti Mi 
lこ刈する るr.,'i!'l!. るJ,I坂芯 するド，，，.；浴 する航浜t佐
輸：I:Millニ 池の輸II'.額比 の輸，＇l¥Mi比 の斬1HI＼古fiJt の輸：1：古riJ七

100 。。 71.0 
句。 ''o 。ο 。。 。。

(JOO.OJ (28.0) (36 .6) (34.9) (0.5) 

uu  rr.,1i!tl治家 ，，~刊行制 1 10年J:f.i)Jによる

乙のような現象は，大阪府は綿布の生産においては全国でも第 l位の座に

あり，続いて愛知県が第2｛立，第3位が兵庫県という産出高からみれば，経
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済的交易性から，必然的lζ大阪に集中する傾向にある。

ζのように綿布の取引商社の関係上大阪において，取扱が行われる乙とか

ら商取引上大阪に集中する必然性がある。乙のため船舶の配船においても大阪

港，神戸港に集中する必然的要件からその集中性は一段と強くなる。

以上から名古屋港における船積みは，愛知県及び隣接地域からの大量出貨

の船積み，または配船の都合上名古屋港において船積みが特に条件的適合性

IL一致するもののみが名古屋港積みとなるものと臣、われる。

乙のようなことから商取引上の規模の問題として 港湾の立地的性格が位

置づけられる。

注 (1) 日本綿花協会編 「綿花百年（上巻） 」 （昭和44年）一明治中期（明治16年

-30年） p 74～P. 108参照

(2) 愛知県「愛知以史（上巻）」 （大正3年） 第10編工業第2章第 i節綿紙

10-1～10-25参照

(3) 愛知県名古屋港務所「名古屋港案内（昭和10年版）県下生産額と輸移出額

参II賀

(2）生糸の生産と輸出取引市場の立地性

生糸は我が闘においては高級品として，一部の上流階級のたしなみとなっ

ていた。

愛知県においては，平安朝の初期から中期までは非常に養蚕は隆盛を極め

ていたが，承平天慶の乱（ 931～ 941）後不振となり，特l乙三河地方では乙

れlζ代り綿花の栽培が磁んとなり，三河木綿の一大産地となった。そのた

め維新当時は僅かに農家の副業として，小規模に営なまれていた。

しかし，生糸は開港と同時に巨大な欧米諸国の套修品需要と結び‘っき，我

が固においてはその販路を乙れら欧米市場に求め生産の拡大政策がとられる

lζし、fこっ7こ。

当初における輸出の先兵役は儲浜における外国商館と取引する生糸商であ

った。乙れら生糸売り込問屋たちは，横浜に定着し，全国からの生糸を乙、

に集積し一大取引市場が，備浜lと立地するにいたった。
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乙のように生糸の取引がさかんになるにしたがって，一躍我が国の輸出品

の大宗lζ押し上げられるにいたった。

明治政府が愛知県において生糸製造に力を入れだしたのは明治6年（1873) 

にはじまる。明治10年7月養蚕製糸i易が名古屋市七曲町の植物園内に設置さ

れ群馬県より製糸熟練工女を雇い教員と して県内から生徒を募集し，生糸産

業の振興につとめた。

明治12年には数名の生徒を選抜し，上州地方へ派遣し伝習させた。しかし，

明治13年（1880）には愛知県議会においてζのような生糸産業振興政策が

否決されたととにより同年限りで廃止されることとなった。

一方，丹羽郡，葉栗郡（尾北地区）では，生糸は古くから農家の副業とし

て，かなりさかんに製造されていた。

明治6・7年（ 1873・4）には長野県から座繰器機を購入し，明治14・1昨

( 1882・3）より23人， 30人取足踏み器機製糸工場を設置し，明白α年(1887)
にいたり始めて海外に輸出するにいたった。

明治37年 (1904）機械生糸製造業者によって愛知館が設立された。また，

共同楊返し所を犬山・古知野の両所iζ置き精検，共同販売が行われ，内外市

場に一段と声価を得るにいたった。

明治42年（ 1909）には丹羽， 葉栗，西春井の3郡の地域lζ尾北生糸製造

同業組合が組織され，生糸生産振興対策は一段とその強化をみた。

乙のように愛知県内の尾北地区における生糸生産振興対策におけると閉じ

ような動きは東三河，西三河，尾南地方など愛知県一円にあった。

乙のような動きの中で特lζ顕著なものは，明治38年（ 1905）同業者が一

致団結し，共同販売，品質改良の斉ーをはかるため，盟業社を組織し，同社

の名称をもって輸出商品名とし横浜市場へ販売したのも売手市場の強化をね

らったものとして注目すべきものである。

以上のような振興政策のもとに 愛知県は生糸の生産では，隣県の長野県

に続いて全国では第2位の生産高をもっている。

乙れを大正8年（ 1919）を例にとってみれば，生糸の全国生産額は

780.153千円であり，乙のうち長野県は 245,475千円（31.57幻続いて愛
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知県が59,582千円 C7.6%）で第2位 ・第3位は群馬県48,044千円，第4

位は埼玉県の 37,470千円である。さらにこれを全固における生産分布状況

からみれば長野，埼玉，群馬，福島，山梨の各県において全国の51.596カ生

産されている。

（表4) 横浜港附近地域の主たる生糸生産地の状況

年 ）fr. 全［1i［生産好i
長型l~；l lii !!¥ V,l tti l~U,l t;,¥,1;h Y,l 山梨県 す［（A)

(B）の（Alに士、l

（桝イド） (A) するよじ

T円 下円 f-111 T-111 T-1'1 T-111 下l'I 。。
大正8年 780,153 245,475 48, 044 37. 469 31, 014 39. 967 401, 969 51.5 

昭如3年 782. 298 208,619 50' 426 35, 439 23, 925 35' 875 354. 284 45. 3 

昭和12年 488. 611 101,350 32, 787 27. 140 19,145 23, 669 204,091 41.8 

(ii.) 「工場統計表Jによる。

乙のような生産分布性から して，おのずと生糸の集積地は関東地域に立地

する乙とは当然であるという乙とがいえる。

以上により生糸の立地的条件からくる誘因性から名古屋においては国際的な

取引市場は立地しえなかったζとは，取引市場から発生する生産規模の問題

としてとらえる乙とができるのではないかと思われる。特K生糸は，商品そ

のものの価額性からくる，輸送費の占める割合が低いという関係上距離的効

果の占める割合から市場的集中性は一段と強化される。

乙のような市場的必然性と生産的必然性から関東における国際貿易港であ

る償浜港lζ生糸が集中し， おのずと積出港と しての立地的条件が成立する。

注 (1) 愛知県「愛知県史〔上巻）」 （大正3年）第IO編工業第2章第 21l羽生紙

P. IO 32参照

(2) 有沢広己監修「日本産業百年史（上）」日経新書57昭和51年18版日本経済

新聞発行P.43～P.50参照

(3) 陶磁器産業と名古屋港の地位

我が国の陶磁器の歴史の上においても愛知県における瀬戸，常滑をはじめ

瀬戸に隣接する多治見を中心とする東波地区は古から歴史的立地には見るべ
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きものがある。

特に瀬戸の陶磁器は全国に行き渡り広く陶磁器を代表する代名詞として瀬

戸ものと称せられている。

瀬戸においては安政年間（ 1854～1859）に三井商店から米国へ輸出用の

食器類数百個の注文があったととが愛知県史I＜：：記されている。

維新政府になってから横浜 神戸の貿易商から伽排茶碗等の取引が続出し

Tこ。

明治10年代後期における名古匡の輸出陶磁器生産をみると，素地を瀬戸，

美濃から仕入専属文は下請の上絵付業者lζ加工させ，輸出業者K販売してい

た。乙のような状態は現在と何んら変わると乙ろがない。

名古屋における近代的陶磁器製造を開始したのは，明治23年lζ森村組（現

在のノリタケカンパニー）の名古屋進出である。森村組は，さらに明治27年に

は東京・京都の専属画工場を名古屋lと移転し生産規模の拡充をはかった。

また，明治27年（ 1894) I＜：：は，名古屋陶磁器貿易商組合が設立され，名

古屋における陶磁器輸出基盤が確立され，我が固における名古屋の輸出｜陶器

の地位は一段と強化された。

名古屋に進出した森村組は 明治37年（ 1904)1月Kは日本陶器合名会

社を設立し， ドイツから素地製造プラント一式を購入し，我が国最初の近代

的工場を設立した。

陶磁器の輸出の状況をみれば大正13年（1924）から激増し，昭和4年 (1929)

の世界恐慌までは，輸出の延びは順調であった。しかし，昭和6年（ 1931) 

を底辺として世界経済回復とともに再び激増を続けた。

さらに陶磁器の輸出状況について，昭和9年（ 1934）の愛知県における生

産額49,976千円から乙れをみれば，乙のうち輸出に向けられたのは 27,006

千円である。同年における名古屋港からの陶磁器の輸出額は， 27,481千円で

あり，乙れらからして愛知県の輸出額のうち名古匡港から輸出されたものは，

乙のうちのほとんどであると推定される。

乙の現象は，昭和12年（ 1939）を例にとって見れば全国の陶磁器の生産

額67,814千円のうち愛知県33,175千円で 48.6；；ぢ，隣接の岐阜県 l1,0 3 9 
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（表 5) 名古屋港開磁器輸出の趨勢

年 度
輪 出 額

大正 7年を 100と
〔府 年） した勾合の延，終

大正 7年 8 0 6 2千円 100 

13 18,69 3 2 3 1 

14 2 6, 6 6 7 330 

昭和元年 2 7, 3 2 1 338 

2 2 6 5 1 5 328 

3 31,846 395 

4 31,852 395 

5 2 3, 6 0 8 2 9 2 

6 1 8, 0 8 1 224 

7 2 2, 8 7 7 28 3 

8 3 4, 0 9 6 422 

9 4 0. 0 4 7 4 9 6 

j主 「名占屋港案内（昭和10年版）」による。

（表 6) 陶磁器港別輸出状況

港 5jlj 昭和元年 昭和 2 年

名占屋港 27 321 千円 69.7。パ／υ 26 515 千円 72.5 ／。Uど

四日 m・港 4,289 10.9 4,150 

神戸港 5 259 13.4 4 138 

門司港 l 060 2.7 787 

大阪港 823 2.1 684 

横浜港 374 1.0 292 

長崎港 104 0.2 24 

39,230 100.0 36 590 

注 (1) 名古屋継については， 「名l片屋港案内」によるc

(2) その他IC::.ついては， 「日本愉t＋：陶磁史」 IC::.よる。

11.3 

11.3 

2.2 

1.8 

0.8 

0.1 

100.0 

一

千円で 16.3 %を占め，愛知・岐阜両県で全体の 61.296を占める乙とにな

る。
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以卜から陶磁器の集積地は立地的条件からまた，距離的効果から当然出貨

地の最も近い港が最適条件港となる。乙のような必然的条件からして，名Ill

屋港から積出される乙とになる。

注 (1) 愛知県「愛知県史（上巻） J （大正3年）第10編工業第2市第7節陶磁器

10-84～10-95参照

(2) 日本輸出陶磁史編纂委員会編 「日本輸出陶磁器史」名古屋陶磁器会館昭和

42年発行P.34～p.37' p 40 ' p. 49参照

(3）愛知県名古屋港務所 「名古屋港案内（昭和10年版）」県下生産額と輸移出参

！照

(4) 輸出入翻等ICついては， 「名占屋地案内」 lζより，全国，県規模の生産額

は， 「工場統計表」， 「愛女［叫統計＇l;.Jによる。

5. むすび

名古屋港の近代的港湾としての成立は，地域産業の基探のもとに築かれた

港であるという乙とがし、える。

前述のように，名古匡港の背後地の代表的産業には明治政府の近代国家建

設の一翼であった殖産興業政策の一環としての官営繊維模範工場，地場産業

である陶磁器産業における歴史的立地性を基盤として発展した近代的陶磁器

産業がある。そ乙lζは両者ともに近代産業としての立地的条件を付与された

産業と しての厳しさがあった。

まず第ーに商品を生産するには，労働，資本，原材料が一体的均衡性を保

持する ζとによって成立する ζとはいうまでもない。

乙のような生産手段としての均衡条件は，物資流通があってはじめて，市

場性が規定づけられ，生産規模がおのずと限定される乙とになる。乙＞ I乙交

易性が問題とされる乙とはいうまでもない。

乙の交易性の問題として，陸連 ・海運などの交通手段が条件課題とされる

生産手段と流通手段の併存的均衡が生産物の規模と市場の規模を決定する

乙とになる。

ζのような乙とから名古屋港は，歴史的には古来より陸上交通・海上交通

の嬰街として東西両経済圏の中聞に位白し 経済的にも社会的にも最適条件
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をそなえていた。

しかし，名古匡港は広大な濃尾平野を流れる木曽，長良，揖斐をはじめと

する大中小河川の流砂によって，形成ts:れた遠浅の海であるため近代港湾鐙

設の条件としては最適条件をそなえてはいなかった。

乙れは，位置的には最適な条件にありながら近代的港湾鐙設には経済的適

合性をそなえた港湾とはいえなかったからである。

名古屋を中心とする経済圏の発展のためには近代港湾としての名古屋港の

連設は必要条件であったが 国策港湾としての条件的適合性をそなえていな

かったがため，背後地産業の発展の上lと独自の開発港湾としての運命を歩ま

ざるをえなかった。

我が国の国情から原材料の運搬は海運によると ζろ大である。加工貿易立

国として当然原材料を海外から輸入しなければならなし、。

乙のような乙とから初期の名古屋港は輸移入においてはエネノレギー源とし

ての石炭が大宗を占めていた。

産業が発展すれば当然原材料製品の動きは激しくなる。特に原材料にお

いては距離的効果のおよほ．す影響が大である。

乙のような動きの中で，名古屋港を特徴づけたのは，繊維製品，陶磁器に

おいてみるととができた。

繊維製品においては本論の中で綿布を例として産業の発展と港湾の関係を

述べてきた。

綿布は商業的条件によって大阪に集中性をもっているため，名古匡港積み

は一定の条件的適合性lとかなったもの以外はほとんど大阪，神戸港積みとさ

れた。

陶磁器は製品の性質上，移動の危険性，距離的効果などから，また名古屋

に商取引が集中していた関係から大部分が名古匡港積とされた。

生糸は，製品そのもののもつ経済的，行政的要因から愛知県は全国第2位

の生産をほとりながらもほとんどが横浜港積みとなり名古匡港との関係はも

たれなかった。

以上から，我が国産業の有する立地条件から港湾は，物資流通の場として
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背後産業とのけん引関係において，規模機能を特徴つ‘けられる乙とにな

る。

乙のように名古屋港は地域産業の自然発生的要求によって連設された港で

あるという乙とがいえる。

そして，名古屋港の発展は背後地の生産的特性によって，特徴づけられた

ものであり，背後地産業の軌跡そのものである。
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港湾における労務管理制度

一一一 共同雇用問題を中心に一一一

目次

1. 問題の所在

2. 港湾lζおける 「共同雇用Jの形成と展開

3. わが国港湾における労務管理の特徴

4. わが国港湾での雇用保障の進展と停滞

5. 結びiζかえて

1. 問題の所在

田中省三

（日本海事検定協会）

政府統計によれは＼完全失業者は 114万人（昭和55年）を超えている；1)

わが国現代社会での雇用問題は エネノレギー危機と呼ばれた40年代後半以来

急速、に多面化させており，労働力の高齢化やパー トタイ 7一等の非労働力の

増大を含めた労働力の構成面からも，将来の雇用問題に多くの問題が顕在化

してきている。

わが国港湾における雇用問題は，港湾の用役生産過程の変化にどう対応す

るかという乙とに大きな比重があり，海上輸送，港湾荷役の技術的変化が本

格的な形態を全国的にあらわしてきた ζと，従って港湾用役生産の新たな体

系化ーーターミナルで‘の労働がいよいよ港湾労働の基幹になってきたと乙ろに

中心がある。（2 •

主要六大港lとみられるコンテナ化による様々な特質と特徴をみせた10数年

の対応を一言で要約すれば，乙の世界的な海上輸送技術の発達は，港湾建設

と管理，港湾労働K大きな衝撃を与えつづけている。そして， 「高度成長経

済Jによる産業再編成以来の数々の「物流政策J を遂行してきた~3) 港湾整
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備の進捗も順調で，荷役の生産性向上と効率的在り様が強く求められたのは当

然であった。そのため用役生産の主体をなす労働体系の確立と港湾労働全般

にわたる労務管理の進展が著るしい。

小論は，戦後30数年にわたるわが国港湾労働の実態を基盤と したこ乙10数

年の港湾労働問題の主題である雇用を中心とした労務管理の変遷IC1つの接

近を行おうとするものである。そのために，幾つもの問題が整理されねばな

らない。主な問題としては，次の事柄を挙げる ζとができる。

1つは，港湾での労働力需給は交通労働の特質をともないながら，直接的

lとは海運発達の国際的圏内的な諸形態と港湾整備・運営IC規制される。とり

わけ，主要港では，コンテナターミナノレの整備によって，埠頭の専用化の果

す役割は各分野lζ大きな規制要因をもたらしたど）

2つは， 40年代以降の港湾労働者の激減を経て，減量経済体制下での相対

的過剰労働を創出し，他方，労働力の流動化への対応一一労働力の再編成で

あり，乙れらは国際的な港湾労働の動向でもあって， ILO舞台での動向が著

るしかったJ5)併せて，各国の対応も顕在化した。

3つは，港湾での企業集団と労働者集団による労使関係確立への形成過程

である。昭和48年8月18日運政審答申で提起された「労働力のオルカーナイザ

-Jとしての企業集団の方向は 細分化された個別企業の雇用形態を存続さ

せる一方，新たな荷役生産への対応を顕在化させてきた。つまり，港湾にお

ける新たな労務管理，とりわけ雇用安定化に労働者集団の協力なしに行い得

ない必然性を明らかにさせた。

以上の若干の問題点は，それぞれ詳細に論じられねばならぬが，紙数の都

合で側面的に触れていきたい。

注 (1) 労働白書（昭和56年版）

(2) ターミナル労働という用語は市民権をとっていない。筆者の指摘は， 2つ

の面からの労働の規定ILしかすぎなし、。lつは交通労働の場所移動は，港湾

ではターミナJレでの集中化で固定化の傾向があるとと。 2つは機械体系を制！

とした在来の職能を分解し，沿岸労働は多能工化した効率的労働力利用にな

りつ、ある。

(3) 港湾での物流政策は，総合交通体系確立への諸政策や産業構造審議会での
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答申との撃合性をもって，とくに，昭相40年IO月11日港湾審議会管理部会答

申以降の諸答申にその’白子が貫ぬかれている。

(4) 拙稿「公団lf,iliJHとみられる専用的利用IC:ついて」（ 1979年l月， 『海事産

業研究所報』Nu151 ) 

(5) 柳川和夫「港湾労働IC:関する新しい！LO基準J( 1974年3月， 『海事産業

研究所報』Nu93)

2. 港湾における「共同雇用」の形成と展開

(1) 港湾労働法制定と共同雇用。

港労法の制定が労働力の獲保と保護及び管理を目的とし，幾多の諸要因に

よって成立を見た乙とは周知のと乙ろである。

海上輸送は貨物の積卸しが不可欠であるから，港湾での荷役生産の主体を

誰が担握するかが問題となる。わが国では戦後，港湾運送事業の基本的運営

が築かれてより，用役生産の労働力の礎保と管理が二元的になされてきた。

つまり，日雇と常用の労働力構成を基礎lζ，今日では常用が圧倒的な構成を

形成してきている。しかし，乙の二元的管理は現在も存続しており，企業倒

産による雇用責任という側面から 従来の個別企業の主体性に依存してきた

常用労働の確保と管理に新たな問題を提起している。

港労法制定以前での港湾労働は， 日雇lζ大部分を依存する労働市場lζ規制

され，労働環境の特妹性，機械化の遅れ，部分的に：）J：代盤的な熟練労働を必

要とする荷役労働であったため， 大量の労働力Kよってピーク時に対応させ

る必要があった。その乙とが 港連業全般lζ労務提供的側面を強調させる乙

とになり，個別企業に多様な雇用形態を輩出させた~6)

他方，昭和20年後半lζ始まる港労法制定への労働運動の昂揚を挙げねばな

らない。乙の運動は戦後，港湾労働運動の新たな展開を意味するものであっ

たが，産業別労働運動の成熟条件を欠いた面があって，要求は実らなかった。

しかしながら，以後10数年K至る港労法制定の道程での原点とな った。また

ζの法制定案は，日雇労働に関する労使聞の考えの差異を浮き彫りにさせた。
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更に，乙の乙とは今日の港湾労働の在り様iζ繋っている。労働者側の主張は，

全労働者の登録によって港湾労働の安定を図るものであるが，それは他方に

おいて，労働市場の閉鎖性，労働力の流動化への規制において，就労の均等

化，安定化を目論むものであるし，不就労にたいする雇用責任（企業責任）

の拡大に難点を企業側は持っていた。従って，日雇のみを対象とする登録と

いう点で対立し合ったものになる。

いづれにしても，当初は労使双方の客観的な力量不足，労働J側にとっては

産業別な組織拡大の条件不足，港連業としては，雇用責任の不明確と経済基

盤のぜい弱性が指摘される。

次いで，港労法制定への根拠の一端で、あるILOでの国際的労働問題として

の世界的動向は，1973年ILO第58回総会の決議と勧告グ港湾労働条約と勧告 p

となって，今日の港湾労働の在り方を示す潮流を形成していった。詳しくは

別項で述べるが， 1949年ILO内陸運輸委員会「港湾労働者の雇用恒常化に関

する決議Jでもたらされる日雇労働の不安定雇用形態からの脱皮を求めた法

制度化による保障をわが国では時機早尚という乙とで見送られ，逆IL内部矛

盾を深化させたにすぎなかった~7)

港湾労働問題は，海上労働と並んですぐれて国際的性格をもっているのが

特徴である。それは交通労働の特質と労働の社会化， 国際化一一 つまり， fjJ

荷役から接岸荷役を軸とした国際海上輸送の発展段階の側面を見ないわけに

し、カ〉なし、。

以上乙れらの諸要因が港労法制定を生み出していくのであるが，わが閏港

湾の用役生産構造である港運業の重層構造との聞に多くの矛盾をもたらした

のが最後の要因でもあった。

わが国港湾での「共同雇用」の問題指摘の始まりは，前述した昭和26年港

労法制定案にはなく，具体的に表われてくるのは昭和47年7月「港湾労働の

問題点と施策の基本的考え方」総理府試案からであり，労働組合側からの要

求はそれより も早いが， 全国的な統一的要求となるのは昭和47年 4月7日

「港湾労働者の雇用と生活保障要求」からである。
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昭和30年代，全港湾労組によって出されていた就労保障要求は，労働者の

「登録制Jと「常用化」を進め，不就労手当の賃金保障，そのための労資公

の三者委員会による雇用機関の設置であった。基本的ILは常用・日雇の二重

の雇用構造をもち，労働力需給の対応に日雇労働が大きく依存していたため

と相対的な労働力不足という背景のもとで「共同雇用」形成の契機をもたら

さなかった。また，労働力の質的側面からくる荷役の非効率は必然的lζ長時

間労働によって克服しようとする経済力学が働く。乙れらl血路の打開のため，

30年代後半には，日雇労働の一部を職能別登録lζよって職安を通じ雇用され

た乙とがあった。

もう lつの側面は，何といっても沖荷役を中心としたギャング制労働が多

くの分野を占めていた乙と，労働力需給調整に個別企業毎に対応していた乙

と，その乙とが企業間競争の大きな要因でもあった。

港労法制定lζ先立つ，港湾労働対策の里程標となった目 3・3答申，その

後矢つぎ早ゃに出される港湾運送に関する答申にも相関していく乙とである

が，少くとも「共同雇用」の某本的問題である雇用責任の明確化と登録労働

者の優先雇用と就労保障の概念は充分形成されていないといえる ~SI

しかしながら，港労法制定後コンテナ荷役の本格化を迎える40年代半ばま

での数年は港湾労働の雇用構造，形態，内容すべてを作りかえていった。基

本的には相対的な過剰l労働を生み出し，遂には常用労働者の就労減をもたら

す。乙乙lζ至って新たな荷役体系に対応する労働力形成と全港的な労働力の

効率的利用，他方，就労不安という面から「共同雇用」概念、が登場する。ま

た，労働運動はコンテナi；車頭の封鎖等によって高揚期をもたらすのである。

乙の時期，労働側の雇用安定化への提示は雇用責任の明確化にあり，その

ための労使協議体制の確立であった。 40年代後半の雇用保障にたいする労働

側の要求は自に見えて減少していく就労減にたいし，港湾運送用役を通じた

職域の確保が中心となる。そして，紛議を呼んだ「時間短縮に関する協定J

Iζ結実した統一労働協約の成立は従来の港湾で、の労務管理の在り方に一大転

機をもたらすのであるP

戦後，港湾労働をめぐる国際的動向のなかでILO港湾労働条約の決議と勧
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告は曽つてない特徴をもっている。それは外ならぬコンテナ輸送の特質，即

ち，コンテナ輸送は諸国間での双方のターミナルで、の用役生産を社会化する

ものであり，空コンテナのような輸送の空費が不可欠な形態から地球的規模

のコンテナ流通管理を生成させたため 輸送と労働力の効率化は競争の最大

要因となる。乙のような経済的背景と特質を某盤とした新たな荷役生産体系

の労働者への影響はIL Oの帰結に明示されている。決議と勧告は，荷役技術

の変化による労働者への被害を抑え 国及び労使Kよる調整のとれた労働政

策の実行を求めたもので従って 積械的lζ荷役の機械化と生産性向上を採

り入れた労働政策の展開を求めた側面をもっているgo

決議と勧告には「共同雇用」という云葉を使用していないが，雇用と所得

の保障及び新しい荷役体制への具体策を提起しており，極めて実際的で重要

である。昭和48年第71回特別国会iζ提出された港労法「改正案」は廃案の浮

目を見たが， 50年代の港湾労働の状況に適った改正が求められるべきであっ

たし，併せて，乙の国際的な労働問題の社会化に関する先進諸外国の対応策

とは異った義離が大きかったのではなかろうか~t

(2) 統一労働協約と「共同雇用J

わが国港湾において港湾労働者すべてを規制する労働協約は曽つてなかっ

たY その附失は「時間短縮lζ関する協定」 （昭和47年3月22日）であった。

乙れによって，企業別雇用と労働条件を律している個別労使聞の労働協約は

大いなる影響を蒙むるわけであるが，統一労働協約を形成する諸条件は，交

通労働のなかで、は｜俸illi労働と刷機長い成熟期聞を要した。一般に，交通労働

の経済的性格から労働条件が産業別に統一化するとともに，それぞれの交通

労働の特質に規定される。港湾では，荷役体系の変化によって，一層港湾の

諸労働が相互に関連し合い用役生産を完結3せる乙と，個別ターミナルを軸

とした地域港湾全体の集中的管理を求めること 加えて港湾問役生産引受の

重層構造の矛盾が労働協約の統一化を促進させる。前述の 「3.22協定」に盛

られている 8・7・50という就労時間規制と日祝完休規定は，昨今狙上に登

ってきた港湾の常時稼動体制と対極する実効を発部しているといえようF
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わが国港湾の統一労働協約は著るしい荷役技術の変化を背景に雇用不安と

労働条件の改善に即応せねばならぬ乙とから出発しており，それを通じて就

労機会の増大と保障への制度作りがなされていっているのが特徴的である。

従って，労働協約という具体的実際的な対応において当面的対応という傾向

が強い。乙れらのため，もっとも中心的な問題である雇用保障制度の協定化

が若干遅れている。つまり，誰が，どのように「共同雇用」するのか，誰が

どのように「配置」を行うかは明らかにしていない。 「時間短縮協定Jから

「雇用と生活保障協定」 （昭和54年5月30日）に結実していく過程は，港湾

労働の将来像への条件整備であることを見事に見せている。

しかしながら，何といっても，統一労働協約が「共同雇用」を今日の緊急

課題としながらも，幾つかの模索を労使双方で行っている理由は，企業局IJ,

業種別に細分化されている常用労働の雇用形態からくるところが大き い~4)

現在，港湾での常用労働者の占める役割は圧倒的であり，それ故，個別企業

にとって統一労働協約水準との格差なり方向をどう克服していくかが今日的

課題とならざるを得ないわけである。

港湾労働の質量にわたる内容の変化は，必然的lと新たな小数の機械体系の

熟練労働と大量の単純労働iζ分化させる。そのような下での「共同雇用Jの

利害関係を考察する場合，問題の鋭どさが顕在化する。他方，港湾における所

謂「近代化」 を，港連業の再編成lζ外部から迫ったものであるだけに，乙れ

を一定の系列化によって成し遂げた。乙のような系列下での港湾労働の効率

化は，曽つてのような元請 下請の二重構造によって補完され得なし、。それ

ぞれの港湾全体での少くとも職能的全港的な「共同雇用責任体制JICよる雇

用構造への転換が指向されるべきであろう。そのため，労使による統一的な

労務管理への接近なしに，港湾労働の今日的課題を消化する乙とができない

側面を明らかにさせているともいえる。

現状の統一労働協約は，昭和47年労使協議の確立によって急速な進展をみ

せた。 ζの間，双方lζて締結した協定は多数に上る。大きく分けて労務管理

に関するものと，港湾作業の業域，労働の秩序の当面措置に関するものに分

けられるP 前者は具体的細自に欠ける部分もあるが，港湾労働者の労務管
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理全般にわたって産業別な協約項目をそなえている。そのなかで，港湾の職

域と港湾労働の規定，就労体節IJ，作業時聞に関する協定は，港湾用役生産の

規模決定lζ連結する。 3・22協定より 5・30協定への道程は長い積重ねを感

じる内容となっており，今後の港湾労働の新たな体系化を整備するものであ

るζとが伺える。

後者の諸協定は，RO/RO船等の荷役合理化lζ対処した作業規制に関する

緊急処置的協定と事前協議の定着に lつの重みがあるようである。また，実

質上，就労，作業規制に関連する具体的内容をもっており，注目する点があ

る。

統一労働協約にたいする労使双方の認識はグ魅力ある港湾労働 ρ にある。

曽って，港湾労働が社会的にも低劣な労働条件と地位であった労使双方のま

ぎれもない共通認識がある。

統一労働協約での「共同雇用Jは，その前段措置という ζとで，雇用安定
舗

の具体化要求が労働者側から提起されているが， いずれ雇用の在り方に直

面する事柄である。しかし，魅力ある港湾労働の方向が必ずしも明確でない

が，乙の共通認識は注目されるし，その乙とが港湾における労働組合関係管

理の一層の進展を促す契機になると思われる。

注 (6) 乙のl時点での港湾労働の実態と分析については，大山吉雄 「港湾運送事業

及びその労働関係の当面する諸問題」 （昭和35年10月『労働研究』兵庫県労

働研究所）が精しい。 また，西出政治「神戸港戦後の港湾労働運動史」 （昭

和45年5月『歴史と神戸』神戸史学会）がある。

(7) 「高度成長経済」下では日雇依存が長期間続いた。3・3答申 cs.39年）
にみられる労働政策の転換を具体化させるまで，多くの答申＝行政指導が行

われた。

(8) 拙稿「港湾労働lζおける労働協約交渉の進展をめくってJ ( 1976年12月

『港湾労働研究年報JNo.1 港湾労働経済研究所）

(9) 拙稿「『全国港湾』の結成と前進」 ( 1975年5月『労働運動』新日本出

版社）

QQ) 1973年第58回ILO総会で「港湾における新しい荷役の社会的影響IC関す

るJ7条の決議と36項目ILわたる勧告がある。そのなかで，作業能率の改善

と労働強化への規制を労使協議する乙とが明記されている。
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(111 大谷登士雄 「技術的変化と港湾労働者J ( 1966年10月『青山経済論集』

青山学院大学），柳川和夫「前掲書J

(12) 昭和22年3月31日全日本港湾労働組合同盟と日本港連中央会との聞で統一

労働協約締結のための「労働協約書」が手交されたが，アメ リカ占領軍の集

中排除にもとづく業会の解散によって協約は失効する。（『全港湾運動史J

P. 56 1972年5月，全日本港湾労働組合）

(13) 昭和56年 4月9日付日本海事新問 、、港湾の労働時間，休日問題 II

(14) 「将来の港湾荷役形態lζ関する調査報告書J （昭和55年 3月，関西交通経

済研究センターP.67）において，雇用形態の基盤iζなる元請 ・下請の系列的

再編成と港湾運送引受けの分析が精しくな吉れている。

(1日， （16) 「5・30協定の具体化に関する要求書」 （昭和55年 3月8日） 「港湾

労働者の雇用と生活保障に関する協定書実施細目権認書」 （昭和55年4月1

日「全国港湾」）

3. 港湾における労務管理の特徴

(1) 港湾の雇用関係と労務管理の変選

戦後港湾の労働力は，昭和41年港湾労働法制定まで，個別企業毎に臨時日

雇労働を大幅に依存吸収して需給調整を行ってきた。その間，わが国産業政

策を背景として，就労の波動性，労働環境の劣悪さ等によって港湾への労働

力の流動指向の低さがみられ，貨物の滞J留は社会問題化した。

港労法制定以前の労務管理は，まさしく「労務供給J的側面を露わlζした。

凡そ管理とは云い難いものである。それは個別の港運業め体質と断定する乙

とはできない構造的なもの一一需給の リスクの下請化から生じてきた政策的

要請でもあったF
一般的K，わが国での雇用制度の特徴として①生涯雇用，②年功賃金制度，

③企業別組合が挙げられ，昨今， 世界的にも日本的労使関係が先進資本主義

諸国で lつの評価を得ているようである。一方，減量経営以降，わが国の雇

用，労働慣行は相対的な過剰労働力を背景に数々の問題が顕在化してきてい

る。その最も大きな問題の 1っともなっているのが労働力構成の高令化現象



196 港湾ICおける労務管館制度

と定年延長であるといわれている。当然，これらは総資本として人件費の増

大を促すであろうが，乙のような問題は，むしろ中小企業に集中しているた

め一層の検討を余儀なくさせている乙とは周知のと乙ろである。

港湾では，基本的iζ前述の日本的雇用制度の方向をもちながら，若干の差

異がみられる。 40年代に企業別な労働力の固定化＝常用化を定着させたばか

りで，生涯雇用という一定年期までの雇用は事務職労働には早くからその形

態がみられるが，荷役労働では就労の不安定という実態の下で，前述の中小

企業に集中化している若年労働力不足と高年令化lとその某盤がゆらいでいる

といっても過言ではない。

港湾での労務管理は，交通労働の特性である移動性，即時性と他律性に支

配される。また用役生産の需要fl:.集中的lζ対応、を迫られるため労働時間管理

と生産性向上を抽とした労務管型機構が求められる。荷役労働においては，

船内労働lζ代表されるギャング制労働によって，貨物の種類，船型等の差異

を勘案しチーム労働者数が調整される。

しかしながら， 40年代に本格化していった技術革新による港湾荷役及び関

連する事務労働を含めた労働体系の変動によって 従来の雇用と労働慣行は

再検討を余儀なくされた。

先づ第 ll乙，在来船荷役労働の減少と接岸荷役の増大は，とりわけ専用埠

頭での船舶の専用化，荷役の機械化で作業区分を暖l沫8が倍加された。即ち，

各職能労働を集約的に利用するターミナノレ労働の形成は，用役生産の一貫性，

システム化lζぷづくものであるが，そ ζへ派遣する個別企業の労務管理の主

体性は，より一層他律的にならざるを得ない。

第2iζ，荷役技術の変化は，労働過程の代替であるため，機械技術労働を

必要とする反面，大量の単純労働の発生を促進した。また，専用埠頭でみら

れるターミナル労働では職能区分を越えた多能工的な「流動化」が進められ

る傾向がある。

第3iζは，用役生産の機械化とシステム化によって，生産性向上の成果が

本船回転率lζ吸収されて ターミナノレ・オペレータを除く個別企業へ還元さ

れてし、く要素が少い乙とである。
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港湾労働の再編成と新たな労務管理は，労働の変化が労働過程の技術的変

化という基本的性格と生産手段である施設の整備，そして，そ乙での荷役生

産の運営に大きく依存する。コンテナ・ターミナノレのような専用埠頭でのそ

れは，工場労働のような形態を示しながら，一方でターミナノレ全体の就労条

件iL規制され，他方で，個別企業単位に雇用されている労働者は個別の時間

管理，就労管理を受ける。当然，ターミナルの需要lζ応じた「流動化」や追

加労働支出が行われる。 コンテナ詰出作業lとみられる在来型の荷役労働は，

一時的に労働の成果を貯蔵する乙とが可能なため，それだけ本船荷役に合わ

せた港頭，インランドデポでの作業の集中化が激しい。胸

昭和40年央より始った港連労使閣の協議体制は，従来の労働慣行を次第に

変化せしめてきている。①ギャング制労働を基縫とした就労計画の検討，②

就労時間規制，①専用ターミナノレ運’菖iζ｜刻する協議等は，将来的iとは，港湾

毎の荷役需給と労務管理の在り機を迫るととになろう。

他方，従来の荷役部門を中心とした港湾労働の範囲を拡げた事務労働部門

の編入は，タ ミナル労働iζ｜却する管理対象を拡大させているだけでなく ，

港湾労働での職能一一資格制度の導入という契機をもっている。それだけに

現状の雇用形態からいって，企業毎，職能毎の労使関係，労働組合関係管理

の強まりがみられる。

(2) 就労の実状と労働条件

＜雇用構造の推移＞

乙乙10数年の雇用の変化には著るしいものがある。別表 1にみられるよう

に，昭和40年を基準にとってみても，常用・日雇の構成比は 62:38から

96 4 Iζ変動し，その労働者総数においては， 46パーセン卜（昭和40年対比）

も減少している。とりわけ，日雇労働はピーク時に比して20分の lという激

しさで，労働政策であった常用化と港湾からの離職という軌跡が伺える。 42

年以降の労働者総数の減少は 機械化荷役主として神戸港ではコンテナ化

による影響が大きいと見られる。
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表－1 神戸港での港湾労働者数の推移

（単位人）

fコ、
年 度

常 用 日 雇 比 率 1に~、 言十

昭和31年 7 595 5,827 43 % 13,422 

II 32 II 9.239 7,037 43 16,276 

II 33 II 10,255 6,428 37 16,682 

II 34 II 10,636 6 541 38 17,177 

II 35 II 9.715 6,850 41 16 565 

II 36 II 9.627 7 174 43 16 801 

II 37 II 9.561 8,298 46 17,859 

II 38 II 9,745 7,448 43 17 193 

II 39 II 9,l 11 7,224 44 16 335 

II 40 II 11 188 6,823 38 18 006 

II 41 II 12 657 2 805 18.1 15 462 

II 42 II 13,326 2,736 17.0 16,062 

II 43 II 13 759 2 716 16.5 16 475 

が 44II 14 390 2 030 12.4 16 420 

II 45 II 14 526 1 605 10.0 16 131 

II 46 II 15,131 1,475 8.9 16 606 

”47 II 13 752 1 152 7.7 14,904 

II 48 II 12,479 970 7.2 13 449 

II 49 II 11 722 881 7.0 12 603 

II 50 II 12 590 841 6.8 13 431 

II 51 II 11 106 475 4.1 11,581 

II 52 II 10.795 432 3.9 11 227 

II 53 N 10,604 406 3.7 11 010 

II 54 II 9,446 390 4.0 9.836 

（資料出所・神戸港l織安）

＜就労の縮少＞

別表－ 2 Iとみられるように，不就労状況は昭和42年に比べても倍加してお

り， 6大港比較では，儲浜港がもっとも不就労，就労日ともが低いのが目立

てコ。



表 2 港湾労働者の就労状況（神戸港）

l丘 分 42年度 4411~皮 46年l交 48年度 50年度

＠ 271守340 333 ,509 327 .071 266,057 241、771

を北
;i.;; 

⑤，：；；； 問 238,698 308,288 312,574 251, 662 235' 524 

労 ⑥ 登 録 30,453 23町528 13.557 12.070 6,179 

数 LI 

延 JI~ 登録外 2.189 1.693 940 2 .325 68 

⑦平均就労日数日）J
12 2 13. I 11.6 14.4 12.0 

数 (11.7) (11.3) 

③平均不就労日数（日）
5.6 7 .5 JO.I 4.0 12.5 ( 3.8) (11.3) 

⑤出頭日数⑦＋③日）
17 .8 20.6 21 7 18.4 24. 5 (15.5) (23. 7) 

(,':lj所・労働省職業安定局調べ）
(i：主） (1) 就労延数は、各年度月平均である。
(2) 日照の就労延数のうち「登録外」には直接雇用を含む。
(3) ( ）内数値は横浜港との比較

＜貨物取扱量と生産性＞

199 

52年度 54年度

224 '630 188,035 

220,377 183 '942 

4 ,253 4 .072 

21 

12 .4 13.3 
(11.5) 

11.3 10.8 ( 9. 7) 

23. 7 24. I ( 21.2) 

港湾運送取扱量は，10数年間lζ倍加しており，生産性の伸びも著るしい。

（別表－ 3参照）問題は取扱量の増大と内容であろう。他律的な需要の性格

表－3 港湾運送取扱量と生産性

年 取 船 fl-I ；ハ仁2 岸 lま し け

絵敬
取微量
延労働
生産性
40=100 
取扱Jil延労働 生産性 40=100 取彼盆 延人肯働u 生産性 40=100 

度 :Ill 人員 1申ぴ 人員 仲び 伸ぴ

百万トJ 百万トノ 千人 トノ 百百トJ 千人 トノ 百万ト， F人 トJ

S.52 590 303 4.503 67 305 244 6.521 37 247 43 1,381 31 148 

S.45 557 273 6,862 40 182 215 8,484 25 167 69 3.06c 22 105 

S.40 323 150 6, 751 22 100 120 8, 125 15 100 53 2,511 21 100 

（注） 1.港政要覧 （昭和52年）より作成した。

2.延労働人員は常用、日雇の合計である。
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からいって， どれ程の貨物を取扱うかが，その港の生産性を左右する ζとに

なるからである。神戸港の場合， コンテナ貨物の増大に較べ，就労人数の減

少と不就労人数の伸びが対照的である ζとが分る。

生産性lζ関しての実状からみれば，神戸港では， コンテナ・ターミナノレで

の取扱量は外貿取扱量の35~ぢを占め 個別のコンテナ・ターミナルでの生産

性にかなりの差異もみられる 0091 また，最近の傾向からみれば， コンテナ船

の沖待ちがみられる。

＜労働条件＞

神戸港では別図一 lにみられるような，船内労働のシフト体制IC某づく就

図－1

12 13 14 

神戸港でのシフト体制（1直制）

10 11 15 16 17 8 19 20 21 22 23 2'1 
←ーームー「＋

7 + (0 . 5+ 4. 0+0 . 5）× 1. 25~13 . 25 H 

’｜足

4 .SH 

Iド｛証

＋一一」」一→

it 

:1.011 
字＝＝＝

応対
5×1.25+ (I +4 +O.o）×I . 5~ 1 4.5 1-1 

•I. OH ,....... 

0.5×1.25+ 7十45×1.25+5.5×I . 5~21 . 5 11 

lJ IIι，，をlとしで川外万！Jl円
1.25 1.5ー」

l.2S 

(11',1昨 「将来の港ir; M1立形態に｜明寸る品J:i'l'朝1;•;· ,'}J S.55if. 3 I I l叫州父通経済研究七ンター）

5時
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労を行っている。総じて，船内の残業は多く，沿岸のそれは下廻るのは作業

体制の相違からくると乙ろが大きい。就労時間の総枠に関しては，統一労働

協約による拘束8時間，実働 7時間，所定外労働501時間のなかで行われねば

ならないのは勿論である。別表－41とみられるように就労時間帯は日中が圧

倒的であるが，フル，コンテ船が半夜，全夜の発生率が高い？

表－ 4 船内荷役口数の推移 （月平均）

長十＼？ 昭和 54年 昭和 55年 昭和 56年

日

半

徹

中 3 218 84 ノロυイ 3,468 

夜 305 8 311 

夜 305 8 400 

注 1. 利l戸船内荷役協会資料より作成

2. 昭和56年度は l月～ 3月の平均

s3°' 

7 

10 

表－ 5 取扱量と就労状況 （神戸港の場合）

よトそf51年月平均 52年月平均 53年l～6月月平均

コンテナ荷役（個） 40, 103 46 081 61 443 

在来船型荷役（t ) l, 155 139 l ,259.641 1137722 

稼働口数（口） 4 403 4.319 3 661 

就労人数（人， 延） 66, 931 64,450 55,580 

不就労人数（人，延） 9,300 10,652 16 732 

山所有，，戸海運局調べより作成。

3 025 s:f6 

274 7 

282 8 

伸び

(53年／51年

153 96 

98 

83 

83 

179 
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港湾労働者の賃金形態は，職能別，企業別lζ多様を極めている。基本給を

中心とした基準内賃金と時間外割増賃金 諸手当を中心とした基準外賃金の

加算による生活給体系が主流となっている。大別すれば，現業労働と事務労

働K分額する乙とができるが，基本的には，労働形態からくる特性を表わし

ている。即ち，船内労働は時間給であり，沿岸労働は日給であり，事務労働

は月給であると解される。労働力の流動化なり，多能工的現象は，沿岸，事

務労働にみられると乙ろが多いようであるのは 手待ち時間の効率的利用が

根拠となる。事務職労働では労働量の増大事務機械化によるスピードア

ップに増員なしに対応する乙とが多く，必然的に労働強度を高めるか，労働

時間延長への衝動が強まる。従って 労務管理「技術」の体系化がみられる。

i主 間玉井克輔「労務管理にみる港湾荷役企業の「近代化」 ICついて」 （『港湾

経済研究JNu 8 , 1970年10月，日本港湾経済学会）

(18）拙稿「コンテナ・フレートステーションにおけるオペレーションの分析」

( 1974年10月， 『海事産業研究所報』Nu100 ) 

(19) 「コンテナフイタ’ー航路の消長と公団パースへの影響についてJ（昭和52

年11月，阪神外貿埠頭公団）

位。関西交通経済研究センター「前褐書」

4. わが国港湾における雇用保障の進展と停滞

(1) 「共同雇用Jと雇用保障

第2章で触れたように，わが国港湾における「共同雇用Jは，昭和47年 7

月総理府試案から港労法改正案への流れと労働組合要求及びILO条約と勧告

の流れとは必ずしも交っていない。 「共同雇用J概念が形成され，具体化さ

れるに際して，労使間，或は官側との森離に一定の調整が不可欠である。乙

の問題は現状の港運業の構造的問題でもあり，タ ーミナル主宰者を中心とし

た業者間の統ーした認識と理解が求められる。港運業者側の「共同雇用」は

共同責任による就労保障が特定の港湾労働者群のプールという枠内にとどま

っている。乙れには前述した港湾労働の不安定就労の現状と日雇労働の推移
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lζ関連する乙とが伺える。

港湾労働の主題は雇用安定IL他ならない。

港湾での雇用保障の具体的な転機は，昭和54年5月30日「雇用と生活保障

制度に関する協定J （日本港運協会と全国港湾労協で協定）によってもたら

されたといえよう。雇用保障は労働力の再生産を保障する制度化の実現であ

るから，多くの諸外国の先験的な港湾労働問題の推移が示しているように，

就労日の保障，生活賃金，職業訓練，転職資金，il3職年金，福利厚生制度の

充実という全面的な技術変化による影響の代償を，その利益から配賦する乙

とによって実現している乙とは周知のと乙ろである。そのため，各国にかな

りの差異がみられるが，海運業者，港運業者，政府が一線K並んで対応して

いるようである。わが国の場合，労働組合側から利用者（荷主）が，物流的

観点から把えられ， 加えられているのが特徴的である。

「共同雇用jにたいする関係者の対応と推移は別図に図示するように比較

する ζとができるのではなかろうか。 （別図 2参照）

S.47年7月
港調審

S.54年9月
告IJ度小委員会

での議論

S.54年5月
「5.30協定」の
具体案要求

（全国港湾）

図－2 「共同雇用」をめぐる概念の推移と比較

長

事務

（常用労働）

港湾労働者の範囲（現状）

現業

（常用労働）

企業別
常用雇用

企業別
常用雇用

登録

（非登録労働は使用しない）

「共同雇用）

（プール）

職安プール

共同責任

（プール）
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共同雇用の対象を日雇のみとし 業界によるプール一一調整機能としての

位置付を行なったのは，港調審と港労法改正案の骨子であり，労務供給の配

置権が法案での大きな焦点となっTこア
現状での業者及び関係者の議論として，企業倒産等による再雇用労働者に

たいする共同責任によるプールと企業別の常用労働の二元化，実質的には三

元化というものがある。乙の議論は，現状の港運業の実態と方向を模索する

意味において栂めて現実的である。もう少し，乙の概念を拡げてみた場合，

各企業毎での熟練労働部分（技術熟練労働）にたいし，大量の単純労働部の

共同プール化も考察され，その際の経済効率はす乙ぶる高し、。反面，共同責

任の在り方が問題となろう。

乙の概念は，事業の認可基準，更にターミナル・オペレータ等の専用埠頭

での独自の技術熟練労働養成とからんで 多様な問題Kかかわる恐れなしと

しない点があろう。また，一部の事務部門においても部分的に専門職を残し

職能的なプールにする乙とも可能であろう。とりわけ，専用ターミナルでの

労働体系での経済効率は 職能別労働の把握と総体的なターミナノレ労働とし

ての雇用，配置が要点となるからである。

以 1:2者と対照的なのは「全国港湾」の要求であって，雇用の保障と拡大

の具体化のため，共同雇用制度篠立までの当面措置として，すべての港湾労

働者の登録を基縫に各港に雇用対策委員会を設置，協議するという内容であ

る。つまり，共同責任による雇用を日程に上げており， 「共同雇用」は提起

していないF
「共同雇用Jの協議は三ヶ年事実 t槻 ｜二げκなっている。その理由は，前

述の若干の分析から伺えるように 港湾労働体系の変貌とは裏腹に港連の構

造的再編成は，系列化を軸としたものであった乙とで，元請，下請の二重構

造は変化していない。そして「共同雇用Jを求める雇用責任は，個別企業で

の常用化に還元され，倒産の浮白に会った労働者の共同責任によるプーノレ雇

用要求，日雇依存度の圧倒的低下のなかで，労働条件の統一的な整備が急が

れている。

産業別労働組合運動の行方を探る「全国港湾Jにおいては，雇用不安の実
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状改善と条件整備に力点を置いている。①，登録以外の労働者を使用させな

い。乙れは，港湾労働市場の閉鎖による完全雇用の展開であるが，技術革新

による港湾の生産力の発展という聞からは，労働の単純化，代替性を増大さ

せ，労働市場の単一化を促進させる。そのため絶えず就労不安＝不就労（半

失業）を増大させる。他方，個別企業K問定化，常用化される側面は，企業

間競争が激化するなかで，労働生産性や作業内容に様々な格差を生み出す傾

向をもたざるを得ない。＠，勉力ある港湾労働の制度化は，若年労働の吸引

をも含めて，職業訓練，転戦資金， ill職年金による，まさしく採用から退職

lζ至る労務管理の在り方が問題となる。高年齢化の t日，実質ヒの半失業lζ

近い労働者の存花，若年労働力不足の状況を改善するいくつかの諸制度のな

かで，員低賃金制度の影響は極めて大きいものがある。港湾には多様な職種

と賃金形態がみられるが，どのような不熟練労働者凶も労働力の再生産を保障

できるかという乙とにある。＠，作業系準（労働内容）の設定による作業内

容の見直しは，雇用安定と就労保障につながるというものである。乙の問題

については，次節lζて触れるが，交通労働としての港湾労働の特質である労

働需要の集中時の労働力不足，その結果，長時間労働を求める傾向からくる

問題を提起している乙とは極めて竜要である。

以トーのように， 「共同雇用」に向けて労使聞の取扱いは多彩な側面を垣間

見せて，その対応IC:迫られている。

(2) 作業IC関する規制をめぐって

昭和54年 5月30日以来，港運労使聞に確立した事前協議制度によって数多

くの事前協議が処理された。わけでも，革新荷役船匂にたいする協議確認は，

港湾の新たな作業体制の設定を先取りする注目すべき作業である。協議確認

された件数は数十を超え，昭和55年4月「作業主義準に閲する要求害（その 1）」

となって結実する。乙の事前協議制度から生成された「外航革新船lζ関する

作業基準」要求は，港湾作業における各職能の復権を通じ，雇用創出をもた

らしただけでなく，国際海運活動への港湾からの規制という新たな問題を提

起した意義がある。ω
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現在， 「全国港湾Jでは，前記作業基準要求lζ続き ，内航革新船の作業基

準，次いで，在来船花関する作業基準が検討されている。そして，作業基準

策定R.関連した港湾労働力の利用花関する社会的諸条件を提言している？

作業Kたいする規制（基準）は， 2つの側面をもっている。 lつは，港湾

における労働生産性に関する検討である。 2つは 港湾の諸労働にたいする

労働者側からの規制の問題である。乙れらを検討していくためには， 「全国

港湾」の労働者側が既に指適しているように，労働者の配置の具体策と作業

基準は表裏一体のものである。次いで シフト制にたいする規定を欠落させ

る乙とはで・きない？

以上の乙とから明らかなように，港湾における作業の某準なり規制を考察

するに際して，交通労働としての港湾労働の特質に規制苫れるのは当然のζ

とであるF
港湾での労働生産性の把握は，他の交通労働と異って，距離が捨象できる

ため量的把握一一取扱貨物量にたいする労働者 1人当りの生産量（正舵lとは

単位時間内における）で表わされる。前節で港湾における労働生産性の紹介

をお乙なったが，本来，港湾運送引受実績の総計を分子とした算出が行われ

る乙とが望ましい。別表－ 3は単純な試算であるが，職能別にかなりの差異

がみられる。

次いで，コンテナ荷役のような機械体系労働より，在来荷役労働において

は，労働力が積替えという位置の移動に消費Eされる質的側面は，労働手段，

環境等によって微妙に変化するだけでなく，反映されない生産性抱握の困難

性がある。しかしながら，生産性把握の某準を設定するに際し，労働力の再生

産を破壊する乙とはさけねばならない。

第 3＇とは ，交通需要の波動性とは若干異る港湾でのピーク時の需要に対応

した供給量の算出は不可欠である。乙の数量把握は 港湾の公共投資（港湾

整備）における程不確定でなく，供給量の低い設定は必ずしも生産性向上に

結びつかない。従って，ターミナルの主宰者の最大関心事は労働力の雇用量

とピーク時需要との調整という乙とになる。

第 41ζは，港湾、における技術的変化による荷役体系での労働生産性は，一
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般の装置産業と同様，生産過程の機械化であるため，労働代替的性格をもっ

ている。更に後背地施設，荷役機械等の差異によって，生産性lζ相違が生ま

れる。 加えて，タ ーミナノレでの集中的な労務管理は，荷役生産が完全に自動

化できない乙と，つまり，機械化荷役と在来労働の併用という性格から，労

働力の流動化による効率的利用＝他の交通労働のような追加的労働支出を求

める傾向をもっ。

乙のような諸条件をもとに 作業規制lj（基準）の主たるものを概観してみ

ょう。

昭和55年4月8日「全国港湾」の「作業基準花関する要求書」での一定の

前提条件，即ち①，拘束8時間，実働7時間，月間50時間所定外労働，②日

曜完休，祝日休日，出動の場合時間外労働，③定年60才。乙の条件は，労働

時聞に関する大枠を求めるものである上 シフト体制への闘連と乙れを充す

最低人員数を硲保する限界を規定している乙とが伺える。鈎

＜作業量の規模＞

コンテナ船等の荷役については ガントリークレーン 1某にコンテナ25個

以 k楊積みぎせない。内航コンテナ荷役についても同様。在来船荷役につい

ては，船内は貨物}jljILギャングサイズの人員を，沿岸はフック当り作業機器

を軸に貨物別の人員を， CF S作業については， lTE Uの 1日当り取扱い

数量の規則が決められている。乙れは，作業量の規則を決めたものである。

もっとも重要な規定である。

＜職能の設定と明確化＞

コンテナ船等専用船荷役については，ターミナノレ労働での船内／沿岸／検

数／検定の諸労働を作業体制の基幹とする。在来船荷役については，鮮作業

を入れた作業体制を明記している。乙れは，過去10数年の聞に省力化されて

きた職能の復権と一貫的荷役体制への対応がみられる。

「全国港湾」の作業基準にたいする要求は，今後いくつもの条件整備を必

要とすると同時に，港湾労働の全般的把握，例えば，ターミナノレでの労働を

c Y労働， CF S労働，或はRO/RO船労働と把握しているが，元来，その
範囲ではない労働力を含めて稼動している部分が覆われている。 1{YIJとして
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は，タ ーミナルでの管理労働を見ることができる。その意味では，ターミナ

ノレ・オペレータの範囲まで入る必要があろう。

乙の作業基準要求は，先の5・30協定の具体化要求とあわせ，港i局、の雇用

者にとって，このような拘束的作業規制から解放され，生産能率と機械化技

術の極大化を求める将来像を画くであろう。その場合，港湾労働者の就労と

安全福祉を脅やかしたり，労働強化を強いるものでない作業方法が導入され

る限り自由である。職域への規制や作業基準がつねに，生産向向上の結果と

して，就労保障や生活保障の代償なしに進展しない乙とは，先験的な米国港

湾労働運動での経緯がよく示すと乙とである？

；主 ω大野喜実「港湾労働における『共同雇用』」 （昭和49年3月， r社会労働
研究』第20巻第2号，法政大学社会学部学会），柴田悦子 「港湾労働法一部

改正の背景と若干の問題点」 ( 1973年7月， 『海事産業研究所報』No.85) 

(22）全国港湾 「前掲要求書，俗認占J

(23）全国港湾「革新船の就航lζ関する縫認許」 ( 1979年ID月12日）

凶作業基準lζ関する要求のなかで，船積される貨物のすべての検益要求は，

国際海運同盟のJレ ノレを規制する側出をもっており，更に，乙れらノレーノレiζ

制約を受けない盟外船をも対象としている乙とから，問題点を袋している。

闘，側，（28）全国港湾「作業慈準lζ傑｜する斐求J( 1980年8月8日)fζ関する

政策的課題として幾つかの提起がなされている。

間柴田悦子［港湾における労働生産性」 （昭和47年6月『港湾経済』第4章

成山堂） ，北見俊郎「港湾における労働の生産性と問題点」 ( 1965年5月

『海運』No.446 ），知田知平 「港湾労働者の登録制と荷役の能率」 c r一橋
大学研究年報jNo.IO, 1964年）

(29) 1981年3月ID日十！”Shipping and Trade News”で，曽つての”50

7 イノレ宣言”の論議IL火をつけるような，米圏西海岸，東海岸でのoffdock 

CFSの管轄権問題を報じているが，極めて示唆的である。

5. 結びにかえて

わが国港湾での労働問題が社会問題化してより20年，港湾での統一労働協

約がようやく形成されて9ヶ年 「港湾労働者の雇用と生活保障」の港湾年

金制度も発足し，港連労使間協議の好自主曲折の進捗K，年月の重みを感ずる
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次第である。しかしながら，港湾労働者の雇用不安は，その傾向をますます

拡大し，解消されていない。

乙の間，荷役の技術的変化によって，港湾労働にとって直接的な生産手段

である労働用具の機械化は， rm，労働の代替を強化するため，労働力の不安

定的雇用要因は増幅され専用コンテナ埠頭等での機械体系の労働実態が先

行していく乙とになった。

乙うした不安定雇用の拡大にたいして，港湾労働の将来像lζ，先進海運国

のなかで，異った対応、をみせたのは”魅力ある港湾労働”への港運労使の接

近である。問題は，どのように”将来像”への解明を行わねばならないかと

いう乙とであろう。

他の交通労働と同様，他律的な労働J需要である乙とから，港運業を含めて，

海上輸送部門と陸上産業部門からのコスト追求は必ずしも明確でなし、。

また，港湾の荷役機械化にみられる用役生産の能率向上は，在来船荷役を

駆逐する乙とはできなし、。在来船荷役労働と革新荷役労働の双方を併存させ

ながら生産性向上を逐行していかざるを得ない。

他方，コンテナ化は，その技術的変化を先進海運国間で完成させるだけで

なく，発展途上国と称される東南アジア諸国，中近東諸国，等でのコンテナ

ターミナノレ整備を要請する乙とに至り，東西南北にわたる世界的潮流として

のコンテナ化が進展しつつある。そ乙での港湾労働問題は，技術革新による

新しい荷役体制が労働力を縮少する ζとにならないという問題の非合理性に

あるといわれる？

先進海運諸国での港湾労働問題の中心が，労働力の量的縮少と質的転換に

もとづく ，新たな労務管理体制を求める以上， u 魅力ある港湾労働”を標携

するための「共同雇用Jと”魅力ある港湾”としての都市政策という総合的，

学際的検討を寄けて通る ζとはできないとみられる。それは，単なる港湾労

働問題でない乙とは明白である。

j主 （30）額本喜三郎「ホンコンにおける港湾労働事情」 ( 1981年 2月『海事産業

研究所報』No.176) 
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港湾行政の研究と実態、について

目次

1. はじめに

2. 港湾行政の研究と歴史的考察

3. 国民の海事認識

4. 港湾行政の実態

5. むすび

I. はじめに

中本昭夫

（佐世保市役所）

港湾についての一般的な概念は，法令などによる規定はないが， 「一定の

水域と乙れに隣接する陵域で，船舶の出入，碇泊 旅客の乗降，貨物の積卸

し，荷さばき，運送，保管などの機能を果たすに必要な諸施設の総合体」と

して把握され，そのように理解されている。

乙のような乙とから，一般の港湾研究は，一定の水域や臨港地区において

機能を果たす諸施設がその対象となり，港湾行政の研究もその範囲に絞られ

て，港湾の修築と修築された施設などの管理運営が行政の主たるものとして

考えられがちである。

しかしながら，近年，港湾行政についての研究が進んで，港湾の修築は別

として，港湾は，単に営造物としての物理的な視点において把握されるだけ

ではなく，一定の場として，経済的社会的な諸々の行為が展開されると ζろ

とされ，それらの行為や現象を巾広く対象としたのが港湾行政であると3れ

ている。従って，それらの巾広い行政の基をなす法域もおおむね把握される

ようになった。

一般的には，港湾行政は修築行政と管理行政lζ分類され，さらに管理行政
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が営造物管理行政と港湾を場とする行政lζ分けられている；11

港湾行政についての一般的な認識について，乙乙数年にわたって，画ーで

はないが，大都市港湾を除く 10数港の港湾関係者及び一般住民から口頭質問

により意見を聞いたと ζろ，数量化はできなかったものの，次のような乙と

がわかった。

（イ）港湾管理者の職員の場合

港湾行政は，主は修築行政であり，営造物管理は従である。港湾を場

とする行政は封I］の分野であり嗣心がない。

（ロ）港湾関係企業の従業者の場合

港湾行政は，営造物管理行政が主であり，修築行政は)'JI］の分野のもの

である。場とする行政は，港湾行政としてではなく個々の別の行政とし

て，港湾行政以上に関心がある。

（ノサ 一般市民の場合

修築行政は，土木行政の範囲である。営造物管理行政は，企業と同じ

で行政とは思わない。場とする行政については無関心であるが，海上保

安部長が港長であるから，その方が港湾行政の主体だと思われる。

ζの質問調査の過程において，極めて注目すべき点として，全般的K港湾

はもとより海事に関する関心が極めて低く，港湾管理者の職員も例外ではな

かった。また，港湾及び海事iζ対する知識がより高かったのは港港湾関係企

業の従業者で，意外lζ知識が低かったのは港湾管理者の職員であった。県管

理の場合は特に低く，さらに，技術職と事務職では事務職の方が低かった乙

とを挙げなければならない。

乙のような結果の中から 特に港湾を場とする行政について，どのような

枠組みをして研究対象とすべきかを考えてみた。比較的小さい港湾の関係者

は，港湾行政に対して無関心で，港湾を場とする行政機関との接触もほとん

ど無かったが，個々の関心事を総合すると，港湾行政の本質を，港湾を場と

する行政として理解しながらも，わが国の港湾行政の範囲が不明確であり，
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複雑多岐にわたっている乙とが強調され，今なお，明治以米の伝統を背景lζ

して，それぞれの国家行政機関が縄張り意識を固執して，縦割行政を続けて

いるという不満もあったので，実態として見ると，港湾を場とする行政をみ

る！lNりにおいては，国の各関係機関は，椛かIC港湾を場として行政を行なっ

ていながらも，それぞれ，関税行政，海上保安行政，防疫行政といった個別

の怠識が強く，それぞれの行政そのものが，行政主体のための行政に片寄り，

行政客体を無視した，対象化されていない行政を一方的lζ進めている ζとが

解った。

乙ういった乙とを考えてくると，歴史的な経過を辿って説明しなけれはな

らないが，乙れらのζとについては，和泉教授，北見教授なとの優れた著書121

があるので，歴史的な経過を日I）の視点で考察しながら，港湾行政の研究と実

態について若干の意見を述べてみたい。

注 (1) Lli口真弘，住田正二著「港湾行政」 （日本港湾協会昭和30年） P35以降

(2）和泉雄三著 「港湾行政J （成山堂港湾研究シリーズ④） 参照

北見俊民陪 「港j型地論J （成山堂 港湾研究シリース①） P371以降参照

2. 港湾行政の研究と歴史的考察

(lJ 港湾行政の研究

港湾行政を一般的lζ分鋭して，修築行政，営造物管理行政，場とする行政の

三つに分けて研究をしてみても，そのどれが港湾行政の絞となるのか判断で

きなし、。教育行政とか福祉行政のように 諸々の対象を包括して一言で表現

できない巾広い内容をもっている港湾行政の研究は，過去においては，法の

解釈にのみ重点がおかれてきた。まづ，その欠点を指摘しなければならない

し，和泉教授が述べているように，港湾行政の研究は，総合社会科学的な視

野にた って.111 多くの人々が関心をもち，研究がより一般的になるような方

向に進められる糸口を聞かなくてはならないであろう。

港湾行政の研究は，その視点をど乙に求めるかlζよって，それぞれの港湾
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lζ対する認識や考え方も随分と変ってくるのは当然で‘あるが，和泉教授が述

べているように「一定の研究方法及び視角というのがあるはずであり」ω ま

つ，研究方法とその視角を明確Kしておく乙とが必要欠くべからざるものと

考える。

和泉教授の場合は， 「港湾行政近代化と地域」という論文によれば，歴史

的方法と学際的方法の二つを研究方法として採られ，優れた意見を述べてい

る。しかし，どのような方法を採ったとしても，港湾行政が複雑多岐にわた

っている乙とには変わりなく 行政機構やその運用に欠陥がある乙とは明ら

かな事実として指摘されなければならない。そういった問題点を，行政の客

体である港湾の利用者や一般国民のレベソレにまで掘り下げて研究をしなけれ

ば意味がはくなるが，そうした場合，仮りに，視点を数点lζ絞ったとしても，

港湾行政のもつ巾広さや，奥深かさは，輪廓として浮び上ってこないし， i慶

昧である。より深かく堀り下げて研究を進めれは＼それが理論を超えて，情

緒に落ち，行政p.：：対する批判のための批判に傾く危険性が出てくる。

しかしながら，一般的な港湾行政の研究は，行政に対する法解釈を中心と

した体制擁護か実態把握による体制批判の両極のいずれかに傾きがちで，そ

の双方によらなければ港湾行政の全容を明らかにする ζとはできないのでは

ないだろうか。その点，和泉教授の研究方法は，乙れまでの港湾行政研究よ

りも本質的，実際的で，高く評価すべきであろう。

わが国の行政組織は，明治以降の天皇の行政大権の中で機構を整備しなが

ら育ってきた。その聞に築かれた各省庁の機構は，常IC官位優先絶対の思想、

によって統一連機しながらも，分掌する行政については，個々の伝統を揺が

せないという意志を守り貫いて現在に至っている。民主主義国家となってか

ら35年を過ぎた現在もなお，立法lζ対する行政という基本的な精神は完全に

埋没し，形骸化して，立法を上廻る行政力によって国家活動が主導されてい

る。

そのような点から考えると，港湾の歴史も，行政権力者を中心としたもの

iとなりがちで，その底辺にある一般国民や港湾関係者が築きあげた港湾の歴
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史は稗史として無視され， 港湾行政は，主体者が築きあげた歴史を基盤とし

てのみ新しい時代lζ対応するという，極めて視野の狭い国民不在の発想が選

択されている。

こうして，わが国では， 「四面海lと固まれた海洋国日本Jを自負している

にもかかわらず，港湾についてはもちろん，海事全般についての認識が一般

国民に得られず，今後とも「港湾は国の営造物である」という観念、が無意識

の中で国民に定着して，港湾は，さらに近寄りがたい存在となるであろう。

港湾行政研究の過程で，港湾行政の範鳴にあると思われる諸官庁の職員IC,

港湾についての質問をしても，一般的な海事常識も浅く，港湾行政を進めて

いくうえで必要不可欠と思われる港湾の問題に対して適切な回答を得ること

ができなかった。さらに，それぞれの行政機関の職員には，港湾についての

認識に共通の分母は発見できなかった。

乙の乙とは，単なる実態としてではなく ，将来の大きな課題として，港湾

行政研究の中で凝視したし、。

(2) 歴史的な考察

わが国の港湾の発展は，償浜，神戸，長崎，函館，新潟の開港をもって一

応その幕開きとし， 富国強兵と殖産振興の国策によって進められてきた。そ

して，それは同時に西欧諸国の近代化K追いつけ，追い越せという目的をも

ち，大東亜戦争の終震を一つの区切りとして大転換し，平和国家の建設と国

民の福祉を目的とする工業の発展と貿易の拡大が国策となった。そんな中で

港湾は，新らしい道を求める乙とになったのであるが，港湾そのものの位置

づけは，国民一般の意識の中では必らずしも明確ではない。民主的な港湾の

運営という建前からすると，港湾法制定から今日に至っても，まだ一般的な

認識を得ていない港湾では 目的意識が見失なわれたままの行政が続けられ

ていたと言えるのではないだろうか。

行政大権が巾を利かせた大東亜戦争以前のわが国で、は，明治の当初に富国

と強兵，それに殖産振興という国策が行政主導で押し進められてきた。西欧
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に追いつけ，追い越せという目的が国民への表看板となって殖産仮興が勧め

られたが，その本旨は，富国のための強兵にあったと考えられる。それが，

やがて強兵が表看仮となり，そのための富岡が殖産振興によるという同民へ

の説得となり，その重圧は，国民lζ大きくのしかかっていたのである。

参考として，明治8年（ 1875）の 1月～6月の予算を見ると表 lのとおり

である。 （当時は歴年，半年）

表 1 明治8年5月太政官ギ｜』告判

J• 入 J 

円 円
1. 1山組及各種ノ税 40.783曾174 内外国債元利償却 2,209,851 

（内法湾碇泊税及諸税 24,465 ) 2. 営緋堤防 J 672 494 

2. 郵便及印紙税 518,317 3. 太政官 340,745 

3 海関税＇＆.諸税 724 207 4. 各省使府県 13257672 

（内儲浜 500.000) （内外務省 85,000) 

（内兵庫 142,000 ) （内内務省 267,757) 

（内大阪 21,000) （内大蔵省 706,057) 

（内長崎 54,650) （内陸省軍 4,000.000) 

（内新潟 150) （内海軍省 1, 191,135) 

（内同ftlf 5,907 ) （内文部省 J ,000,000) 

4. 賦課各極／収入 l鉛 l800 （内教部省 38,000) 

5 鉱山及汽車電信ノ収入 462,584 （内工部省 2,566,880) 

6. !Jftl:J<滞貢納 59.450 （内司法省、 450.000) 

7. 宵禄税 30.000 （内宮内省 416,000) 

8. g中御用途ノ内ヨリ兵備へ 18 000 （内開拓使 802,000 ) 

9. 2伝.iJ;!掌Jl:I~家禄常用ヨリ準備へ繰入 （内 三付 30],194) 

3 314 234 （内四港 162,147) 

10. 臨時種々／入高 10,837,620 （内諸県 1,268,974) 

lJ. tlii年ヨリ越日 20、602853 5 貨弊分析其外 53,747 

79.332 239 6 '{'f観庁~f1巡察.iJ;!卒等'i'1 662 152 

7 :1111社資 113,203 

8. 外国公使館及領事館 250β00 
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9. Y戸還掌：典家禄常用ヨリ繰出ゾ高

3 314 234 

10. 11;¥;¥I待費 17147973 

計 39.022 071 

才人才吐l差引筏 40.310.168 

軍艦買上代 2,300.000 

銭 38,010.168 

表 1のように，才入において港湾の収入が大きなウエイ卜を占め，才出に

おいては軍費が特lζ多く，軍艦を別枠としている乙とが注目される。また，

当時の布告などを見ても，海軍や運輸通信IL.関するもの，関税を中心にした

船舶，港湾IL.関するものが多い。

乙の明治8年という年は，現在の船舶法，船舶安全法，海上衝突予防法，

港則法，関税法などの海事取締法規を包括したとも言われる「商船規制」の

布告（明治3年），その改正による「国内廻漕規則Jの制定（明治6年）に

続いて「航海公証規則」 「内国船難破及漂流物取締規則J「西洋形日本船各

開港出入規則Jなどが制定志れた年で，港湾を場とした行政が形作られた年

でもある。

その頃から，港湾の修築などは，消極的な裏面の行政とみられ，港湾の基

本施設である水域の全権は，海軍によってコントロールされ，以後，港湾の

測量や調査，海図の作成は，すべて海軍の水路部でt行なわれていた。

国民一般に海国日本を意識3せるため，海事思想の普及を始めたのは，明

治30年以降と言われ，政府は，国民lと海外雄飛を奨励し，さらには，主導権

をもっ海軍の意志のもとで，海洋の利用Kよる積極的な国家発展策が試みら

れた。そのためには，無敵海軍の完成，即ち強兵のための富国が必要であっ

た。その某盤となったのは，一般国民の低賃金労働による殖産振興であった。

それが表面的には，質素と倹約による国民の努力によって驚異的な資本主義

経済の発展をもたらしたとし，国際的な地位を高めたとされたのである。

乙のような海軍に主導苫れていた港湾そのものは，行政の基本ともなる布



218 港湾行ー政の研究とJ;;態lζついて

告や法の必要もなく，当時は，軍を中心とした行政大権の名のもとに港湾が

修築され運用されたので手段優先主義が行政そのものの目的となって，現

在，港湾行政と言われているようなものは，当時は実質が無く，港湾の修築

などは，土木行政の分野iζ属し，水域施設のみが港湾施設として区分されて

考えられていた。従って，わが国の港湾の鑑設は点的発想によって進められ，

城塞感覚的な港湾都市建設が無意識のうちに定着して，陸上交通と海上交通

の結節は，部分的にはかなり遅れていた。乙のような乙とが，港湾行政一元

化についての再三の提唱にもかかわらず実現しなかった時代背景となってい

たのである。

また，法解釈を中心とした研究学者の聞でも港湾行政を特に浮び上らせる

理論の展開はなく，昭和12年の新法学全集でも，法域としての海事は狭義で

は海商とし，広義iζは海事公法として次のような分類をしている。

（イ）船船自体に関するもの

（ロ）船員及水先人に関するもの

川航海ir:関するもの

（ニ）海港lζ関するもの

（ホ）使用料及関税，町税ir:関するもの

（べ遠洋漁業に関するもの

（ニ）の海港lζ｜刻するものとして，開港港則，海港検疫法を挙げている。131

そうした流れの一つには 海軍によって研究されていたSeaPowerの問題

があったととも見逃せない。現在では， SeaPower 111 は海洋力と訳されて

いるが，日露戦争後lζは，海上権とか海上権力と訳され，海上路の確保なく

して富固なく， 富国は強兵，即ち海洋固にふさわしい海軍力によって国の繁

栄が導かれるというように考えられ，マッキンダーのハートランド理論（51IL 

対する太平洋における海上権力が相互に重なり合う部分に大東亜共栄圏があ

り，そ乙lζ乙そ日本を中心にした新らしい世界があるとする考え方が，大東

亜戦争の末期まで持続された。乙うした戦略的な国家意識を行政体内にもっ

ている以上，すでに形作られた，海運，税関などの行政と閉じレベノレで、港湾

行政を論じ，中核的な行政としての港湾管理を成立させるととが出来なかっ
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たのは当然であり，直接ではないにしても，海軍の力が港湾行政のうえに大

きく作用していたとも言えるのである。

そのような情況下で展開された港湾における諸々の企業活動は，人的資源

を対象とした人入れ稼業が中心となり，貧苦lζl時ぐ農家の次，三男や織を失

なった男達など，社会の底辺にある階層lζ恵与する職場として根を降し，港

湾は，国家財政を潤す源泉として，大蔵，海軍，陸軍，運輸といった個々の

行政から重要視されながらも，社会的な評価は黙殺されていた。であるから，

一般国民は，海は泳ぐと乙ろ，そして港湾は別離の悲しみの場といった極め

て情緒的な認識しかもてなかったのである。

わが国の乙 うした海事認識について，ある外国人は， 「日本は四面海lζ固

まれた山岳国である」と郷愉したと言われているが，正しい評価である。

民主化が定着した今日でも， SeaPowerを海上権力として研究する者が増

えてきた。Sea Power は海洋力とすることが適当であり，海洋力は，海洋

から直接，または海洋を通じて，国民の経済的な利益を得ょうとする積極的

な能力であり，従って，海洋力（漁業力），それに相当する港湾力と，それ

を則面的lζ支援する海上保安力の合力であると考える。港湾力のない海運力

は無iζ等しいので，港湾力を十分に発揮するためには，港湾行政の充実が先

決となり，それは一元的に整理される乙とから始ま ると考える。

港湾行政の充実を図るうえで考えなくてはならないのは，行政が対する立

法，そして国民との関係である。港湾に関する限りでは，国民の認識は低く，

十分な意見を述べる知識がなく 仮りに，港湾行政の改善を求めるにしても

抽象的な願望の域を出ないであろう。

また，仮りに，現状の港湾行政が批判されるとするならば，その責任は，

行政の主体者はもちろん，国民一般にもあるものと考える。

立法を上廻る行政力は，わが国の体質であり，行政主体で立案した法律が，

立法府においてほとんど問題にならないほど国民の代表が不勉強である乙と

も手伝って，法律は，行政主体の意のままに制定されている乙とを考えると

き，港湾行政に今後とも新鮮な方向を発見する乙とは難かしし、。長い年月に
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培養注れた行政体質が，いわば自然であり，新らしい改革は人為的であると

する行政主体者の考え方だけは終止符を打つべきであろう。

注 (1) 和泉雄三稿「港湾行政近代化と地域」 （日本港湾経済学会編『港湾経済研

究Null』昭如何年）P20 

(2) 向 上 （向上） PIS 

(3) 鳥賀陽完全良著 Im法」 （日本評論社『新法学全集』昭和12年） p l～ 4 
(4) Sea Powerは，アメリカのアノレフレッドT向 7ハーンの海上戦略f!lj論の中

で使われている。

(5) ハートランド理論は，ユーラシア大陸における戦略理論でイギリスの地理

学者マッキンダーの提唱で，後日ナチスか実践したと言われている。

3. 国民の海事認識

人聞は常lと動IC対して関心が強く，静Iζ対しては比較的に関心が薄い。港

湾は，どちらかというと静態で，受動的であり，港湾lζ対する海運なとは動

態であり，能動的である。したがって，国民一般の港湾の認識は，船舶を通

してなされる。だからといって，船舶によって代表される海運に対しての関

心が強いかというと，そうでもなく ，船舶そのものの型とか速力などに興味

が示めされている。

昭和55年12月に日本世論調査会が行なった「海」を主題とする世論調査で

は， 「海Jという言葉から連想する言葉の第 1位は「船」で23.1%であっ

た。そして， 「海水浴J 「ロマンJ 「外国J「魚、J 「釣り」につづいて「港J

は7位， 6.7 %という結果がでている。乙のことから考えても，国民の港湾

に対する認識が低い乙とが解る。

人間の動的な関心が，港湾をまるで絵刊の主体である船の背景としてのみ

担らえたとするならば，港湾行政になんらかの欠陥か短落があると言えない

乙とはない。

港湾は，船舶を受け入れる器として存在の意義をもっているから，港湾と

船舶は絶対因果関係にある。海洋力についての国際的な評価は，船舶の量と

か質だけではなく ，当然，海洋力iζ相当する港湾力をも含めてなされるので
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あるが，海運lζ対する港湾は，単lζ物理的な施設として存在するのではなく，

船舶の航海の前後はもちろん，海洋における活動のすべてを処理する機能を

もたなくてはならない。だから，船舶にかかわる現象や行為は，直接と間接

とを問わず，すべて， ある意味では港湾における行為となるので，海洋力は，

港湾カによって代表されるとも言えない乙とはない。その意味では，海運力

lζ相当する港湾力とは何かという質問に対して，わが国の現体制で・は，港湾

の行政力であると言わなければならないであろう。

しかしながら，港湾または港湾を取り囲む複雑しかも多岐にわたる行政対

象に対して，港湾行政の名のもとに，組織なり機構なりが十分に力が発揮で

きるかと言うと，そうではなく，むしろ，行政の力が内iζ乙もってしまって，

十分に機能していない部分もあると考える。乙のような乙とからも，大正末

期から港湾行政の一元化の要請が高まったのであるが，合同庁舎の建設など

により事務の簡素化ができるなどと対策的な手段で糊塗し，現在K至ってい

る。

港湾行政が何故（Why）一元化できないのか，という乙とについては次元

の低い弁明があり，如何（how）にして一元化すべきかという乙とと，何時

(when ) までに一元化すべきかという乙とについては，検討さえされてい

ない。

国家行政組織法第2条や運輸省設置法において「一体的な行政事務の遂行J

「一体とした行政機能の発揮」を規定しているが 運輸省の内部でさえ連携

がとれていない。

法は，常1ζ建前となり，行政主体の予算要求の手段にのみ使われていると

言われているように，行政自体が明確な目的をもっていないのである。

港湾行政は，その研究の糸口として，港湾法を軸lとして考える ζとになる

が，一般的な海事法域の中での港湾法は，海運関係法のーっと見倣され，行

政組織上も運輸省の中の l部局として港湾局があり，海運局lζ主導されてい

る。そして，同列の船舶局，船員局，気象庁，海上保安庁が，それぞれ港湾
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にかかわりをもち，さらに，税関，検疫，防疫，入国管理など，他の省庁の

分野’が関係するから，一般国民ならずとも国の行政組織は極めて理解しにく

し、。

乙れらの乙とを港湾行政として整理するために，直接主体と間接主体lζ分

けて考えてもよいのではないか，また，行政の実態から，対象となる港湾利

用者を直接客体，そして一般国民を間接客体として考えると案外すっきりし

た答えが得られるようにも思われる。

港湾の機能は，国民の経済生活に及ぼす影響が大きいが，港湾行政K対す

る国民の関心が薄く ，行政需用が正常な形でなされていないので，今後は，

国民の海事意識の開発に目標をおくべきであろう。

一般国民は，行政は常lζ一体であると考えているが，肥大化した国家行政

組織は十分に機能していない。行政は その目的を達成するためのあらゆる

要素要因を調整する機能を有すべきであるのに，問題解決に熱意がなく，仮

りIC，港湾の問題が運輸省から提起されたとしても，他の省庁との関係もあ

ってすぐには解決されないから 「一体的なJという意味を内閣調査会に持

ち込んで解決すべきであると解してしまう者さえある。

乙のように，一般国民は，行政に対して対抗の手段がなく無力であり，ま

た無関心で、もある。

それをよい乙とにして，特lζ海事については，関係者の中だけの問題とし

て片付けられがちである。

運輸省の海運局は，海事を総括して， 「海事思想、の普及および宣伝Jをす

る乙とになっているが，海の記念日の行事など，必らずしも適切ではなく，

関係者のための関係者だけの行事に終り，一般の認識を得るような方法はと

られていない。むしろ，防衛意識を高め，自衛隊を支持してもらうととを目

的にした海上自衛隊のノfンフレットの方が，海運，港湾の重要性を解り易く

強調しており立派である。

このような問題を多角的K検討してみても 一般国民の海事に対する認識

を高める ζ とが行政としての当面の目的でなくてはならないと考えられる。
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4. 港湾行政の実態

港湾行政の実態を述べる前lζ，一応，港湾行政の分類をしなければならな

いが，諸先生の一般的な方法の中から， 北見教授が港湾総論で採られた分類

により，それぞれについて述べてみたい。

「一港湾修築行政
港湾行政一--j

」ー港湾管理行政
「一営造物管理行政

」ー港湾を場とする行政

ζの場合も「港湾行政の主体性は，むしろ直接港湾を行政対象とする部門

にあったというのではなく港湾機能を利用する経済主体を直接に行政対象と

する部分にあったJill とする北見教授の意見のように港湾行政の意義は，む

しろ場とする行政にあって，港湾管理者の行なう営造物の管理などは，行政

という形では一般的には認識されず，企業として考えられている。さらに港

湾管理者が行なう行政は，一般的には，権能の母体である地方公共団体の行

政として認識され，港湾の鐙設を請負う業者などは，港湾工事そのものは，

行政とは理解せず，その規制などを行なう海上保安部の港長業務が港湾行政

だと考えている。であるから，港湾行政（一般には港湾iζ関すると言った方

が適当であろうと思われる）に対する不満は，港湾管理者lζ対してよりも，

むしろ，港湾を場とする行政を所管する国家機関lζ対してであり，港湾管理

者は，それらの不満を代弁して，国の行政に対する乙とが多い。そんな意味

を含めて，港湾管理者は，むしろ行政客体として考えられる乙との方が多い。

その乙とは，港湾法を吟味しでも色濃ゆく窺われる。

(1) 港湾を場とする行政について

港湾行政の中でも，特iζ港湾を場とする行政が複雑しかも多岐にわたり，

その機能を十分に発揮できない点や，そのための港湾行政一元化の問題提起

などについては前述のとおりであるが，港湾行政と言われるものが，海運行

政の一部であるのか，関税行政の一部であるのか明硲ではなく ，現在一般的

に言われている港湾行政の範囲も，関係者のすべての認知を受けてはいない。
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鳥貨陽然良著の海法では 船舶を中心にした関係法が海法として指称され

る としr 住田正一著の近海港湾論では，港湾を（イ）行政的法規的に見る場合，

（ロ晦運政策として見る場合，い）配船より見る場合とに分類して論じ，いづれ

な港湾を受身の静態として把らえているようである。また，（イ）の行政的法

規的lζ見る場合の中で，港湾省の設置の検討をする乙とも必要であるという

主旨を述べている131乙とは注目すべきである。

昭和33年10月の行政管理庁の調査による港湾行政の内容に従えば， 40以上

の法令により， 8省庁と港湾管理者が港湾行政の主務者となっている。乙れ

らの行政機聞に対する行政客体の意見は 卒直で実態を鋭く把らえたものも

あり，その結論は，一元化へ帰結するものが多い。

行政客体としての利用者の卒直な意見をまとめると，おおむね，（イ府政主

体職員の意識の問題，（口組織と機構の問題とに分けられる。

（イ）職員の意識の問題

職員の意識の問題は，組織と機構にも大いに関係がある。国の行政機構で

は， l職員の入省庁が，その将来を左右し，当初からその省庁にふさわしい織

員意識が形成される。しかも極めて短期間に同一職域内での職場異動をする

ので，仮りに今執っている行政事務が港湾行政の範聞にあったとしても，そ

れが港湾行政だとは意識していない乙とが多い。そのような省庁別々の意識

をもった者が集まっている地方の港湾合同庁舎では，連絡会議をもったとし

ても，共通の意識がないので，会議の主題は， 「水洗便所の使用水量と分担

金程度であるJと言われている。また末端の地方支局などでは，通常の許認

可の事務以外は権限と能力がないので 陳情などは受付けだけに終るととが

多い。

そのうえ，末端になればなるほど省庁閣の縄張り意識が強よく，陳情者を

混乱させることが多い。

乙れが，地方の局などから，さらに本省庁となると，法理論が先行し，自

己の権限は最大に主張するが 新らしい事案であるとか政治性のある乙とに

対しては，極めて憶病で，その処理判断lζ適確性を欠き，決着に長期間を費

やす。その一方では，手段優先的な行政慣習が尊重されている。
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各省庁の行政事務の中心となっているのは，予算獲得のための国会対策で

あり，そのための圧力団体となるような組織に対して特K意を注ぐ乙とが多

い。その結果，相手により，また自己のポストによって行政判断が異なるの

で，国家が目指すものは何かfql(.らない場合もある。

特iζ高級行政官僚と言われる者の判断は，国家としてのものか，私的なも

のか明縫でない場合が多く，行政客体側は，高級行政官僚の自由裁量を期待

し，陳情という形をとるのである。現在では陳情行政が定着し，人，物，金

が，あらゆる角度から行政をゆさぶっている。

強力なはづの国の行政力も，分解してみると 実は全く意志の弱い行政職

員Kよって構成されている乙とになる。乙ういった乙とを，単lζ行政iζ対す

る批判としてではなく，今後の反省材料として提起したい。

（ロ）組織と機構の問題

国家行政組織法では，すべて一体として行政機能を発揮する乙とになって

いるが，職員の意識の問題でもふれたように，それぞれの省庁，部局，さら

に下部の諜，係乙とに権限が分化していることもあって，国家が目指す目的

lζ向って，一体としての有機的な連燐がなされていない。機構が，機能する

構造になっていないのである。

特lζ，次の 2点について再考の必要がある。

第 l点は， i也方局とその出先機関の問題である。地方向は，海運局10，港

湾主主設局 5，海上保安本部11，税関 9，検疫所17，出入国管理事務所14など

となっており，さらに，その配下iζ，支局，保安部，支箸，出張所などがあ

る。しかし，その分布は，表 2のとおり各省庁まちまちである。

表 2 地方局所在地（例）

港名 管（理県） 者 海運局 海上保安 港建設湾局 税 関 検疫所 管出入国本部 理事務所

宮古 盛岡 塩釜 J:f，；［釜 償浜 函館 東京 仙台

敦賀 信 1+ 大阪 舞鶴 新潟 大阪 大阪 名古屋
三角 福岡 北九州 鹿児島 下関 長崎 長崎 北九州

s 56. 4 . l 現在
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別表2のとおり，地方局の所在地がバラバラである乙とについて，港湾関

係企業などの意見は，支局や出張所で処理できない乙とが多く，地方局など

に出向く場合，関連性のある各地方局が同一都市に所在していないので，時

間的経済的なマイナスは避けられないとし ζのような点についての配慮、が

なくては，合同庁舎が在っても意味がないとしている。

第 2点として，運輸省の地方局と出先機関の問題であるが，港湾局をはじ

め，船舶局，船員局などの事務は 地方の海運局とその支局で処理している

が，港湾局関係のものは機械的に処理される場合が多い。

港湾局の場合は，地方に港湾建設局が在りながら，港湾局が技術者中心の

組織であるため，他局との人事交流が少なく，雑多な事務を海運局lζ委せて

いるという職員感情もあるが，予算の規模などから別格異質の職域であると

考えられ，海運局職員は，港湾局の事務を主たる業務として考えず，委託事

務といった意識さえもっている。そのため 修築を除く港湾局K関する行政

事務は，直接本省が窓口となる ζとも多く，今後は，人事の交流，事務の再

配分を考えるべきであろう。

その他，海上保安部と警察の関係，合同庁舎内の書類の受付け，港湾管理

者と各省庁との関係なと 組織や機構からくる人為的なマイナスを指摘する

者が多い。

(2) 港湾の営造物管理行政について

港湾の営造物管理行政は，修築行政に対する行政であり，乙れは，当然港

湾管理者の業務であるが ただそれだけに限ると 地方公共団体の（固有の業

務だと考えられない乙ともない。

港湾管理者は，港湾法に基づいて設立され，港湾を統べる地位にあるが，

港湾法制定当時は，その目的が港湾の管理の方法Kあって，港湾管浬者それ

ぞれが努力をしてきたのであるが，港湾法の改正によって，その目的が，「交

通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため，港湾の秩序あ

る整備と適正な運営を図るとともに，航路を開発し，及び保全することを目

的とする」乙ととなり，港湾管理の目的が，土木行政的なものに変質した。
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乙のζとは，本来の民主的な港湾の運営という大前提が，行政主体の中で

風化し，港湾管理者自体もそれに同化して，港湾管理者は，修築を本務とす

る港湾行政の客体となって，国家行政にコン トローノレされつつある乙とを意

味する。

その根底lとは，地方自治体の財政問題などもあるが，国の機構に合わせた

地方行政の縦割化が進んで，国の出先機関的な性格をもっ一面もあり，地域

住民と密着していない県などでは 港湾管理の本質が見失なわれつつある乙

とが明確となった。

港湾法による港湾施設の鐙設は，国の財政支出が，分担と補助に区別され，

基本施設に対する国の主権の主張が明らかにされ，営造物の菅理は，公共性

を鐙前とし，経済性を考慮するような積極性をもっていない。従って，県な

どが管理する港湾では，地方の市町村にその事務が委託されたりして，委託

を受けた市町村の職員は，港湾施設の使用料を一般税lζ対する税外収入とい

う認識で処理し，船舶の港湾利用の方法などについては無関心であり，港湾

行政の主体意識はもっていない。

港湾法第12条の業務の中で，港湾の利用を宣伝する乙とになっているが，

港湾管理者が作った多くのペンフ レッ卜績は，各港湾管理者との情報交換，

港湾審議会の資料，予算獲得陳情のためといった目的に使われていて， パン

フレッ卜を作ること自体に目的があり，利用の宣伝は忘れ去られている。

特に奇異に感じる乙とは，港湾営造物管理を行なうための事務職員が，一

様に修築行政実務者の庶務的役割を果たす乙とが本務と考えている乙とであ

る。

(3) 港湾の修築行政について

港湾の修築行政は，歴史的な背景からみても解るように，一般でいう港湾

行政とは別個の行政として考えた方がよい。港湾の修築は，港湾の利用を予

定するものであるから，関連性が無いとは言えないが，修築iζ要する費用の

分担方法なども，内務省土木部時代と変らないし，港湾法が制定されて，技
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術中心の機構iζ一般的な管理部門を無理して埋め合わせて行政体制を整えた

ので，港湾を場とする行政などとの関係をより一層複雑にしている。

港湾関係の技術と言えば，土木工学的な分野が主流となり，海象，気象，

荷役などに関する分野はほとんど列外とされている。しかも土木工学の中の

一分野としての港湾工学は，一般的な認知がなく，高等学校，大学などの

専問課程でも独立した地位を得ていないので，行政機関lとおいて，初めて取

り組む技術職員が大多数である。そのうえ官公庁の技術職は行政事務的技術

の範囲を出ていないから 結果として鐙設された港湾施設は，必らずしも評

価されるようなものではない。

修築行政の問題点は，技術上のζとよりも制度にある。港湾管理者が行な

う港湾工事は，基本施設の場合，重要港湾においては国が5筈IJの費用分但を

するが，乙れには，港湾管理者との協議が整った場合，運輸大臣白からが行

なう乙とができる直轄工事のシステムがある。協議が整わなけれは、直轄工事

は行なわなくてもよいが 運輸省の港湾局がかかえている技術者に合わせた

工事予算を計上しているので，国の予算は直轄工事を予定し，制度化してい

るととになる。

直轄という言葉は，国のという意味であるが，一般的には理解ーしにくい。

港湾管理者が行なう工事は，補助，単独として区別芯れているので，分担制

度のある基本施設は直轄工事となるし，仮りに港湾管理者が協議に応じなけ

れば「予算に組み入れ，国会の議を経なければ」その工事はできないことに

なる。換言すれば，運輸省、の港湾局の都合で施設が出来たり，出来なかった

りするし，直轄工事の協議が整ったら，港湾管理者が分但する 5筈I］の貸用は

固に請負工事をさせているような形となり，事務費の二重支出で工事費用が

割高となる。

直轄工事の定量継続は，港湾局職員にとって必須のものであるから，必要

lζ迫られた港湾の基本施設が長期の継続事業となっている。反面，離島振興

法などにより，必要以上に立派な施設が完成しているというアンバランスは，

国民には納得のゆかない点として指摘される。

より立派な施設を建設するための直陪工事は，天下り人事を強制する一前
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をもち，国によってコントローノレされている修築行政が，港湾管理者の力量

として地方議会などで問われている ζとには問題がある。

港湾修築のための予算獲得と消化が中心になっている行政は，船舶の利用

のためとか地域経済の発展のためといった鐙前とは必らずしも一致していな

。、
l
v
 

(4）その他

特別とん譲与税による交付金の問題であるが 乙れは開港所在市町村lζ交

付されているが，その意味は明確ではない。一種の迷惑料だともされている

が，港湾管理者でない市町村が交付を受けるとするならば，港湾管理者は何

なのか，県が港湾管理者となっている場合には問題がある。

ζれは一例として挙げたものであるが，乙ういった矛盾の一つ一つを乙れ

から整理してゆかなければ，港湾行政の研究は進まない。

注（1) 北見俊郎著「港湾総論」 （成山堂港湾研究シリ ース①） P385〕

(2）烏質陽然良著「海法」 （日本評論社新法学全集昭和12年） P4 

(3）住田正一著 「近海港湾論」 （巌松堂大正10年） pl～ 3 

（→ 行政的法規的立脚点ヨリ港湾ヲ毛ー察スノレトキノ、，港湾法規ニ関スノレ立法
論例へパ，税関又ハ港務／手続カ煩瑛ニシテ現代ノ進歩セノレ海運取引ノ迅

速ニ合致セサノレコ卜多ク不便少カラサノレカ故ニ之カ改革方法トシテ攻究論

議セラノレノレ立法論／如キ或ハ港湾官庁ノ統一例へハ現今ニ於ケノレ港湾事務

ハ大蔵省，内務省，逓信省ニ分割的ニ紋掌セラノレノレカ故ニ，権限争議ヲ生

スノレ虚ア ＇），寧ロ総テ之ヲ統一シテ港湾省ノ如キモノヲ設置シ命令系統ヲ

ーニスノレ必要ナキカ否カノ論ノ如キ其ノ他港湾ニ関スノレ現今法規ノ不便ナ

ノレ事項ノ改革例へノ、最近内務省ニテ立案セラノレノレ港湾法規ノ制定ノ如キ其

他種々ノ法規的論議問題ヲ有ス

5.むすび

港湾行政iとついては，その分類から実態まで，あらゆる角度からの掘り下

げた研究がさらに必要であるが，一言にして表現すれば，行政機構の中核と

なる「人の問題」として論求しなければならない。行政が常に行政主体のた
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めに行なわれているという実態は，法を含めて問い直されるべきであり，な

によりも各行政分野の職員が一元となる素地，即ち，共通の海事乃至は港湾

lと対する知識をもち，それを分母と して行動しなければならない。

行政が批判されなければ江らない原因の一つには，国民の理解が乏しく，

認識が常iζ情緒的であり，すべて行政委せである乙とも挙げなければならな

い。そ乙で，国民の 1人l人が，海洋固にふさわしい知識人とならなくては

江らないであろう。

港湾行政の研究の中で， 具体的な例を出して批判と思われる論述をする乙

とは，かなりの跨踏がある乙とも事実であるが，そうせざるをえないのが港

湾行政の現実の姿である乙とも事実である。

今後の港湾行政は，一元化lζ向けての巾広い検討が必要であり，そのため

の研究には農耕的な努力が必要となってくる。

その前提として，まづ，国民的な諜題として，国民一般の海事認識の高揚

が，また行政側の課題として，関係職員の共通の意識育成のための海事研修

制度と機関設置が必要であると考える。
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『ポート・ メデアの社会的責任J
一一機関誌 『港湾』 の報文動向 一一

目次

はしがき

第 l章言論の市場と港湾社会

第2章機関誌「港湾」の史的変遷

第3章機関誌「港湾Jの報文動向

第 4主主 ポート・メデアの社会的責任

むすび

はしがき

荒木智種

（日本医科大学）

ポート・メデアの機関誌 『港湾』のあり方について考察を（意図的lζ）

殆乙してみようと試みたのは数年前である。そのためには雑誌 『港湾』と（副

日本港湾協会の史的形成過程を知らねばならなかった。また両者の発展過程

と併せてわが国の港湾の発達史をふまえて大正12年4月に創刊された雑誌

『港湾』の報文数をめぐって（昭和55年12月号までをとりあげ） ，どのよう

に社会科学，技術，港湾労働の各報文数が移り変ってきたかを年期区分をベ

ースとして推移，論及してみたものである。

更に，それらの史的過程を基底と して，今後の雑誌 『港湾』の発展を念じ

て，コミュニケーションの立場から気がついた 2' 3の諸点をとりあげ紙数

の許す限り若干の示唆を殆乙してみた。

本稿では正式名，機関誌『港湾Jを，雑誌『港湾』と記しであるが同ーの

雑誌の乙とである乙とを お乙とわり しておかねばならない。
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第1章言論の市場と港湾社会

古き時代の言論市場（情報）の集拡散地は主に港町または河川沿岸の港町

であった。16,17世紀にかけてのプレス制度は世界的には権威主義理論によっ

てコントロールされ続けてきたといえよう。従ってフ。レスは“政治を担当して

いる権力者の気に入るような記事を書く責任を負うている国家の奴隷であっ

た0 " lflよって， ζの世紀は上から下えの強力なコミュニケーション体系で

あり一方的交通（精神）であった乙とはいうまでもない。

しかし17世紀の末葉から18世紀にかけて言論市場は新しい時代へと転換し

た世紀であるが19世紀に入ると新しい理論つまり自由主義理論が現実となって

開花し，人間と国家の位置関係を逆転しプレスはもはや政治の道具ではなく

国民はプレスをとうして政府を監視し政策を批判 判断し行動するといった

言論の自由の市場が生れた。よって下から上えのコミュニケーション体系が

形成され双方交通（精神）を前提とする言論の自由な流通市場が益々人間生

活にとって不可欠なものとなってきた。そして20世紀の半ば頃になると自由

主義理論から社会的責任理論えと（非共産主義国のコミュニケーション革命

が拾頭）転換と展開がみられプレスの機能は従来のゲート・キーパー(gatEkeeper ) 

としての社会的役割からアドボケーテッド・ジャーナリズム Cadovαated

journalism）の（意見主張型）の時代えとメデアは動き始めている。

しかし世界K先がけて言論ならびに出版の自由を手にした国は英国であり

( 1695年，特許検閲権の廃止によって）そのために闘い続けてきた中心地は

港湾都市ロンドンにある約 l千を超えるものと推定されているコーヒーハウ

スであるP 一方，プレスのもつ権威主義の考え方，は今でも死に絶えてい

ない国々が残存している乙とも附記しておかねばならない。

英米両国は，約 200年にわたってフ。レスの自由主義理論を発展させると共IL

政治過程におけるプレスの第4階級としての位置を精築かっ激励されてきた

国である。なかでも英国の海運 港湾＼貿易，言論の自由市場の発達はめざ

ましく現代といえども学問的には乙れらの領域についての史的背景，形成過

程を見逃がしてはならない。貿易立国としてのわが国の港湾社会とポー卜 ・
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メデアのコミュニケーション機能を効果的lζ図るための鳥敢的なモデJレのJ餅ヰと

して乙乙にか、げた図・1（若干の修正を加えてみた）が参考となるであろう。

関 ・1は英米型港湾社会，特に貿易，運輸の両面からみた港湾社会構造と

その位置形態をベースとした枠組みである。乙の社会パターンとメデアの関

連を調べる乙とによってポート・ ジャーナリズムの社会的コミュニケー

ションの総過程に基づいたプレスの位置づけなり，それにともなうジャ

ーナJレの性格，目的，社会的責任，特性といった諸点が新たに生みだされる

可能性と今後のポー卜・ メデアの発展の一指標となればと考えるものであ

る。

港湾社会の形態とポート ・メデア

図－ 1は，英米型の港湾社会を基底とした港湾社会の枠組みパターンであ

り，著者はまた乙の形態を用いて発展途上国の港湾の実態，問題点にも触れ

ている。

乙の比較的，実情明解な港湾社会のパターンをとうしてわが国のポー卜・

メデアの意義， ないしは実際面における編集理念と今後のあり方，または

港湾ジャーナリズムの史的背景つまり社会的コミュニケーション過程とポー

ト・メデアの関係，更に港湾の主体性と外に国際的協調を目指すうえでの

港湾メデアの不可欠な条件，そのための機関誌「港湾」の特質性，乃至は

情報化社会にむかつての国際社会でのポート・プレス・コードの在り方とい

った多角的な観点から港湾メデアの姿をダイナミックにとらえる乙とも決

して不可能ではないと考えられる。

なぜならば，その国の港湾社会の動向と変貌は直接間接的に自国の社会 ・

経済の影響力をストレートに受けるといった（図 ・lでみられるように）い

わば国の縮図とも云いうる社会であるゆえに港湾のメデアを担う送り手側

の社会的責任は大といわねばならない。よってプレスのもつ向由主義理論の

考え方をベース（背景）とする社会的立任理論（31えのアプローチの方法を充

分考慮にいれ，言論の自由市場を公開流通させる乙とを前提としたポート ・

メデアの在り方について検討を重ねられる乙とが尤も基本的な送り手側と

しての態度，意味，価値，社会的役割であり，また現代社会における基本的
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な課題であると云えよう。

図－ 1. 港湾社会のパターンと

社会的（環境）コミュニケーション過程

IJ,（材料11i ；~，

Aの領域 Cを中心とした［i<J際的杉科を1::1篠（I＇＇）に与える領域。

!:fl発

途ートー岡
市場

Bの領域 治i巧干l会 C を τi•fb：とする A よリ以上に接した循f説的な限切力を，1；めている 。
Cの領域 活向社会A、Bの領域を中申ihとする Cの筒抜は．より強い：wpi；力をもたらす領域。
Mは 。治的メデアを'i＇心とした（↑ 1'/fflコミュニケーン ヨンのJJHι欣）機能。

4笹川社会の全f;j;: に）Jill'す↑，•；剖i 四日告の附；；＇；と プロセスの機能的効＊は、 B Aの微減がもた句
す機能（I’Jな彬i•.:i力によ っ て Cの官11止がよリ強力に発泌する位、 A B C領域はM円相互、
~iii先的コミュニケ－＇； ョン機能作JrJ によ っ て 、 ポート ・ メデアの社会的コミュニケ－／ヨノ
ii'Jf＇，！がJ巴Iii'.’さiLなければならなし、。

('ff料） Tay loo, L. G 「Seaports:an inti oduction to thei1 place and purpose」．北』l.
荒木JI;お 町＇J:'i:)t-t会』j北山市、参！I刊さtLたし、。
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ζ乙iζ示した港湾社会のパターン（｜火｜・ 1）は前述したように主に輸送形

態・ノステムとしての港湾をとりあげながら変動を示す港湾社会の構造と位百

花目をむけて貿易形態と港湾運宮との関辿による影響力をみるためのモデノレ

である。 （よって本稿では 岡・ 1のモテソレをメデア中心lζ白きかえ若干の

修正を試みたものである。いうまでもなく，港湾は国内及び国際舞台を対象

とした社会であり，自づからメデアの重要性は図り知れないものが感じとれ

るが，それではどのようにして，今後のポート・メデアを激励，育成させて

いったらよいのだろうか。乙の問題点を考究する第一段階として，本稿では

（初日本港湾協会発行の機関誌『港湾』をとりあげ，その史的考察を加

えながら『港湾』の発達形成過程lζついて論及しようとするものであ

る。いうまでもなく現代社会における史的コミュニケーション研究を

押しすすめる基本的なとらえ方としては，先づ歴史的，科学的，哲学的

方法といった 3つの領域について相互に補充しあいながら史的考察を加えね

ばならない。よって一つの領域と一つの方法のみで把握しようとする乙とは

余りにも危険なやり方である。したがって本稿では，その第一段階のとらえ

方として機闘誌『港湾』の歩み，つまり史的発達過程を具体的に認識できる

範囲内で過去の事実について梗概を加え，それを裏づける科学的データーと

して本稿では，幸Ii文（社会科学，技術，労働）の動向に基づいてわが国，港湾

の変貌をとらえながら今後のポート・メデアの基本的なあり方について考え

てみようとするものである。

注 (1) 内川芳美訳，「マスコミの自由lζ関する四理論J, （定I）元社，昭和35年），

P.14。

(2) f出稲，「ロンドン港とペニー大学」“ 17・18世紀におけるコーヒーハウスと

情報機能” （社．日本港運協会編） 『港述， No.2』昭和51年， PP.32～37

(3) プレスlζ関する社会的立任埋論を＆もよく表したのは，米国のプレス自由

委員会がまとめた報告；＇：＝ r A Free and Responsible Press J，シカゴ
大学lJ.¥版局， 1947 

（委員長，元シカコA大学総長，ロパート・ハッチンズ）現代社会がプレスle要

求する社会的責任を次の5つの事項にわたって要請している。1.プレスは日

々の出来事を，よく理解できるように1＇.＆実K，総合的かっ理知的な記事を，

意味がわかるような文脈のなかで報道する乙と。 2.プレスは「意見と批判の



236 ポート ・メデアの社会的責任

交流の場」として奉仕する乙と。 3.プレスは「社会を形成する集団の代表像j

を映り山さねばならない。

プレスは 「社会の目標や価値を示し，かっ明らかにする」立任を負うべき

である。 4.プレスは，「現在の情報lζ接泣する十分な機会」を提供する乙と。

（内川訳， 前f昌吉，参！！?J)pp 159～169 

第2章機関誌 『港湾』の史的変遷

機関誌『港湾1と（旭日本港湾協会

機関誌『港湾』llトは，現在，運輸省所管の公益法人である社団法人日本港

湾協会（出版刊行物の係）のもとで毎月発行されている。創刊は大正12年4

月1日に始まり昭和56年11月現在では第56巻通算第 648号を重ねるといった，

わが国で最も古い港湾界の機関（月刊）雑誌である。

現在の伴日日本港湾協会の設立は 大正11年10月 名称は「港湾協会」 （任

意団体），内務省の外郭団体（2）としてスター卜した。〔初代会長（大正11年11月

～昭和22年3月〕は故水野錬太郎氏，元内務大臣，貴族院議員，法学博士〕

昭和 2年になると「社団法人，港湾協会」と改め内務，大蔵，逓信の大臣lζ

認可申請し許可の指令を受ける。昭和18年11月，港湾行政が内務省から運輸

通信省へと移管した。昭和24年6月運輸省設置法施行lとより，従来の海運総

局が廃止され，再び港湾局 131は普通の内局となった。また「（掛港湾協会」は，

昭和27年12月25日，名称を改め「制日本港湾協会」とした。従って現在の（凶

日本港湾協会の沿革は内務省から始まり運輸通信省を経て現在の運輸省へと

落ち着いた史的過程をしめている。 （図－ 2を参照されたい。）また協会の

事務所も 5 固に亘って移転を余儀なくされ ： ~主初は麹町区大手町内務省土木

局構内，次lζ麹町区震ケ闘 1～2，内務省国土局構内， 次で千代田区丸ノ内

1～l運輸省海運総局港湾問別室，更に四谷，そ して現在の，港区虎ノ門琴

平会館lζ落ちついている。
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図－ 1 内務省設置以降の港湾行政

内til'fi(1~'1、資、 n;1；；盟 1/) いりI6 11 

J''H':fi符（七木｝，，）、l目（j堕），，）） I llJJJO. I 

iリ114.4 

大14

lli".18.11 

II行24.6 

ili".24.6 

（資料11¥J叶） <tJ:＞日Jj＞；住幻協会細川IJj＜治問史allfHl153年， p.53。

「内務省史」，第3巻lζ “外郭団体，港湾協会”と題して「港湾協会の設立目

的Jについて触れている。” ……港湾政策を考究し，港湾の修築及び海陸連絡

設備の完成を促進し，港湾利用の方法を改善するとともに，港湾関係者間の

連絡懇親をはかるにあり，その事業としては，港湾に関する調査研究，資料

の蒐集，講演会，講習会，展覧会等の開催，図書の刊行，頒布， 会報の発行，

関係当局の諮問に応じ，また，当局に建議する”等の乙とが述べられている。 14)

なお「（同日本港湾協会」の会員数は，設立の時点から日華事変，第2次世

界大戦を経て現在に至るまで差程lζ会員数の増減は変らず，平均して約3,500

～4,000を数える。しかし勿ら今日の「協会Jの基礎を築きあげた時期は，

設立当時の内務省の時代であったと述べられている。15）よって「協会」が今日

まで果し続けてきた雑誌『港湾』編集への史的姿勢がうかYえられるであろう。
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機関誌『港湾』の史的変遷

『港湾』の創刊号，大正12年4月（ 1923年）から昭和55年12月 ( 1980年）

までの港湾の発展過程をみるには，次章で述べようとする”雑誌『港湾』から

みた報文の動向”の中で示した 港湾発展過程の時期区分（7期に分けてい

る）を眺める乙とが適当であると考える。その理由は，いうまでもなくわが

国の港湾の史的過程をみつめる乙とを大前提として雑誌『港湾』の報文の動

向（社会科学，技術，労働）を探ろうとしたからである。つまり言葉を変え

れば報文の動向を考察するための基底（base）として編みだしたのが（港湾発

展を知るために） 7つに切った訳（時期区分）である。したがって必らずし

も直接的に雑誌『港湾』の史的過程の中から産み出し，各期ごとに内容分析

をほど乙し行なった結果として時期別の区分ぞ見いだした性質のものではな

い乙とを前もってお断わりしておかねばならない。本章では雑誌 『港湾』の

流れ，すなわち“歩みη とも云うべき約57年の聞にわたる『港湾』の史的変遷

について，わが国のプレスlとみられる共通，類似点（特徴）との関係を導き

ながら雑誌 『港湾』を梗概してみようとするものである。

従って，まずわが国の港湾とプレスの発展過程にみあった時期区分を殆し

時局の変動にそった形で4つに切ってみました。

第l期は，大正12年4月lζ機関誌「港湾』が創刊されてから日中戦争，次

いで戦時体制の強化期間（6）を経て第2次世界大戦の終結まで（昭和20年8月）

をいいます。西暦でいえば 1923年～ 1945年の期間です。

第2期は，戦後を経て昭和25年1950年の末頃まで。迎合同総司令部が設

置され， ドッヂ・ラインの発表（経済安定策の明示）を経て朝鮮戦争lと伴う

特需景気（7）がスタートした期間 つまり昭和25年の末頃までをいう。

第3期は，昭和26～27年頃から昭和40年（ 1965）にかけての期間。つまり

対米依存関係の確立（対日平和条約，日米安全保障条約，日米行政協定，日

米相互防衛援助協定（昭和29年）を経て国民所得倍増計phj' （及び白木経済

の高度成長政策の基本計画）及び「貿易と為替の自由化」 〔IMFの為替撤

廃勧告に基づく自由化時代）と高度経済成長の矛盾が露呈された時期まで。

すなわち昭和40年頃にいたるまでの時期をいう。
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第4期は，高度経済成長を遂げる「大型景気」の昭和40～45年頃を境いと

して逆に下降過程lζ入る転換期を（46年の9月頃）を経て現在にいたるまで

の時期を第4期とした。

上記で示した4つの区分を前提として代わが国の新聞と雑誌『港湾』の史

的関連過程（共通類似点等）を導きながら（「港湾協会Jの設立経緯をふま

えて），わが国の新聞の特異性と近代的コミュニケーション過程（欧州、｜との

相異点）の理解について以下簡単に述べてみる乙とにする。

大正後期から昭和lζ入り戦中，戦後までの，わが国の新聞の特徴を一言でい

えば木格的な大衆新聞が登場した時期である。それ以前は（明治30年代～大

正中期に至る期間）報道新聞の時代であり，そして読者屈の主流は中間層に

よって形成されていました。しかし上記，第1期（大正末期） IL入りますと新たに

新中間屈と労働者層が加わり読者屈の底辺というものは一層下降し拡大しま

す。したがって本格的な大衆新聞が現われると同様にして乙の期をポピュラ

ー・リーダーの時期ともいえます。しかも，乙の期の経営面の特徴としては

広告収入が以前と較べて（前は副次的）非常に高まった乙とが指摘されます~Bl

乙うし、った新聞の社会状勢と相俣って大正12年4月に雑誌『港湾Jが誕生した。港

湾協会は，前年の10月12日lζ大連（現在の中国）で創立決定をみて，第 1回の通

常総会がl年おいて大正13年4月に神戸市で、聞かれたのである。それでは「港湾協

会Jの設立動機についてまづ眺めてみよう… “港湾法”をつくるのに結局，役所のセ
クショナリズムの（逓信省が反対の放に）理由でうまくいかない。とれは外郭団体を

つくって世論をつくるよりほかにない。港湾は利害関係がある。海運あり，倉庫あり，

港運あり，労務者がある。非常lζ範囲が広い。だから，そういう業者を集めて，ひと

つ外郭団体として世論団体をつくろうではないかという乙とで，大正11年10月頃，そ

の考えをきめた。 …一” （原文の一部を要約，港湾協会設立経緯，当時の港湾

課長，松本学氏の談話から） 『内務省史』第 1巻， 735頁。ついで雑誌『港

湾』創刊号の前付ー，前付二として「港湾協会設立趣意書」と「港湾協会設

立に当りてJが掲げられている。前者では

するの秋iと際し， ．．全国の有志を糾合し，相共i亡必－湾政策の研究調査を遂け．’或は

当局IC::進言し’或は公論lζ訴へ，講演会，談習会又は展覧会を開催するの外，会報其

の他必要なる図書を頒布して大IL国民の輿論をl喚起し，直接港湾IC::利害の関係、を有す
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る者の管起を促し 同感の土庶幾くば此の挙を翼賛せられ，本会の目的を達成す

る為lζ力を致されむζとを。”

以上，趣意書の一端を抜粋してみました。後者の要旨は，交通運輸の発達

とターミナノレの必要性にふれ列固に比してわが国港湾の機能は著しく遜色

文化的施設の発達はす乙ぶる遅々たる乙とは誠に遺憾である。 …一・”と

述べられている。

なlζゆえに，本稿lζて雑誌 『港局』の誕生と相侠って協会の設立動機，設

立趣意書，そして協会設立に当りてを引用してみたかについて説明を殆乙す

必要があるものと考える。その訳は，わが国の言論を代表するプリンテング

．メデアならびに電波メデアの発展過程の史的本質を追求していきますと，

自づ‘からメデアのもつ特異な性格に到達し今日でもその流れと色彩が底流し

ているからであります。即わちわが国のメデアの出発点の特異性が見られる

からです。プレスのスター トはどとの国でも一様に権威主義理論（第一章で

述べているように）に基き封建的コミュニゲーション体系を経て近代的なコ

ミュニケーション革命が拾頭してくる乙とは周知のとうりです。それでは，

との近代的コミュニケーション革命というものの特徴を一言で述べるとするなら

ば，ヨーロ ッパの場合は，市民階級によって下から推進されたコミュニケーショ

ン革命でありましたが，わが国の場合は徳川封連社会の旧士族層によって幕

末，明治初頭を出発点とするヒから， （つまり士族居の独占的リーダーシッ

プに基いてスター卜する〕のコミュニケーション体系であったことです。勿

論，幕末，明治の初期での読者層は浪士が大半でありました。（それに明治，大正

の中頃までは，政論新聞が大勢を占めていました。）従って士族層の独占的

リーダーシップが今日のわが国の新聞の世界にかなり大きな影響を残してい

るものといわれている（9）乙とを見逃しではならない。

それは，武士的エトスの問題があげられるからです。たとえば，政治主義

といわれる内容の特殊性の問題，記者の差別意識の問題，または新聞の社会

的責任意識の問題等がよき例です。欧米の場合の責任意識は近代的な個人の

主体意識から発している訳ですが わが国の場合はもっと儒教的な心情倫理
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の形であらわれてくるものと考えられています。 屡々くちにすると乙ろの

欧米の社会 csαeity）とは，わが国にとっては“世間”とか収世の中’＼“浮き世う

”憂き世””世のため”といわれ，庶民の潜在意識の根強い背景が構築，支配

されてき（「社会」という用語は長い間わが国では学術，論題用語として用

いられてきたのである）た点は見逃す乙とはできないし同様に”港の社会”に

とっても乙の ζとは重要な研究課題の領域といえよう。

以上，指摘してきましたわが国，メデアの出発点の特異性とその関連のな

かで機関誌『港湾』の誕生と「協会」設立発足の経緯Kついて触れてみたも

のである。それでは上記．四つに切った各期区分を基として，ポート・メデ

アの代表誌である雑誌『港湾』の果してきたメデアの機能とプレスの共通，

類似点等について更に概括的にとらえてみる乙とにしよう。

第 1期，雑誌 『港湾』の創刊号の総頁数は 166頁， 2号は 158頁， 3号に

は“自由港論是非”と題して特集を組んでる。 （当時の港湾政策の研究課題

として検討）頁数は昭和16年9月（第19巻9号）までは平均百頁強を上まわって

いたが，そのごは用紙統制（一般紙の用紙統制は昭和15年5月～昭和26年 4

月30日で完全廃止）のため順次減り続け昭和18年12月号では32頁となった。

（しかし，大正14年8月からは隔月発行であったのが毎月発行となった。〉第

1巻では格調のある英文目次がみられ当時としては学術的な色彩が感じとら

れ近代的な編集をうかがわせる。 （第 1号の編集者は大瀧白概氏，第2号か

ら終戦前までの編集責任者は小山庫水氏）雑誌全体の内容としては，ハード

とソフ卜 （3号から“漫録”掲載）のバランスが見うけられ，” J墨録”と共

lζ ”列国事情”のカラムを設け各国の港湾事情を紹介しているのも興味深し、。

当時の模様を大田尾鹿治氏（日本港湾協会理事）は次のように雑誌『港湾J

についてふれているF" ロンドン発行の「Dcx:kaid Harbour Autho 
-rity Jという専門雑誌から目を離してはいけない い。欧米で聞かれる関

連技術委員会などの報告書をよく読んで，常lζ先端を知る心がけが，和魂洋

才の秘策だよ，そのためには英・仏・独三カ国語の読書力を養い， 『港湾J

という協会月刊誌に親しむ乙とが港湾専門家になる近道だと教えてくれたの

はエリートの先輩たちであった……”。また，前述したように一般誌（紙）
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の非常lと高い，広告量増収の高まりも手伝ってか雑誌『港湾』の広告頁数も

それと類似した面がみられ雑誌『港湾』の末頁に 本誌広告料として料金が

明記されているのが目だつ。

戦時体制下に入った昭和lO年代になると昭和11年lζ内閣に情報委員会を設

置し，昭和13年Kは新聞用紙の制限，昭和15年になると「情報委員会Jの規

模を拡大して内閣情報局を設置し（敗戦まで）情報の一元化をはかり内閣は

強力に言論界K君臨してくる。 （言論統制機構を完成し．統制団体「日本新

閉会」を設立し，昭和17年にはー県ー紙主義へと有力紙が統合していったの

である。）

乙の時期には，昭和17年12月8日，大詔決発の記念日を期して，「内閣情報

局」及び「日本新聞会」の支援に基いて，海運貿易新聞（東京），日本海運

薪白（神戸）その他を統合して 「占キ品主命由」を創刊しているf翌年の
昭和18年5月，内閣情報局及び海務員の支援で，当時発行されていた海事関

係三雑誌の自発的廃刊のあとをうけ，従来日本海運集会所が発行していた月

刊雑誌「海運』を高級総合雑誌として当会が発行する乙ととなったY同年，
運輸通信省の設置と共lζ港湾荷役関係業務が変り l港l社の体制となった。

第2次世界大戦の終結の前年 雑誌『港湾』は（昭和19年11月号＝第22巻

第10号）戦時広告の「懸賞募集」が一頁全面にわたって掲1俄されている。

テーマは「簡易なる港湾荷役の器具機械の考案を募るJ一勝つ為だがんばれ

何役 主催／港湾協会，日本港運業会後援，運輸通信省（賞金，一等五百回，

三等まで） ζのように時局に相侠つての編集，刊行を続けてきた雑誌『港湾』

は，戦争も末期の状態lと陥いる昭和20年lζ入ると資材欠乏，一般紙の夕刊廃

止にあとを追って休刊となる。第 l期を結ぶ前K，昭和7年の10月には協会

創立満10周年を迎へ雑誌 『港湾』 10周年記念号を編輯しているしまた昭和17

年Kは同じく20周年を記念、（第20巻第10号lとて）特集をくんでいる。また編

集責任者小山氏が記した”「港湾」から見たる20年”は意義がある。また「港

湾協会20年史」が刊行されている乙とも附記してお乙う。

第2期に入りますと，一般紙（誌）は連合軍総司令部 CGHQ）による新

聞の事前検闘が行なわれ二元的統制をうけかなりきびしかった。 （一つはG
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H Q公安部の民間検閲局Cc Dと他一つは民間情報教育局CIEが検聞を行
なった）。乙の事前検聞が制度的に緩和のきざしをみせ始めたのは21年11月

25日以降のととである。 昭和23年7月15日になると，それまでの事前検聞

を全て事後検閲制とし 3ヶ月後の10月24日には検聞をいっさい廃止した。雑

誌『港湾』の場合は，復刊が軌道iζ乗るようになった年は昭和24年の後半か

ら25年の時期であるので支障がなかった反面， GH QのCTS （司令部民間

運輸部）には苦労させられた乙とを「日本港湾発展回顧録」に記されている。

また用紙統制の完全廃止は24年4月30日であるので『港湾』の復刊が軌道に

乗りだした一つの理由とも理解§れるであろう。

また，雑誌 『港湾』は昭和26年の春までは合併号が殆んどで．その時の模

様を次のように綴っている。”機！掲雑誌『港湾』は用紙制約及び資金の関係

にて従前の如く毎月発行する乙とを得ず，一本年度IC於ては第24巻一第 1号，

第2号のみを発行した。”敗戦の7ヶ月後の昭和21年3月1日付けの『港湾』

は（ぎら紙で） 「謹告」と題して「本会機関雑誌『港湾』は昭和20年l月号

上梓に際し再度戦火に遭ひ繭来休刊の己むなきに至り尉候処今般印刷の手配

成り本誌より連続発刊致事と相成候条此段謹告候也」一原文（以下略）

末尾lζ港湾協会名が印されている。次頁lζは“「港湾施設研究奨励規程J施行

lζ付謹告”も記されている。乙うして雑誌 『港湾』が復刊の形をとりはじめ

る準備と関連して「港湾協会」の存在価値等について，故東 寿先生（元，日

本港湾協会理事，元日本港湾経済学会々長）は「終戦直後の「港湾」編集の

思出」九題して述べられている。 誠lζ貴重な研究資料といわざるをえない。

特lζ雑誌 『港湾』第25・26巻には， 「港湾」編輯委員の委嘱，編絹会議の

努力の模様等が記されているし，また多年にわたって努力し続けてきた「港湾法」

の制定公布まえの“巻頭言”（雑誌 『港湾』，第25巻3号）には次のように記

されている。“……港湾法の多年lζ亘り制定せらるべくして遂に制定せられ

なかった主要原因は官僚縄張り争いの結果であったと思う…・・。”と単刀直入に

述べてし、る。そして港湾法が制定された年は昭和25年5月であり，乙の年から雑誌

『港湾』の組み方も横書きに変えている。よってこの年を境として第2期と

した訳であるが，新聞も前述したように用紙統制の廃止，検閲の完全廃止と
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なり新聞企業も26年以後本格的な復活を遂げる ζとになるわけである。

第3期…ー・対米依存関係の確立から高度経済成長へ，次いで IM F勧告に

よる，合理化と企業体制の強化によっての国際競争力への基盤拡張までの約

14年間とはいう ものの，わが国の社会変動は激しく変化した。港湾の世界で

も同様に， 表－11とみられる如く その変貌は激しく変転し，わが国港湾の転

換と展開をみせはじめた時期と云えよう。わが国のプレス（新聞）も25年～

表－ 1 港湾行政の転換と展開への時期
一一一 lll{fll25年～昭和40年代一一一

H日手口25iF 4住：司法町制定、 ii\ 入！Jil'i'：ニ里flf,ill:1町、航路I:::~地法、｝陣鰭帯判法、 水路~HML 水先
(1950) 法新法的制定。

昭和26年
治向述送・1・;-;>;i去の制定、検疫iHJi法的；J,IJ；主

公共土木施，lJl:災市復旧・1・；業凶1・l!l'tW法的制定。
l昭平日27i!' 入lnl管理庁が入！.F,!');l'FI！川となる

開u:：，振興法の制定。治Y.'J強制ii促進法の制定により u也泣成、。ii主機械、 J:hl、i且
昭和28年 船などの白！＞$についての融 ·1~が可iiE o

関税法的改正、 f'.!H:見f~I・11法、 f!t:I.見工場法的Ii[il:o 

昭和30iF 港問審議会令公列。

l昭和3JiF 合l•HCIO法の出IA!

II（｛手U32ijC とん税法、特別とん悦起、町制定。

II日干日3311' 新1dUI経済計世1jによる泌何軒備の推i!L

II日干IJ34ijC 特定准i:'J施設工・J：，特別会計制l主によ る快倒的Hl'.i!L

II｛｛干fl36il'
治r.·； ~.ti市l 緊急rn-;n法的；1,11定。 11\ 1 J入 町住i：＇；~.＇Hiiii 5 ヶ年.n· 1111i』’A柏、港湾枚f~il特別

会，n・法的制定。

11IH1140年
社主的労働法的制定。11¥2次 「治山柊Wi5ヶ年，;i・11hi1京地

( 1965) 

11({.25治的法的制定によ って、治Viの11H.i1,J<:-•r( '!ti住問、地J)i住問、 [· 1 •;•/ I／川 i~

Jll.午、制iDIJ事的決定。

ll{US 11• ！ド：：； 1;:u止 .v1.1 :t~協会 （！ CH I CA ）に ）Jll 人．その後［ EJI祭，住f；協会 (IA PH ） 、 1I '1'i住
W; j:'J(.:ii生機械化協会が必’主するi主l刈となった

H自 .36 治的 1;,cNii 駁急Jl';;i＂＇法的制定に f'I' ヮて ．お 1 , 2 , 3 , 4 ,5, 6次的治的t~怖 5 ヶ年

,n·倒的災地はわが！ El ‘，住；；tの朝fたな＋ム換と IJ~llflのJUI

ll(l.36 ~（京、大阪両，HH＇；の船出み大ilc.r;L先生。

lllU7沿向技術研究所．独立 (17年llで）

J'; ll(J.42外HJl;¥Ull公団法的制定。

llfl.43年可l陥送革新 （コノテナ化、ラ ソンュ紛の枕航、サイロ施B没町沖l大、 （.；ii主

機械）とJとitJ労働のP.11制。

11i'L48；住t九法一部改訂

（資料IJ:rリr)<U>"1本沿的協会制 rle l 本社H~ 史』 II｛｛利53年 I'll 。

l•r] J・. r 1 l 本港町発／J'il11I脳ll•む参J!ll.

計i1.1:,1c1,1；制， r近代111＇総合 ih'<JJ 968iド
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30年を境にして技術の進歩，経済の発達によって新らしい局面へと移りはじ

めた。例えば報道面をみると，乙の頃から新しいコミュニケーション形式が

みられはじめた。それは速報主義から解説主義へと少しづっ移り変わり他の

メデアへも影響を与えていった。ついで技術面では新聞の製作技術が開発さ

れている。モノタイプ，ファクシリリ等の登場である。経営面では，かつて

の大正，昭和にかけての広告量の増大をはるかにしのいで（前述，参照）販

売収入と広告収入の地位が全く逆転してしまったのがζの第3期である。雑

誌 『港湾Jも乙の期より軌道にのりはじめて時局の変動と平行して港湾の動

きを直接にジャーナルへと反映させている。つけ加えるならば，昭和27年は

協会創立30周年（雑誌 『港湾』，通巻300号）を記念して懸賞論文を募集し

ている。また， u …港湾協会計周年を記念する意味で……港湾協会主催の

もとに第 1回国際港湾会議を（神戸）聞くととになった－”と会長は述べてい

る。次いで37年には創立40周年の記念事業として，協会はわが国で，はじ

めての港湾博覧会を催し港湾の啓もう普及宣伝を図っている。納

乙の第3期を一言でいうならば，わが国の港湾の民主的な立法精神（港湾

法）を基縫においた“転換と展開の時代”に入ったものと考えられるであろ

つ。

第4期は（昭40年～55年） 第2次～第5次までの港湾整備5ヶ年計画の

期間でもあり，また広域港湾（京浜，阪神の両外貿埠頭公団の設立）の進展

と相まって輸送革新の時代（昭和43年頃） IC入り 港湾労働問題の発生が再

び叫ばれ，昭和48年2月lとは港湾労働法の改正案を国会lζ提案した期でもある。

新聞も40年代に入るとコンビューターの導入によって更に新らしい段階に

向かうが，その背後には人間の意識と社会的責任とのコミュニケーション・

バランスの問題が生れてきたと云えよう。

雑誌 『港湾』の復刊は，戦後の協会の存在価値論からはじまって組織的慣

性を築くためにを念じて雑誌 『港湾』の再刊が決り，その編集責任者は故東

寿先生であった。 （「終戦直後の「港湾J編集の思い出，東寿稿を参照され

たし）

雑誌 「港湾』の編集内容も，港湾行政の央的変化にみあっての充実を重ねて，
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昭和50年代K入ると機関誌 『港湾』は， 『編集の基本理念』胸を打ちだして

いる点は，正に言論の自由市場の双方交通を前提としてタテとヨコの線のコ

ミュニケーション機能をふまえての基本的な姿勢 態度の表明としてうけと

めるべきだと考へえて止まない。

以上がきわめて概括的にまとめてみたわが国における雑誌 『港湾』の発展

過程でありますが，乙のような史的変遷と併せて次章で取扱ふ雑誌 『港湾J

K掲載ぢれた一連の報文（社会科学技術港湾労働）の動向ならびに物価

指数と 『港湾』の刊行費の推移等を眺めたうえで纏めともいうべき，或いは

乙れからの検討の材料として考えられる二，三の点について第4章で（”ポ

ート・メデアの責任”の箇所）で触れる乙とにする。

注 (1) 日本港湾協会編， 『日本港湾史J. 「第12章一 l，関係協会等の活動J,

p 474，昭和53年日本港湾協会発行，併せて，（向上協会）『昭和55年度会務

報告』「機関誌『港湾』の編集，発行」と「港湾関係出版物の編集，刊行」（P.

26, P. 47）を参照されたし。

(2) 大震会編「外郭団体JとIi＂各行政について ，民間の団体とか，協会とかがつ

くられ，当該行政を所管する官庁と表裏一体IC:なって，その行政の充実発展

を図ろうとするものを広く外郭団体という乙とができょう” P.730，併せて

『内務省史』第l巻J港湾協会の設立経経緯について”pp735～736の参照

をのぞむ。闘世也方財務協会，昭和46年。

(3) 市H民~：： 『 日本港湾史 』 P. 53 

(4) 副H局者『内務省史』第3巻， P.96及び『港湾』倉IJ刊号の「港湾協会設立

趣窓書」と「港湾協会の設立IC:当りて」を参照されたい。また昨虫日本港湾協

会の全体の歩みを見るには『月刊名古屋港J，「日本港湾協会の歩みJ, PP. 

5～8' 1971年9'10月（合併）号の参！！琶をのぞむ。

(5) 市ijf昌＇＜＇H 内務省史』第3巻，P.96 

(6) 戦時体UJIJの強化とは，”昭12年10月の国民精神総動員，昭.13年の軍；百工

業動員法，綿糸の切符告lj，宅力国家管理法，カソリンの切符制，国家総動員

法。翌年，昭和14年の賃金統制令，米穀配給統制法，国民徴用令，価格統制

令。そして昭和15年の日常’品の切符ijjlj，新体制運動，｜隣組制度，大政rs.!賛会

と同年11月le::成立した大日本産業報国会までもいう。芳賀幸四郎監修『日本

史妥覧』文英堂， P.192，昭和56年

(7）岩波書店編集部，“特需景気起る（7月～12月の特需契約小計l俗820万ド



ポート・メデアの社会的立任 247 

Jレ。以後， 55年6月までの5年間な累計16億2,000万ドノレ）。f近代日本総合

年表』，P.380，昭和43年。

(8) 中野渡信行編， 『マスコミ近代史J‘新聞広告髭7倍K急増，大正元年の総

行数は 33,472（千行），大正14年の総行数，210,553（千行）といった急増。

p 174＇雄山閥，昭和 44年。

(9) 内川芳美，『新聞学評論 ~ ＇ 「日本の新聞ーシンポジウム（1）」日本新聞学

会， P.77 , 1963年。

。。） 前渇畜 「日本の新聞」 P.78 

(11) 大田尾広治， 『日本港湾発展回顧録J，「彼の秋・あの頃J,P. 23，日本港

湾協会，昭和52年。

。2）長岡信徒編， 『財団法人日本海事振興会史J，「日本海事新聞誕生の経緯J,
p p 195～198，捌1日本海事広報協会，昭和40年。（］3)

(13）前掲苦，同上， P.87。

(14) 小山鐸；）＜稿， 『港湾』（第20巻第10号）， 「雑誌『港湾』から見たる20年J,

pp” 1 17～120 0 

(IS) 巻原昭彦， 『日本新聞通史j, P. 227現代ジャーナリズム山版会， 1980

年。詳しくは『戦後のあゆみ新聞ジャーナリズム』，新井直之箸が参考とな

る。

(16) 東寿稿，『港湾』，「終戦直後の「港湾J編集の思出J,VOL.46 （創刊500

号記念特集号） , PP. 59～62，日本港湾協会， 1967年7月号

(17) 前箔書， 『日本港湾史』，P.488 

(18）雑誌『港湾』編集企画小委員会編， 「雑誌「港湾』の編集IC関する意見」

と越して”編集の基本思念”四項目（啓蒙，情報の伝達，意志疎通，広報）

がうたわれている。また，編集企画についての意見，特集テーマ，表紙の改

訂，雑誌“港湾”臨時増刊号等について記しである。pp i～10, （柑日本港

湾協会，昭和55年。

第 3章機関誌 『港湾』の報文動向

I ) わが国の港湾発展過程の各期区分

わが国の港湾の出発点（行政，思想）は， 「港湾」は国の営造物という概

念で明治4年の大政官布告第 648号その他の法令によって取り扱われてきた

乙とは周知のとおりである。
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それでは港湾修築の史的過程を眺めてみますと，維新から明治20年代までは

”主IL外人の技術指導（横浜，神戸）fζよってなされ朋治30年以後，大正時代までは万事欧

米港湾の模倣I時代であったために国情IL適さない面がみられた。而し大正の末期にな

ると日本港湾の特色として活躍する先駆けがあらわれ.....昭和iζ入ってようやくわが

国の港湾は独自の道を歩み：／＼したい・・”Illと述べている。

機関誌 『港湾』の創刊は大正12年4月であり欧米港湾の模倣時代から独自

の港湾の縫立に歩み始めた時期であったといえる。一方わが国の当時の新聞

も政治部，社会部の組織が固まってきて取材方法も確立し始めた時期でもあ

っ7こ。

このようにわが国の港湾の史的発展過程をみつめながら，大正12年4月l

臼lζ創刊された雑誌 『港湾Jから始まって昭和55年12月号（第57巻）までに

掲載された報文の動向について考察をほど乙してみた。特lζ本稿では港湾労

働の（報文）動きを調べるためもあって港湾労働を社会科学の報文領域に含

めずに労働の領域として取り扱った。したがって社会科学，技術，労働の三

領域lζ分けて各領域の史的過程を比較，検討してみた。そのために港湾の発

展過程と報文の動向を眺めるために次のような分類で大正12年から昭和55年

までの時期別の区分を（7期に）分けてみた。

第1期は（大.12～昭.12) 日中戦争の勃発までとした。第2期（昭

12～昭.16），白中戦争から太平洋戦争の開始まで。第3期 （昭.17～昭

20），第2次世界大戦終結まで。第4期 （昭.20～昭司 25），戦後から港湾

法が成立した年の末まで。第5期（昭ー 26～昭.36）港湾運送事業法の制定

からはじまって”国民所得倍増計画”を経て港湾整備緊急措置法の制定と第

l次『港湾整備5ヶ年計画』実施の昭和36年までとした。 第6期 （昭.37～ 

43) ' 「全国総合開発計画（昭司 37)J，第2次（第 1次，第3次を挟んで）

港湾整備5ヶ年計画，港湾労働法の制定を経て外貿埠頭公団法が制定された

翌年（昭司 43）までを 6期とした。猶， ζの5' 6期は，前章で指摘した如

く，わが国，港湾の転換と展聞に入った時期でもある。第7期 （昭.44～昭．

55）は，第4次（第 3'4次を挟んで）港湾整備5ヶ年計画，新全国総合開

発計画（昭.44）を皮切り花港湾法一部改訂（昭.48），及び経済社会基本

計画を経て港湾整備の長期構想、（昭司 55，運輸省港湾局）までを 7期とした。
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また，昭.43年頃からは輸送革新の進展とあいまって港湾労働払噛が生れた

時期でもある。以上の各期区分を前提として，雑誌 『港湾』に掲載された報

文の動きをみてみよう。

日） 報文数と分野別の比率の推移

報文数を各分野別lと区分したベースは，全て雑誌『港湾』の目次ならびに

総目次を某準として区分したわけである。但し年頭初感及び総会の各報告文

等は割愛させていただいたが， 「資料Jのカラムは逆fC選別して報文の中lζ

いれ，分野別の比率の推移をはかったものである。

次lζ報文動向の作成にあたって壁にぶつかった乙とは，雑誌 『港湾』の欠

版が比較的あったという乙とである。乙乙lζ欠版を紹介してお乙う。欠版：

大13，大14，昭4，昭 7（全巻が欠版）昭.15.9月，昭.18.5＇昭. 19. 7' 

8 ' 10' 11, 12 （但し昭.19,10月以降は刊行されたか不明），昭.20. 2，～12 

表 2・各期年平均報文数と分野別の比率

子ぐ
十｜会H "}: tえ術 ツ；働

報文数／年比中 報文数/if比 'f'. 報文数／年上ヒ咋’

~＇＼ 1 WI 
（大12.4 ) 62.6 0.503 52. 9 0. 425 9.0 0. 072 
-11({]2. 7 

第 2 WI 
（！！日12.8 ) 73. 6 0. 552 53.1 0. 398 6.7 0.050 
～ 11{{16. 12 

第 3 WI 
(llP.17. 1 ) 50 .8 0. 523 41. 2 0 .424 5. 2 0.053 
～ 11({20. 8 

m 4 WI 
（叩0.9 ) 23.6 0. 742 7.6 0. 239 0.6 0 .019 
-11{{25.12 

第 5 WI 
（昭26.I ) 29. 9 0. 573 19. 3 0.369 3.0 0.058 
～ 11({36.12 

/ri 6 JYJ 
（附7.1 ) 33.0 0. 531 27. 9 0.448 1.3 0. 021 
～ ll{J,43.12 

第 7 JYI 

（刷 1 ) 62. 2 0.702 23. 5 0.266 2.8 0. 032 
～ 11({55.12 

{iic) 欠版 ：首¥1WI （大13町大14.II{{ 4. II百7). ~＇＼ 2 JYJ {11!{15. 9) 

m 3 JYJ {II自18.5, 11{119.7,8,10,11,12) 
休HJ:11({20. 2～12 （紙の統ai11と戦中 ・’ii¥'.1主のため休刊）

首i文総数

判i文数／年

124. 5 

133.4 

97. 2 

31. 8 

52. 2 

62 .1 

88. 5 
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図－3. 各期年平均報文総数と分野別比率の推移
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（紙不足と戦中戦後のため休干lj）戦後の21年～23年の聞は前述したとうり合併

号であって24年から25年にかけて軌道に乗り始めている。第27巻からは毎月

発行されている。それでは，表－ 21ζ示した，各期年平均報文数と分野別の

比率と図 3の，各期年平均報文総数と分野別比率の推移とをみてみると次

のように考察をほど乙すととができょう。

表－ 2をみると報文数の順位は社会科学技術労働の順となる。報文総

数をみると第3期が97.2本，第4期は 31.8本と減少している理由は用紙統

制によるものであり，雑誌 『港湾』の場合には昭和16年9月より用紙統制の

ため今までの約 4 割が減ぜられている ~21 戦争悪化によって次第に減少し休

刊となる。戦後も用紙不足と資金難に落ちいるが第5期からは用紙統制完全

廃止（昭26. 4）も手伝ってか毎月の発行となる。表2，区｜・ 3を眺めて指

摘できる点は，港湾労働の報文数が他報文数と比して全体的に少なすぎるの
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はなぜであろうか。而し戦前，戦後と労働改善策の声はあがってはいたが。

特に昭43年頃から輸送革新と港湾労働問題＼31の関連性は厳しくコンテナ化，

ポー卜・メデアの社会的立任

2月lζは港湾労働省力化，荷役桟機化それに年令回の問題等が伴って昭48.

法の改正案が国会iζ提案されている。また港湾資本，（即わち巨大交通，商業

資本，社会資本を蒸軸として）と流通の側面を挑めると社会経済構造の矛盾

なりわが国の産業構造の諸問題といった点が直接に港湾にはねかえってきて

いる乙とは図・ 3，によって裏づけされているといえよう。それは昭.30年

代の後半（第6期～第7期） Iζ入ると，社会科学と技術報文の線が対象的に

背をむけて離れていくし，また昭.17年以降（第3期～第4期）も類似した線

（カーブ）をみせている乙とに気がつかれるであろう。つまり第3期では戦時

体制による国策遂行として敗戦まで宣伝の一元的統制（情報および啓発宣伝

の為の統一）と併せて用紙統制K終始務めている。また敗戦によってインフ

レーションの爆発性産の荒廃 戦争財政の継続）と用紙統制がみられる。

日本経済の成長が（昭.37年末期になると）

種々な形で経済成長の矛盾が露呈されて日本経済の高度成長を支えてきた諸

条件が逆に阻害＼4＼するようになったのである。従って昭41年頃から「投資が

昭和30年代，後半以降になると，

投資を呼ぶJといった（民間設備投費型）経済の拡大も壁にぶつかり政府は

公債発行によって経済を支えるといった時期lζ移り諸物価の騰貴，労働力（若

年層）不足つまり雇用と賃金構造が改変（5）されたのである。従って港湾をめ

ぐる社会では，港湾行政の管理，運営，社会経済の基礎形成なり産業構造基

盤の機能化等lζ焦点（Centralfcx:us）をむけた表われとして社会科学の報文

数が（増加）上昇線をたどったものと云えるであろう。即わちわが国の社会

経済の矛盾が港の社会lとはねかえってきたものと考えられるし言葉を変えれ

乙の期をテコとして港湾の学門と研究が更に考察されねばならない時期ば，

といえるであろう。

各期物価指数と名目刊行費の推移、‘，J川山

雑誌 『港湾』の刊行伐の動向をみるために昭和50年を基準物価指数として

刊行費の推移について調べてみた。各期物価指数の計算方法は次のとうりで

ある。
戦前基準によるその年の物価指数

昭和50年基準物価指数＝
戦前基準による昭和50年の物価指数



ポー卜 ・メデアの社会的責任252 

但し戦前基準の物価指数は日本銀行統計ーの却売り物価指数（昭9.～11=100)

lζ基づく。

各期物価指数と名目刊行費

〕ト＼
Pl ii 'l'i 物価指数 昭和50年物価；t;;y，刊行』IV

l'J/.if'- ll{j引150if'=100 fLJ/年

お I JYI 
（大12 ) 15. 337. 94 0 .1572 9.818.332.4 
～11rn2 

""¥ 2 I日｜
crnz ) 21, 675 34 0.2470 8守830.233.3
～ll{j]6 

抗 3 JUI 

C'rm ) 16, 298 45 0 .3901 4. 935, 268.6 
～ll{i20 

565, 993. 97 20 .67 2,028,117 
～ll{i2 

1.886, 787 .8 56 .03 3,366.814.2 
～llli3 

·~＂＼ 6 J日
(llli37 ) 4' 450, 868. 7 57. 95 6.577.418.6 
～ll{i43 

第 7 JYJ 
(II刷） 14' 691, 895 83. 98 17, 160, 717 
～11{!53 

表 3
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図 4.各期物価指数と名目刊行費の推移
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乙乙で表 ・3，図・ 4をみて考えられる点を簡単lζ述べるとすれば ：＠上

述したように，協会設立の趣旨に添って港湾行政の進展と会員相互の協力lと

よって，長い歴史を築きあげてきた協会組織の確立と財政力のバランスが見

うけられる。＠併せて港湾の民主化を導いてきたゲート ・キーパーの役割り

をもっスポークスマンの雑誌『港湾』を育ててきた力は大きい。

注（1) 鮫島茂稿， 『日本港湾発展回顧録』，「港湾史散歩」 ，， P.10，制日本

港湾協会，昭和52年。

(2) 小山喜多比稿2 「前燭稿JP. 120 

印刷日本港湾協会編， 『日本港湾史』，「第8章，港湾荷役と流通」，PP.334 

～378，詳しくは，“喜多村昌次郎稿「港湾整備と港湾労働J，『港湾労働経

済研究，年報.No. 5 j , PP. l～18，制時湾労働経済研究所干！J，昭和56年”を

参照されたし。

第4章 ポート・メデアの社会的責任

雑誌 『港湾』の社会的コミュニケーション過程とそのあり方。

前章で述べてきた，わが国の港湾発展過程の歩みとそれに伴なう雑誌『港

湾』が果し続けてきた機能を概括的に ζ乙では纏めてみた。

港湾メデアとその社会的コミュニケーション過程〔港湾社会， （図 1参照）

の情報回路の構造（過程）と機能〕をながめてみると次のような諸点に気が

つくと共にそれが或いは今後の検討の材料になるのではなし、かと考えてζ乙

に二，三の点をかい摘んで述べてみる乙とにしよう。

（その前le注意しておかねばならない点は，以上のべてきた過程は主に送り手

側からのコミュニケープョン過程であり，受け手側のプロセスについては今

後の研究課題として受けとめねばならない主要なる研究テーマである。）

第 l点 ：”機関誌 『港湾』の性格”について。

第2点はu 編集理念とその構成要件” lζついて。

第3点は“情報化社会における雑誌『港湾』とコミュニケーション科学のあ

り方について”であります。以上の3点についての考察を加える乙とは大へ

ん困難な課題であり，また乙の問題に対処するには隣接諸科学の立場から学
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際的lζ究明していくべき性質のものと考える。したがって本稿では t述した

雑誌『港湾』の歩みと報文動向ないしはわが国の港湾の発展過程等をふまえ

てコミュニケーションの領域から埋解できる枠内で巨視的に述べてみる乙と

にする。

まず機関紙・（誌）と業界紙・（誌）の一般的なとらえ方であるが”－機関紙・（誌）

も業界紙・（誌）の範囲に入れるならば，労組やはては政党の発行する新聞も業

界紙・（誌）の中へ入ってくる 一本来 機関紙は与党的（性格）であり新聞は

肝党的立場に立つ… しかし現実κは「原子力産業新聞」 「電気新聞Jは

厳密にいえば団体，組織の機関紙であるが一般には業界紙として扱われてい

る。，，（1）と述べられている，また業界紙と専門紙（一般に業界紙といった場合，

雑誌も含めて言及されている）の区別については“業界紙とは，経済界，産

業界を構成する各個別産業の世界内部におけるさまざまの情報を専門的にコ

ミュニケートする媒体であり専門紙とは一般紙が総合的lζ阪かう政治，経済，

社会などの各領域のうちひとつを専門的K扱う（「業界紙」とは業界専門紙

の別の表現だともいわれている）新聞（2）と述べている。また乙れと関連して

業界誌 ・紙の内容については次のように指摘している。 ”日本人の感情の中

では，業界紙は“仕事上の”の必要性によって読むものであって”私生活な

いし家庭生活”の場で読む他の新聞とは少し異なったイメージのものといえ

る”（3）また別の表現で，“業界誌の内容は，新聞に報道される情報をより深く

追究した解説や関連の技術開発の状況 統計資料・・ーカラー広告も入り新聞

よりもはるかに個性的 、”また”業界紙誌は， 特定の分野を”専門

的lζ ”報道解説するもので，国民全体lζ大新聞が欠かせないように，業界誌

紙もまた，その該当する業界人p:必要とされるので・・・…大新聞も業界紙誌も

（読者対象乙そ異なるが）同じで、あるY以ヒは一般的IC考えられる業界誌
のとらえ方であり業界誌，機関誌の区分を現実面でみると理論的fC::は整理し

にくいケースもみられる。それでは機関誌 『港湾』のあり方についてみると，

衆知のごとく港湾の世界は余りKも巾が広く，わが国の“物流関連専門雑誌

数は 78（雑誌『港湾』を含めて），新聞の数は32，総計 110 を数える ~5) ま

た最近で＝の米国の文献で、は港湾社会を“ダイナミック・シーポート”とまで呼
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ばれ主要な研究領域とされているのが実態である。乙の点からみてポート・

メデアとしての機関誌『港湾』の史的過程とその姿は，国家と港湾（図・ 1

の港湾社会をみてもわかるようlζ），または政府と国際港湾社会または港湾と

都市（地域社会）といった広範囲な社会パターンとしてタテとヨコとのコミ

ュニケーション活動を不可欠としたダイナミックな社会としてメデアを把握

する乙とが必要となるであろう。乙のタテとヨコとのバランスをコントロー

ノレ（科学，技術の開発と思弁，実践哲学を含む理性の領域）する中核を現代

の社会では称してコミュニケーションと呼んでいる。もとよりコミュニケー

ションとはラテン語で「共通性」を意味している。つまり人間， （社会）相

互閣の「共通性」を樹立しようとする過程を意味しているわけである。その

ためには知識，思想，態度を互いle共有しコミュニケーション過程はその樹

立とその働きかけに向って一目標と達成なり努力と報酬等を結びつけようと

する社会化の主要な手段であり更κ合理化近代化を促進させる過程の中核

であるといわれている。

顧みれば戦争終結までのわが国のメデアは国策にのっての一方通行のコミ

ュニケーション体系の流れに帰属し双方的コミュニケーション機能は皆無に

等しかったといえよう。戦後乙の点を各国政府は顧みかっ平和を願い“パワー

の時代からコミュニケーションの時代へ”を唱え今日とくに国際政治の舞台

では必要以上にコミュニケーション科学の存在を強調しその働きがけを押し

進めているのも乙の理由からである。つまり政府とコミュニケーションの関

係は古くから複雑にして多元的，錯そうをもった密接な関連性を占めてきた

乙とはいうまでもない。それでは今日，国際社会でコミュニケーション研究

の活動はどのような形となって押し進められているかをメデアの領域κしぼ

ってみると次の3つに分ける乙とができょう。

①コミュニケーション活動を時間 空間的に拡張するために技術的手段の

開発研究 （コンヒ・ュー夕、言語心温！学等）②マス・メデアの効果をみるための

内容分析の研究（心理学 社会心理学，行動科学的な調査），①マス・メデ

アを政治，社会経済，文化といった社会体制（社会制度，産業構造，文化的

背景等）の中においてとらえようとする制度的分野での研究である。乙のよ
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うな 3つの研究領域を押し進めるうえに注意を要する点は，国際的には，政

府が市民の関心，願望，経験等を支配しない乙とである。即わち政府とメデ

アの複雑な関係をふまえ勿らコミュニケーション・メデアの目的を凝視し「平

和的かっ生産的な社会を維持し，同時に個人的欲求をも充足できるような内

容のコミュニケーションを，世界中の人びとに利用させる乙とにあるJ(6）と

F. s.ジーバード教授は述べている。
またユネスコ 「マクブライド委員会J報告の中に u コミュニケーション問題

を研究する四つの主要線171として，次のように述べている。①コミュニケー

ションの状態の分析，情報の分析は社会・経済的条件および発展のレベノレと

型の多様性を考慮にいれる乙と。②情報の自由のバランスに関する諸問題に

特別に注意を拡う乙と（発展途上国のニーズ） ③新国際経済秩序の樹立と

「新世界情報秩序Jの創設を助長するためにコミュニケーション問題を研究

する。④世論が世界を悩ませている主要な問題を認識し，乙れらの問題IL:対

して敏感lとなるとと，及び国家的，国際的レベルで・の一致した行動による解

決の助けをコミュニケーションが果すかもしれない役割を明確化する乙と，

としている。以上，か〉げた諸点はいづれも直接，間接的に港湾の世界IL関

係してくるファクターであろう。したがって雑誌 『港湾』の性格，あり方（編

集理念をも含め）今後の方向性を考えると第 l章でふれている如く単なるゲ

ートキーパーとしての社会的役割りを果すのみではなく，意見主張型のメデ

アとしての社会的責任を果していかねばならないであろう。その社会的責任

を積極的に果すためには，先人達（ジョン・ミノレ卜ン，ニュー卜ン，ジョン

・ロッ ク，アダム ・スミス， トマス・ジェフ ァソ ン，カムデ、ン，アースキン

ス，マンスフィーノレド，ジョン・スチュワート・ミノレ，ブラックストン，オ

リバー，ウエンデル・ホムズ等）が言論の自由を勝ちとりかつ発展させてき

た今世紀の各領域のプロセスを学びとらねばならないであろう。ともに現代

の情報化社会におけるマス・メデアの社会的責任の背景には伝統的な自由主

義理論に挑戦し社会的責任理論の出現を必然的なものとした政治，社会，経

済的背景が存在したととを認識 （8）しポート ・メデアのあり方について更に考

究しなければならない。
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したがってわが国の社会は余りにも伝統的な力が強すぎ……そのためK日

本社会では新しい器の中で古いものを生かすという変革の仕方より，古い伝

統に立脚して剥那的に新しいものを利用するという ，その時々の聞に間に合

わせ的な解決策が用いられる といった史的背景をもポート・メデアを担う

者は再認識しなければならないであろう。

注 (1) 西浦義道著，『業界新聞』，P.38，現代ジャーナリズム出版会，昭和55年

(2) 「前出」， f業界新聞』，P.39 

(3) 山本，藤竹編，『図説日本のマス ・コ ミュニケーション』，日本放送出版

協会，昭和56年， P.37o

(4) 「前出J，『業界新聞』，P.55,P. 410 

(5) 羽田昇史稿， 「物流を学ぶ人のための専門誌紙」， 『輸送展望Lt州日通

総合研究所， No.152, '75, 2月号

(6) w.シュラム編， F.ジーパー稿 「コミュニケーションと政府J，『7ヌ・

コミ ュニケーション』， （学習院大学訳），東京創元社， P.P 96～104。

(7) ユネスコ 「マクブライト委員会」報告，永井道雄監訳『多くの声，一つの

世界』（ManyVoices, One World ），日本放送出版協会'f'IJ，昭和55年，

p. p 107～108。
(8) Peterson, J. Jensn, w. Rivers "The Mass Media and Mudern 

So-::e!ty’ヘ PP.29-64, N. Y. Winston, 1965 

(9) 横山寧夫著， 『社会学概論』，慶応、通信，P.284，昭和54年。

むすび

夕、イナミックな近代港湾のスポークスマンの役割を占める雑誌 『港湾』の

社会的責任は，ますます重要であるといわざるをえない。

情報化社会における港湾とコミュニケー：ンョンの研究は，ち ょうど体内を

流れる血液のようなものであると云えよう。それは複雑な国際港湾社会へむ

けてのわが国，港湾の主体性を構築すべきファクターでもある。本稿の結び

にあたって，雑誌 『港湾』の欠版を補いかっ復刻版が刊行される乙とを期待

して止まないし，また港湾の文献が巾の広い公共の場を活用して資料が自由

に求められる乙とを希望する。
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終いに，本論文を作成準備するにあたって，（初日本港湾協会，樹）港湾労働

経済研究所の先生がたからの資料の提供，御協力を頂いた乙とを，紙面をか

りて厚く御礼を申しあげる次第です。
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リース港の広域化問題と小規模鉄道の建設

一一スコ ットランドに於ける鉄道建設の一つの例証一

目次

1. 問題の所在

2. リース港とエディンパラ・タノレキース鉄道

3. リース港の隣接港湾

4. E. L. N鉄道とE.L G鉄道

5. 結語

1. 問題の所在

小林照夫

（関東学院大学）

スコッ 卜ランドに於ける産業社会の展開は，多くの先進諸国に於いてそう

であったように，産業革命lζ始まる工業化政策と都市化政策を通してであっ

た。英国中央政府ウエストミンスター CWestminster）の工業化政策と都市

化政策の積極的な働きかけは， 1707年の併合後もイングランドとスコットラ

ンドの聞にはそれ以前と閉じ状態のままの宿敵としての民族感情の縫れがあ

ったので，両者間の経済的格差を是正し，少しでもその縫れを解きほぐすべ

き意味をもっていた。その意味からも，ジョージ三世（Georgeill）時代から

ビクトリア（Victoria）時代の諸政策には，目を見張るものがあった。特IC,

スコットランドに於いては，セントラノレ（Central〕，ロージアン（Lothian〕

地域の石炭，鉄鉱石の資源開発，エディンパラ（Edinburgh）の港であり，

スコット ランドの重要な外国貿易港リース（Leith）の改修築と，それに伴う

国民的市場圏の形成，その国民的市場圏の形成と確立に大きく寄与した鉄道

の敷設，等をあげる乙とができる。

リース港と関連したものとしては， 1826年5月に鉄道の敷設認可を受け
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たエディンパラ・ダノレキース鉄道（Edinburghand DalkeithRailway）があ

り，乙の鉄道の建設は，エディンパラやリース市民の石炭入手の安定化をは

かるための石炭資源地の開発にあったし 1836年8月比建設の認可を受け

たエディンパラ・リース・ニューへイブン鉄道 (Edinburgh, Leith and 

Newhaven Railway）は，低湖（LowTide) IC悩む リース港の実情を打破す

べき港湾の広域化に先鞭をつけるものであった。また，1842年8月に鉄道

の敷設をみたエディンバラ・リース・グラン卜ン鉄道 (Edinburgh, Leith 

and Granton Railway）は， リース港を中心とした港湾の広域化の整備と，

エディンパラ ，リースの産業都市への転換をはかるべき港湾機能の一層の拡

大化に寄与した。

ζのような歴史的経緯を通して， スコットランドiζ於ける主要な外国貿易

港が産業社会の展開とともに，その港湾機能の様相をかえてし、かざるをえな

かった。リース港の乙のような歴史的現実に目を向けながら，鉄道の敷設に

伴い港湾の広域化が実現したその過程を考えたい。それは産業社会の展開花

伴い低潮に悩むスコッ卜ランドの港の新しい対応の一つの例証だからである。

2. リース港とエディンパラ・ダルキース鉄道

エディンパラを中心とした最初の小規模鉄道の歴史を，ヱディンパラ・ダ

ノレキース鉄道のそれに求めることが出来る。乙の鉄道の計画は， R スチー

ブンソン（RobertStevenson〕 がブクノレー・ クイ ーンズベリ ーのW • フラ ン

シス公（WalterFrancis Buccleuch & Oueensberry；以下フクノレー・ク イ

ーンズベリ一公と称する）から調査依頼を受け，鉄道連設に伴う調査報告書を

まとめた時に始まる。それは 1818年12月であった。乙の調査の目的は，エデ

ィンパラとミッドロ ージアン（Midlothian）の石炭，鐙築用石材，石炭の資

源地を鉄道で結びつけるための経済的効果の測定にあった。

エディンパラ ・夕、jレキース鉄道の鐙設は，ユニオンjfil河（UnionCanal）の

建設と同様に，エテ、ィ ンパラ市民の「産業革命Jへの新しい対応として，そ

の歴史的意義を求める乙とができるが 将来的展望を含めた経済的効果につ

いては，鉄道に寄せる期待の方が遥かlζ大きかった。なぜなら，当時のエデ
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ィンパラは，なにぶん，消費都市の色彩が強かったので，そこでは，資源地

や生産地との結合，そ乙との迅速な物流が何よりも望まれたからである。石

炭を例にとっても，ミッドロージャンの炭田が開発された時，資源地とエデ

ィンパラまでの道路事情が悪く ，ザックlζ石炭を入れて運ぶか，馬にかつが

せて運ぶかのいずれかであった。乙うしたエディンパラへの石炭輸送の非経

済性が，エディンバラ周辺の鉄道建設に拍車をかけさせた。

リースやエディンパラ市民の石炭や鐘築用資材の資源地として考えられた

ダノレキースは， 1791年lζ4.366人，1801年には 3,906人， 181 1年には

4. 709人， 1821年には5,169人， 1831年には 5,586人の人口を数えた。 III

人口からみても，当時のスコットランドとしてはそれほと、小さな町ではなか

っfこ。

乙のようなダルキース鉄道のような小規模鉄道の鐙設について考えると，

一般的にいえる乙とは， 「産業革命Jの進展に伴う新しい対応の中での局地

市場圏の再編成と整備に結びついた点である。そして，乙乙での小規模鉄道

の鐙設への働きかけは，迅速な物流，安定した輸送体系の般立と結びつき，

道路から鉄道へ，運河から鉄道へといった転換をうながす鉄道輸送の優位性

を前提にするものであった。しかし，エディンパラを中心としたダノレキース

鉄道の場合は，道路から鉄道へ，運河から鉄道へといった，その鉄道の経済

的効果を狙いながらも，単lζ局地市場圏の形成を目論むものだけでなく，主

として乙れまで，エディンパラの商業活動がエディンパラの港リースとの関

係の中で営なまれていたので，鉄道の支線をリースまで延長させる乙とによ

って，既存の港を媒介とした経済的活動の場を一層拡大せしめようとする狙

も，そ乙にはあった。

1829 年 6 月 4 日付のエテ‘ ィンパラ・タルキース線lζ関する第二の法令（2~
一－ (31 

1834年6月27日付の第二の法令 K，リース線の敷設と，リース港内への

延長工事に関する規程が盛り込まれた。乙れらの法令制定の目的は，条項に

もあるように，炭田，穀倉地帯とリ ース港を鉄道によって結び‘つけるととに

よって，市民の経済的効用を喚起する ζとであった。特K，第二の法令では

物流基地としてのリース港の位置づけを前提にしたかのように，乙れまでの
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リース港条令lとみられた，「鉄道が港湾の拡張の支障になってはならないJ，と

いった条項が，部分的にせよ，拡大解釈しうるような条項にとって代った。

それはリ ース港の商業活動が活発になり 蒸気船や大型船舶時代の到来によ

って港湾機能が麻癖し， リース港の拡張が必要になったとき，市長や市行政

官が鉄道路線を移動する乙とを鉄道所有者K勧告しうる権限が規定されたか

らである。つまり，乙の条項では，逆にいえば，港内への鉄道建設が前提に

なっていた。さらに第三の法令では，港内への鉄道の延長が実現すれば，迅

速かっ能率的な船積み，陸揚げが可能になるとして，その必要性が説かれて

いる。そして，タツレキース本線を含めて，乙の支線の敷設lζよって，エディ

ンパラ， リース，ダノレキースの経済的結合IL基づく新経済圏の形成が，より

具体的なかたちで提起された乙とは事実である。

と乙ろが，蒸気船や大型船舶がリース港lζ自由lζ出・入するためには，一

定の深水を機保するために 港内の竣諜が必要になった。リース港がエディ

ンパラやリースの市民の経済的活動の場として，さらに，エディンパラ ・ダ

ノレキース鉄道の鎧設によって約束された夕、Jレキースを中心とした背後地との

関係の中で港湾機能の回復をはかる乙とが ζれまで以上に必要になった。

というのは，船積や陸揚げの必要上入港しなければならなかった，リース港

に船籍を置くクライトン（Crichton）会社のロイヤル・ウィリアム (The 

Royal William）蒸気船の場合を例にとってもわかるように，低潮のために

入港に際して船か浅瀬lζ乗上げてしまうので，どんな天候の時でも，荷の船

積や陸揚げ，乗客：の乗船や下船lζ際して，ボー卜を用いなければならなかっ

た。そのため，他港IC::比べ経賀がかかり，常lζ危険が伴い，大都市エディン

ノイラや炭田，穀倉地を有する夕、ノレキースを背後地に持ちながらその経済的効

果を十分に発揮できないでいた。

乙のような事情もあって， リース港の改修築工事が問題になった。しかし

大型船舶，蒸気船が自由に港内lζ入るためには， 40万ポンドの改修築工事費

がかかった。乙の見積額は，リースに隣接している卜リニティー（Trinity)

の25万ポンド，グラントン（Granton）の 26.8万ポンドに比べると，かなりの

舗にのぼった。そのため，エディンパラの港の新しい位置づけとして，隣接
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港湾の開発が叫ばれた。

注 （1) Dalkeith は；i:来；~業地，:tiで ， i世耕と牧畜が盛んであったが， Midlothian

の東部および南東部の石炭，訂版，ft'.!、岩の資源地は，早くから開発されてい

た。そして，Baldの”Accountof the Coaltrade”によると，水車や風車

iζ代って，炭田の；）＜の汲み山しに最初jのスチーム・ エンジンが Edomonston

家IC::よって取り付けられたのが， 1727年頃であったと R. Stevensonが書

いていることからみて，そ乙での作業技術の水準も高かったように思われる。

(2）”An Act to enable the Edinburgh and Dalkeith Railway Company to 

raise a furth巴rsum of money to make a Branch from the said Railway 

to Leith, and for other pu1 pose relating thereto" 

(3） ・＇AnAct to enable the Edinburgh and Dalkeith Railway from the said 

Railway to th巴 Townof Dalkeith to extend the Leith Branch of the 

said Railway, and for other Purposes relating th巴reto"

3. リースの隣簸港湾

エディンパラやリースの市民の間では，リース港の改修築による港湾機能

の回復を願うものと，エディンパラ周辺の港湾開発を願うものとに分かれた。

そのため，エディンパラ市とリースでは， リース港の港湾改修築工事iζ力を

入れるとともに，他方ではリース港に隣接したニューへイブンやグラントン

諸港との結合を求めたoil)

ニューへイブンは昔からの漁村であった。最初乙乙lζ住みついた漁民は，

オランタからやって来たのではないかといわれている？）

ニューへイブンについてはっきりいえるようになるのは， 15世紀頃からであ

る。ちょうどその頃， ニューへイ ブンIC礼拝堂が建てられた。ニューへイブ

ンが発展の兆をみせるのは 1506年からであ り，それはジ ェームズ 4世

(JamesN）がこの当時最大の船舶 巨大な木製軍鑑グレート・マイケノレ

(the Great Michaetl〕を鐙造するために造船所をつ くってからである2'そ
して， 「産業革命」期に入り，蒸気船や大型船舶がフォ ース湾 (Firth of 
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Forth）を航行するようになると， リースに比べて海底が深いニューへイブ

ンが定期船の寄行港として着目され始めた。

ニューへイフンからさらに西へ行くとブクルー・クイーンズペリー公の所有

内につくられたグラントン港がある。乙の港はブクノレー・クイーンズベリ一公

によって築港され，私的港湾の色彩が強かったが， 1838年6月開港後，フ

ォース港の重要なフェリー基地として機能し スコットランド中央部との物

的流通，人的交流lζ大きく貢献した。

リースに隣接する乙れらの港が，各々の機能を担い始めると，当面，既存

のエディンパラ経済圏とのコミュニケイションが重要な課題になった。そし

て，その最初の具体的措置は，隣接諸港を結ぶ道路網の整備にあった。

産業社会の展開と，新技術の開発lζ伴い，大型船舶，蒸気船時代を迎える

と，低潮という自然的条件からリース港の機能そのものが麻痔してきた乙と

はこれまで述べてきた通りであるが，隣接港湾の開発に伴う道路網の整備は，

大都市エディンパラの都市機能の分散化を可能にし，市街化区域とその周辺

という重層的構造をつくりあげるのに役立った。リースの自然的条件からリ

ース隣接諸港の開発が余儀なくされたが，乙うした方向はエディンパラ ー

リースという旧来からの経済的関係からみると必ずしもよい傾向ではなかっ

た。しかし，結果的Kはリース港の港湾機能が麻療し， リース隣接諸港とエ

ディンパラ， リースが結合した乙とによ って，経済圏の拡大がはかられた。

そして，エディンパラと隣接諸港との関係が密になるに従って，エディンパ

ラ近郊の開発も進み，過密化していたエディンパラそのものの都市機能の分

散化をはかることができ 産業社会の展開を包摂しうるような基盤が乙乙に

できあがった。しかし，何分，道路網が整備され，そ乙lζは経済圏の拡大を

はかりうるような基盤が形成されたものの，当時の陸上輸送機関の実情から

みて，そ乙IC::は制約がみられ，エディンパラと隣接諸港の結合がはかられな

がらも，それはあくまでも局地市場圏内の整備に過ぎなかった。そのため，リース

港を中心としたその隣接諸港湾の広域化した港湾機能を十分なまでに活用さ

せ．国民的市場形成への足掛りをつくるには臨港鉄道の建設をまたなけれは、

ならなカ〉った。
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注 (1) Edinburghの周辺iζは， 乙の他Ii'.:,Portobello, Musselburgh, 

Fisherrowの港がある。

(2) John Russel, The Story of Leith, 1922, p, 233。

(3) Alan Hamilton, Essential Edinburgh, 1978, p, 210. 

Ill (2) 

4. E・ L. N鉄道 とE・L・ G鉄道
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臨港線エディンパラ・リース・ニューへイブン鉄道の建設に伴う申請が，

1836年の春lζ出された。申請の内容は，エテ‘ィンパラ市とリース港をニュー

ヘイルブンやトリニティー（Trinity）と鉄道によ って結合をはかる乙とであ

り，低廉で確実で，しかも迅速なコミュニケイションを約束し，多大な公衆

の利益lζ浴する乙とを目的とするものであった。（3) この鉄道の建設によって，

貨車で輸送される物財から年間 8,000ポンドの収入と， 600,000人の足を確

保する ζとによって生じる年間 7,500ポンドの収入が見込まれた。そ乙では，

年間の鉄道を維持するための経費として5,000ポンドを計上しでも，初年度

lζ資本の 12.5パーセン卜lζ当る 10,500ポンドの純利益が見込まれている。（4)

また，乗客についても， 600,000人は 1835年11月段階の見込であって，1837

年 1月には 1,021,632人と計算がたてられ，乙の段階では 421,632人の乗客

増が見込まれている0(5)

1836年の鉄道建設認可の段階で確認されていたエディンパラからリース

へ，そしてニューへイフンから卜リニティーに至る鉄道敷設が完了し，法令

11:3医われた公衆lζ対する利益と便益がもたらされた段階で，エディンパラ・

リース・ニューへイブン鉄道の一層の経済的効果をあげんがために，支線の

延長に関する法令（”AnAct to alt巴r,explain, reviv巴andcontinue the 

Powers and Provisions. of the Acts relating to the Edinburgh, Leith, 

and Newhaven Railway, and to make two Branch Railways there 

from；つが 1844年lζ施行された。

支線の敷設は，既存のエディンパラ・リ ース・ニューへイブン鉄道が，グ

ラントンの桟橋と，もう一つは北リースの西ドックとする，二つの支線によ
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る延長であった。乙れら二つの支線IC::関する法令が制定された段階で，エデ

ィンパラ・リース・ニューへイフン鉄道会社は発展的lζ解消され， 9人の役

員を限度とする新会社の設立に伴って 鉄道の名称もエディンパラ・リース

．グラントン鉄道と改められた。

グラン卜ンの港は， ブクルー ・クイーンズベリ一公lζよって鐙設3れた私

的港湾の強い港だけに，支線の延長iζ存料、彼の経済的手lj害が婦なわれないよ

う，乙の法令では夕、チントン港の建設に伴う法的に裏付けられた条令の再確

認がなされ，グラント ン港lζ閲する彼の諸権利が確保されている。支線の建

設完了期間が3年間と定められていたので， 1846年には，（”An Act to 

amend and enlarge the Powers of the Acts relating to the Edinburgh, 

Leith and Granton Railway”）が制定ぢれ工事が急がれた。そして，翌年

の 1847年には新たに支線の建設IL伴う法令 （代AnAct to enable the 

Edinburgh, Leith, and Granton Railway Company, to make a Branch 

Railway to the Upper Drawbridge, in the Town of Leith" ) 

が施行され，アッパー・ド ロウブリッジ（UpperDrawbridge）までの延長

がはかられTこ。

乙の法令にみる輸送料金に関する規定を通して当時の臨港鉄道の実情につ

いて考えると，貨物の輸送ばかりでなく乗客の便宜もはかられていた。何故

なら，特別列車の利用乗客者を除いて，客l！，機関車，輸送lと付随した諸料

金を含み，一等利用客については 3ペンス以下，二等利用客については 2ペ

ンス以下，三等利用客については 1.5ペンス以下といったように，輸送料金

に関する政治的指導がそ乙では施されていたからである。また，利用客が車

内lζ持込める手荷物についても，一等乗客については 100ポンドまでとされ，

二等乗客については60ポンドまでとされ，三等乗客については40ポンドまで

と定められていた。そして 乙のように臨港線の支線に関しでも利用者の運

賃と手荷物の制限量が規程に盛り込まれた乙とは，グラントンが新たにファ

イフ対岸のパーンティーランド（Burntisland〕との聞のフェリー航行基地と

してスコットランド中央部との人的交流をはかるべく位置づけられたことが，

その背後では読みとれる。
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また，乙の法令では，物品，物資，動物の輸送lζ闘しでも，貨車や無蓋車

の利用料を含む輸送料金の指導がはかられている。

石炭，コークス，粉末無煙炭，石材，消し炭，白亜，泥灰土，砂，打灰，

粘土，砂利，灰，石灰岩ー，リry~イ7，れんが，タイル，スレート，建築用資材，

各種肥料，ポテ卜，かぶら等の農産物，鉄，鉛，他の金問，組鉱物について

は， 1マイノレ当り 1トンにつき 2ペンスまで。

他の物財，商品については 1マイル 1トン当り 3ペンスまで。

馬，らば，ろばについては 1マイ Jレ当り 4ペンスまでとし，牛，乳牛，雄

牛，畜牛については 1マイノレ当り 3ぺンスまで。

といったようK，輸送対象別価格指導がはかられていた。乙のような行政

指導は，エディンパラ・リース・ニューへイブン鉄道を発展せしめたかたち

で建設されたエディンパラ ・リース・グラントン鉄道によるグラン 卜ン，卜

リニティー，ニューへイブン，リ ースを結ぶ経済的意味が，エディンパラ，

リース経済圏の中で乙とのほか大きかった。そのため，鉄道会社の独占的輸

送価格が設定される乙とを制限する意味で，料金指導が行なわれたものと解

釈できる。つまり，グラン卜ン，ニューへイブン諸港の改修築によって，パ

ーンティーランドを窓口としたスコッ卜ランド中央部経済圏との結合がはか

られ，その結果として拡大したエディンパラ，リ ース経済圏の一層の経済的

効果を狙うべき鐙設された臨港鉄道の経済的意義が，少しでも債なわれない

ために，鉄道会社の経済的独占が助長されないように， f!ilJ限を加える意味で，

輸送品別料金設定という政治的措置が講じられたものと考えられる。

エディンパラ・リース・グラン卜ン鉄道は，その後，本格的な幹線鉄道時

代を迎えるにあたって，その一部はエディンバラ ・グラスゴウ鉄道（Edinburgh

and Glasgow Railway）に吸収され，他の一部はエディンパラ・／ーザ、ン

鉄道（Edinburghand Northern Railway）と合併し＇.61 本来的意味での臨

港鉄道としての役割は終りを告げる。しかし， リース港を中心とした臨港鉄

道が，幹線鉄道に合併吸収された乙とによって，リース港とその隣接する諸

港湾の港湾機能は益々発揮され エディンパラ リースの表玄関としての役

割に留まるととなく，スコッ卜ランドの国民経済園の形成に寄与すべく役割



268 リース港の広域化問題と小規模鉄道の建設

と機能を果しはじめた。

注 (1) 1836年8月iζ建設認可を受けた Edinburgh,Leith and Newhaven 

;::tail wayをいう。

(2) 乙れはEdinburgh,Leith and Granton Railwa）の略称である。

(3) Patrick Neel，”Considerations regarding the Edinburgh, Leith, and 

Newhaven Railway address巴dto the Commissioners of Improvements, 

th巴 Inhabitantsof the Eastern Divisions of Princes Street and of the 

Streets under which the Tunn巴lis proposed to carried; and to the 

Shareholders of the Railway Company，” 1837. 

(4) Ibid., p. 3. 

(5) Ibid., p. 3. 

(6) The Edinburgh and Northern Railway Company・ の事業を継承するか

たちで，新会社 The Edinburgh, Perth and Dundee Railway Company 

が設立された。乙の新会組の設立は， Edinburghand Northern Railway 

とEdinburgh,Leith and Granton Railwayが合併してからである。

5. 結 三五
回日

グラントン，ニューへイブン， トリニティーの改修築によ ってリースを中

心lζ広域化した港湾が，エディンパラ・リース ・ニューへイブン，さらには，

エディンパラ・リース・グラン卜ン鉄道の相っく建設によって，港湾の有機

的関連がはかられたと同時に，その有機的関連から，道路が果す経済的役割

とは比較にならない程のエディンパラ経済圏の一層の拡大がはかられた。乙

う考えると，港湾の広域化を実質的なものにした鉄道の建設は，エディンパ

ラ経済圏の鉱大lζ大きな力になったし，それは，また，乙れまでグラスゴウ

との関係の中で位置づけられていたエディンパラ経済圏そのものをス コット

ランド中央部とも結びつけるのに役立った。

その意味でも，乙の臨港鉄道はリース港の港湾の広域化を実現させ，エデ

ィンパラ，リース経済圏を拡大せしめたものと してその経済的意義を評価す

る乙とができる。そして また エディンパラ行政区内にみた港湾の広域化
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を実現させ，エディンバラ，リース経済圏を拡大せしめたものとしてその経

済的意義を評価する乙とができる。そして，また，エディンパラ行政区内に

みた港湾の広域化情惣は，リース港の改修築工事の背景と相対するかたちで

展開したその歴史の中IC，既存の経済圏とは経済的利害を奥にする新しい運

動の高まりと，それを指導した既存経済圏外の有力な市民との新しい経済的

抗争という舞台を通して 「産業革命Jの進展に伴うエディンバラ行政区内

民の対応の歴史的一面をみる乙とができる。

〔付記〕

紙面の郎合上，エティンパラ経済圏内iとみるリース港を中心とした港湾の広成化問

題について詳細！な論述を試みる乙とができず，むしろ全体を学会報告のための問題提

起に留めた。そ乙で，詳細についてはftlli1f『スコットランド産業革命の展｜淵 ー エデ

インパラ経済凶を中心fi'.:J （八千代：L:版）を参照していただければ幸いである。
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沿岸域問題と港湾再開発

目次

l. はしがき

2. わが国の沿岸域の特性

3. 沿岸域問題の発生と課題

4. 港湾再開発の動機と要因

5. 港湾再開発の方向と問題点

6. 沿岸域活性化のための港湾管煙者の役割

7. むすび

1. はしがき

長尾義三

（京都大学）

乙ζで沿岸域とは陸域と水域で構成され，陸域でも，水域でもない第3の

新たな国土の空間という概念、を持つ。乙乙での水域は，経済水域さらに領海

IL属し，主権は固にあるが，原則的として，地方自治団体の行政区域は明確

でない特徴を持っている。沿岸域の水域の範囲自体，海岸法の示すように，

春分の干潮面50m前後までとか 大陸棚の縁辺まで示すのか明確でない。乙

乙では，水深20m～50 m までの水域と一応規定しておく ~ll 陸域は，土地利

用，行政区分，さらに，土地所有，利用権について複雑ではあるが，明らか

に苫れている特徴を持つ。しかし，その範囲は，海岸線満湖面から50m程度

という，海岸法の規定もしくは，港湾隣接地域，臨港地区の範囲IL拘わるも

のではないが，分水嶺までというような広大なものではなく，当該地域を自

然沿岸とみなしたとき，高潮つなみ，もしくは潮風の著しく影響する範囲と

一応規定しておく。いろいろな統計資料を利用する点から， ζれらの範囲を

包括する行政区域の包む範囲を乙の空間として考察する乙とが実際的であろ

つ。
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海国日本というが，わが国は海国とはし、えない。（2）何故なら，日本人の考

えとして，陸の延長として海を考えようとする習慣があるからである。国民

が海を理解し，海の摂理に従って，陸域での生活を考え，港湾，都市，そし

て地域の発展を考えるとき 海洋国家であるといえる。欧米諸国家と日本と

の一つの違いを乙のような点でも指摘できる。例えば，地中海 ・北海の港湾

都市，港湾から，内陸の街路鉄道を発達させた，ニューヨークの港湾都市，

また海浜の自然系，生態系を考え，鎧物は高潮・波浪の及ぶ範囲l乙鐙設させ

難くする制度を考えたりするのは，海からの考え方である。一方，浅海部を

干拓，埋立したり，海岸堤防を水深の深い所lζ築造して陸地を増加させよう

とするのは陸からの思考といえる。海岸線花恵まれ，陸地が少ない国民性と，

陸地が多く ，海岸線fL.恵まれていない国民性との相違かも知れないが，沿岸

域iζ対する考え方は，線本的lζ欧米人と相違する ζとをまず指摘しておきた

し、。

わが国では，沿岸域において，干拓，埋立を通じて，土地利用，都市，港

湾が活発に行われてきたが どちらかというと 陸地の拡張という形で行わ

れてきた。そ乙に，＊と陸との接点、，沿岸域の特性が失われ，重大な幾多の

矛盾が表われるに至っている。また，開発されてきた沿岸域のスプロールや，

陳腐化も現われ始め，港湾再開発という要請も高まってきている。 ζζで本

文では，わが国の沿岸域問題の所在を明らかにし，沿岸域の一つの部分であ

る港湾の再開発を考えるときの課題を求めてみたい。

2. わが国の沿岸域の特性

(1) 海岸の特性

南北lζ細長い島国lζ速なるわが国の海岸線延長は約 33,000km。表lのよう

に，崖岩で構成される沿岸を除いた自然海岸は約 ll,OOOkmと全体の%に過

ぎない。既に人工構造物のある人工海岸は，約8,400km と全海岸の 25~ちを占

めている。東京港，伊勢湾，大阪湾，瀬戸内海における人工海岸率はそれぞ

れ83~ぢ， 70 % ' 81箔， 41 9ぢと全国平均lζ比べて高い。元来，海岸は，
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河口部を中心として

内陸から排出Eされる

土砂がゆるやかに堆

積し，河口デルタ，

海浜を形成し， そ乙

表－1 海岸線と背後の土地利用
(lji.位 。km,%) 

if!Uil線区分 1'fi&I也卜J也刷Jiii延長 村l1ftlt NliiiZ比 制ii J, ぞ

rn 知l 司i 583 1.8 52 .0 
人工榊t;i;:1・

森 H; 361 I. I 3232. 2 

};'!, J也 ：雄物用地等 94 0 .3 8.4 
8, 396km 

人 荒地 その他 84 0. 3 7. 5 自然海mt

よ I, 121 3 .4 100 .0 24, 387km 

if1/ 聞 部H 等 I,574 4 .8 21.6 

口弘
森 林 I, 929 5 .8 26. 5 

その他 Ill物用地等 2, 850 8.6 39. 5 

荒 J也・その他 922 2.8 12. 7 

7. 275 22 .0 100 .0 

国 知l 等 2,228 6. 7 20. 2 

.it.1 林 4,I 13 12 .4 37. 3 

砂際 建物用地等 I. 230 3. 7 JI .6 
1・1 荒地・その他 3, 450 10.4 31. 3 

りと JI. 020 33.3 100 .0 

if1iょ 凶 知l て平 2, 005 6.1 15.0 

).jl 
森 林 6, 872 20.8 51.4 

iil 岩 建物用地~~； 593 I. 8 4. 4 

Jn'. J也・その他 3,896 11.8 29. I 

13, 367 40.4 100.0 

戸I [/ 111 274 0.8 

ft il-1" 33,057 100.0 

lζ干潟，浜， 沼，湿

地帯，浅海部等を通

じて海岸へと連続的

lζ続く のが常態であ

る。 土地の少ないわ

が国では，河川堤防，

干拓および， 表2の

ように埋立等が積極

的lζ行われて，内陸

が深海部に向けて拡

張し，海浜部が喪失

し，海と陸との不連

続沿岸域が多くなっ

t主① 国土地理院の 「全liilihUi-~域JJll兄z湖査」（ I昭和50年），による。

②海岸線区分の内：RはifiHi！線Hill'幅約IOOmの状況，背後地，.. 
I也料用は海岸椋より｜培fl町中’＇J1 kmまでの純閉め状況を示すg 利

表 2 公有水面埋立 （昭和20年度～50年度）
（単位 ・千ha,%) 

工場用地 住宅 mt也 ~ m I也 公共純i設 j十
その他用地

407 46 452 276 1,182 

(34.4) (3. 9) (38 2) (23.4) (IOO) 

t-t：①建設省，五K輸省資料から作成。
討： ② 建設省分は免許ベースのイ直て、あ り，かつ内水聞の上＇［立 ・干拓を含んでおり，r毎而

面にかかわる処立 ・干妬の笑fi'！とは呉なる。五［輸省分は竣工ベースの値であ り，
昭和50年度末現花工事中のA里立を含んでいる。

③ （ ）内は利用目的）JIJ椛成比である。

ている。 瀬戸内海では，明治31年，2.5万九Gあった干潟は昭和44年 1.5加と

40 ~ぢ減少している。さら に ， 河川の上流IC は，砂防工事， ダム工事が行われ，
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土砂の流下，海岸への堆積が止み，各所iζ侵食を起し，海洋のエネノレギーが

直接国土をおびやかす状態になっている。

(2) 生態学的特性

河口部，砂浜，干潟など浅海部を汽水域， Estuaryと呼ぶ。乙の域は陸か

らの適度な淡水の供給を受け，塩水と連続的IC:.混合し，藻場を形成し，デ卜

リタス・ベントス・パクテリヤを生み，ひ弱な生物を育む。魚貝類，そして

水鳥が成育する場でもある。自然系lζ抗し 一個所IC:.多量に集められた排水

は，乙の生態系を崩し，富栄養は，排水中の有害物質とともに，母なる海の

再生機能を喪失させる。大阪湾のアマモ場は昭和40年から46年までの数年間

lζ49%と半減した。沿岸域における乙うした問題は人工陸地と， 陸lζ住むも

のたちに見かけの便利をもたらしてはいるが，母なる海の大事な部分を殺し

ており， ζれを，単なる環境悪化，汚染問題として捉えるととは皮相的であ

る。沿岸域は，波 ・流れによって，絶えず動いている。乙れは，拡散・浄化

に役立つ一方，大規模な沿岸域破かいが広域lζ伝搬する結果ともなる。沿岸

域の生態系は，①食物連鎖，②結合媒体の複雑さ， ①流入水の影響， ④水域

の循環機構，＠エネルギーの発生・貯廠，＠窒素， ⑦酸素，③光，①温度，

⑬埼分濃度などと深く影響する。人工構造物とそれに影響を受ける生態系の

適確な把握を行い，適切な保存，保全，開発計画を策定し，行動を行うのlζ，

陸域とは違った理念、と技術を必要とする。

(3) 利用特性

漁業そして他の峨圏との広い交流の場として，沿岸域は利岡正予れてきたの

であるが，人聞社会活動の高度化につれて，表21ζ示すように，大規模工業

用地，民業用地，都市住宅，さらに，エネルギ一生産備蓄用地，下水処理場，

廃棄物処理場， レクリエーション用地などと，内陸K求められない用地とし

て，干拓，埋立が，自然、の造陸作用を先取りして行なわれてきた。その規模

は表3IC:.示されるように想定氾濫面積に等しし、。その場合の問題点は，母な

る海の再生機能はあまり考慮される乙となく ，先取りされ，あたかも弱肉強
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褒 3 沿岸域の人口，土地利用と全固との比較

全例 ti＇② 四古 z巴 ~I<: Jk 氾孟 lメ；成

'" ’，r 
面 柏 楠I~比 ITII 附 1和此比 今！？！比 前＇ 1n 構成比
{lfho) ('&) (}jh,J （%） C'ol (liho) ｛%） 

Ci' じ j也 BB 2.3 33 13.0 M.B B 11.9 

. ，， 師•＇Ii · 店舗可の’u也 IO 0.3 1.4 10.0 1.2 

主 111 地 13 0.3 6 5.7 46.2 4 5.4 

毘 Ill 地 599 15.9 40 40.6 6.7 2B 40. 7 

t、 II- 2.523 66.9 4 3.B 0.2 2 2.5 

"' 
g、 I也 541 14.3 36 35.5 6.7 26 3B.3 

l制 111 介｜ 3, 774 100.0 99 100.0 2.6 69 100.0 

人 II ii＇② 103,720( f・人） 17.963 17.3 II.822 
人 II 官 1!£ 2B0.3 （人 •km J I BI7. 7 I, 706.6 

IL m 院n町運輸r.Ill日Hi I毎1 ；•凶作士蚊果。l'!lt 柑；•；.，•f，・による

② ll{!fl/47'1＇度的附同 iJr 'IH」一円J/111'1.＇｝，.による．
③ llllfl/45<1' 'IF!'，｝調Ir,.による

世間比
（~，） 

9.0 

10.0 

30.7 

4.7 

0.1 

4.B 

l.B 

11.4 

1'品企 の IX: 分

(ii 

Ci'’t地医

市i主主情地区

Ll.地［＞（

Ill地 冊地

＂地

公共・公IOI帥地海浜地その

m' 

① .tt ~じ，e:i.:.L＜：凶／！，. t牌1 r.百I州立と..t帥l流出により，；h；じきれる範Jiiiて.J且主的海水町影拝範l呼lよリ多少11:い帝柿をf，＼った
I＜：地てある .e,i.:.1更地は ,,ti創向1州方守岡；1・1削減1::.. e皮肉店11111.帥続時間I.海底勾配事か均五めた1/ll水肉付水「る［＞（
t売を，］ ; 

食の観を呈して陸地化され，沿岸域は消滅してしまったといえる。

(4) 制度特性

275 

他

乙のように推移したのは，水面は公有とはいうものの，無主物国有無管理

状態におかれていたためと思われる。確かに，漁業法，鉱業法，公有水面埋

立法，港i或法，港則法，さらIC，港湾，漁港法，海岸法なと、の法制度はある

が，単一目的達成のための水域利用管理法であり，相互に有機的に開発保全

を一体的に考えたものではない。欧米諸国の沿岸域管理制度lζ比べて，著し

い遅れを示している。

沿岸域の問題が総合的に考慮すべきと主張されたのは，昭和48年10月科学

技術庁海岸開発審議会の答申（3）が始めててなかろうか。また昭和52年11月，

第 3 次全国総合開発計画 （•l) の中で，次のように述べられている。 「近年新IC
海洋秩序の形成等新しい要請に対応した利用空間としての海域及び．海岸への

期待が急速に高まり，特IC漁業の場としての重要性が一層増大しているとと

もに，残百された自然、海岸及び干潟の保全の必要性も認識されている。乙のよ
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うな課題lζ対応するためκは 海岸線をはさむ陸域と海域を沿岸陸海域（沿

岸域）と して一体的にと らえ 多面的な利用が可能な空間としての特色を 卜

分lζ生かしつつ，沿岸域の自然的特性，地域的特性，生態環境IC::応じて，保

全と利用を一体的に行う必要がある。したがって，今後，沿岸域の利用が増

大すると予想される一方，保全の必要性も高まると想定される中で，利用分

野間及び保全と利用の間で適切な調整を行う ζとが，極めて重要な課題であ

る」 とし， 「沿岸域の特性を十分考慮した上で早急に保全と利用の某本的

な計画について検討する」と述べているととは，画期的な乙とといえる。し

かし，その後，乙れの実現に向けての制度化の顕著な動きが見られないとと

は，残念な乙とである。

3. 沿岸域問題の今後の課題

人間生活の多様化，社会活動の高度化，そして都市化の進む中で，沿岸域

空間への利用圧力は今より一層高まると思える。陸域については，国土総合

開発法，土地利用計画法，さらに，都市計画法および，乙れに関連する諸法

規が改正整備t'れ，スプローノレ開発は極力抑制するよう配慮されている。し

かし 沿岸域については，乙れらの諸法を援用する程，成熟していない現状

にある。科学技術庁，国土庁の適切な認識と提言を受けて，沿岸域の保全

Preservation ，保存 conservationそして開発utilizationへの具体的な方

向を 1日も早く見出させねばならないと思う。その場合の課題と して，つぎ

の事項を列挙し得ょう。

(1) 沿岸域問題の正しい認識と，闘係者の取り組むべき謀本的姿勢の

確立

複雑な自然系と人文系とが織りなす沿岸域環境の中で，何が生じているか。

どうすればよいか。それは，陸域の土地問題，住宅問題，社会資本の整備問

題より深刻であり，陸域問題のツケを沿岸域で解決させるという安易な思考

は許されないのである。
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(2) 沿岸域基礎科学の充実

海洋問題，陸域問題程， 沿岸域の科学的課題の研究は進んでいない。生態

系 lつ捉えても，開発行為が行なわれたとき，とう系が変化して行くかとい

う動学的問題についての解明はほとんどなされていない。マクロ， ミクロを

通じて，沿岸域の資料を整備し，重要な課題について，調査研究を早急に進

める必要がある。

(3) 沿岸域開発可能ポテンシャノレの把握

乙の分野の研究の必要性が指摘され，多種の研究調査が行なわれてきた。（5)

しかし，静態的な｜根られたデータと，方法論の開発のみであり，前述した動

学的データの蓄積はなく また方法論にしても，隣接域間相互の関係，時間

的変動を予ifilJする研究が遅れているため，実用域犯逮していない。

(4) 需要動向の把握

短期，長期の需要予測が不完全である。 ζのため，必要が生じたものから

というスプローノレ現象にどうしても成り勝ちである。近年急激に，沿岸域利

用の需要が多方面にわたり，大規模に生じ来つつある。そ乙で，需要聞の対

立，紛争も生じ，環境悪化の傾向が表われている。乙れに対処するため適正

な沿岸域利用計画を策定する乙との必要性は分っていても，陸域のそれと比

較して，バランスのとれた計画を策定して，不用 ・不急の計画lζ厳しい制約

を与える乙とは，制度上の不備等実際問題として困難な状況にある。

(5) 沿岸域管理の制度化

現在わが国では，沿岸管理の主体が明縫でなし、。水域はその場合国の包括

管理に属するが，港湾，漁港区域，海岸保全区域などを除いては管理主体が

明確でなく，水面を地先とする都道府県知事が機関委任事務として包括管理

している乙とになっている。しかし，主務大臣も明確でなく，水面の境界も

存在しないのが現状である。したがって，調査から計画の策定 ・調整行為を
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行うべき主体もない。

4. 港湾再開発の動機と要因

(1) 港湾再開発の動機

わが国の港湾は海陸交通の結節点として，ターミナル機能を持ち，地域開

発 ・産業振興の基盤と して整備されてきた。輸送交通の近代化，産業構造の

変化，都市化の進展，ならびに人間・社会の多様化，価値観の変化lζ伴い，

港湾機能の劣化，施設の陳腐化が生じ，港湾の再開発の要請が各所iζ生じて

きている。乙れは日本のみでなく，欧米諸国を始めとして，国際的lζ共通の

問題ともなっている。わが国の国土条件，産業構造，港湾の成立過程から欧

米諸国fL:おける港湾再開発問題とは，性格を必ずしも同じくするものではな

いが，前述した沿岸域問題と重ね合わせて，問題を分析し，乙の分野の課題

を明確にして行きたい。図 lは港湾fr:発生している再開発の問題の要因を時

図1 単一社会から慣音社会に向けての港湾
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系列に配置し，動機を明らかにしようとした。右下から左上fr:沿って，港湾
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関連企業動向の時系列変動であり ，左下から右uζ沿って，個人・社会の価
値観の変化が並べてある。特徴は，個人，単一の価値観から，複合体の福祉

型の価値観へと変化している乙とが示されている。外部的要因として，技術

革新による輸送の近代化，複合社会として都市化，総合計画への要請が，沿

岸域空間としての港湾の環境を形成している。過去単一社会の単一目的の集

積として整備されてきた港湾は，物理的・経済的さらに，社会的機能の劣化

・不整合として再開発が要請されている。目標は，複合社会lζ向けての港湾

であり，都市・港湾機能の向上，陸域 ・水域の一体的高度利用が目指されて

いる。

ζれを詳細IC分析するためK，港湾の陸域・水域を一体lζ して，特性IC応

じて，ゾーニングを行い，物理面，経済面および社会面，環境面iのそれぞれ

適確に評価しうるよう項目，指様を選択する乙とが必要である。また，港湾

周辺にまで分析・評価する乙とが必要である。乙の場合，評価する立場によ

って，評価自体が異なる乙とも配慮、しておかねばならない。

(2) 港湾再開発の定義と目的

個人およびその集合体の価値観の変化に伴い，単一社会から複合社会に向け

て変貌する社会環境の中で，沿岸域の一部分としての港湾の区域内の劣化お

よび不整合となった施設機能をゾーンごとK，修復・保全，保存，用途変換，

移転，除却および新設を行い，陸域・水域空間の総合的な高度利用を図り，

臨海部市機能を含めた港湾機能を向上させ，新らしい港湾像を創造し，周辺

の沿岸域の適正な一部として，よみ返えらせ，もって公共福祉の増進を図る

乙とが港湾再開発の内容となろう。乙乙で，再開発は，施設のようなハード

の部門のみでなく，協同化，協業化，情報化など運営・サービスシステムの

ようなソフ トの部門を含めたものと理解さるべきである。

乙乙lζ新しい港湾像の具体的内容について論及しておきたい。

表4IC::示すように，輸送・交通の安全・確実 ・迅速・低廉・快適・円滑を

はかり，サービスの向上を直接目的としながら，最終的ICは住みやすい（ゆ

とりのある，よい環境），働き甲斐のある（安定雇用，高所得，公正，成長
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表4 港湾再開発の直接白的と最終目的

Se1 vice 
似 I・陥 J孟・'i'IM

全
災
述
山
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迎
治

安
川
叩
川
一

一似

仙
川
川

。 （~：みやすい

地域の新しい｝従

業の，，先発

。働き iド裳のある

。生き甲斐のある

。：＼£！ 7 

性のある） ，生き甲斐のある （生産 ・消費 ・文化の創造lζ役立っている，よ

り高い知識，世界の人と交っている），憩う（余暇を沿岸域の有効利用lとよ

って活用する），活力ある（Livability）ポートエリアとしての港湾の形成

を目指すものであり，それは都市複合港湾社会の創造を意味する。

乙う した複合社会形成の場としての港湾づくりKは表5IL示すような従来

とは異なった幾つかの視点が必要となろう。

表5 単一社会から複合社会に向けての港湾再開発の視点、

i件ー グループ ユ ト主f｝イ／テレストグ／レープ
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単ーンステム F 阪イ｝；，ステム

現11.）•点Hllfl F 将4とへのl民望

単一学問 ニ 桜子γ下問

効ギJJ;iV1 工 公正 J，~iV; ( ,J司利 ・和1の必'lt)

lkい地域 ニ J.Lい地域さらに［£［1努（l(Jl足型i
個別，¥j-ffilj一集権illl［倒l ニ 総イ日lillli 分権自’j達成
（規制 ・tlli助） （純利変換 ・税制I.訓柊）
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5. 港湾再開発の方向と問題点

(1) 港湾再開発を促す要因

図lk示した乙とを整理して表6Iζ示した。内的要因として，価値観の変

表6 港湾再開発を促す要員

内的要員 外的要員

①治的内における企業ならびにJJ;l岐に ① 技術革新

おける民合体のf111if1也！＇.主の変化 一般的情報化， システム化，

②』也i設機能の分化と不務合 無公；I；：化噌i'lエネ，
物思l(l(J’材質， fiViili，形状，tHli. 行力 ・llilJJ＿変化

J且f!,'i，問~ii'.' , l~R s也の伏少 Jl<J際化
経済的非：.＜J1'V，不i弘取｛＇.＇修復 輸滋［面協同化，協~it ,

の不統治 大＇＼＇i化.41"1化，
社会的 ・危険，スラム化，’品』It 日iili化，際司1，化，

討会耳、：i..：，さびれ， I’llfi}J化，
環境の！IMじ（公;-Jj:.J;l観 ② Md！化（治的以外の潟裂の発生）
の悪化，交泊iJ~帯，不llli ③イ7限財としての沿岸域のイI効利JJtJ,
生etc) ,::;;J交のやiIJ11i1lfi他への要約

④ 沿J,;1域生態系の肢かいの危機感

化と港湾内の施設・機能の矛盾があげられる。一口にいうと経済効率から，

社会福祉の向上，港湾という沿岸域の中での人間・社会活動の有り方の模索

があげられる。それは，技術革新，都市化，有限財としての沿岸域空間の見

直しという外的要因によって，必然性と緊迫性が与えられている。

しかし， 具体的な港湾再開発の行動目標は各港の歴史的背景，現実の矛盾

の表われ方，施設整備の過程，住民感情などによって，決して画一的なもの

ではない。また画一的になる乙とは好ましいものではない。乙乙で，パノレテ

ィモアの例をあげたい。パノレティモアは米国東部海岸にあり，古い歴史のあ

る港湾都市である。内港と称される地区は，都心lζ近く，西部開拓の拠点と

して，ボストン，ニューヨーク，フィラデルフィヤと同様繁栄した港湾地区

である。港湾の近代化につれ，新しい港湾施設は漸次港の外側に整備され，

乙の地区は老朽化し，スラム化し，古ぼけた煉瓦づくりの倉庫群の立ち並ぶ
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不衛生，治安の悪い街と変化した。公企業体であるポートオーソリティは，

港湾の活性化を求めて，再開発しようとするより，都心から離れた沿岸域

lζ，近代港湾を整備しつづける方が得策と思っている。バルティモア市向

体，老桁化が進む郎市であるが，市は，活性化のための一連の都市計画の

一環としての内港地区の再開発を意図し，ポートオーソリティから，乙の

地区の権利の依譲を受け，第3セクターを設立し，これを中心IC::，再開発

する乙とになった。 ζのときの行動目標は つぎの 7つである。①適切な

住宅供給，②治安の回復，＠都市交通の整備， ④雇用の改善，⑤教育施設

＠レク リエ一、／ョンのための沿岸域の手IJHI，⑦文化財としての健築物の保

存による市の歴史の再認識 海への関心の普及をあげている。フィラデル

フィヤ港についていえば 臨港道路を地下に入れ 人工地盤 tk臨港公闘

を造成し，周辺fC::高級マンションを配し，付近の土地の付加価値を高める

方針をとっている。ボストンでは，歴史的鐙造物を巡回経路lζ配し，｜日倉

庫の中を改造して，食堂街lζ し，周辺を若者の集う広場lとしている。

共通している乙とは，米国の場合，港湾再開発というよりは，旧港湾地

区を都市の一部として，再生 renewalしようとしている。ただ，沿岸域

の特性を利用し，海事，港湾色を強く出すため，昔用いられた帆船や，水

産食物を中心とするレストランを配するようにしている乙とである。乙れ

らの努力は，それなりに，成功しているようであるが，沿岸水域の限られ

ているわが国でそのまま踏襲できる方向であるとは思えない。

こ乙で，港湾再開発の行動目標策定の方法として，留意すべき事項を列

挙してみたい。

1 ) 港湾を幾つかの特性lとより，ゾーニングを行い，要因別の評価項

目，評価指標lとより，現状分析，ポテンシャノレを測定し，項目別IC::劣化の

程度を明らかにする。乙の場合，ポートエリアをできるだけ広くとる。港

湾周辺，陸域をも取り込み少くとも，湾全体の沿岸域利用計画を持つζと。

また，長期と短期の見通しを区別する乙とも必要である。構想、，基本計画，

盤備計画，実施計画と，｜珂｛確に区別した，ステップを踏む乙と。

2) 再開発の目的，行動目標を具体的に明確にする。誰のために行う
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のかも明らかにしておく必要がある。利害がどのように発生するか，予測す

る乙とも必要である。乙れは，各港湾、ごと，地区の特性によって，異なるで

あろう。しかし，全体としての整合性が保たれる必要がある。

3) 都心近接型港湾地区では，臨港部の都市再開発の一環として思考す

る乙とは有効である。 （神戸港，儲浜港） 都心と離れている港湾地区では，

臨海部のユニークな別都心をつくることも考えられる。 （神戸ポートアイラ

ンド，大阪南港，名古屋，広島字品）

4) ふ頭機能は，品目別，専門別，航路別 船社別lζ分担させる機会を

生み出す乙とが必要であり，複数パース一体使用を誘導し，ふ頭利用運営の

方式の改善を提案する。広いふ頭用地を確保するため，スリップの埋立など

検討する。

5) 大規模臨海性レクリエーションゾーンの設定を行う。乙乙に，海事

普及施設，歴史的船舶を配置する。文化財としての港湾の発見と再開発，保

存が必要である。

6) 臨港道路特に湾岸道路を整備する。乙の場合，背後地と遮断する乙

とのないよう，構造lζ留意しなければならない。地下，半地下が好ましいが

高架でも，者NI心とのアクセスが容易で沿道 ・視界が快適な環境を持つ必要が

ある。

7) 港湾関係者，特K，土地の所有者，施設の利用者と再開発について

協議し，そ乙から，再開発の構想が生み出される乙とが必要である。乙の場

合，港湾管理者は，一面，地方公共団体でもあるので，実施を自ら行うかど

うかは別としても臨海部都市計画者としての立場をとる乙とが必要である。

8 ) 計画案の代替案を列挙し，いろいろの立場から弾力的な総合評価を

加える。再開発の場合，既得権益が存在するので，新設以上K，困難である

が，全体の利益が公正に損失を補う方策として生れて乙なければ，実行性

teasibilitv が薄くなる。

9 ) わが国の場合，防災面を配慮した再開発が特に必要である。

10) 沿岸域の活性化iζ寄与する程度を，明確に評価しておく乙とが必要

である。
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6. 沿岸域活性化のための港湾管理者の役割

昭和25年の港湾法制定の趣旨にも拘わらず，地方行政の一環として，公物

管理を基調とするわが国の港湾管理者制度は，営造物管理を±M1とする欧米

主要港湾の公企業体運営とは組きを異にする方向を辿ってきた。土地 ・施設

を公企業体財産とみる欧米諸港湾では，港湾再開発も，土地施設の付加価値

を高めるととに視点がおかれ，地域全体の生活環境造成はとうしても受身lと

なる。私権の複雑K入り込んだ陸域と，公権は存在しているが，不明確な水

域とから構成される沿岸域を 空間整備行政の一環として開発保全を図ろう

とする場合，わが国の現行港湾管理制度はむしろ好ましいといえる。特に港

湾の場合，港湾区域のみならず，港湾のJ,';J辺地域，臨港地区の保全，利用に

ついて行政責任を持っている。法の適正な運用を図れば，広範囲の沿岸域空

間の管理行政は行えると思われる。すなわち 当該港湾とその周辺沿岸域に

ついて，ポテンシャノレの調査を行い，再開発の目的，理念，行動目標を立て

港湾の再開発を含めた沿岸域利用計画を策定する乙とは，可能であり，積極

的lζ行う必要すらある。しかし，その実行は，現在の港湾法のみでは，必ず

しも，容易でない。都市計画，道路整備にあたって，逐次の事例研究を積み

重ね，各種の法改正が行われてきたように，港湾の場合でも，その過程を踏

む必要があろう。例えば，都市計画法，及びこれに関連する地区計画，沿道

整備計画の規程，土地区画整理法，都市再開発法，特定住宅市街地の整備促

進κ関する諸制度あるし、は日本住宅公団法の改正など，陸域空間の再開発，
周辺整備に闘する法制度の改正は着実に，積極的に行われている。沿岸域特

に港湾の権益の存在は，陸域のそれとは異なったものがある。補助，用地権

益の買収，売戻し，減歩，交換方式，管理処分方式等が画一的IC実施可能と

もいえない。したがって， 仁記法制度をそのまま，導入する乙とにはなじま

ない面があるし，各港湾の事情によって，新たな工夫が必要であろう。しか

し，全体として，また，長期的lζみて，沿岸域・港湾の再開発は必要な乙と

であり，大きな便益，福祉を生むのであるから，利害の調整を図りうる手法

を見出しうれば，実行可能となる。現実に，八幡浜港なとにみられるように，
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地区全体の合意が得られれば，現行制度の中でも，各種の制度を組み合わせ

て，実行可能な場合もある。しかし，抜本的には，各港湾ごとに，港湾管理

者が中心となって，沿岸域利用計画をたて 港湾再開発計画の具体策をっく

り，問題の所在をより明催にして，新たな手法を模索する乙とが，目下の急

務であろう。

7. むすび

沿岸域は，自由競争の原理と必要性の原理とによって各種の権益の複雑に

からみ合った陸域と，管理主体の不明確な水域とから織成された第3の国土

空間である。しかも，地理学的にも，生態学的にも，生活空間の場としても，

陸域 ・水域と区別して認識されるべきでなく 一体的にその管理・利用が図

られねばならない。陸上に住む人聞が，国土の狭踏を理由に，安易lζ陸地化

を押し進める乙とは，やがて，人類の死滅をも予測させる。わが国の場合，

筏り少ない稀少な有限資源であり，需要の圧力の大きさによって，無計画lζ

先取りし，スプローノレ化を進めることを止めねばならなし、。沿岸域利用はそ

の特性から，陸域の延長とみるのでなく，海からみた陸域の利用という視点

が特に必要である。それは，海の生物との共存のほか，国際的，広域からの

交流の場であり，自由と連帯の文化を生む貴重な空間でもある。古くから開

発の進んだ港湾を含む沿岸域では，施設機能の劣化，環境の悪化が顕在化し，

人間 ・社会の価値観の変化IL伴う，輸送交通の近代化，都市化の流れの交錯

の中で，再開発が要訪＜＇.＇れている。公害 ・自然の汚染防止のみの観点で，現

状維持を図る乙とは決して良策ではなし、。また，大した影響はないとして，

高度成長期に示した姿勢を今後とも続けるべきでもない。住みやすい，働き

甲斐のある，生き甲斐のある，憩う，そして，個性的な，快適な，活力ある

質的に良好な沿岸域を積極的lζ創造する決意を持つ乙とが必要とされている。

乙乙で，その先導する主体は，わが国の場合，港湾管理者であると した。乙

れは，輸送交通機能としての港湾あるいは施設管理を主体とするという従来

の概念とは違って，沿岸域の中絞となる港湾を第3の国土空間として認識し

その空間の管理者としての新たな役割を加えたζとになる。 したがって，広
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般な観点から，沿岸域の特性，ポテンシャルを調査把握し，多様化する荷要

の利害を調整して，適正な沿岸域利用計画の中で，高い付加価値を生む港湾

の再開発を行う主体となる乙とが要請される。広域を扱い，多種の事業を取

り込む乙とによって，利害の調整，分権的迷成も容易になることもあろう。

沿岸域利用計画，港湾再開発計回を推進する場合，権益保持者，利害関係者

に計画の重要性とメリッ卜を示して理解を求め，均しく参加する機構が必要

であろう。そζlζ，新たな調整の論理と手法の開発も行われることとなろう。

民間の英知と資力を活用し 実行への推進力を得る乙とも必要であろう。国

は乙のような港湾管理者の努力に 必要な援助と制度化を積極的に促進して

行くのが現在特に望まれていると思う。港湾行政それ自体，輸送交通機能の

近代化・合理化の基盤強化の方向lζ進むと同時に 沿岸域総合行政へと変貌

する面を併せ持っととが必要な時期に来ており 国民的要請の中で乙れの実

現を期したいものと思う。乙れは，港湾関係者・港湾管理者の意識・性格さ

らに，組織の再編成IL及ぶものであろうが，港湾i法の本旨lζむしろ合致する

ものと思われる。

〔文献〕 l 長尾義三 「わが国の沿岸域の特性と役割」

（『土木学会誌66巻6号』 1981年6月）PP2～7 

2. 科学技術庁海洋開発審議会答申

「わが国海洋開発推進の基本的精怨及び方策」

（昭和48年IO月）

3. 国土庁，計画・調整局編

「第3次全国総合開発計画」

（昭和50年11月）

4. 石11ニ靖丸 ・今野修平編者：

「沿岸域開発計画」

（技報室’出版株式会社， 1979年4月〕

5. ジョン・クラーク著，林亨監修

「沿岸域の保全と開発J

（思考社，昭和54年 l月）
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文献紹介

小林照夫著『スコ ットランド産業革命の展開』

安彦正 一
（⑮港湾労働経済研究所）

1. はじめに

産業革命IC関する研究は現代の学：界において強い関心の的であり，それを主題とし

た数多くの専門的研究が生み出されつつある乙とは改めて多言を要しないであろう。

f(J山教綬が指摘するように 「イギリス産業革命の研究においてアイルランド，並び

ICスコットランドが，産業革命lζ貢献した役割は誰れしも疑わないであろう」と，そ

れlζ しでも「アイノレランド及びスコットラン ドの役割lζ関する研究は政治的国民的感

情が絡んでイギ リス産業革命研究の未聞辺境地域であり，同時lζ務し穴になっている。

乙の落し穴を埋める乙とによって本当の近代イギリ ス史研究の再検討が始まる」

と（角山栄 「イギリス産業革命」社会経済史学会編『社会経済史学の課題と展望』60

頁〕問題提起なされている点lζ注目すべきであろう。

それだけにスコ y トランド-OllJからの論稿は極めて稀な状態となっているのが実情で

ある。

乙のほど，小林照夫氏がスコットランド側からの欠陥を補う力作『スコットランド

産業革命の展開』を上梓された乙とは研究史の欠落を埋めるものとして最近の注目す

べき成果である。周知のように氏は本学会員の一人でもあり，早くから欧州の港湾問

題について関心をもたれ研究発表を続けられてきた。今回，新たな論文を含めて6編

を選んでまとめられたのが本3である。一読すれば明らかなようにいづれも氏のスコ

γ トランドの「産業革命」 IC対する独自の視点から丹念iζ検討されている。

さて，本書の特徴がど乙iζあるかは本書の構成，つまり収録された 6編の論文目次

（小見出しは省略）ICよって一応競い知る乙とができる。以下篇別桃成，内容について

若干の紹介をしてみたい。
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2. 本書の内容と構成

序説産業革命研究の現状と課題

第一章近代スコットランドを考えるにあたって

第二章産業社会の興隆

第三章運河建設とエディンパラ経済圏の拡大

第四章 エディンパラ経済留の拡大を願う「11民

第五章鉄道時代の到来

第六章 スコットランド経済閣の形成と幹線鉄道

あとがき，よりなる。

目次iζ見るようIr:本書は全体を六J';'i:IL:分け20節からなっているが，全体を大きくわ

けると前半は港湾問題，後半は鉄道問題の二つに論稿が分類されると思う。

ひとまず，序論lとおいて，著者はイギリス庫業革命研究の近年迄の研究動向を網羅

的iζ概観された上で，最近の成果を踏まえつつ，本占では「多くの「産業革命」 IL関

する研究業績がイングランド側から考察されてきた」と言う著者の認識のもとIL，本

書の課題は「スコットランド側から英国産業革命研究の考祭」をする乙とに重点がお

かれている。各論文は専ら乙の欠落を補うべく執筆されてきたものでありそれらは「ス

コットランドのコミュニケイション問題Jを対象にした，と言う。著者は更に「スコ

y 卜ランドの産業革命の研究は，とりわけ，エディンパラ経済闘の整備がスコ ットラ

ンドの産業革命の歴史でもある」とした上で，本告の狙いも「産業革命Jtrwおけるエ

ディンパラ経済圏の形成史を描写する」乙とIC焦点を合わせている。

以上のようiζ，研究視角，対象の範囲を確定した上で，著者の明快な説明かなされ

ていく。

とりあえず，第一章「スコットランドを考えるにあたって」では，近代英国の歴史

を見るとき，そ乙ICは調和と不調和の矛盾iζ悩む姿か本来の英国であり，それは高度

資本主義社会の中lζ被いかくされており，民族感情の純れは把握できていないと言う。

それだけに英国の国民経済の形成と発展史を見るl侍，複合的形成史にこれまで以上iζ

目を向ける必要があるとする。そ乙lζは民族聞の対立（イングランド・スコットラン

ド・ウエノレズ，北アイノレラン ドの人々）があり，そのピークは 1960年代半ばIC始ま

る北海油田の開発lζあり．自治権復権の気速を醸成したとして著者はスコットランド

lζ於ける自治権復権問題lζ多くの頁を当て，それに関迎して，国民投票の結果なとを

詳述する。その結果自治権復権問題は現代のスコットランド分析の視角を提供してく

れたとしている。

第二章は産業革命時代のエディンパラの都市発達を生き生きと描いている。

18世紀の終りのエディンパラは，英国でも特乍すべき大都市であった，産業社会が
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本格的lζ展開した19世紀にはニュー・タウン悠設が始まるなと，都市構造変化及び経

済機造の解明などエディンパラの者fl市分析を通じてリース港との関係などを明らかlζ

していく。

第三主主及び四主主は， 「港湾問題」を専門とする著者の分野であろう。ヨ ーロッバの

内陸水路の発達にとって運河交通が重要な地位をしめていた乙とはいうまでもない。

今日のイギリス運河網は殆んどが産業革命期iζ完成したのであり運河網による内陸交

通の発達を抜きICしては産業革命を論じる乙とはできない。それは特lζ石炭の偏在を

調獲し，奥地の炭田の開発を促進した。いうなれば，石炭の歴史との関係を問題とし

なければならない。イングランドの運河と同様ICスコットランドの運河も石炭の大量

輸送という要請にもとづくものであった。著者は，代表的運河であるフォース・クラ

イド運河を取り上げ多くの統計的分析を試みておられる。

ととに示されている多くの表及び数量的指摘は，それ自体資料的価値を有するも

のであるといえよう。むしろ問題はスコットランドの運河がいかなる意味においてエ

ディンパラの経済幽の担い手になったのであろうかという乙とであろう。例えば「フ

ォースクライド運河とモンクランド運河の合流」 IC乙そその意味が見HJされるとして

いる。

著者は乙の点、f（関して「スコットランドの運河計画の中でも乙れほど重要な経済的

効果を発揮したものは他にはなかった」として高く評価している。

本章二，三節はユニオン運河の建設経違を述べられ，調査報告書を中心iとほぼ余す

と乙ろなくまとめられている。そしてリースとの結びつきがなかったのでエディンパ

ラ経済f（は運河としての経済効果は少なかったとする。

四節 「港湾産業都市グレンジマウス」では港を中心とした港湾産業都市としてのグ

レンジ7 ウス都市形成史ならびに港湾の形成問題f（ついて述べている。その過程の中

でグレジ7ウスは，むしろ港湾機能の拡大といった乙とより，都市として経済的立地

条件が，グレジマウスを産業港湾都市として変貌させたとしている。

第四主主「エディンパラ経済闘の拡大を願う市民では」，エディンパラにおけるリー

ス港の位置づけを述べている。

そ乙ICおいてリース港の拡強・港湾機能の改善のための港湾改修工事などをまとめ

ている。

その中で改修工事lとともなう商人と市民の対応という視角から リース港の変容を述

べている乙とは興味ぶかし、。

第五章以下は前半の問題IC関連づけながらも鉄道問題を中心に論稿を進めている。

いうまでもなく，イギリスにおいて 1830年代から40年代ICお乙った鉄道ブームが19

世紀前半のイギリス経済IC与えた影響は大きい。

クラッパムの大著『近代イギリス経済史』の内 1820年代から50年を扱った第l巻lζ
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「初期鉄道時代」のサブタイトノレがやlされている乙とによってもうかがえる。本書第5

章「鉄道時代の到来」では，エディンパラ経済幽IC:おける個別鉄道会社の建設過程を

追跡している。

以下2節， 3節IC:おいては開設された鉄道エディンパラ・ダノレキース鉄道を事例と

しながらリース港との関連，鉄道開設に伴うリース商人との利害関係を論及している。

4節はリース港における臨港鉄道の建設がエディンパラ経済IL果した役割lを詳しく

展開する。

第六主主は鉄道輸送iζ伴う経済的効果をスコットランドの幹線鉄道と言われるエティ

ンパラ ・グラスゴウ鉄道会社にみる。そこにおいて鉄道会社が運河会社及び中小鉄道

会社を吸収合併していく過程と鉄道網の撃備について論述されている。

三節はエディンパラノーザー鉄道，四節はノース・フリティッシュ鉄道とカレドニ

アン鉄道を事例としつつ鉄道における地域経済の発展IC:ついて検討される。必後lとか

ような建設史を通じてロン ドンを中心にして発達した鉄道と，エディンパうを中心IC:

した鉄道の結合がイングランドとスコットランドを経済的IC:統合したとするが， しか

るに今日でも自治権復権問題が提起されるととはむしろ迎合王国の歴史的現尖がむし

ろ解決された乙とではなく筏されていたといえる，と述べている。

3. 終りに

以上本書について簡単lζ内容紹介をしたが浅学な評者による紹介は多くの誤ちを含

んでいると思われるが，本書を一読してスコットランドの経済史研究iζ大きな手がか

りを与えてくれるものとして評価できる。また，本訟の問題はす乙ぶる多岐にわたっ

ており経済史，港湾史， 交通史，商業史の領域iとまたがる多彩な内容をもった書であ

るといえる。

次iζ気づいた点を述べると，本書は，事実の精密な実証的考察を加えた点にある。

とくに，節末lζ付けられた豊宮な注釈は著者の苦心の跡がうかがえる。とはいえ，ス

コy トランド産業革命研究のより深い研究者のために本書末IC:→舌して資料を上梓し

て欲しかった。

更に加えるならば，本語！の前後lζ連合王国の地図をそう入されたら一段と本書の利

用に際して便利だと恩われる。

いずれにせよ， 評者は本書から実lζ数多くの乙とを学ぶ乙とができた。

スコットラン ド産業革命の研究は乙れからの課題でもある。本書はその意味でもそ

の第一歩たるものと思う。筆者の乙れからの活躍を期待したい。

（発行所八千代出版刊定価2,500円）
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鷹取 桐著「港湾整備と地域開発」

1. はじめに

木村晶子

（日本大学）

わが国の港は各時代の経済社会の要望を反映しつつ，且つ政策的課題を受

け持ちながら変化・発展してきた。具体的には明治22年（ 1889年）9月に償浜

港の第 1次築港工事によるものが鳴矢といえよう。港の整備，修築の目的は，

多かれ少なかれ，外国貿易の要請に応、える ζとに重点が置かれ，少数港を対

象とするものであった。実際問題として当初の輸送貨物は数量・貨種 ・距離

．方向等について船舶の大型化・港湾の整備を必要としていない商業港的性

格を中心としていたので それほど大規模な港湾施設を必要としていなかっ

fこ。

と乙ろでわが国の港湾が国民経済的規模において社会的注視をあび，国家

政策の主要課題となったのは，昭和36年以降の「船ごみ」問題発生からであ

るといっても過言ではない。特に昭和36年にはじまる第1次港湾整備5カ年

計画は，総体的iζは，国民経済の急激な成長に対応できなくなった港湾施設

の不備によって主要港を拡充しようとするものであった。

しかしながら高度経済成長lζ伴う取扱貨物量の予想外の増大，新産都市鐙

設促進法の制定等の地域開発諸施策の進展，船舶の高速化，大型化に伴う諸

問題が生じ，数次にわたる港湾整備 5カ年計画が策定され，各港では施設拡

充計画lζ力点がおかれ推移・発展してきたのである。我々は乙のような整備が

歴史的変化相にあって，実質的IC地域の開発上でどのような関わりあいをも

ち，相互作用をなし，いかなる現代的課題を生み出したのか，それに伴う諸

問題への対応策がどうであったかを認識してみる必要がある。単iζ個別的な



292 港湾整備と地域開発

各港の状況をとらえるよりも，総体的K比較検討が望まれるが，乙 ζlζ紹介

する本書は，西日本の新産業都市における港湾を含めた臨海工業地帯の整備

とその中核都市を中心とした同地区の地域開発，特lζ第5次港湾整備5カ年

計画期間までの実績をふまえ，各地区の整備について詳細な分析を試みよう

とするものである。

2. 本書の構成と概要

従来より港湾lとついては，地理的，経済的，行政的及び技術的見地により，

種々の定義がなされてきたが，今日のように近代港湾の機能が多様化するに

伴って港湾の定義が一定lζ規定されがたくなっている。そ乙で著者はまえが

きにおいて， 「近代港湾とは以上の商港の定義に加えて，更に臨海工業地帯

を含んだ第2次産業加工の機能をもった工業生産の場を有する地域Jと定義

している。しかし，北見俊郎氏によれば，港湾とは「単lζ港湾経済lζ条件と

して関係をもっという意味からの交通の立場や，港湾諸企業の立場からとは

別に交通用役をともなう生産の場としての港湾を認識するJと定義されてい

る乙とは周知のと乙ろである。

乙のように両氏は，港湾を同じように「生産の場」としているけれども，

著者と北見氏との聞には 内容がたぶんに異なっていると恩われる。北見氏

の場合には，資本主義の歴史的発展過程の港湾における生産関係から，港湾

それ自体が交通資本の一部分として位置づけられた上で，交通用役生産lζ役

iζ立てるという意味あいで「生産の場」であると主張されているのに対して，

著者の場合には， 「生産の場Jを港湾が国民経済と産業の発展lζ重要な役割

を果たし，重化学工業との結合がだんだんと深められてきているという意味

から認識されて規定するものである乙とを明記しておく 。

乙の定義lζ従って，本語ーでは特に西日本地区における各新産業都市の港湾

施設を含め臨海工業地帯の整備が， 「如何に計画され，文，実施され，各地

区の工業開発をもたらし 又 どの程度，各地区の地域開発に貢献したかJ

を，各地区の開発計画等の資料lζ基づき，適切に且つ詳細に港湾施設の整備，

地域開発の問題点を分析し，およびそのあり方について考察されている。
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その内容を目次で示してみると次のようになっている。

序章 近代港湾の概況と港湾整備5カ年計画
。

第 i：章 中海地区

第2章 岡山県南地区

第3章 徳島地区

第4章 東予地区

第5章 大分地区

第6章 日向 ・延岡地区

第7章 不知火・有明・大牟田地区

結章

本書では， 「高度経済成長期から昭和50年代前期経済計画lζ基づいて流動

的な内外諸情勢の基で，国際経済社会との調和を保ちつつ，わが国経済の安

定的発展と充実した国民生活の実現を図る為にも，港湾施設の整俄を伴った

地域開発が不可欠な要因である。 ζの地域開発の中枢をなす港湾施設の整備

は，国土の均衡的発展を期して産業の地方分散を図り，港湾の適地配置をも

って後進地域の開発促進を図るべきであろうJとしている。

そとでまず序章において，港湾整備5カ年計画が立案された背景をふまえ

て，各年次計画についての基本方針と整備計画の概要について，それらの計

画lζよる地域κ与える影響， 加えて環境問題にまでふれている。乙れを前提

条件として，各章へと展開されているが，第1主主から第7章まで西日本のそ

れぞれの地域において一環した研究方法により詳細に分析がなされている。

本書は，それらの各地区における主要な港湾の概況を示し，その地区にお

ける臨海工業地帯の特徴を解説し，施設の整備計画と実態，特にその港湾施設

の整備計画と概算経費及び現状をみて，そ乙における地域開発がどのように

お乙なわれているか，そしてその保全の概況及び対策を検討されているので

ある。各章ごとにむすびをもってその地区の概況を要約するものである。乙

のように分析苫れているわけであるが，大分地区においては， 「港湾施設の

整備計画と慨算経費及び現状Jの項目のと乙ろでは，その中の地区別にみて

いるし，日向・延岡地区においては， ζの同じ項目を，細島港と延岡港・延
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岡新港と港湾について，第 1次～第5次港湾整備5カ年計画をみているとい

ったようなと乙ろもみられる。

最後の結章では，地域開発の概況を指摘し，その分析対象の中心は，昭和30年

代後半からの高度経済成長から今日の圏内・国外の経済的，社会的諸情勢へ

と流れていく過程において， 第 1次～第5次港湾整備 5カ年計画が，経済，

社会情勢をふまえて各年次でとのような選本的方針のもとで策定され，西日

本各地で計画されたかにある。乙の実結ーの評価基準としては，誘致企業数，

工業出荷額の推移，入出港船舶及び取扱貨物量の推移を分析し，さらに人口

及び所得の推移，港湾と地域開発それに伴う環境問題等について計測的要因

からの豊富な資料をもとにして，西日本の各地区における歴史慨況， 5カ年

計画における特徴を，体系的・統一的lζ比較分析なされている。乙のように

本書は，港湾整備と地域開発lζ視点をおいて，乙れらの地区κおける港湾を

核とした臨海工業地帯の整備と，その中心となる都市lζ着眼してその地区の

地域開発を計測が]le：：研究されたものである。乙のために， きわめて収集に困

難とも思える豊富で多彩な資料を長年にわたって収集されたが故，きめ細

かく網羅され，統一的分析をなしえたのであり，貴重な労作であると評価で

きょう。

3. 本書に関する若干の意見

港湾は確かに「工業生産の場」として産業の諸活動を支える重要な基礎で

ある乙とは申すまでもない。本書は地域開発の貢献度を端的に表わすものと

して人口，所得や港勢といった入出港船舶数，取扱貨物量，荷役施設状況等

を基準にし評価している。それは数量的比較検討をなす上で，貴重な分析方

法leは相違ないが，港勢自体は本来工業資本の生産高を表わす統計的結果に

すぎないとも考えられる。地域開発とは，本質的には地域住民の福祉の向上

であり，臨海部空間のあり方が配慮されねばならないと思う。地域開発が経

済開発のみに偏よって評価されるべきでなく ，今や安定成長期lζ入って 「地

方の時代」にふさわしい成熟せる港とはいかなる港であり，いかなる港湾施

設の整備をなしていくべきかが検討されねばならない。単lζ本書の定義のよ
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うに港を 「工業生産の場」と判断すべき｜時代ではなくなりつつある。臨海部

の空間は都市機能といった，例えば教育・医療・文化等の社会機能の配置問

題も生じ，港を中心とした総合的な機能転換が要請されてきている。港湾の

整備と地域経済社会（都市）のあり方については ハード・ソフト両面より

相互関連の関係をもちながら，相互に作用し影響されながら変化・発展すべき

都市空間であるべきである。

4.むすび

わが国においては，港湾の整備は，今後とも地域経済社会の健全な発展に

とって必要不可欠である乙とは変わる乙とはないであろう。その港の潜在的

機能が政策的課題を反映しつつ，クローズアップされ，いかに整備されるかに

よって，地域経済社会に多大な影響を与えよう。先lζ指摘したように本書で

分析対象に含められている第 5次港湾整備 5カ年計画は昭和55年度をもって

計画期聞を完了し，新たに第6次港湾整備5カ年計画が昭和56年度を初年度

としてスター卜している。しかしながら過去の趨勢を把握し，特に第5次ま

での整備計画がいかなる問題をもち，し、かなる特徴をもっていたかを再認識

する乙とを必要である。そうした観点からも本書の役割は重要視されねばな

らないと考える。つまりこの労作は，西日本の各地区の港湾整備に関心をも

っ方だけでなく，地域経済や港湾整備に興味のある方々にも是非一読をおす

すめしたい書である。

（産学社， 1979年11月 557頁定価 4,500円）
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市来清也著「物流経営論」

斎藤公助

（日本倉庫協会）

現代の経済生活においては 生産と消費が機能的な織成要素となっており，

さらに ζの聞を結ぶ絶えざる流通活動によって，その維持発展がなされてい

る。

換言すれば，流通活動は，生産と消費との聞の場所的，時間的，人的隔た

りを有機的に結び合わせる機能として重要な役割りを果たしている。乙のな

かで物流は，前記流通活動と表裏をなしており，欠く乙とができないもので

ある。通常流通活動においては，まず商取引が発生し，それに伴なって，財

貨およびサービスの移動が行なわれる。物流は，乙の場合，財貨およびサー

ビスの物理的移動などを行なうなど重要な役割りを果たしている。

もともと，輸送業をはじめとした物流業，さらには物流そのものは，過去

（とくに戦前）においては，その社会的評価は，どちらかといえば，低位に

位置づけられていた。しかし，乙れが，最後の民主化とともに様相は一変し，

これら物流は社会的にも見直されてきた乙とである。乙のことは同時に，一

般企業における物流への見直し 再評価ともなってあらわれてきた乙とであ

る。 ζれはまた一般企業の物流組織体制の強化，さらには物流子会社の設立

などにも端的にあらわれている。

このような環境のなかにあって，本書は，企業における物流管理（物流活

動の運営ならびに管理）について，企業経営の視点から広く，かつ体系的lζ

捉えようとしたものである。また 物流経営は つまると乙ろ物流管理を主

な内容としており，同時に乙れがまた，企業経営の効果的遂行を目的として

いるものである。本書は このような観点から 企業が有効に運営がなされ

るであろうための「物流管理」を中心にとりあげている。
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なお，乙乙で著者市来清也氏を紹介すると，同氏は，去る昭和53年，臼通

総合研究所から神戸商船大学教授に迎えられ 現在同大学で教鞭をとってい

る学究者である。また，当日本港湾経済学会のメンバーの一人でもある。

いま，本書の内容を順次に示すと，まず第 lllきでは，物流の概念づけを行

なうと同時に物流合理化へのアプローチを論じている。

第2章では，本書のメイーンともいうべきもので，物流の合理的管理と題

し，各種物流，具体的には，海陸輸送，荷役，保管，包装，さらにはコンビ

ュータを中心として情報 さらにはまた，コンテナを中心としたユニット・

ロード・システム，加えてコールド・チェーンなど，それぞれの分野での現

状と，乙れがシステム化への対応が示されている。

ついで第3章，物流と企業経営では，一般企業（メーカー，商社など）経

営における物流の地位，役割り，換言すれば企業組織体制と，その中におけ

る物流管理体flji]Iζついてふれ，さらには営業（委託）物流と自家物流につい

てふれ，その使われ方，それぞれの特質を論じている。ついで物流とコスト

管理についてもふれている。

また，おわりの第4章では，物流事業の経営と題し，物流専業者の事業経

営の経営実態にはじまり 専業者例えば輸送業者倉庫業者等の事業経営の

特質，さらには近代化への対応を展望し，さらにはまた今後の経営の課題で

最後を結んでいる。

以上，本書の縦要を紹介したが，もともと経済の低成長期においては，一

般に生産と消費の伸びが鈍化する乙ととなり 同時に企業経営における物流

管理の重点も量的拡大から内部構造など質的改善にむけられる乙ととなろう。

同時にまた， 企業はひとりその経済的存在のみばかりではなく，地域社会と

の共存共栄のもとにその維持を図って行く乙とが要請¢れるであろう。

本書の特長とすると乙ろは，前にも述べたとおり，きびしい環境のもとに

あって，企業経営における物流管理のあり方について，現実的に，かつ基本

的な事柄をふまえつつ広く展開を試みようとしたものである。したがって本

書は，ζと物流lと闘し，総体的にまとめたものとして大きく評価されるであ

ろう。
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いま，参々までに，主要目次を示すとつぎのとおりである。

第 l章物流の概要

第 l節物流の概念

目次

第 2節物流合理化と物流政策

第 3節 物流経営研究の展開

第 2主主 物流の合理化管理

第 l節物流合理化の概要

第 2節 物流・ノステム化lζよる合理化

第 3節輸送活動の種類と運用

第 4節 包装活動と物流合理化

第5節 荷役合理化と物流機器の運用

第6節保管と配送活動

第 7節物流と情報システム

第8節 ユニッ卜・ロード・ンステム

第 9節 コーノレド・チェーン

第 3章物流と企業経営

第 1節物流管理と経営

第 2節物流管理の組織と運営

第3節商取引流通と物的流通

第 Hri 自家物流と営業物流

第 5節物流とコス 卜管理

第 4章物流事業の経営

第 l節物流事業の概要

第 2節物流事業経営の特色

第3節物流事業経営の課題

299 
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おわりに，一言コメントを許していただくならば，物流そのものの実際と

理論については，広範囲に捉えているが，乙れは発刊の趣旨とも｜均速するが

やや総花的であるということである。物流と一般企業，さらには物流事業者

の経営ならびに分析ではやや説明不足ないしは展開の不十分なものがみられ

る。例えば，企業における物流管理の組織，形態，あるいは物流子会社の動

向と分析，さらには物流コストの動向と分析，とくに物流コストの積算聞で

の解析ーなどいま一歩突っ込んだ展開が欲しかった。また，物流事業について

もその事業経営の実態，さらにはその特色Kついてもややもの足りないもの

が感じられる乙とである。とはいえ 乙れをまとめあげた筆者の労苦に対し

ては深甚な敬意を表するものである。

（発行，（槻ぎょうせい，発刊日年11月， 356頁，定価 2,500円，送料 300円）
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Elke Schulz一一Hanssen

Die Verkehrswirtschaft des Seehafens 

山上 徹

（日本大学）

1. はじめに

社会科学上より海港を研究するには，集成された知識ないし認識をも体系

化され，論理的諸条件をうらづけにし，一定の立場より本質的な側面から解

明されるべきであろう。つまり単に実証的解説もしくは問題整理の分析のみ

では，海港問題を解明するには限界が生じて乙ょう。それ故lζ，海港研究に

は，海港をとりまく諸々の条件のもとで，本質的な側面をも配慮される必要

性が感じられる。例えば，経済地理的手法などにもとづく海港諸事情や海港経

済κ関係する取引上のまII識ばかりでなく，資本主義経済社会の中にあって最

も海港が本質的にかかわり合いをもっ要因との関連で経済政策上のもとで海

港研究がさらに進められるべきであると私は考えている。

と乙ろで海港の経済社会には，多数の経済主体が存在し，各種の経済活動

が行なわれている。それ放に海港の空間は，各種の産業，都市の発展または

地域の開発lζ重大な役割を果たす諸々の「生産の場」としての機能と性格を

もっ，いわゆる複合経済を備成している。その内でも海港二の流通経済は港の機

能の中妓的存在である。まさに吾々にとっては，海港iζ惹起する複雑な経済

現象のすべてが一応研究対象となりうるが，しかし海港が経済社会iとおいて

問題視される主要な対象には，交通体系の一環としての流通経済におけるス

テーション交通問題が存する。

乙乙に紹介する本書は，従来等閑視6れがちであったステーションとして

の海港流通経済を主体的に取り上げ，体系化を試みようとするものである。

本警によれば， EEC C欧州経済共同体）の条項には，海運のための特例条



302 

項（84条2項）が存す。しかしEE Cの海港lζ閲する特例条項の適用につい

ては，異なった見解が存在している。オランダ側においては，大規模なオラ

ンダのロッテノレダム ・アムステルダム海港の最適交通地理的位置，従って競

争政策的状態をもちろん根拠とする乙とから海港をEE Cの条項の一般的規

定を広義に解している。ドイツの見解は それに対しステーションとして従

って海運の一部門として海港を考えられようとしている。それ放に本書では，

交通ステーションとしての海港流通経済について国民経済，個別的経済の両

面より分析しまた海港流通経済の組織問題について詳述するものである。

2. 本書の繕成と内容

本書は序論と本論からなり 次のように構成されている。

序論

第 1章慨念規定

第 2章研究の問題意識と展開

本論

第 1章総体的経済における海港流通経済の重要性

第2章海港流通経済の個別経済的特徴

第3章海港流通経済の組織

先ず序論では概念規定がなされているが 私が乙乙で「海港Jという用語

を使用する主旨を述べる乙とKしよう。確かにわが国では古昔においては水

戸，湊，津，浦，泊などの「みなとjIζ対し，学述語として「港湾Jが重量場

したのは，例えば明治6年 1月布告の「港内取締規則Jにおいて「港湾，海

川口等ニ於テ出入ノ商船， 云々Jと称されて以後の乙とである。西洋科学の

流入iζ伴い，法規上，文章上乙とさらに字句の変化を求められ，明治初期の

一般的風潮の中で portand harborという語源から「港湾」 としたのではな

いかとの推論がなされている。

私は，本書のSeehafen (seaport ）を「海港Jと訳する乙とが適切であると

考えている。なぜならばharborの語源は，本来自然地理的概念によるもので

あり，つまり海岸の卓越する潮流および風から遮蔽されている天然の「湾」
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であり， ζのように海岸の位置，地理的表現であるharborの意味は今日いか

なる立場にあるだろうか。またport（門，城内）の語義は船と陸との聞で財，

人の連絡輸送がおζなわれる場，すなわち水陸を相互接触する交通空聞をい

う。乙のようにportとharborとは本来ニュアンスを異にする語義をもつもの

である。

現在のように港の造成技術の発展は，乙れまでのような海象，気象，地形

的条件から不適切な地域でもその築港を可能にしてきている。そ乙で一殻的

lζ認用されている「港湾JIζ対し， 「海港 CSeehafen, seaport) Jと称し考

察する乙とを妥当とするものである。海港（SeehafenS.13）とは， 「他の同

一種の地形に比べて， lつの経済単位（eine wirtschaftliche Einheit ）を形

成している外洋船 CSeeschiffen）の発着のための通路，岸壁， ドック，倉庫，

クレーンのような自然的人工的諸施設をもっ海陸領域であるJとある。上述

の定義から判断して，海港とは海岸であるのか内陸水路の沿岸にあるのかと

いう位置配置の区分ではなく，海上航海と連絡し，外洋船の出入する港，す

なわち公海と直結する航路と連絡する港を基本的に指すものである。 ζれle

対比しBinnen hafen (inland port ）とは公海へ直航路としない内陸水運だけ

にしか依存していない港というととになり，乙のように交通の機能上より港

を識別するべきであると考える。

さらに一般にわが国では ターミナノレ（terminal）という言葉が流布して

いるが，本蓄によれば（s. 16）「海港流通経済では，交通経済部門としての
ステーション経済（Statioowirtschaft）の性格をしている。ステーションには，

海港と同様K空港，内水路港，鉄道駅，自動車ステーションおよびパイプラ

イン・ステーションがある。ステーションの交通経済は，技’術的，法律的，

経済的観点、の異なった領域でステーションを利用する輸送手段の交通経済と

は独立するものであるJと包括的な意味で海港をステーションとし，一つの

経済単位として独立した交通経済部門における接続の基地であると考えてい

る。とく lζ海港のステーションは，国際貿易の門戸として国際的性格をもち，

外国貿易すなわち海外諸国の交通網と直接に密接に結ばれ，とくに外洋船を

収容する ζとができるステーションを総称するものであるとした。



304 

本論では，海港流通経済は，国民経済再生産の要素として海港の総体的経

済lζ占める位憤，個別経済としての生産という観点から港の研究が進められ

ている。第 l章の総体的経済における海港流通経済の交通の重要性に関して

は，航空輸送がなされない限り，海陸経済聞のあらゆる財貨交易において海

港流通経済は絶対的lζ必要なζとである。海港が発展過程でどのような種類

と，どのような数量においていかに機能するかは，その交通価値に依存す

るとする。それ故に交通価値の概念を明記し，また海港流通経済の形成力に

関する主要な交通価値基準を記している。海港流通経済の給付能力lζ対する

交通価値基準には，迅速性，安全性，低廉性，便利性，大量性，連続性など

を指摘している。さらK，経済成長構造における海港流通経済の作用としては，

海外交通関係を無視し，ある空間経済における海港流通経済の創設事例を示

すものである。とくに海港関連経済分析としては ハンブルク・フレーメン

港を対象lζ詳述されている。

第2章，海港流通経済の個別経済的特徴としては， 1. 海港流通経済的用

役とその職能lζ関して次のような項目で解説している。 A航路の安全性lζ閲

するサービス， B発送サービス， C財・人の輸送サービス， D補助的機能サ

ービス， E他の海港経済サービスに比して海港流通経済サービスの特質，2. 

サービス生産の必要条件を示し， Aサービスの経済的特質，およびサービス

の交通経済的特質， B海港流通経済の需要特性， C海港流通経済の需要の制

卸の可能性について直接・間接的側面からの分析をなしている。

第3章 海港流通経済の組織では， 1. 組織に闘する一般的，特移転的決定

要因の重要性，続いて2. 組織の基本的問題を記し， 意志決定機構の分散や

集中に対する決定要因を検討している。とくに公的機関の決定要因に関して

は，交通制度や関税制度Kおける統治権の確保，自然的港水域の公共財につ

いて記している。また地方自治体 地域公共組織 国家機関の意志決定要因

さらに意志決定機構の最適組織の可能性に倒しては，公的意志機構，私的意

志機構，企業連合形態としてコンツ ェノレン，カルテノレ，第 3セク ター

のl眠能について詳述するものである。 3では，さらにハンブルクの海港流通

経済の組織を紹介し， A意志、機構の分散と集中， B公・私意志、機構， C意志
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機構の合法的組織について調査分析をなしている。

以上，本書の主題は，海港流通経済の制度規定（Wesensbestimmung)

lζあった。従来より海港の制度規定は，明らかに単に限定的概念でもって実

施芯れたにすぎなく ，研究上，統一的な概念は存立していなかった。なぜな

らば，経済学者，技術者，地理学者，行政管理者，商人により複雑，多岐な

海港経済現象が研究対象とされる乙ともあり，各方面から多数の概念規定が

なされていた。つまり lつiとは固定的な意味内容を呈示するものにいたって

いなく，複合，交差していた。そのような事情に対して，吾々は研究の当初

にあたり，最も適切fよ概念を見出し，それをもって解明されねばならないと

回 A
，巳ρ ノ。

本書は，序論lζて械念規定をなし，海港流通経済部門を明£（Uζ区分してい

る。既存文献より考えれば，問題意識が明般化され海港の流通経済の研究

として本書の意義を認めるべきであろう。

3. おわりに

科学とは各H寺代における社会的発展の観念的所産として，とくに研究対象

や方法論の推移動向は，その時代の社会的要求を如実K反映するものである

から，本書は 1960年代の西 ドイツの海港流通経済論としての成果を充分に

発揮している乙とは，認めねばならないだろう。西 ドイツの海港流通経済の

諸事情より比較するならば，大いにわが国にとって役立うる論理的側面をも

っている。吾々にとっては，本書：は西 ドイツの海港流通経済論とし，単lζ受

けとめるだけでなく，たえずわが国の港の研究との比較分析的観点から検討

すべきである。わが国の港の諸事情は，伝統的な諸条例二や歴見性iζ成り立つ

ものであり，日本の土壌に適応しうる制度規定なり論理が考えられるべきで

あろう。そのような側而からも本書の役割は，重要であり，今後さらにわが

固にあっても海港流通経済の体系的研究が確立されん乙とを期待するもので

ある。

CDuncher & Ham biol , Berlin 1965) 
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学会記録

人間生活と港湾

第四回全国大会（佐世保港）シンポジウム概要

昭和55年度佐世保大会のシンポジウムは，首記論題の研究発表Ir対する質疑応答を

もと1ζ して行われたが，乙乙にその要点をとりまとめて収録する。

報告テー7 と発表者は以下の通りである。なお，司会は和泉雄三氏（函館大学），

徳田欣次氏（北海道経済調査室）であった。

人間の生活と港湾 ｛青山学院大学 ） 北見俊郎

スコットランド産業革命期の人間生活と港湾

（関東学院大学） 小林照夫

港湾計画における市民参加 （大阪市立大学 ） 柴 田 悦子

横浜港史序説 （港湾都市情報サービス） 千須和 富士夫

和泉 本年度の共通テーマは「人間生活と港湾」というきわめて広範囲な課題であ

ります。四人の先生ILζ報告 ・発表して頂いた内容は，乙の回限りにしてしまうのに

は大変惜しいような気がいたしますが，日程上止むをえないでしょう。時間の関係上

五人の先生のと報告内容についての概要，質疑応答そして補充質問という形で進めて

行きますが，よろしくお願し、致します。

北見先生の報告は，個人主義が十分行きわたる乙ととそ近代社会のあり方であり，

その特色でもあります。それはまた人間の復権を意味するものであります。小林先生

と千須和先生の報告はきわめて対照的であり，また，きわめて斬新的な内容でもあり

ます。 1Jψド先生は，スコッ 卜ラン ドの商人層の自主性乙そが港の発展をなさしめた要

因であり，その経済的事情iζ主i浪点をおかれたのに対し，千須和先生の骨子は，償浜

港は，あまり fr:も政治的な，軍事的な要因で発展を遂げてきたと言われました。横浜

港とスコットランド港はそうした点で好対照なのであります。柴田先生は，都市問題

と港湾問題は，いずれも市民から遊離しており，とくに環境問題との関連でその方法

論（価値判断とPolty等）を模索する乙とが大切なのではないかと言われました。柾

先生の報告は，北松地方の平戸大橋建設が背後図の経済l亡し、かなる影響（メリット，

デメリッ卜等）を及ぼしてきたか，それが将来どのように変化して行くであろうか，

乙ういう趣旨がその’白子だったように思います。



308 人間生活と港湾

それでは，乙乙で徳田先生IC:各先生宛の 「質問」を披露してもらいましょう。

徳田 「質問Jを読ませて頂きますので，先生方よろしくお願いいたします。最初

IC:北見先生への質問です。

① ヨーロッパの場合，合理性とともに合目的性の追求という而は，港湾管理者

やポー 卜・ オーソリティなとの機構等の条件からも読み取れるように思うが，日本

の港湾の湯合，港湾の利用機能上からみて，合殴主義の問題点の具体的な表われと，

市民社会からみて現段階で港湾および水際線lζ対する具体的要請について教えて欲

しい。 －一金井禽造氏（地域計画匙築研究所）

① 一般社会と港湾社会の断層を怨め，かっ港湾産業を中心とした経済集団の領

域を確立する方法（港湾社会の一般社会化） IC:ついてのお考えをお伺いしたい。最

近，公共性優先半I）例が裁判等で続いていますが，港湾社会における公共規制問題は

歴史的所在であると理解しますと，市民社会への上昇過程で公共概念をどうお考え

になりますか0 ・ー・0・木村武彦氏（名古屋港湾管盟組合）

＠ 「人間生活と港湾JK闘し次の乙とを乙教示下さい。港湾は海陸交通の接点

として外国貿易，園内海上輸送や乙れに伴う荷役が行われるのみならず，臨海工業

地帯として，背後地の県や市町村始めひいては日本経済発展の原動力になっており

ます。

しかし，一方では，住民（県民，市民）からは港湾は海面立n立による自然海岸の
破壊，工場やコンテナ陣頭等住民の立入禁止等港湾建設に関する疎外感がありますh

ζれに対して 6大港湾始め日本の港湾管理者は「親しまれる港っくり」をスローガ

ンとして臨港地帯lζ緑地，広上孔公園や魚釣り場等を建設したり，又辿設する ~I一回

を進めております乙とはと承知のとおりです。

長近私共名古屋港の港湾施設利用者（海運，港辺業界等）からは， 「管理者は港lζ

遊び場造りばかり考えておる。」という要請もあり，私共港湾管浬者の峨員はその

板ばさみになっております。

私共は， ζれlζ対して 「港湾省・理者が欧米のようなPortAuthorityならば話は別で

すが，日本の港湾のように港湾管班者が地方公共団体である以上，やはり港湾管理

者としては，

① 港湾施設（岸壁，士号lfi}j，上屋等）の建設と

②緑地，広場，植栽（乙れらも港湾法では港湾胞設としている。），スポーツ

胞設や魚釣り施設等遊び場の辿設の両方共必要であると考えております。

ζのような両面計画が 「人間生活と港湾」の具体化と云えるでしょうか？

先程の北見先生の乙講演は原則論が主であったので乙の点乙教示下さい0 ・…....伊

藤清氏（名古屋港管館組合）

北見 私の報告は基本的な，あるいは思想的な一面のみにすさません。従いまして，
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話i続しますと，先生方からのそのような質問が出てくると思います。

港湾問題は，乙存知のように水際線と経済成長の問題であり，その関係は重要な意

味があったようIC:思います。ただ，その際政策の打ち方IC:問題があったかと思います

が，乙ζではその点lζついては省略いたします。

顧みますれば，欧米のj巷では絶えず経済i自，社会性という条件が作用していますが，

日本の港は，千須和先生の報告にもありましたように軍事的，政治的必要性から生ま

れてきたともいえましょう。 本来港の問題は，都市と港という原型の問婦だと思いま

す。

名古屋港はわが国の港の中でも坪外におかれていたが，乙の点はある怠味では，よ

い面をもっていたともいえるのではないか。硲かに，一方では，わが国の場合には中

央集権制（営造物観念）というものが市民の聞に入り込んでいます。ですから，市民

にとっては，国家というものが雲の上の存在のようです。乙れに対して，欧米では，

港は自分遥の港であり，者1l市であるという考えが定着しております。その意味では，

わが国と欧米では公共性の原理が違うように思います。その中味の問題を考慮しない

限り，市民から親しまれやすい施設づくりは，依然として問題は銭ろうかと思います。

名古屋港と市民との聞にはっきりしたもの（たとえば利害関係・ SelfInterestなど

の具体的なもの）がない限り，本来は乙うした点f［.公共性の意味があるのですが，い

ろいろな問題が山てくるように思います。

わが国では全体主義のゆえに，港の繁栄と市民生活との問IL関連性が十分ないよう

に思われます。港湾都市には， 「グレイJのエリア，つまり，港湾地域を「白J，都

市地域を「黒」とすれば，それらの両者の融合性としての「グレイJ （たとえば公園

であり遊び場など）が必要なのではなし、かと思います。水際線をうまく活かして行く

乙とが，港湾都市の課Jtfiではないかと旬、います。

先生方の乙指摘にもあったように，基本的な点で19世紀わが国と欧米では，合理ー主

義の性格の遊し、から生じてくる問題があろうかと思、います。その一つが乙存知のよう

に近代化の問題であります。西欧社会では権力構造が薄れているのに対し，日本社会

は，西欧社会のようなそうした段階まで至っていないので，平等化窓識が固まって行

き，身分によって権力構造が動いている。ですから，西欧社会のように経済性の原理

によっては作動せず，契約関係が人間関係の基盤となっているという歴史的な条件が

未だ成立していないように思います。わが国では未だ中央集権制が強く，逆f［.古い権

力関係をテコlζ合理化を図っているように思われる。それは，決して近代化ではない

と思います。その意味で，日本と欧米は異なっている。港湾行政にもそういう問題が

必然的lζ山てくる。日本流の合理主義（日本的性格）が水際線IL対する要請ともなっ

て現われてくるのだと思います。

和泉：それでは，次に小林先生宛の「質問」を，お願し、します。
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徳田：三人の先生から質問がきております。

① Leith港改修事情の経済 ・社会的事情の中から，今後のわが国のあり方（人間

生活との関係）についてのサゼツ‘ノョンをして下さいませんか。 －－－北見俊郎氏

（青山学院大学）

② 乙発表の論文のその後の経過leついてど、うなっているかについて乙説明をお

願いします0 ・・・…金井禽造氏（地域計画建築研究所）

① 市民社会の形成があった西欧でも港をとりまく経済集団が港湾構築への努力

は認められるか，市民社会と港湾社会が融合しなかった要因について乙意見をお願

い致します0 •••••• －木村武彦氏（名古屋港管理組合）

小林．リース港のその後の経過については，現在スコットランドの貿易の代表港と

して発展を遂げています。

それでは，印象的な感想でしかすぎませんが，質問11::答えさせて頂きます。スコ y

卜ランドでは，政治や経済そして文化もグラスコFーがその中心であり，現在でもいわ

ゆる産業革命はといえば，イギリス産業革命しか想起されないようですが， ！8世紀後

半に遡ってみると当時のスコッ卜ランドの人々は，スコッ卜ランドの独自な産業革命

の意識を十分持ち合わせていた。つまり，スコットランドの経済の発展は，自分たち

でその経済基盤を篠保するんだという願いーたとえば雇用とか福祉的な問題にその事

例がみられますーが資料からもわかりま甘。 「リース港はエジンパランの港である」

という気負いとか意気込みは，あまり強く感じられませんでしたが，日本でも，港を

自分たちの生活の中で位置づけて行くとか，feed-backさせて行く乙とは大変重要

ではなし、かと恩います。

現在， リース港を中心とした経済圏なり商業圏は商業機能の中心地としてのグラス

ゴーなどK引きつけられていますが，北海油田の再開発との関連でリ ース港の先端へ

oil基地の計画が考えられています。乙れが具体的11::進めばリース周辺地域の発展が

考えられると思います。

では次lζ，産業革命の段階までは国民経済の形成という乙とを打ち出すζとが重要

な課題でもあったわけです。グラスゴーとエジンパラとの関係は，当時市民社会の形

成という乙とか強く言われており顕在しておりました。港湾建設の問題とか，港湾労

働者の問題は明らかに失業者対策のーっとして行われた乙とも確かですし，特lζ港湾

建設を促進させるという点では当時の人々は決して「尻り込みJしていなかったように

思います。他方では，エジンパランの市民経済の基盤を充実させるという点からリー

ス港の改修工事が行われたように考えられます。いずれにしましでも，リース港はス

コットランドの中で重要な役割を担ってきた乙とは健かだと思います。

和泉：では，引き続き柴田先生への 「質問」を出して下さい。

徳田・ 柴田先生には，二人の方から質問がきております。
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①世界の諸港で比較して考えると，ヨーロッパの場合，港湾管理者にかなり任

せて利用を身え，アメリカの場合，その歴史性からも 「水際線を市民iζ帰せJの動

きに対応して，港湾部局以外の都市サイドから計画が考えられているように鹿島草し

ているが，日本の場合，市民と水際線，港湾を考えた場合，港湾計画を担当する当

局は，港湾施設と関連の土地利用K限定しているように思うが，計画主体として従

来の発想だけでなく，地域の生活と生産と自然を考えた地域経営主体として対応す

る乙とが求められていると捉えると，計画主体が港湾サイドだけでよいか，または

他の部局の参加等についてと怠見を伺いたい。港湾計画への市民参加を考えるにあ

たって，港湾計画決定がすぐ事業計画決定となるが，一方，都市計画では都市計悶

決定，事業計画決定，事業認可の段階lζより，市民の意見が比較的反映される乙と

になっているが，港湾計画決定の場合，公共空間（公有水面を含む）計画であるた

めとも思われるが，今後港湾利用機能からみて生産，生活，自然などの扇から，ど

の分野計画κついての参加を考えたらよいと考えるか。また，人口海浜の造成なと

の考え方についてどのように考えられるか。－ー金井高造氏（地域計画建築研究所）

② 公共事業優先をうたった裁判の判例が続いていますが，乙の方向は住民参加

とは離れる方向です。先生の，計画段階からの住民参加の論旨と現行風潮とのギャ

ップをどのような方法で思めるべきでしょうか。乙意見をお伺い致します0 ・・・木

村武彦氏（名古屋港管理組合）

柴田 ：時間も切迫しているようですから，できるだけ簡単に申しあげたい。必ずし

も適切なお答えになるかどうかわかりませんが・

都市計画事業の背景lζ傑iしては，都市の建設なり，都市の開発は港の開発や建設と

の係り方と違うのではないか。つまり，住民との係り方が違うのではないか。住民運

動とか市民運動とかいわれるものは，従来は前者でして，港湾のばあいにはかなり遅

れて出てきたように思います。そういう点では，後者のばあいは都市問題と途うし，

また，住民の関心とかいうものは浮きやすL～あるいは住民なり市民と港が比較的遊

離しやすい。ですから，港のばあいには住民の関心は気薄化するのではないか。

人口海浜問題の造成については，その地域だけでは判断できない要素があるように

思います。経済性の判断を押し進める問題はその周辺地域の事情なども当然含めなけ

ればならないであろう。日本の生産レベJレは一体とうなのか，日本の造成能力は欧米

の造成能力と比較してとうなのか。私の考えでは，日本では乙れ以上すると過剰生産

気味になるであろう（今でもそれは過剰生産であるように思います）。ですから，経

済活動の必要性を級密lζ検討する時点、にかかっているのではないか。そういう意味でE

自然（天然）海浜は侵すべきだと思います。人口海浜は，洗い直す乙とが必要だと思

います。乙の点は，両者は相対立する概念とは考えるζ とにならない。

木村（武）さんのご質問ですが，最近の裁判所の判例では住民側からの訴訟要求が
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認められるのに対し，公共性との関辿で新幹線の減速，つまり綴音のdownは認めら

れなかったようです。名古屋で減速するならば全区間（おれでも減速するというのは，

公共性の点、からいっておかしいのというのではなく先の予測の判決は珍しいと思いま

す。そのような半IJl:}(の論旨には巡和感を持っただけではなく，銭念な乙とに感情的に

はわかりますが， n民｛J!IJの視野の狭さです。もっと広い視野が必要だと思います。そ
うした乙とを港湾IL当てはめてみますと，住民訴訟は何かの問題提起をしているーζ

のように受け止めたい。住民サイドからの巡動の即念とは少し違うでしょうが，：字：ぶ

べき点は学びたいと思います。

和泉 大分，議論も白熱してきましたが，次に征先生への「質問」よろしくお願い

します。

徳田： 征先生への質問は，次の三人の方から干与せられています。

①平戸の場合のみならず，架橋によって先進地域と後進地域との関係が交流度

のJ広大lζよって変化すると思われますが，その喝合lζ以下の点については，と‘んな

乙とが~えられますか。＠後迎地域仰IJの主体的な開発計画についてB::;b;tすべき乙と。

＠浴の変化の一般的傾向はどうなるか，またとれに対する方策について0 ・ 北見

俊郎氏（青山学院大学）

①平戸架橋による平戸港に対するJ；！；~些 (fd］扱量，品自変化，港巡業，海運業な

どの）（tl用lζ対する変化等），また！信用lζ対する；.；t;轡と対策はどう行われたか（業態

の廃業，変化などによる雇用対策はどうなされたか） ，お伺いしたし、。また，労働

力のUターン現象が生じているといわれたが，どの分野にどのような原因で生じて

いるのですか。架橋によって産業活動が伸び， Jr~用・就業の増大化か行われている

のでしょうか0 ・ 徳田欣次氏 （北海道経済調査室）

＠ 平戸大橋の架橋ILよる平戸ぬおよひざド戸口-0!1JKついて港的反Ji車業者および船

社等がと、のような影響をうけたか，具体的事象をもって説明されたい（慢性からの補

助金があったという話もあったので）。 目…・広瀬吉英氏（臼通総研）

征 ー三人の先生方IL共通した乙怠見のようですので一倍してお答えしたいと思いま

す。

架矯IL伴う彩響ですが，少し遡ってみますと，架橋以前は本土とフェリー輸送でし

たので，極端lというと船会社だけという乙とになりますが，各極物資のフェリー輸送

との関連では観光・商業一般も影響を受けたよつです（十分資料が手元にありません

が う。平戸の両端の港では， f中継物資（たとえば輸送機械など）の荷揚 ・荷卸に

はあまり変化がないようです。繰り返すようですが，むしろ二次的関連企業としての

商業へのJ;t;轡は大きかったであろうと思います。

U-turn論ですが，昭和52年κ側通してから3年めの55年現在，直接的にはU turn 

現象はあまりないわけですが，補償などの問題は，データが十分ないのですが平戸だ
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けに限るという乙とで他lζは何もないようです。

市民と港は観念論としてはいいのですが，乙れからの願し、 課題てあろう。開発計

画については，立場も結柄なのですけれど，もっと実態rillからみる必裂があるように

思います。港湾埋立ては問題にならないですから，土地利用問題は起って乙ないであ

ろう。その場合，地方自治体はとくに臨海工業の形成と内陸工業の形成κついて検討

する必要があるように思います。

和泉 シンポジュームもいよいよ大詰めになりましたが，それでは，忌後lζ千須和

先生へお願いします。

徳田・千須和先生：への「質問」は北見先生から次のようにきています。

① 備浜開港事情の中から，当時の「人間生活」との関連性を整理すると，どの

ようなことが言えますか（とく lζ，浮世絵＝むしろ乙の場合は風俗聞とみる＝ Iζ表

現されるものの中から）。 ....・北見俊郎氏（青山学院大学）

千須和： i直接お答えしなくてもよろしいかと存じます（以下，テープの音声不調な

どのため一部分割愛します）。

私は，共通テーマの設定段階でt間組提起されなければならないと思し、ます。という

のは，科学における価値論争も可能かと思いますし，その法則をどのように国解する

か， Paperをまとめて行く乙とはやはり一つの課題に対する対処の仕方を経験的に集

約して行く乙とであろうと思います。価値観を伴わない，科学の問題を扱わないこと

は学問の分野であるのであろうか。 北見先生の議論と対立しましょうが，ζれは学会

の今主査の研究課越であろうかと思います。

北見・ 私は，そういう意味で申しあげてはいません。

柴田：補足ともいえないのですが，今回はどういうわけか，私を除いて皆さん大変

乙立派な報告なのですが，議論が十分噛み合わない点、は止むをえないと思う。来年度

の共通論題の持ち方についてできれば伺いたい。

北見：共通テーマの設定の仕方については，次回からは大体の方向づけを三iいて頂

く乙とlζなろう。 「ア ンケー卜」の段階で皆さん方の乙希望を大切にしたいですし，

できれば他学会でみられるように事前K予定討論者を決め，しかも報告者に欠席があ

った場合にはその報告者の穴を思めて行けるようにしたい。事務局側の充実も含めて

共通テーマの出し方と，事前にその柱を立て予定討論者を決めさせて頂く乙と，そし

て研究報告会の充実化へ向けて工夫をして行きたいと思います。乙の点来年度（56年

度）は是非やりたいと思います。また，評議員の先生からl頁いたζ意見等も組み入れ

て行きたい。

和泉 今年度の研究報告は，埋論， 歴史，中央の再開発問題，労働行政，外貿ふ頭

問題（地方自治の問題）及び港湾法iζ関する問題等，港湾経済IC係る臼由E命題，共通

論越すべてがテーマのように思われます。
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今後，社会科学lζおける経済史，社会史などからの研究報告にも期待したい。

長い間と静止容と‘うもありがとう乙さいました。 ζれでシンポジュームを終了にいた

します。

；主 本記は富因坊氏（財 ・港湾労働経済研究所）によって整理，要約されたもので

ある。
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学会記事

1. 第19回全国大会 （佐世保港）概要

昭和55年度第19回全国大会は10月16日（木）～18日（土）の3日間，佐世保市商工

会議所Kて開催された。

今次大会の共通論題は， 「人間生活と港湾」 と題し，人間生活との関連で，あるい

は人間生活Iζ内在して港湾（港湾機能）はし、かなる役害ljを果たしてきたか，その過程

でいかなる問題点をかかえてきたか，乙れを解決するためには何が課題とされるか，

主としてそうした論点、のもとに興味深い，貴重な報告 ・発表がなされた。シンポジウ

ムでは，乙れら五編の報告 ・発表をもとに活発な討議が行われた （なお，シンポジウ

ムの概要については本号年報lζ収録されているので併せて乙参照して頂きたい）。

自由論題では，若手研究者による実証分析による港湾の基本問題，基俗的課題等が

提起され，新たな埋論研究のための課題も提鳴されるなど，充実した報告 ・発表がな

された（乙の点その内容等については，本号年報を乙一読願いたい） 。

会期中lζは例年通り，港湾見学会，総会，懇親会が行われ， 遠路の大会にもかかわ

らず60数名の会員が山席され，よき会をもちえた乙とに対し，大会準備委員会（委員

長，中本昭夫氏）をはじめ佐世保市港湾部，佐世保市商工会議所ならびに九州部会関

係者各位lζは心から感謝いたす次第である。

なお， 56年度以前過去3年間会費未納の正会員には， 57年度より「自然退会J扱い

による事務処理がとられる乙とになろうが，学会大会運営上会員各位の乙自党と ζ協力

を切にお願い申し上げたい。

講演会・研究報告会・シンポジュ ム

講演会（30分）

佐世保港の現状Kついて

研究報告会

自由論題 （報告40分，質問10分）

(1) 港湾労働行政と神奈川県

(2) 港湾開発問題κついて

(3) 地方の時代と港湾

（佐世保市港湾部長） 川原田 Jill 
玉三

（神奈川県）大森秀雄

（地域計画建築研究所）金井通造

（室蘭開発側）永瀬栄治

記念綴彩 ・昼食
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(4) 港湾再開発問題に関する基礎的考察

～小僧港再開発調査に関連して～

（港湾労働経済研究所）富田 坊

(5) 大都市港湾管理体制の転換をめぐる政策課題

（名古屋港管理組合）木村武彦

(6) 外貨埠頭公団の廃止と PortAuthority設立への道

（広島商船高等専門学校）土居靖範

(7) ステーション交通としての海港流通経済についての基礎的考察

共通論題 （報告40分）

（人間生活と港湾）

(1) 「人間の生活」と港

（日本大学） 山上 徹

～総論的諸問題をめぐって～ （青山学院大学） 北見俊民fl

(2) スコットランド産業革命期の人間生活と港湾

～Leith港の改修築工事をめぐって～

（関東学院大学） 小 林照夫

昼食

(3) 横浜港史序説

～償浜浮世絵を通じてみた初期横浜港～

（港湾都市情報サービス）千須和富士夫

(4) 港湾計画における市民参加

～兵庫県甲子園浜住民運動にふれっ、～

（大阪市立大学）柴田悦子

(5) 人間生活と港湾

～長崎県域，とくに北松地方平戸島を例として～

シンポジューム

（共通論題 ・人間生活と港湾）

司会

（横浜市立大学）柾 幸雄

（函館大学）和泉雄一

（北海道経済調査室1徳田欣次
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2. 部会活動状況

〔関東部会〕

本年度は研究会を l回の開催κととまってしまいましたが，その主な内容は下記の
通りであります。

戸い
昌一

En

(1) 日時，場所

昭和56年4月25日（土） 1 . 30～3 30 P.M 

於 日本港湾協会談話室参加者31名

(2) テーマ及び発表者

（イ）東京港の振興について（映画とコメント）

都港湾局港営課長山本和夫氏

（ロ）横浜港の仮輿について（映画とコメント）

市港湾局港務部長中新井 昂氏

(3）その他

（イ）当日出席者には中部部会報（論文集）を配付した。

（ロ）部会終了後に当学会の常任盟事会が開催された。

以上（文立 山村学）

〔関西部会〕

(1) 第1回研究会 昭和56年5月8日 稲垣哲氏（ターミナノレ ・レポート社）

「主要諸港湾をめぐるコンテナ体制の現状と諸問題

外貿ふ頭公団の移管問題をふまえて 」 （参加者22名）

(2）第2回研究会昭和56年7月3日

大阪府下渚港見学，大阪府土木部港湾課の御好意で堺・泉北港，阪南港，な

どを陸と海から見学，説明を聞く 。 （参加者21名）

（文責 柴田悦子）

〔中部 会々〕

昭和56年3月31日会誌 「港湾研究」 （第2号）を発刊。

昭和56年8月21日中部部会の総会並びに研究報告会を開催。参加人員60名

研究報告① 「港湾経営の問題点Jーその現状IL注目してー西尾一郎氏（名古屋商科大

学）

② 「東海地区の輸出入構造と港湾利用」菅沼澄氏（愛知大学）

③ シンポジューム 「港湾と地域経済J

基調報告 「名古屋港と地域経済」岡崎不二男氏（明治学院大学）

パネラ ー 北見俊郎（青山学院大〕，井関弘太郎（名古屋大） ，菅沼澄（変知大）

紅村文雄（名古屋コンテナー埠頭），伊藤清（名古屋港管理組合）の各氏。

（文責木村武彦）
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学会 20 年 断層

北 見俊 郎

0 はじめに

いま，手もとに20余冊のぶ厚いファイノレがある。それは学会創立前後から現在まで

の大会準備のための資料や連絡上の手紙，プログラムの原稿などが黄色にすすけて綴

られている。それをくくってみると，学会が発足してからの20年聞かリ アノレにうかん

でくる。そして，乙の20年間の歩みは，まさに個人努力にとどまらず多くの人たちの

協力の結果である乙とをあらためて感じさせられる。

ll?:l;f日37年10月16日K勘兵のシノレクホテノレで創立総会と第 l回全国大会が正会員99名，

賛助会員13団体をもって開催された。乙の小誌は，今回，第20回の全国大会をむかえ

るに当り，年報編集委員会が「学会20年の歩みJを企画され，私が執筆する乙とにな

ったものの，現状は乙の20回目の記念大会開催準備に追われていて「20年の歩み」を

分析する時がもてず，また考えてみると， ζうした「学会史Jのまとめは個人の業で

は客観性を欠くおそれがあるので，例えば25年か30年目の大会時年報K，別途 「学会

史編集委員会」を設けて正確な記録を銭すと共fC史的分析の成果をあげた方がよいと

思われる。したがって，そうした良き海路の日和を待ちのぞみながら，乙 ζではとり

あえずこの学会20年の歩みを断層的に述べるiζとどまり，後日の参考資料にとどめさ

せて頂きたいと思う。

0 中華街の懇談会一学会前史

資料や日記をさがせばさだかになると思うが，日本港湾経済学会の 「前史」として，

昭和30年頃より港の諸問題を論じ合っていた懇談会があった。日時もとくにきめられ

ておらず， 出席者も数人から10名以内，と くにテーマがあるわけではなく ，全く自由

な港の欣談会が償浜の中華街でもたれていた。乙れによく出席されていたのが，元第

三港湾建設局長の東寿氏，当時東京都港湾局計画部長の奥村武正氏，神奈川県経済調

査会の高見玄一郎氏，経済企画庁の加納治則氏，横浜市立大学の征幸雄，森本三男の

両氏，それに北見等であったが，乙の会のスポンサ一役をして下さったのは日占団地

店の加賀美文一氏であった。私は中途で約3年間海外留学のために欠席したが，帰国

したらなお乙の会がつYけられていた。しかしその3年の聞に日本の港は経済成長期

をむかえた日本経済の急激な発展の影響をうけて， 「船乙み」問題をはじめさまざま
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な問題点、が山積していた。そ乙で，乙の懇談会lζとYまらず，港の研究を本絡的IL全

国的規模ではじめると共iζ，社会科学的な「学会Jの創設論lζおよんだ。

0 創立総会と第一回大会

中華街の懇談会から総立総会iζ至るまでの橋わたしK大きな役割lを果されたのは当

時の横浜四大学迎合学会（横浜国立大学，横浜市立大学，関東学院大学，神奈川大学

にて構成）の主な先生方の御努力であった。つまり関東学院大学から伊坂市助氏，神

奈川大学から岡野鑑記氏（故人），横浜市立大学から早瀬利雄氏，横浜国立大学から

越村信三郎氏の四先生をはじめ前記懇談会のメンバーなどが協力し学会創設の準備が

はじめられた。乙の間，情浜市，神奈川県をはじめ，当時の神奈川県経済調査会会長

の沖山明一氏，横浜経済同友会の伊藤事務局長，加資美文一氏，左右田俊夫氏など地

元関係者の大きな協力も注がれた。乙うして発起人会予備会議がもたれ，学会の設立

題意書，会則案がつくられ，36条の発起人会を経て昭和37年10月16日に総立総会と第

一回全国大会開催の運びとなった。

創立総会においては，当時神戸大学の柴田銀次郎氏が座長になり，司会iと早瀬利雄

氏，発起人代表矢野剛氏，経過報告に高見玄一郎氏などがあたられ，会則，役員（会

長・矢野剛，副会長 ・柴田銀次郎，白山源三郎，常任理事 ・東寿，伊坂市助，高見玄

一郎，前回一三， m永祐治，佐々木誠治の各氏をはじめ，理事28名，評議員19名など）
の決定がみられた。

第一個の研究報告会（大会）は総立総会の午後と翌日17日の午前にわたり，次の6

名によって行なわれた。

①「港湾経済の本質」 （関東学院大学）北見俊郎

①「港連業の実際」 （日本倉庫協会）松本 清

①「高見氏の新著についてJ （償浜市立大学）早瀬利雄

④「本多／l主要港湾における造成の現状と将来」 （関東学院大学）伊坂 市助

① 「衣浦港の問題」 （愛知学芸大学）松浦茂治

＠ 「港湾財政の問題点」 （関西大学）柴田銀次郎

なお，乙の大会の会員出席申込者数58名，繊浜港見学会申込者数43名，懇親会

申込者数59名となっている。また倉IJ立総会時には当時の半井横浜市長内山神奈

川県知事，坂本運輸省港湾局長の祝辞があった。

0 第20回全国大会まで

乙うして発足した日本港湾経済学会は，翌年の昭和38年11:東京港Iとおいて第2回の

全国大会を開催するがE 乙の年から共通論題を設け，その時期の主要な問題意識をと

りあげる乙ととした。また，第 l回の全国大会時の報告の論文と前年の創立総会時の



資料，会則，会員名簿などを合わせた年報「港湾経済研究」 No.lを刊行した。乙の年

報はA5版のタイプ印刷で500部数（ 178頁）であったが，油紙のタイプ原紙のため

に校正などすべて事務局で行ったものの，油紙での校正はま乙とに困難であった。と

りあえず，全国大会における第 1回から20固までの開催港と共通論題だけをあげると

次のようである。

1962年創立総会および第 l回大会開催（横浜港）

第2回大会（東 京 港） 共通論題（港湾投資の諸問題）

第3回大会（神 戸 港） 共通論題（経済発展と港湾経営）

第4回大会（名古屋港） 共通論題（地域開発と港湾）

第5回大会（新 潟 港） 共通論題（日本海沿岸における港湾の諸

問題と将来）

共通論題（輸送の近代化と港湾）

共通論題（流通体系の斉合性と港湾の近

代化）

共通論題（大都市港湾の諸問題と将来）

共通論題（流通革新と燥頭経営）

共通論題（広域港湾と港湾経営の諸問題）

共通論題（輸送システムの変革と港湾運

営）

共通論題（港湾の近代化と地域経済 ・社

会）

第13回大会（長 崎 港） 共通論題（地方港湾の役書ljと課題

第14回大会（千 葉 港） 共通論題（港湾と物価問題）

第15回大会（那 覇 港） 共通論題（港湾経営と財政問題）

第16回大会（東 京 港） 共通論題（港湾と都市問題）

第17回大会（札幌 ・道南港） 共通論題（地域開発と港湾問題）

第18回大会（神 戸 港） 共通論題（都市と港湾）

第19回大会（佐世保港） 共通論題（人間生活と港湾）

1981年 第20回全国大会（横浜港） 共通論題（都市経済と港湾経営）

本来なら，乙の共通論題の各年度の発表された内容のポイントとシンポジュームで

の方向などを，各l時期のl時代的背景とからめてみる必要がある。また，自由論題のテ

ーマなども整理して港湾経済学会がとりあげてきた範囲や分析方法，あるいはそうし

た大会での研究発表 ・討論などの成果が現実のわが国の港湾の諸対策にどのような影

響を与えてきたのかという点についても考えておく必要がある。さらに学会は「港湾

IC関する一切の社会的 ・経済的学術研究を行い，わが国港湾の合理的発達に寄与する
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乙とを目的とする。」 （会則第2条）とあるが，総合的にどれほどわが国の港の発達

le寄与してきたかを，乙の辺でたちとまって反省し，今後の学会の発展に備える必要

もあろう。乙のような現実の経済 ・社会IL対する寄与と共IL，学会活動は港湾研究を

志する人たちのグループによって，相互の親睦と心溜い交流を図り，かっ互いの研究

成果の交換や切嵯琢磨の業がなされるべきものでもある。そのような交流を通じて，

比較的新しい港湾研究の中から一つの学問的形成が生れてくるはずのものであると思

われる。そのような学問としての形成と，港ゃ港の学聞をどのように社会一般に理解

させ，答塁走をはかるかといった数多い目的をもって発足している。以上のような学会

存在の理由や目的が乙の20年の間にどれほど成果をあげてきたのかという乙とをも考

えてみる必要がある。しかしながら，すでに述べたように，それらの乙とを今乙乙で

論ずるだけのゆとりもないので，今後の「学会史」分析の問題意識として出す11:とY

めざるを得ない。

しかしながら，きわめて総合的に，あるいは端的に言うととを許されるならば，乙

の20年間の大会や学会活動は，少なくも学会創設時に予想した以上の成果をあげてい

るようにも恩われる。第 1回の大会時に99人の正会員と13団の賛助会員をもって発足

した乙の学会が，オイル・ショックの影響をうけながらも、会員増減の波をくりかえしな

がらも，現在正会員約300名，賛助会員50団体を有し，さらに増加の傾向lとあるとい

う乙とは関係各位の御努力の賜と感謝せぎるを得ない。学会活動が現実iζわが国の港

の発展にどのような影響を与えているのか，についてはそのメルクマーJレILなるもの

をすぐ見出すζとはできず，またあせってそうしたととをとりあげる必要もないかも

知れない。また学問的研究の成果が直ちに現実の社会にひびくものとは恩われた正い。

とくに社会科学の分野では客観的な学術的理論が，直ちに役leたつものであるとも思

えないが，学会での研究発表や討論，また年報での論文，各部会の活動，さらには学

会を奉納としての新しい港湾研究の人間関係がおりなす多角的な研究の活動と成果は

きわめて大きな意義をわが国の港に与えているものと思われる。学問研究はすぐれて

基本的な理念や原理を重要視する。そのために新しい言葉や概念をも必要とする。そ

して人間の理性にもとづく論理的な判断や客観的な一般性を生み出すものである。乙

の意味では，学会の誕生以前とくらべて，わが国の港の世界（学界のみならず，官公

庁， 実業界，一般社会lζ対しでも）を中心として，港IL対する考え方，対策，啓蒙の

各面iζ亘って巾広い影響を与えてきたと考えられる。また学会を基軸として，会員の

交流は全図的は規模iとなり， Eつ会員相互の交流がもてたととは，ひそかに港の研究

IL関心をもちながらも，さまざまな面でとぎされていた時と全く事情を異ILしている。

乙の20回におよぶ全国大会は， 北は北海道から南は沖縄まで，一応全国の諸港におい

て，各地元各位の熱心な御尽力のおかげでほぼ全国を一巡したかのようである。共通

論題の設定は，さきに時代的な主要課題をとりあげたと述べたが，乙れには大会開催
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地の地域的課題も加味されている。したがって，過去の共通論題を整理するζとによ

って，大体の港K諜せられている性格をも知りうるであろうし，また銭された課題も

知りうる。また，果して港湾研究によって，どれほど特定の専問分野としての学的形

成ができたかどうかは，とくに気をくばる必要がなく，真食ljな研究の軌跡、は，必要な

らばそれが結果的に一つのスクールとなるであろう乙とを，経済学における古典派以

前からの動きや，古典派以降の学説史の流れが教えてくれているような気がする。

0 部会活動をめぐって

全国大会は年間一度lζかぎられているので，さらに地域的なきめこまかい研究活動

が行なわれる乙とがきわめて重要な意味をもっている。会Nilでは支部や部会の設立を

うたっているが，一般的IC各学会が行っているのは研究部会というより地域的な支部

（部会）活動であって，港湾経済学会も創設後3～ 4年後にそうした部会設立の要望

が高ま り，関東部会が昭和41年l月K，北海道部会が同年5月IC，さらに関西部会も

同年12月lとそれぞれ第l回の部会の研究会を発足させている。その後名古屋港を中心

とする中部々会が昭和46年6月K発足し，現在4部会が活動している。 ζれまで学会

事務局は九州部会の形成をのぞんできたが，その期の熟するのを待っていると乙ろで

もある。以下，各部会からょせられた原稿をもとに設立時の事情を中心にして，その

機子をみてみる乙ととする。まず北海道部会については徳田欣次氏から詳細な資料を

ふくめての内容がよせられたが，その主江状況についてみると次のようである。

「昭和47年頃，港湾労働をめぐる諸問題の台頭のもとで，全国的にその対応、胞策が必

要となり， 北海道でも港湾労働審議会が設置され具体的な港湾労働対策の検討が始っ

たが殆んど基礎貸料が皆無という状態であった。道立総合経済研究所IC調査依頼がきて

兼々その究明の必要を痛感していた両々が調査に参加したがその過程で港湾経済研究

の必要を感じていると乙ろへ，「港湾経済学会」の設立も行なわれている乙とを知らし

められた。また，北海道の港湾関係者が夫々問題意識をもって，港湾問題究明K，い

ろいろな分野で努力されている実態をみて，その研究交流と深化の必要も感じさせら

~'Lt:こ。

昭和38年頃， 北見先生が矢野先生と乙同道で，研究所においでになられ， ζれが，

学会とわたしたちの直接的な出合いとなったと恩われる。「国民経済と港匂の著者

も，その他の論稿もみせていただいていたので，先生にお合いして大変有意義な思い

をしたものであった。 昭和49年の神戸大会から，北海道の総合経済研究所が， 「港湾

経済学会」とはじめて結びつきをもったと恩われる。一つには学会本部からの部会設

立のすすめもあり，道内にその条件がかなり成熟しているようにも思い，その設立を

計る乙ととなった。

その経緯と，設立発起人等は，まず，森， 和泉，徳間，武山，及川の各氏が設立準備
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をはじめ，日本港湾経済学会の設立H寺の唯一の北海道会員である上原先生を訪ね，部

会設立についてご相談申し上げた。先生には，唯一人の北海道会員と思っていたのに

多数会員がおり，さらに部会設立を訂~lij している乙とを知り，非常によろ乙ばれ，白

分もできるだけのζとはしたい，よろしくお願し、したいとの乙とであった。

それで，上原先生IL:倉lj立準備委員会の委員長をお師、れ、し，その活動を展開した。

部会設立lζよって，まず，大学関係では，小樽商大，北大（工学部）， 函館大学， 北

海学園大学の先生たちとの接触が生じ，また，各港湾管理者の港湾部の職員，港連企

業関係者，海運局と北海道開発局の関係部課職員，道庁関係部課職員との接触交流が

深まり，夫々，調査研究ならびに事務推進の上でも効果が生じたように思われる。

学門の領域jjljでは，経済学， 地理学，土木工学・0・e その他多岐にわたるものであっ

たが， 北海道総合開発の推進，特lζ，大規模工業J基地をめぐる巨大プロシェク 卜が問

題になっているときで，開発問題の上でも港湾が重要な関心のまとになっていた乙と

と，高度成長経済の進展→物流の拡大，そのなかで＝それlζおいっけない港湾体制の矛

盾が各港でいろんな形で生じていたので， r港湾問題」の経済的な視点を重視し，さ

らに諸学をもうらした学際的な究明をすべきとの認識が広汎K生じていた。港湾問題

研究者の数 ・質のうすさもあって，当時の港湾問題に対する問Mn意識は，港巡企業，

港湾管理者などの実務家の方がまさっていたと思う。

そのようななかで，部会設立は大きな意義と成果を得たように思われる。研究会K集

るだけでなく，個々の交流も大きな収狼であった。

現在，北海道でも，実質的に大規模l~tJ発の再検討，住民主体の地域開発の推進の必要

性をむかえており，既存中小港湾の開発，その在り方をめぐり，究明を深める必要が

強く生じている。各港湾との競合の問題，地域の開発と港湾の地位の問i札それらに

対応した港湾管理運営の諸問題 と問題はっきない。当部会も，長期的観点にたっ

て今后の方向を考えるべき時期と恩われ， 比較的κ若手の育成が充分でなかったので
おくればせながら，その方向にも力を注ぎたいと思っている。」

なお，北海道部会第 1回のプログラムをあげると次のようであるが，悶年の9月IL

は部会誌「北海道港湾経済」を創刊し，現在10号をζえ，きわめて活発な部会活動を

つ1けられている。初代の部会長であられた上原轍三郎氏は昭和47年2月に88才の御

高齢をもって召天され（部会誌No.8は追悼特集号） ，その後筒方自明氏が部会長をつと

めていられる。

日本港湾経済学会北海道部会設立記念、公開講演会

日時 昭和41年5月21日（土）午后21時～ 51侍

場所 小梅市南浜町小綿港湾合同庁舎6階会議室
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講演内容

座長 小 徳商科大学教授

日本港湾経済学会と北海道開発

北 海学園大学学長

日本港湾経済学会理事

日本海沿岸の港湾について

324 

久木久一

上 原轍三郎

函館大学教授

北海道港湾労働審議会委員 森
光夫

北海道の港巡業の性格と特徴

北海道立総合経済研究所

研究第 3部長

わが国港湾経営の近代化Kついて

関東学院大学教授

臼本港湾経済学会評議員

附記一 日本港湾経済学会北海道部会設立

準備委員会の構成と住所は次の通りです。

設立準備委員代表 上原轍三郎

森光夫

和 泉雄三

徳田欣次

武 山 弘

平日 泉雄一

北 見俊郎

（北海学園大学）

（函館大学）

（道立総合経済研究所）

その他北海道部会活動の詳細については各部会誌などにのせられているので，今後

の 「学会史」編集上それらは貴重な資料となろう。

次IC関東部会については，すでにふれたように昭和41年l月に高見玄一郎氏の「貨

物を主体とする港湾理論 一一カーゴーレー ンの理論 一一」をもとに第l回の部会を償

浜市開港記念会館において開催された。その後，海運経済学会の発足と共IC，時折，

同学会の部会と合同で部会を開催された乙とがあったが，主IL東京虎の門の港湾協会

の談話室ILて年間約2～ 3回の害IJIζて部会の開催が行なわれている。

中部部会は昭和46年6月IC，名古屋港湾会館にて創立総会を開催し，会目lj審議，役

員選出を行い発足した（部会長，南山大学， i酒井正三郎氏）。その際の記念講演は「名

古屋港と地域経済」名古屋大学，岡崎不二男氏， 「港湾管理 ・運営問題と港湾の近代

化」青山学院大学， 北見俊郎氏。その後一時部会活動が中断されたが，昭和54年9月
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lζは，中部・北海道 ・関東・倒西の合同部会が名古屋港lζて盛大に開催され，部会活

動が再びもりあがりをみせ， 55年4月には部会誌「港湾研究」のNo.1が発刊され，さ

らIL56年3月iζはNo.2が豊富な内容をもって刊行された。それには名古屋港の特色を

示す論文と，その後の部会開催事情を収められているが，部会長だった酒井正三郎氏

が召天され， 56年8月第4田部会開催の席上leて新たに松浦茂治氏（愛知学院大学）

が部会長iζ就任された。乙の名古屋の中部々会は北海道部会と共1c:，部会々則を備え，

定期的な大会を開くと共IL熱心にして有能な研究者をょうしていられる。

関西部会は昭和41年IL海運経済学会の関西部会と共同で，第l回の部会を開催した

が，その際の研究報告内容は「コンテナ輸送をめぐる話題と問題点」稲垣哲氏（日本

海事新聞社）で第2回は43年3月「自由港についてJ柴田銀次郎氏および「大阪湾諸

港の港湾事情について」栗楢第三建設局長により，以後毎年数回の研究報告会が （単

独部会をふくめ）行なわれている。乙れら部会開催事情は毎年の学会誌にその都度報

告されているが，乙の点も今後，各部会の活動の史的内容をま監理するためには各部会

のおかれている地域的特色をふくめて考えるζとがのぞましい。

0 召天された方々

学会20年の歩みは，また一面，有為な方々を天lζ召された歴史でもある。いま，記

録IL銭るそれらの一人一人の御冥福を祈るζとも学会史の中で意義ある頁であるとも

思われる。乙乙では学会員中IL亡くなられた方々でわかっている人を中心とするが，

「学会史」として稿を改める際には亡き方々にふさわしく ，お名前lζもれのないように

せねばならない。

学会発足から 2年後の昭和39年2月Kは伊藤重治郎氏（国土館大学）が86才で召天

された。伊藤先生はがっしりとしたお体で， 80才をすζされてもお元気であったが足

が不自白でいられたので，階段をおりる際IL肩をおかししたが，重いお体で私の方が

つぶされるような恩いが今もって印象づけられている。 値村福七氏（香川大学）は昭

和41年12月フノレプライト教授としてロスアンゼノレスに滞在中交通事故で亡くなられた。

その後退稿集「私のみたアメリカ」が刊行された。

学会年報No.6 （昭和43年）には，理事 ・佐；皮宣平氏（京都大学）， 土井智喜氏 （海

運研究所）の逝去がつげられている。終末を予期されっ、’最終諮議をされた佐波先

生の「諸君よさらば」という当時の新聞記事が傷くよみがえる。森光夫氏（札幌大学）

が胃がんで亡くなられたのは44年9月のことである。今でも札幌に行く時には，ふと

お自にか〉れるのではないかと思うくらいである。乙の札幌の町で（北海道大会時IL)

お自にか 3ったのが最後になった新宮志良氏（長崎県立国際経済大学）は45年2月IL

踏切りて‘交通事故に合われた。たしか本凶見でおわかれする時に青森から日本海の方を
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まわってお帰りになるとの事であったが，それが最後の旅になられたのかと思う。

第10回の全国大会を目前iとして矢野剛会長（城西大学）は46年8月23日Kl怖がんで

逝去された， 80才。お見舞K行った白は暑さがきびしく，うつろな服ではあったが，

乙れからは港湾経営の研究が大切だといわれていた乙とを今でもはっきり党えている。

天に召される寸前K，奥様lζ長い間世話になったとちゃんと挨拶をされたという。翌

年の年報No.10には先野先生の追悼文集を企画し10数人の方々の玉稿をもって学会発足

からIO年間の会長の御苦労をねぎらわせて頂いた。もうあれからIO年になってしまっ

たのだと思う。その年報 ・No.IOKは上原轍三郎氏（北海道部会会長）の逝去が告られ

ている。上原先生は47年2月88才で召天なされている。筒浦先生のと案内で，北海学

園の理事長室ではじめてお自にか亙った。先生は私が生れる前』ζキーノレ大学においで

になったという。当時私もキールからかえった頃だったので，その様子を断片的にお

話しすると，あの柔和な気品ある年輪の蛍顔lζ，なつかしさを一ばいたたえてくださ

った。今度くる時にはキールのスライドを持って来ますと約束しながら， それを果す

乙ともできずに先生は天に召されてしまった。そういう追悼文を告かせて頂いたのが

北海道部会誌のNo.8 （昭和47年）である。

昭和53年7月11Sic，東寿会長が盲腸炎の手術のためlζ入院中，脳し、っ血で逝去さ

れたという屯話を突然、うけた。その日のむし暑い夕方のζ とであった。享年66）•。晴

天の議径とは，乙のような時の言葉かと思った。お通夜の晩も葬儀 ・告別式の昼も暑

かった。 「とうぞ安らけくお休み下さし、。血管がつまるので，いつも奥様と愛犬をと

もなって，あのガーデン山の散歩をなさるというお話を思い出します。 」という巻紙

に也4いた弔詩を準備して告別式に参加したが，弔辞は告別式の前の葬儀のl時聞にささ

げるととがわかり，その巻紙をお祈りと共lζ仏前にだまっておいて退場した。 2～3

ヶ月あと，奥様からいただいた手紙の一節に「主人にくる通信書類が次第に少なくな

ってくる。」という ζとと， 「今でも門前iζ車がとまると，犬が主人かと思ってとび

出す。」と普かれていた乙とがひどく胸をl皮んだ。用を果さなかった事辞は年報No.16

Kせめてとも恩いのせさせて頂いた。その号』ζは賛助会員・評議員でいられた鈴木要

二氏（鈴与株式会社）が52年11月7日に脳しゅようで亡くなられた謹告をさせて頂い

た。鈴木氏とは清水港で‘昭和45年に大会を闘催した際IC改めてお自にか、り，大変お

illφ話になった。学会創設以来，物心両面K多大な御協力を頂いた乙とも改めて思い出

す。66才であった。

北海道部会の武山弘氏（北海道総研）が亡くなられた乙とは， 若く新進な研究者だ

けにまた格別の傷みがともなった。徳田氏からの知らぜで，とりあえず電話でお悔みを

のべたものの，電話口でのまだ若いお姉さんの涙声が今もって耳の奥K銭っている。

また橋本英三氏（名城大学）の召天されたのも夏の暑い日であった。名古屋の釈か

ら番地をたよりに橋本先生のお宅をさがしてタクシーをおりると川辺であった。大者B
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市にめずらしい澄んだ水で小魚のおよくのが橋の上から見えた。何かその水の流れが、い

つもきまじめに、ひかえめで、1昆顔をたたえておいでになった亡き橋本先生のように思え

てならなかった大森一二氏は53年の春まだき日忽然と去られた。御葬儀はお彼岸の

中日であったが、寒い北風の中で野辺の見送りをさせていただu、た。ついで、入院中でい

られた酒井正三郎氏（ 中部部会会長）の言卜報に接したのは昭和55年だと思う。合同部

会の際にお見舞にお寄りするつもりが、時間の都合ではたせなかったことが悔やまれる。

入院なさった前年の経済政策学会でお目にかかったのが最後であり、もろもろの悔u、が尾

を号 I ~ 、てならない。

細野日出男氏（亜細亜大学）が亡くなられたことは56年9月のその日の新聞で知りな

がら、葬儀にはゼミ生の卒論指導のために気にしながらも遂に参例できなかった。最後に

細聖子先生にお目にか〉った時の印象が今だに残っている。たしか76才かと恩われる。大会

がすみ次第、横浜の御自宅までお香料をあげにゆきたいと念ずる。

まだ、ここに書かせていただくべき天国の方がおいでのような気がする。今手元の資料

でわかる方々だけをあげさせて頂いた。改めてそれらの方々 の笹｜嘆福と御遺族の方々の御

平安を念じ、われらの学会の発展を見守って頂きたいと思う。

0 事務局の周辺

年報編集 学会活動の中心はなんといっても研究発表と討論，それに学会誌の発行

である。通常，新しい学会が誕生しても，すぐに学会誌が生れるとはかぎらなし、。そ

の点，港湾経済学会は，昭和38年の10月（第2回大会時）に学会年報のNo.1 を刊行す

る乙とができた。乙れは第l回大会の研究報告論文 ・文献紹介・ 学会記録（設立趣意

書 ・学則 ・役員，会員名簿までふくめた） 170頁程度のタイプ版であった。乙のささ

やかな年報であっても本になるまでには大変江苦労であった。タイプ原紙の油紙で校

正せねばならず，タイプのダiJは曲ったりしていて校正に泣かされた。編集から刊行ま

で1人か2人でまとめねばならず，会員名滞の内容もととのっておらず，自由な活字

を使えずに，ま乙とにお粗末な創刊号であった。しかし今になってみると，わずか

500部の部数では銭部は全くなくi'J'重な存在となった。

2号以降は，タイプをあきらめて活版にし，目次を表紙IC入れて，すぐ引き出して

内容がわかるようにした。雑誌鋭の目次を表紙lζ入れるのはきわめて便利である。編

集委員会ができたのは 3号からであり， 4号からやっと名簿を別途印刷するようにな

った。乙うして 7号まで＝は直接事務局を中心として年報を印刷 ・刊行していたが，単

IL事務局からの発行では広く社会に知られないので，成山堂書店から刊行し，学会の

必要部数を逆lζ購入する形を8号からとった。表紙のデザインiζ若干の工夫を乙らし

たが，数年後再び成山堂書店から財政的.Ell1自のため離れて事務局から刊行する乙とと

なった。乙れにはにがく哀しい思い出がつきまとう。

第10回大会時の9号は編集方針の改善その他の理由から 450頁をあまるケース入り

の大作となった。乙の経質は予算をはるかオーバーしたものであったが，第10回記念
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大会を償浜港iζて開催し，県 ・市・業界の特別の御高配を節約IC節約をして，その分

の資金を9号lζ注ぐ乙とができたおかげである。学会はのんだり，たべたりする場で

はない。貴重な開催地の援助金をできるだけ有意義に用い社会に還元しなければなら

ない。その意味で9号がまとまった乙とは感謝すべき乙とであった。

年報編集上の大きな問題は，財政上印刷費の値上りであり，規定以上の数字や，論文

とは言えないような原稿をどう上手にまとめるかである。とくに近年どの学会でも会

費未納の会員がふえているので財政が苦しく，印刷代の支払いが心配になる。乙うし

た事情を反映して近年は執筆者の方々には原稿料も払う ζとを断念せざるを得ない状

況になってきている。

大会準備 乙れはもっとも事務局が多忙をきわめる時である。通常の学会は当番校

（大学）が毎年変るので，実際の大会準備の殆んどは大会をひきうける大学が行うが，

乙の港湾経済学会は大学が当番になった例はない。ある意味で乙れはユニークな一面

をものがたる。したがって当番乙うの乙うは（校）でなくて（港）になっている。港

湾研究がもっと広く行なわれて，ど乙の大学でも「港湾論」の講義が行なわれるよう

になれば（港） K協力して（佼）が果す役割lも一般的lとなってくるのだと思う。そう

いう乙とを望みながら事務局は大会準備に追われるが，各港での大会開催毎lζ港を有

するその都市の大学が少しでも港lζ関心を深め，大学での講義をもってほしいとひた

すら念ずる。

財政事情 乙れは何よりも事務局の作業を支配する。おかけdで今まで大会費の多く

は開催港の地元の御厚意に甘える比率が大きく，乙の点まさに感謝すべきであり，ま

た心苦しく思わざるを得ない。学会発足当時の決算規模は合計約54万円（昭和37年度）

であったが，昭和55年度では 300万円近くなっている。もっとも収出規模の大きい年

報支出は30万円が 100万円を乙えようとしている。また通信費 ・交通費の支出増加が

多くなり，一方では人件費等を極力おさえている事情にある。 オイノレ・ショッ ク以来，

賛助会員の加入がむつ‘かしくなっているが，財政事情は学会運営上大きな条件である

だけに会員の方々の御協力が各面で望まれる段階にある。

0 おわりに

以上は将lζ断想IC終った。はじめに述べたように，はじめは少なくも 「学会20年史」

のようなものをま とめるつもりであったが，現実は大会準備や来年度大会の件で追わ

れていて，乙うした断面的な小誌の原稿すら印刷社に迷惑をかけながらの走文に終っ

てしまった。しかも，断想であってもさらに体系的にとりあげる他の項目のある乙と

も知りながら大会を目前Kして心せかれるま〉の拙文になった乙とを申しわけなく思

う。すて、に述べたように今後適切な時期lζ 「学会史」をまとめる際には，かなりのゆ

とりをもって充分な準備をし，学会の歩みを多角的Kとらえて充分な証価を与えうる

ようにしてほしいと念ずる。
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（年報 9号以降 10年間の業績をまとめたものである。）

氏 名 区分 発 表 ア て才 ｜発表個所 発表年月

i長~尚一 資料 インドネシア llil ↑，•；－ 「建設コンサ 1971-10 
ノレタント会報J

，， ;;k来予測のi股 ，， 1972. 1 

，， コンサノレタント｛命政性一海外業 ，， 1972. 12 
務についてー

東 カー 論文 日本港湾における近代化と合理 H自和45年度泌 1971. 3 
化の論j)_J! 湾講演会講演

3長

" 新しい公共経済論と港湾開発の 昭和46年度港 1972. 3 
考え方 湾集講演会議
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究」 Nu9 
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，， 現代の海巡政策の方向 「海巡」 1974. 12 

荒木智種 著者 Countries Around the World 博文社 1971. 4 
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]¥'.(1) 研究家
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，， 港湾産業の危機と発展 i毎x・1¥-: 1972. 8 

論文 港湾における言論の自由 「港湾経済研 1971. 10 
究jNo 9 

，， 港湾における情報の基本的諸問 雑誌 「港湾J 1972. 1 
題
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INDUSTRYANDTHEESTA-
BLI SHMENTOFTHEN. P. C. 

1980 次域新聞社相，；j産業の今後のお題資料
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11"~船’学校教育への提言論文司
》
十

11
 

宮雨

1973. 4 「/iij 辺」
I No. 547 

1fH船学校教育のl佳史的考狭山

9 1973 海事産業研究
所報Nu90

能寄託における浴湾開発の方向に
ついて

海i盟企業の雇用竹’艇の；！；lj度と特
徴

3 1974 海 k労働科学
研究所年報
No. 7 

1974. 10 日本紙/iij学会
誌；Nu52

船舶.iili航技術の技術論的考終

1974. 10 日本港湾経済
学会誌Nu12

tili:授における地方治的開発の；＇；！！＇.
怠
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氏 名 ｜区分 i 苦も j主 ア てF 発表個所 発表年月

I刊宮 n司 論文； if~船学校'f. ：業生の ill!J 向と船員職 「仰と人J 1975. 12 
業意識 No.22 

，， リベリア「船員法」 の椛造につ 富山 1l’~fire) 己Jj(Ii 1976. 3 
いて 研究集9号

船~放i教j長育機関卒業生の実態とそ J毎.;JJ産業研究 1976. 12 
の 意識との関連 所報No.126 

安藤 三ド 論文 通関業の股史 (1～17回未完） 日本通関業会 1974. 7 

No.18～No.34 1977. 3 

通開業の!ft史 日本通関業会 1978. 2 

期 ｜運上所か欧ら米今の日通の関醐度へ

連合会刊

日本｜剥脱協会 1979. 6 
一日本と 引j

五十嵐 日出夫 論文 A Stud~ar the Road Planning Memories of 1971. 5 
in Hok dos the Facult)'. 

~~~i-neering 
kai-do 
Univ. Volx III 
No. 1 

，， 街路除雪の経済効果推定lζ関す 土木学集会論文 1971. 12 
る試論 報告 No. 197 

II 苫小牧港建設史 土木学会誌 1972. 1 
Vol.57-1 

，， 評価のための分析モデル （経済 第6会色l土木計 1972. 1 
的側面） 画学シンポ

ジウム論文集

II 生活閣のU策f定と拠点都市の環境 第7凶土木，H 1973. 1 
IC関する先 画学会シンポ

ジウム論文集

，， A Study on Optimum Size of 北大工学号郎研 1973. 9 
a City 究報告68

II A Hi'cfttit~esis of Conservation 「地域と交i滋」 1973. 10 
of T Flow and its 技報堂
Application 

，， NNWICよる都市環境の評価に 土木学ρす、~ 会28回 1973. 10 
関する研究 年次術講演

集

，， 道路除雪における目的関数の設 第11回日本道 1973. 11 
定について 路会議論文集

資料 都市と交通 「ニューフロンティ 1974. 6 
ァ」第10号
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氏 名 区分 発 表 ア ーマ 発表個所 ｜発表年月

五十嵐 日出火 資料 工業高校でもできる土木訓断学 ＋.木学会会尚校 1974. 8 
教育委員誌
3号

論文 北上ダイナポリスを前提とした 土木学子会29因 1974. 10 
地域交通体系に関する研究 年次体I講演

!k 

，， 土木.：i"!"u!日の考え方iζ関する試論 土木学会誌 1974. 11 
59..(>:12号

，， 土木計l凶の統合評イtlliは可能か mg回上木計 1975. 1 
｜凶学シンポジ
ウム

共著 土木工学ハンドブック 技報j",4; 1974. 11 

" 土木計画数理 「地域と交通J 1974. 7 
研究会

" 地域と交通 技報堂 1973. 10 

和泉雄三 論文 港湾行政の近代化 「港湾経済研 1971. 10 
う，'i'.JNu 9 

，， 育関 トンネJレ開通と開館地 「北海研道地湾 1972.10 

経Nu済8 究」

沓評 北見俊自II若［港湾総論」 「青山経営論 1972. 12 
集」 第？と主3
可ロ5" 

，， 
安在古虫全｜二二郎夫，鈴木繁働， 絵尾）℃芳， 「北海l研道港湾 1973. 1 
西信 「港湾労 における労 経済先」
災害j Nu 9 

論文 港湾.illi送における資本と賃労働 港研湾労働経済 1979. 2 
究Nu3 

市来清也 共著 物流の実務 日本生イ丁産性本 1972. 3 
日自発

，， 欧書州における輸送Ij.＼.情調査報告 日通総研発行 1972: 7 

論文 欧州における物流’i』；情 「輸送展望」 1971. 4 

，， 輸送近代化と港湾問題 " 1971. 7 

，， 国際輸送とインラン ド・ デポ ，， 1972. 2 

，， 明治大正海.iii.¥史 ，， 1972. 10 

II 中国の海.iii.¥’F↑市 1973. 1 
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氏 名 riR分 発表テ ー マ ｜ 発表個所 ｜発表年月

也l論文 ｜カーフェリ ー化による自動市翰 ｜モーターピー 11971.7 
I 送と｝Ji.!望 ｜クノレ

,, I IJil際共同－r:J:輸送と自由化 ｜機関誌「神戸港I1972. 1 
｜ ｜「神戸港」

" ｜東欧諸凶の内内輸送について ！コンテナリゼ I1973. s 
｜ iーション

" ｜カーフェ リーとコンテナ専用列 l「PDMJ 

μ 1海洋開発と州制御洋博 ：「輸送展望」 I 1973. 1 

1973. 7 
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〈
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論

「泌湾問題研
うh」No.3 

日通総研

「輸送展望J

1973. 8 

1973. 9 

1973. 12 

II 

1973. 1~ 

1974. 3 

共幸子 ｜長l際取引ハン ドブック 中央経済社 1974. 3 

資料 l最近の輸送動向「内航J ｜「輸送展望JI 1974. 6 

共著 ｜海運基本要項 ｜日本通ill I 1974. 10 

者評 ｜港湾＆怠事業法ノ ート（森山芳 ｜「愉送展望」 I 1973. s 
樹著）

i港湾行政（和泉雄三著）

l港湾流通（北見俊郎 ・喜多村昌
次郎編）

1973. 7 

1974. 12 

論文 ｜流通経済構造の変革と港湾機能 ！「港 湾」 I 1975. 2 

iコンテナカーゴ輸送マニュアノレ ｜「輸送！足型JI 1975. 2 
（コンテナ輸送研究会編）

I !j』代販売実務併』Ill

教育社 I 1976. 12 

日本経済新聞 I1976. 2 
社

日本生産性本 I1976. 11 
t~） 

東洋経済新聞 I1978. 11 
社

考占 Iff庫業界

共著 ｜物流用語時五l!

著」J=I Mill実務の基（飴
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氏 名 区分 発 表 ア てF ｜発表個所 発表年月

rll 来消也 共著 港問機能の総合的~題 （財）港湾労 I1977. 4 
働経済研究所

，， 物流の知識 来行経済新報 1978. 4 
社

論文 ノマレチゼーションとiiiik輸送 悔所や産業研究 1977. 3 
No. 129 

,, 物流／1'i新とf¥W』 神戸店iliNo.219 1977. 5 

論文 貨物フ ェリ ーの動10Jについて 「i型車両と経済」 1975. 5 
Vol. 35 No.6 

，， プッシャーパージ輸送の現状と 侮事産業研究 1975. 8 
課題 所報No.110 

，， 貨物匂rnフェリ ーの将来 「輸送l民望」 1976. 4 
No. 158 

，， 新交通体系と港湾 「港 .illiJ 1976. 5 
Vol. 1 No. 3 

,, パレチゼーションと海上輸送 所海報事産業研究 1977. 3 
No. 129 

紹介 海iili経済論（織問政夫著） No.「輸15送6版望J 1975. 10 

，， 
著港湾〕社会（北見俊郎，荒木智穏 ，， 1976. 4 

No. 158 

，， 都市と浴（北見俊郎蒋） " 1977. 1 
No. 161 

論文 R 0・RO船の現状と将来 ，， 1977. 7 
No. 163 

，， ロールオン・ローノレオ フ船の荷 港湾荷役 1978. 1 
役の実態 Vol. 23No. 1 

，， 港iili料金の近代化と浴額格去 港湾究労働経済 1978. 1 
日Jf No. 2 

，， ミニ ・ランドブリ ッジの現状と 神戸港No.228 1978. 2 
将来

，， 1付航における雑貨輸送の引状と 港湾No.55 1978. 4 
？ぷ題

，， 内航海辺 流通設計 1978. 6 
Vol. 9 No. 6 

，， 80年代の海上輸送 物流l時代 1978. 7 
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氏 名 区分 ｜ 発 表 ア て7 ｜発表個所 発表年月

市 来清 也 都1介 ｜北海道港湾と物疏 北海道港湾経 1978. 8 
済NnlO

，， みなとと郷土 港湾 Nn63 1987. 12 

" 内航海運の現状と課題 海事産業研究 1979. 1 
所Nn151 

，， 物流と港湾問題 港湾労働経済 1979. 1 
研究Nn3 

書評 ダイヤモンド社編 「新版鉄鋼」 「輸送展望j 1978. 1 
Nn 165 

者：沓 物流縦討論 附ぎょうせい 1980. 11 

共著 経-g・実務大百科 タ冷イヤモン ト 1980. 3 
ネ土

論文 学：際的研究の発白星一 「運輸と経済J 1979. 5 
海jlliにおける課題 Vol. 39 Nn 5 

，， 港湾物流の動向と課題 「神戸港」 1979. 10 
Nn 248 

，， 関東関西の物流事情 「関西物流近 1979. 12 
代化センタ ー」
Nn23 

，， 港湾物流研究序説 「滋湾'j'[,労働経 1980. 1 
済研 J Nn 4 

，， 物代流合理化と港湾運送事業の近 「港湾労働経 1981. 1 
化 済研究」Nn5 

資料 近畿圏における営業倉権 ・自家 「関西交通経
用倉同Z実態報fly省： （要約） 済研究センタ

1980. 4 

一」Nn24

書評 織田政夫者 「海辺政策論J 「輸送展望」 1980. 4 
Nn 174 

，， 大矢誠一著 「マノレツ ウ考J 「輸送展望」 1980.10 
Nn 176 

石坂 央 論文 港湾と出産物輸入の基本的問題 「港湾経済研 1976. 10 
究JNnl4 

，， 民産物輸入の基本的問題 日本貿易学会 1977. 2 
年報Nn14

，， I~産物輸入と経済発展 崎協玉会県私中高 1977. 3 

伊坂市助 論文 アダム ・スミスの魅力 関「経東学済院系大J学 1974. 5 
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氏 名 区分 発 表 ア 7 ｜発表個所 発表年月

伊坂市助 論文 アダム ・スミスの魅力 （続）
関「東経学済院系大J学 1975. 3 

rli 川勝 一 論文 外航定期貨物輸送船lζ於ける輸 「港湾経済研 1972. 10 
送システムの変革と港湾産業の 先JNo.10 
再編成

，， 
定期船が5貨物輸送における合理化 /Jli笥産業研究 1972. 8 
と港運送業の課題 会

，， i!l}i'l業の現状と将来ビジョンに ill輸港湾i'i€~ 1972. 1 
ついて 研究室

市 JI¥ ;t主総 座談会 港湾述送卒業法をめぐって 「港湾J 1976. 1 
No. 1～No 6 ～11 

著書 港湾迎送：：J.i業法論新訂版 1978. 10 

論文 （判例紹介n) 縦』誌港ill 1979. 7 
はしけに き足があったかどう
かで11年の裁判

資料 港湾、ill送卒業法アンケー トの収 ，， 1979. 10 
りまとめについて

論文 港湾 私の問題怠官E識 ，， 1980. 3 
(11地方泌の貨物

，， ，， ，， 1980. 4 
(2）法行令と到実

，， ，， ，， 1980. 5 
[3）市民の港

ir~港転換期末記一横須賀港報告 日本(rij’jl新聞 1980. 5 

，， 港湾ill送事業法セミナー 地 ill 1981 1 

，， ，， ,, 1981. 2 

，， ，， ，， 1981. 3 

伊藤善市 共著 変貌する地域経済（共編） 金融財政事'11'J 1971. 10 
研究会

著書 地域開発と国民福祉 日本労働協会 1972. 3 

資料 オーア ・カリンクス，地域計画 鹿島出版会 1972. 1 
と都市if＼・日TIC共訳〕

共訳 ミJレス 『都市の経済学』 住宅新報社 1973. 11 

論文 都市機能分散の1可能似－ rE s P」 1973. 12 
，， 地域開発と日本経済 「経済セミナ 1974. 1 

-J 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

伊藤善市 編著 『過¥ifi過疎への挑戦』 学陽書房 1974. 1 

論文 地域開発政策の再検討 「地域開発」 1974. 1 

" The Shinkansen-japan’s 「PHp J 1974. 7 
Bullet Train 

，， 国土利用法と開発政策 「地域開発」 1974. 8 

書評 宮沢弘『地方都市のノレネッサン 「地域開発J 1977. 8 
ス』

論文； 都市化時代の社会変動 「地域開発」 1977. 5 

，， 三全総と地方都市 市政 1978. 1 

，， 国土開発計画と生活圏構先立の歴 シュリス 卜増 1978. 8 
史 明j

，， 地域開発とコミュニティパンク 『コミ ュニテ 1978. 10 
ィ・パンク論』
H所収

，， 地域開発における高速道路の役 高速道路の自 1979. 1 
主~J 動車

，， 美 しい都市づくりのために 市政 1979. 2 

稲 f責 哲 資料 コンテナ流通機桃について 阪神外資t!jl.頭 1973. 6 
公団業務研究
会

日本のコンテナターミナル施設 ，，， 1973. 8 

，， 日本をめぐる長近の海＆情勢並 " 1974. 6 
びに極送東水域におけるフィーダ
一輸 の伸びと将来の予測につ
いて

最近の船社 ・港.iili業者の経営概 ，， 1974. 10 
要ー

今村 理 論文 日本海巡を取り主主く諸情報 「神戸港」 1977. 3 
No. 217 

入江成制｛ 論文 米国殺物政自策の場転換一保設政策 「貿易と関税」 1976. 1 
の後退と 由市の復活ー 2月号

" 向品協定と今後の農産物貿易 「貿易と関税J 1976. 5 
6月号
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

入江成雄 論文 Hedging and speculation マレーシア政省 1976. 8 
a measure of excessive 府 1次産業

一s過p巴当cuiation -
（へッジと投機 投機の

（ただし，会内
品市場研究

測定） 編肉品取引
所論文j IC英文
和 ，ともに
掲載

，， 0 ptical Hedge and Buffer 
Stock 

，， 1976. 8 

（最適へッジ量と緩衡在mn
，， 一次産品の国際管到！と価格安定 「貿易と関税」 1976. 9 
策

，， 外貿港貨湾における後背地の役割 「港湾経済研 1976. 10 
と取扱物置の予測方法 究JNo.14 

，， 外貿港湾にお物けるヒンターラン 「東北関発研 1976. 11 
ドの性格と1'i: 流動状態一変考型 究J Voi.12, 
グラビティ・ モデノレによる 署長 No. 3, 4 

" コンテナ貨物の流動状態に闘す 「港湾労働経 1976. 12 
る変考理Jグラビディ・ モデルfCよ
る~~

済自lj研究所年相
刊号

" 国際尚品協定と市場機構 「日年本報貿」易学会 1977. 2 
No.14 

東向南アジア諸国の経済 ・貿易動 「4貿月易号と関税」 1917. 3 

II 来国性際1fH品と してのパーム削｜の将 「商品取引研 1977. 6 
について 究JNo. 5 ～2 

向有社貿易におけるコdム ・ヘッジ 「商品取引研 1977. 2 
の 効相性 究JNCl 3 ～ 3 
一 関分析による考察ー

，，， 先物市場の機能と価格先現経象(1) 投福資日報社刊，1977. 1 
一商品価格の変動と物済の 岡敬太郎，

t~：.絡 ー 竜田節編場「11百
品先物市 」
NCl 1 

II 先物現物市場の機能と価格現象（2) ，， 1977. 2 
一 経済の動向と先物価格の NCl 2 
反応ー

，， 
先物向市場の機能と価格引t象j:(3) ，， 1977. 3 
一 品佃i絡変ヲ動の偶然的 絡と NCl 3 
へッジン ー
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氏 名 区分 発 表 ア て＜ 発表個所 発表年月

入江成総論文 先物投市場の機能と価格現象（41 投資日報社刊 ， 1977. 4 
一 機，へッジおよび価格の関 福岡敬太郎，
係一 竜田節物編「商

品先市場」
Nu 4 

，， 先物市場の機能と価格現象（5) 「1fH品先物市 1977. 5 
一投資と市場規制ー 場JNu 5 

，， 先物商市品場の機能と価格現予象（6) ，， 1977. 6 
一 価格の性格と価絡組lj- Nu 6 

，， 
先物定自市市場の機能と｛i国Iii格際現商象品(7) 

，， 1977. 7 
一由 場経済と 協 Nu 7 

，， 先物市場の機能と価格現象（8) ，， 1977. 8 
一国際向品と経済発展ー Nu 8 

，， 経済発展とパーム削1 「アジア経済」 1977. 9 
Vol 18, No.9 

，， 発展途上諸国の景気変動と経済 「貿易と関税」 1977. 8 
成長 9月号
一一次産品問題を中心としてー

訳書 グcw.c.L.ディス＆C.W.J. 北降館 1976. 3 
レンジ予ャー共著〕
商品価格 測ーアメリカ商品市

場原の研名究一
若f. WalterC.L. Dysand 

C”W内J.Grangff ~·i~ “Speculation, ing and 
Commodity Pr recasts，” 
CD. C Heath andCompang, 
L回 inrton, Massachusetts, 
1970 

大島藤太郎 論文 東京ICおける貨物輸送問題 東洋大学 1976. 12 
経営論集5号

著書 日本交通政策の構造 新評論 1975. 7 
（蔵園進氏と共著）

奥富敬之 共著 荘園絵図の基礎的研究 三一古一房 1973. 8 

論文 技術史研究医の問題点中 「民衆史研究」 1973. 9 
一 学史を 心IC- 230号

，， 鎌倉幕布伊賀氏事件の周辺 （日本医科大 1973. 10 

学文2)科号研究誌

，， 律令医療制度の考察（2) ,, 1973. 10 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

奥富敬 之 共著 史学論集，対外関係と政治文化 吉川リl、文館 1974. 2 
安~ 2 ｛主

，， 日本史の諸相 稲村IIi版 1974. 5 

論文 f 1~令灰療命lj肢の研究（3 )
’考学会（日本医科大

1974. 7 
）文科研究
3号

東久留米市の板仰 ［日本史研究」 1974. 8 
20号

" 日本中世の港湾鳥 日本港湾経済 1974. 10 
一利賀江 を中心としてー 学会年報Nnl2

著沓 安！芳一白iff－，行代編 千葉県白浜町 1975. 1 

共著 東久留米市 ・文化財資料集（三） 久留米市教育 1975. 4 
（仮ii~！編 委員会

" 日本史一概観と各説ー 酒井英吉店 1975. 6 
育 2主

，， コンサイス人名古宇典（日本編） 三省’中 1976. 3 

共著 日本荘園絵図集成（上） 東京？主
1976. 4 

共著 中世の政治的社会と民家像 三一古房 1976. 6 

論文 経済評価の実際 第四土木計画 1975. 7 
シンポジウム
フ。ロシーテ’ィ

ング

，， 史的港湾論 環研境究oji業計l同 1975. 8 
所紀'ff
EDA4号

，， 
日本古代T湾'gi下当Jt概rm r iJ.1f.llt経済研 1975. 10 
一古代港 沖説の提唱ー 究」 No.13

，， 北条氏と東国武士 「際史公論」 1976. 6 
No. 8 

，， 
鎌倉荘中末期社会変内動と港湾 「港湾経済研 1976. 10 
一 凶港湾から 業浴湾へー 究JNo.14 

，， fl’令ll;IJ管般に由来した名古11] rw.史読年本号一」 1977. 1 
52一新

，， 港湾博物館（の提唱 「港湾」 1977. 1 
No.54 

共発表同 清瀬氏の板{iq! 東会総国会文化研究 1975. 6 



港湾研究文献目録 341 

氏 名 区分 ｜ 発 j量 ア < 発表個所 発表年月

奥富敬之 紹介 北条九代記 「lit史読本号」 1975. 7 
52-9月

著者 安））｝白浜一中世前期編ー 新人物従来社 1977. 5 

共著 日本荘園絵図集成 （下主主） 東京：：；~.・出版 1977. 5 

論文鎌fr以来の名族大名 「歴史読本」 1977. 6 
270号

続正l占｜週（jjljと武家社会 吉川弘文館 1978. 1 

論文 不老長；tfの段、J止と使、業 j悟史とjfi( 1978. 7 

｜日本側行政史の閥的研究（ll 港湾経済研究 1978. 8 
No.16 

三代の死の謎と政子 「i佳史読本」 1979. 2 

著書 ｜四 …M の際史 尚 1979. 2 

織田政夫著書l例経済論 成山開店 1975. 7 

海巡業界 教育社 1975. 9 

わが国iii}iiliの政策的課題 「日本交通学 1975. 10 
会年報J

英国港湾機構概説 「海報」＇］~交通年 1976. 6 

II 英国港湾政策の展開について 「海辺」 1976. 9 

，， 英業界国のフ レート・ フォ ワーダー II 1977. 1 
について

小原三佑嘉 約介 ICC-CM I国際海中仲裁規制Ji所'ii}'j:f.［［.業研究 1979. 1 
（！；リの発効

資料 必要になった後合jili送の法的務 S h~~t！~ and 1979. 1 b前 Tr ws 

，， Differerce Between" Bill of f~~!eiN~！~d 1979. 1 Landing”Combined 
Transport Document 

" 海上F0 Bと航空FOB 日本荷主協会 1978. 7 

論文 世話故防～船m¥日証券の基本；を問う 1978. 4 
(I ～6 

，， 荷為林信用状と変 ・偽造船高託 金融財会政事的 1978. 7 
~）＇ 研究

資料 わが複国合をめくる 京取浜扱海同辺業会貨物 1978. 5 
国際 迎送秩序形成への指向
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

小原三佑誌 資料 わが凶後をめぐる 日本池辺協会 1978. 6 
国際合輸送の新しい方向 ～7 

I～E 

~￥典 共軒最新コンテナリゼーション 日本海上 1978. 2 
使1:!. コンテナ協会

ノマンフ 複合巡送証券規 国際l向業会議 1977. 12 
レy ト （間際統一則対訳） 所

論文 国際線liJf合iii!送秩序iζ関する技術 日本海辺集会 1977. 10 
論的究 所

政府 共著海外投資保託施策の充実に 日本11:：外企業 1977. 6 
答申 ついて 協会

新聞 偽造B/Lのリスク誰が負うか 日．本視海点事新聞 1981. 3 

巻＝印＇'tr頭J一、凡～ー
UNCTA T，海上似険法統一 金融法務事的 1981. 6 
時代の動き

論文 ハンフソレタ ・Jレーノレと保罰E状問 国際金融 1981. 1 
題の行方 ～3 

意見 B/Lは果して船内証券か 京浜倉庫 1981. 2 
社内報

，， B/Lのii:而約款のj侠史 ，， 1981. 3 

ワンポイ 過当競争は禁句lζ 京ポ浜余jポ 1981. 1 
ントアド 一トピア
ノ河ス

論文 Incoterwsの法的確信 国際ll°H事法務 1980. 12 

，， 復合迎送filE券取扱いの本音と建 国際金融 1980. 10 
前

" 1980年代の国際取引秩序形成の 国際金融 1980. 9 
lf!}J き

論連文載
新 しい貿易実務の諮陀 1～12 通産政%＇i社 1980. 1 

～12 

（.会以上過去係6ヶ月間，とくに本学／¥ 
Kl対 あるものに｜保った。

北見俊郎 著書 港湾総論 l戎山吉町 1972. 3 

共著 港湾産業の危機と発展 海文1?,:・ 1972. 8 

，， 
「港湾関機能と都市一（分港担湾）物流形 巡輸~I港湾局 1971. 3 
態にする調査J( 
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氏 名 ｜区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

北見俊郎 共著 海1V長の現状報と将米ピジョンiζ jlli翰港湾産業 1971. 7 
関する調査告~： （分jJJ) 研究室

，， 港湾経-g・のあり方と港湾管翌日者 海事司2業研究 1971. 3 
の諸問題一東京港将来計闘調査 所
（分担）

，， 横浜ポート ・オーソリティの研 .illi輸港湾産業 1971. 9 
究（1）ー欧米における港湾事情と 研究安
ポート ・オーソリティ 分相）

，， 世界主張港における管出 ・if常 東京初港湾Jn] 1972. 3 
状況調査（1)（分担）

，， 新港湾頭蒋4整備計書画lζ伴う背後 横浜市港湾｝，，） 1971. 10 
地調査結果報告 （分jrJ)

" （横2)浜ーポート ・オーソリティ研究
，， 1972. 6 

，港湾管恕運営の現状とポー
卜・ オー ソリ ティー （分担）

論文 交通の合理化と港湾輸送休Tf,lj 「海~産業研 1971. 3 
究所報」

" 社会資本と港湾の諸問題 「日本経済政 1971. 10 
策学会年報」

，， 広域港湾と港湾経営の本質的課 「港湾経済研 1971. 10 
題 '91」No.9 

，， 海路輸送の体系化と港湾の惹本 「海辺経済研 1971. 10 
的問題 究」 Nu5 

，， 総合交通体系と港湾 「日本交通学 1971. 11 
会年報」
1971年

，， 港湾思恕と人間 ・う/J'{!fi/J 「港湾」 1971. 12 
Vol.48 Nu12 

" わが国港湾の展望と課題一港湾 「港湾J 1972. 1 
における思想と政策の近代化 一 Vol, 49 Nu 1 

，， 経済発展における港湾巡jき業の 日本麦煩研究 1972. 3 
合Ell化と殺物サイロ問題 会穀物説サイロ

一論と実態

，， 港湾問題とその社会的性格 「E所海事産業研 1972. 4 
究報JNu70 

’，， 港湾思怨！と港湾社会 " Nu71 1972. 5 

，， 港湾機能の社会的機成 ・上 " Nu72 1972. 6 
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氏 名 ｜区分 ｜ 発 表 ア て7 ｜発表個所 発表年月

北見俊民II 論文； Pli有機能の社会的椛成 ・下
｜川所山

1972. 7 
究報」 No.73

" ターミナノレの↑比約と港湾社会の " No.74 1972. 8 
J止本11¥Jfill

，， r!i i考社会の［i;j(（向性物をめぐる " No.75 1972. 9 
題提起一ヨ ーロ ッノマ「r!JJ込」
との対比においてー

大昂TIT港湾の理論と政策 「港湾問題研 1972. 6 
究JNu 2 

" 輪選システムの変午．と港湾迎送 「港湾経済研 1972. 10 
｜業州l的

，， 港湾の問題意識と引状的な諸問 rn愉と経済」 1972. 10 
題 Vol.32 No.10 

交「通地の経済学
i円5」 l

" 港湾の経済 ・社会的椛迭と諸問 「迎愉と経済」 1972. 12 
題 Vol.32 No.12 

交「通の経済学
港湾」2

，， 港湾の.！，~本的な諸問i起と .\!l!Jm 「迎輸と経済」 1973. 1 
Vol. ::!3 Nu 1 
交通の経済学
「港湾」 3

，， 港.i1i'.!lt￥社1の近代化 19「7近3代年港1湾月号J 
1973. 1 

一港湾会の構造性と問題点

，， 
港市湾の諸問］Jillとj「民地望J 「勤労市民ニ 1972. 12 
- l（にとって とは何か ユース労働経

済版」 Nu124 

資料 今後の継がi労働とそのあり方 「神戸港J 1972. 8 
No 149 

" 港湾労働の乙れからの方向と教 「近代港湾」 1972. 8 
育，¥JI除liのあり方について Vol. 3 Na 8 

，， 文明開化と港湾 「明治村通信J 1972. 12 
No31 

，， 地域経済社会と地向機能の諸問 神奈川県地域 1973. 1 
題 開発制査会

書評 欧米港湾労働調子E団編者「欧米 「#i}illi」Na523 1971. 4 
の港問」

，， l高橋秀附 「物流卒業経常論JI「港 湾」 1972. 10 
Vol.49 NalO 
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氏 名 区分 雪も 表 ア て7 発表（問所 発表年月

Jヒ見俊郎 占一評 ミTれ武iリl若「日本港湾史論序説j 「港湾」 1972. 12 
Vol.49 No12 

，， ，， 
" 「京浜文化J 1973. 1 

Vol. 4 No.5 

共著 港湾流通 J戎山常当；店 1974. 9 

論文 港湾労働と港湾の全体制的諮問 「港湾問題研 1973. 3 
題 究」 Nu2 

，， わが国における港湾管理迎営の 青山経営論集 1973. 9 
問題点と展望（上） Vol. 8 Nu 1.2 

合｛）！：号

，， ，， f〆 " 1974. 3 
Vol. 9 No4 

，， 港湾の近代化と地域社会の基礎 「港湾経済研 1973. 10 
的課題 ’先」Null

" 港湾運送業の再編成と課題 「流通設計」 1973. 12 
Nu12 

" 港湾運送における機械化と近代 「港湾荷役」 1974. 1 
化の諸問題 Vol.19 Nu 1 

，， 港と「文化」の蓋本的関係と諸 「港湾」 1974. 1 
問題 Vol. 51 Nu 1 

，， 造港湾管理・運営）の史的考察と構 1む幸さド柱産業研究 1974. 3 
的性格（上 所 Nu93

" 
，， （下） " Nu94 1974 4 

，， 港湾経営のJ:lli念と諸条件 " Nu95 1974. 5 

，， 鶴市と港湾経常・序説 " No.97 1974. 7 

，， 港「湾における「経意営経済」と " Nu99 1974. 9 
公企業」の問題識

，， ポー ト・ オーソリティの形成と " Nu 100 1974. 10 
「港湾経営」

，， わが国港湾の近代化と「港湾経 11 No. 101 1974. 11 
営」をめぐる諸問題

’F 港湾荷役の諸問題と将来課題 「P.DM.」 1974. 9 
1974年9月号

II 「都市市と港」交の諸問短と課題 「港湾」 1974. 9 
民との 主任を求めてー Vol. 51 Nu 9 
（その 1) 
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氏 名 区分 ｜ 発 表 ア て7 ｜発表個所 発表年月

北見俊郎 論文 「伺¥rpと港父jの諸問題と課題 「港湾J
一市民との 流を求めてー Vol.51 Nnll 
（その2)

" ターミナノレにおける人11¥Jと社会 行山経常論集 1974. 11 
Vol.19 Nn2.3 
合併号

，， 
「港港湾湾都機市Jへの問題意識 年関東者g市学会 1974. 9 
一 能と郷市機能をめぐっ 報Nn1 
て一

資料 港湾労働の基本的諸問題と今後 日本港湾協会 1973. 4 
の課題

" 公平L共同企業と時頭経営 ti？頭経営研究 1974. 3 
会

，， 行自浜ポート ・オーソリテ ィ研究 樹浜市 1973. 3 
(Nn 3 ) 

" 小巡名浜港の港湾号整備計画と港湾 福h~県 1974. 3 
送体系調査

，， 大方規向模工業基地経営の諸問題と tr,1頭経営研究 1974. 7 
会

，， National Economy and K”L.F 1974. 11 
Distribution System News. 
Industry 

著者 「港湾総論（改訂版）」 ！戊山立沓：店 1975. 4 

，， 「都説市と佐一浴湾都市研究序 同文館 1976. 4 

共著 「港湾社会J 成山’：2’占店 1975. 12 

論文 「港湾郡市Jの機能的構造性 行山経常論集 1975. 6 
Vol.19 Nn 2, 3 

，， 
“Yokohama Port in TR~l~ Asahi 1975. 5 
Bay一lts Problem ＆ 一” Evening 

News 

，， 日本経済における港湾の理論と 日会本経年済政策 1975. 10 
政策 学報No23

" 港湾機能と市民の構造的関連性 i'J・山経営論集 1975. 11 
Vol.10 Nn 2. 3 

" 港湾産業の発展と港組湾産業人 「港 .iili」 1976. 1 
一港における人と 織の近 Voし1Nn 1 

代化一
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氏 名 1区分 発 表 ア て才 発表個所 発表年月

北見俊郎 論文 わが国におけるlntermodal 関東学院大学 1976. 2 

Transpナoノrレtaのti諸on問の題問一題港意湾識機と能 文学部
ターミ 紀要JNu17 
を中心にしてー

，， 港湾都市の特性と国際世I: 「者B市問題研 1976. 5 
究JVol. 28 
Nu 5 

，， 欧米の港と日本の浴 「流通設計J 1976. 8 
1976年8月号

，， ターミナJレ論の形成と問題意識 「日本交通学 1976. 11 
会年報」
1976年

，， 市民生活と港 「都市問題J 1976. 12 
Vol.67 Nu12 

，， 都市と溢の蓋l礎課題をめぐって 横浜市「調査 1976. 12 
季報」 Nu52

，， 港湾政策の形成と諸問題 横浜市大 「経 1977. 3 
。寺と貿易」

資料 コンテナ鴎頭と港巡業 京浜外貿陣頭 1975. 5 
公団

，， 人間と港 「海員」 1976. 1 
1976年 1月号

，， 都市空間としての港づくり 新日鉄K.K. 1976. 7 
営業旬報」

，， 者fl市と港湾代の課題 上単頭経営研究 1976. 3 
一港の近化をめぐ ってー 会

，， わが国における経済政策と港湾E在 ，， 1977. 3 
一港立湾の一近代化と港湾政策の

編著 港湾機能の総合的課題 経（財済）港湾労働 1977. 4 
研究所

" 都市と臨海部開発 成山堂 1977. 5 

論文 「港湾政策jの形成と諸問題 横浜市大 1977. 3 
「経済と貿易」

，， 
「都市と市港J 日本財政報経済 1977. 8 
一港湾都への認識と課題一 研究月 Nul21 

，， 「港「湾」の基本的概念と問題点 港湾労働経済 1978. 1 
ー ターミナノレ論Jの形成を中 研究Nu2 
IL、』c-
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氏 名 区分 発 表 ア ーマ ｜発表個所 発表年月

北見俊自ll 論文 ｜港湾の総合的淑題 「1佳 作宅」 1978. 4 
ーその本質との関速においてー Vol.SS No.4 

，， 治的鶴市の桃治相一と文化的特性 市政No.309 1978. 4 

，， 地J或開発の総合的性杭とp._¥if.1l）問 港湾総折研究 1978. 8 
i越 No.16 

，， v.1の総市合的［な将来課題 frJrll' No38 1978. 8 
一仰の港湾政策」への指向
111=. 

，， bl~民生活と治的 「港湾J 1979. 1 

資料 市民とi{li・ iiij 員 1977. 4 

，， iiH'fふunにおける流通施設の適 vH/ll荷役 1977. 3 
j[,J-1闘に関する調査 CI) 織械化協会

，， 首都圏普通倉庫格備計u!TI 関東海jili同 1977. 3 

，， 
騒音地域 千葉地域科学 1978. 3 
芝山町）の振興計itlli調査己主 研究所

，， 「市民のミュジアム」のために 横浜海館洋（科学 1978. 3 
博物 No. 1 ) 

，， ifH'i:ふ頭における流通施設の適
港機株湾荷化役協会

1978. 3 
r1'.,rl"i函lζ関する調査 JI) 

，， 東京港仮興の現状と課題 昂1政研究 1978. 12 

，， 横IR港ー コミュニティの核と し 街隣？苦：No.112 1977. 3 
てー

，， 先進神奈川のみち 横断道路 1977. 6 

編著 「継の社会科学｜ iiiJ文5i; 1979. 5 

共著 「現代交通と地域経済の諸問 II寺潮社 1979. 5 
；週j

論文 「戦後30年の宇佐湾政策J
学日年本経会済報政No.2策7 

1979. 5 

" 「郎市と港一港湾都市への認識 日本都市学会 1979. 5 
と構造的~題一」 年報Vol13 

，， 
「港湾都市の横本質浜と課諸題一欧米 横浜生経済と市 1979. 6 
からみた継者j) の 問題をめ 民話
ぐってー」 1979年
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氏 名医ム1発表テ ー 7 発表個所 ｜発表年月

北見俊郎 l論文 ｜「港の発展と民間諸力の活用JI「港湾」 I 1979. 12 
I Vol. 56 No.12 

！「大都市港湾における『経営』 ｜都政研究 I 1980. s 
課題J J 1980年5月号 ｜

i「人間の生活と港一総論的諸問 ｜「港湾経済研 I1980. 10 
題をめぐってー」 ｜究」 No18 I 

i「臨港地域J）修備への一試論 l青山経営論集 I1980. 11 
Vol.15 No.23 

i「東京港の発展と特質」 東京都議会局 I1981. 1 
調査資料No.38

資料 ｜「杭浜と港ーその歴史と将来を ｜神奈川経済研 I1979. 3 
考えるJ ｜究所

I「空港周辺地域としての富民村 1千葉地域科学 I1979. 3 
振興計画調査報告沓J i研究所 I 

l 「港湾における教育 ・訓練の旅 ｜関東海事広報 I1979. 9 
一国際港湾大学の構悠一」 ｜協会 (1979年）

l「港湾再開発調査報告古」 北海道開発局 I1980. 3 
港湾部

i 「人間 ・都市 ・文化 ・近代化と ｜関東海事広報 I1980. 9 
港J ｜協会 (1980年）

I「共同雇用制度をめぐる諸問題JI労働者中央職 I1980. 12 
｜議港労郎会

l「臨港地区ま整備計画調査報告;JJ」｜迎輸省第二港 I1979. 3 
｜湾悠設局

l 「重要産業としての港湾産業へ ｜全日本検数協 I1981. 3 
一企業と人間をめぐ ってー」 ｜会

喜多村昌次郎 ｜糊 ｜倒産業

共著 ｜港湾産業の危機と発展

成山堂

海文堂

1971. 9 

1972. 8 

論文 ｜港湾機能拡大と変革の蕊礎 ｜「港湾経済研 I1971. 10 
｜究」 No9 I 

l港湾運送の形成と展開 ｜「海運経済研 I1971. 10 
｜究JNo 5 

l港湾運送と海巡貨物取級機能 ｜「海事産業研 I1971. 11 
｜究所報JNo.651 

l欧米における港湾労働の実情 ｜「港 湾」 I 1971. 12 
Vol.48 No.12 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個 所 発表年月

喜多村 目次郎 論文 港湾政業の今後の方向 「港湾」 1972. 1 
Vol.49 No. 1 

，， ロッテノレダム ，アン トワープ港 「近代港湾J 1972. 1 
の港湾労働 Vol. 4 No. 1 

，， 転換期の港湾迎送① 「海辺」 1972. 4 
第535号

，， 転換期の港~命＇tiili i差① 「海 j1(」 1972. 5 
第536号

，， 転換JV！の港湾iili送① 「海辺J 1972. 6 
j第537J号

，， 機械化，近代化送金と港湾労働 「港湾問題研 1972. 6 
究」No.2 

共著 「臨海工業地借における土地平lj 運輸省港湾問 1971. 3 
用および発生貨物品IC関する調
査報告書｜

，， 「海fi業の現状と将.!J来ピジョ ン 運輸港湾産業 1971. 7 
に関する調査報告 J（第6章， 研究室
第8章）

，， 
「新港ふ頭再柊備l計H画』ζ伴う章背） 横浜市港湾局 1971. 9 
後地調査結果報告 」（第6

，， 「横浜ポートオーソリティ の研 " 1971. 9 
究（1）」

，， 
ft世界主査（要11港J（に第お3ける管到！述-g 東京都港湾局 1972. 3 
第状況I澗査 部第2章，
3 }¥'t) 

，， 「横浜J(ポ第ー トオーソリティ の研 横浜市港湾局 1972. 6 
究（2) l主主，第2章）

著沓 欧米の港湾労働 港湾総合研究 1973. 11 
i'Jr 

共著 港湾流通 成山堂,.i;;:店 1974. 9 

論文 労働協約の一般的拘束力と港湾 「港湾問題研 1973. 8 
労働 究」

" 港湾労働組織と使用者団体 「海 j1(」 1973. 10 

，， 港湾労働問題の現状と課題 「港湾荷役J 1974. 5 

，，， 港湾労働をめぐる諸問題 京浜外貿持政 1974. 6 
公団

資料 公私共同企業体による卑頭経営 t早頭経営研究 1973. 3 
ーその基本的諸問題と課題一 会
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喜多村昌次郎資料 世界主（要2)港附ける管理巡営状 ｜東京都 I 1973. 6 
況調査 （第2部第1主主）

，， 
l小名営体Z浜T港系の港湾（称。m計画と港湾 ｜福島県 I 1973. 9 
述 調査第 1章第2節，
第4 ) 

，， 
1 縦在f長iポ諒ト般・オー民ゾリ主テ主~®の研〉 ｜検浜市 I 1973. 9 

，， l横浜港湾労働会館建設梢怨とそ ｜ I 1974. 3 
の諜j題

" i大規模方工業器地港湾経営の諮問 間頭経営研究 I1974. 1 
題と向 会

，，， l横浜港と横浜（市民）経済

共著 ｜日本の港湾 (1977) 日本海事広報 1976. 12 
協会

，， l港湾の知識 東洋経済新報 I1976. 12 
ネ土

論文 ｜港湾福祉厚生施設の拡充につい 「港湾」 I 1975. 3 
て

，， ！とれからの港湾労働問題 よ乙はま港湾 I1975. 3 
厚生

" l港巡の現状と今後の課題
，， 
lζれからの港湾福利厚生事業に よ乙はま港湾 1976. 4 
ついて 厚生

，， 
l港湾財政の性格とその問題点 研港湾究財政問題 I1976. 1 

，， l港湾労働の問題点と課題 「神戸港J 1976. 9 

// i港湾労働問題について 「港湾J 1976. 10 

｜港湾山と港湾労働 「調査季報」 1976. 12 

資料 食品輸入基地蓋本計画調査報告 横浜市経済局 1975. 3 
者（共同執鍍）

，， 
I t毎1-'i:業の経済第的基盤IC関すする研 港湾所労働経済 1975. 6 
究（序章， 6主主，むび） 研究 （海J'f

取扱同業会）

，， 
l大規模工業基地港湾買3の経営事業 閉（経苫営研究 I1975. 9 
計画（はしがき ， 1' 2,41;¥': 会 牧東部
むすび） 開発附）
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喜多村昌次郎 資料 苫小牧東港港湾経営の実践的方 時会政（経営研究 1976. 12 
法と組織休制lζ関する調査研究 （市小牧港
（はしがき ，序説，第 2,3,4草， 管琵I!組合
むすび）

，， 港湾労働組合の組織的展開 「港湾労働経 1976. 12 
済研究年報」
No. 1 

，， 福井港港湾経営調査（はしがき，主主頭経営研究 1977. 3 
第 2章 1,2.3節，むすび） 会（福井県土

木綿）

論文 港湾労働経済論の方法 （財）港湾 1977. 4 
（港湾機能の総合的課題） 砂蛍T働経済研究

，， 港湾労働の課題と展望 季刊輸送展望 1977. 10 

資料 イギ金リス港湾労働者の新しい 港巡 1977. 10 
「年計画」の概妥（上）

，， ，， （下〉 ，， 1977. 11 

論文 港湾労働の位置づけについて 季刊倉庫 1977. 11 

，， 港湾労務管豆I!の研究 港湾労働経済 1978. 1 
年報No.2 

，， 港湾における休日労働の現状 港湾荷役 1978. 3 

，， 港湾迩送の「合鍵化」と労働問 港報湾労働経済 1979. 1 
題 年 No.3 

，， 物流事業と公共性 季刊倉庫 1979. 5 

，， 横浜港のはしけ問題 横博浜物海館洋報科学 1979. 7 

Must Stre5'1_then Port mana- ~dpt~~~e 1979. 10 gement to reamlin巴ope-
rations News 

共著 港iillとコンテナ ・ター ミナノレ ・ 船内荷役協会 1979. 10 
オペレーション

論文 ロンドン港と港湾労働 研港湾究労働経済 1980. 1 

著書 続欧米の港湾労働 ，， 1980. 2 

論文 p Rと物流業 季刊倉庫 1980. 2 

資料 港湾再開発調査報告書 小郷市 1980. 3 
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氏 名 区分 ｜ 発 表 ア ーマ 発表個所 発表年月

-::l多村 昌次郎 論文 貿易構造の変化IC対応する港湾 (iij£］，；；新1rn 1980. 5 
労働

，， 港湾における人付リ ースの問題 海運，造船 p 1980秋
港湾，フオー
ラチ No6 

，， 港湾労働環境の変選 「港湾」 1980. 12 

" 港湾幣備と港湾労働 港湾労働経済 1981. 1 
研究

木村武彦 論文 名古屋進港におSけ｛j¥る港湾情報シス JASTPRO 4 l975. 9 
テム推の経と課題 Vol. 1 No. 1 

，， 物的流通と港湾情報システムの 「名古屋港」 1976. 6 
課題 Vol.25No5 

，， 名古屋港における港湾情報シス 港湾↑！？報シス 1977. 3 
テム開発の現状 テム開発の状

況
JASTPRO 
76-61 

II 港湾選択と コンテナ輸送 「名古屋港」 1977. 7 
ーフィ ーダー問題への接近一 Vol. 26 No. 6 

，， 貿易日ける利用実湾選択基準 「港湾経済研 1977. 10 
に｜刻する 一考察場（ 間報告） 究」 No15 
一名古屋港の合一

，， 大都市港五湾の機能転換と経済政 II No.16 1978. 8 
策との相作用

，， 港湾港情湾報システムの一環として 「地方自治 1978. 12 
の 管理ー者の船舶入出港管理 コンピュータJ
システムについて Vol 8 No.12 
一名古屋港の場合一

，， 大都市港湾湾lとお上ける港湾 ・i!E輸 「港湾究労j働経 1979. 1 
政策と港管理の課題 済研 年報

No. 3 

，， 港湾利用と j情報技術 トランスポート 1979. 9 
Vol. 29 No. 9 

，， 大都市港湾営造管理にお者ける新理念 「港湾経済研 1979. 10 
の導産入一 物管理から用役 究J No.17 
生管理者へー

，， システム輸送の展開と港湾情報 「港研湾究労働経 1980. 1 
システム 済 J年報

No 4 

，， 大都市港湾管理体制をめぐる政 「港湾経済研 1980. 10 
策課題 究JNo.18 
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木村武彦 論文 港（湾管用理役）生産と港湾経営 「港湾労働経 1981. 1 
済研究」年報
No. 5 

資料 港湾第情報システム化の概製 昭和53年度貿 1979. 3 
( 4章， 4.2, 2) 易情報システム

調査研究開発
報告書E

，， 名古屋港における港湾貨物情報 " 1980. 3 
システムの概要
（第3章 ，3,2. 3) 

翻訳 ヨーロッパの港湾政策 「名古屋港J 1980. 1 
F .スイケン Vol.29 No.1 

久保田洋夫 論文 U. L.C C ．白石丸載il:実務考 商船高等専門 1975. 4 
学校紀要7号

，， 船.fi'l農産物の汗1需損害について 「商船高専紀 1972. 3 
要J

，， Clean B/Lと外観状良好状態 ，， 1973. 3 
について

神代方雅 論文 海運流通の調査と分析 北海道交通研 1971. 6 
究会

，， 海運流通の斉合性（llI) ー資求本 「港湾経済研 1971. 10 
生産性からみた斉合性の追 ー 究JNo. 9 

シベリア ・極東地方の運輸交通
北第告審方1閤調査会

1971. 12 
と北海道 回調査報

，， シベリア極東視察記 「港湾J 1972. 2 

，， ，， 「海外建設誌」 1972. 2 

，， 道央海運流通と広域港湾 「港湾経済研 1972. 10 
究」 No.10

" 列島改造とローカノレポートの諸 「日本会港湾海経 1973. 1 
問題 済学北道

部会誌」

，， 諸海ifil流通の体系化と地方港湾の 「港湾経済研 1973. 10 
問題 究JNo.11 

，， 国土利用の斉合化と地方港湾 II No.12 1974. 10 

，， 
仙湾新台都市圏計画の現況と提，石言狩 札幌商工会議 1976. 5 
港地域開発計画への 所

，， 北対方応圏経済交流と北海道港湾の 北方園調査方会 1977. 3 
会誌「北圏」
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事11 代 方雅 論文 流通体系の変化と室蘭港 会室開港湾振興 1977. 3 

書評 日本境港湾協会 「、港湾すの安全及び 「港湾経済研 1975. 10 
環保全対策に関 る調査研 究JNa13 
究J

論文 流通体系の変化と家出i港 北海道港湾経 1978. 8 
告寄

，， 北海道港湾の現状と課題 ，， 1978. 8 

，， 地域開発と港湾流通体系 日本港湾経済 1978. 8 
学会

紅村文雄 著書 ユニット ロー ドシステムのため 日本港湾協会 1975. 4 
の新しい湾頭務備方度式一埠頭獲
備事業資金貸付制 とその生い
立ち

銀！I原資亮 論文 港巡業港の法的ー側面 「1毎 i墨！ 1971. 9 
一巡論議iζ望むもの ペンネ ーム

筑紫次郎

，， 利用者からみた港巡料金認可制l 「海運J 1972. 4 
の問題 ペン不 一ム

筑紫次郎

資料 ハンフソレグ港における港湾労働 「海所事産業研 1972. 8 
の制度的ー側面 究報」

ペンネ ーム
筑紫次郎

図領英雄 資料 Kuvasの「コンテナ輸送能力 海所事報産業研究 1977. 6 
論」

（共論箸文）
港費の分析フ。ー海運コストモテツレ 海運経済研究 1977. 10 
によるア ローチー

論文 ネオノりレク・シッピンクf［つい 神戸商船大学 1978. 7 
て 紀要1類

内航船員の需要予測の方法と計 神戸商船大学号 1979. 7 
調リ 紀要1類28

，， 船舶売買市場の分析 海運経済研究 1979. 10 
13号

，， 隣接2察港湾をめぐる物流システ
学日会本年港報湾経17済号

1979. 10 
ムの考

，， 試練iζ立つ中小船社 海事集交通研究 1980. 3 
17 

，， 経営財務にみる海運企業の格差
紀神要戸第商l船類大2学9号

1980. 7 
問題
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関領英雄 論文 わが国の海外交船κみる諸相 海事1'E業研究 1980. 10 
所報 172号

，， The Role of Domestic Proceedings 1980. 10 
s~iiping in The Bnek Caniag & 6thlnt ~fm 
C iage &Dangerous Cargoes an Trans 

fi~~帥：：：~！~~r
Wnyo 

小 林照夫 論文 1960年代の「近代化J玉虫論の謀 関東学院大学 1974. 7 
題と方法 文学部紀要

資料 「地方本港湾の役割と課題」 " 1974. 12 
日 港湾経済学会の報告

からー

論文 三的漁港の役割と課題 日本港湾経済 1974. 10 
（共同研究） 学経会編 港湾

済研究」
No.12 

，， 三ii崎漁港と漁業関連諸産業 関東学院大学 1976. 2 
ーその現状と課題一 人文時研究

所編 要』
No.17 

，， 港湾の経済的研究の現状と課題 関東学院大学 1977. 1 

所人編文科『学方研法究の

問題』

資料 福井治港湾経営調査 t1~.頭経営研究 1977. 3 
会

書評 北会見俊郎 ・荒木智fill共著『港湾 関東学学院大学 1976. 3 
社 』 人文『科 』研究

fifr 紀~！
NolB 

，， 北見俊郎著「都市と港」 「港 :illi」 1976. 7 
Vol. 1 No. 4 

論文 横須経賀港の現状と課題一「横須 横須質迎輸泌
賀PJ! 済圏発着海iili貨物の実態 守振興会編
制査」を前与えてー 横須』賀泌を

考える

共若： 港の社会科学 （北見俊民ll編著） (iij文堂 1977. 4 
第 3 主主執~.：）

論文 スコットランドの港一産業港湾景 日本『港巡協会 1979. 12 
都市グランジ7 ウス誕生の背 編港迎』
と発展の過程一
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氏 名 区分 発 表 ア ーョr 発表個所 発表年月

小林照夫 論文 Edinbu~1h &Dalkeith済鉄圏道のの
関東学科『学紀院大』学究

1980. 
開設とE nburgh新経 人文 研
形成 所編 裂

第四号

，， 

E湾開dの設Em広の：域経u~gt済化鉄的1と道行小意と政規畿E区模を聞鉄踏Lに道えGみのてる鉄佳経設道
，， 1980. 

第30号

，， スコy トランド産業革命Wlの人 日本港湾『経（年済 1980. 10 
！日1生活と港湾 学報会編
-Leith港の改修築工争をめぐ 港）人間生活
ってー と湾』

今野修平 論文 沖縄における地域絞差 「i也J:T. .1.¥16-lJ 1971 

，， 新全国総合開発計画と東京港 「東京港21一 1971. 
3」

，， 九十九盟大規模海洋 「建築と社会J 1971. 

，， レクリェーション盆地の開発

，， 新しい国土利用と港湾の課題 「港湾」 1972. 
Vol.49 NCll 

，， 印パ紛争の経済地理的一側面 「地J:TJ117-3J 1972. 

，， 景沖縄における地域問題とその背 「地主Ill?-6」 1972. 

，， 東京湾の港湾と海上交通 「地理17一刀 1972. 

，， 出開It島におけるレクリェーション 「地域開発 1972 
発と課題 72 1 1」

，， 巨大都市化と広域港湾問題 「港究湾経済研 1971. 
」NCl9 

I/ 工業港における時頭利用の問題 ，， ，， 1971. 
点

II 大都市港湾計画試論 「港究湾問題研 1972. 
」No2 

，， 
貌輸送システムの変今革後と港湾望の変 「港湾経済研 1972 
一史的発展と の展 Kつ 究 NCllO
いてー

，， 港湾産業の危機と発展 海文1lt 1972 

，， 都市港湾論有n遺 「海事所産業研 1972 
究」 No.78

資料 フラ ンスの港湾の現状と動向 港湾56-1 1979. 1 
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氏 名 区分 発 表 ア ーマ 発表個所 発表年月

今野修平 論文 仙台都市圏の特質 地域と交通 1979. 1 
1 -1 

，， 沿岸域の概念と現状 港湾55-11 1978. 11 

" 国土の有効利用と公共投資 スチーノレテ‘ザ 1978. 11 
イン 186

，， 公共事業と大型プロジェク卜 高速道路と自 1978. 9 
計画の側面と見直し 動車21-9 

" 新階段の地域開発と港湾 港湾経済研究 1978. 8 
No.16 

，， 三全総と自It鳥 地域開発164 1978. 5 

翻訳 西独巡輸白沓1976 季刊運輸経済 1978. 5 
研究センター ～8 
30, 31 

資料 ライン河流域紀行 人と国土 1978. 5 
3-6 

論文 三全総と交通計画 迷輸と経済 1978. 2 
38-2 

，， 都市市化と経済の変化からみた大 港湾経済研究 1977. 10 
都港湾の展望と課題 No.15 

共著 沿岸域開発計繭 技報堂出版 1979. 4 

論文 地域開発政策と交通I～E Mobility 
40～42 980. 10 

981. 1 

是常福治 資料 神戸サイロ銀座革（神戸港状におけ
るサイロ業の沿 と現） 月「刊神戸港」

1977. 6 

斉藤 圭太郎 論文 神戸港港湾情報管政システムの
月「干神lj戸港」

1971. 12 
確立をめざして

書評 東京港港J湾問題研究会「港湾問 「港湾経済研 1972. 10 
題研究 先」 No.10

斉藤公助 共著 港湾流通の実務 成山堂書店 1972. 11 

，， 物流の実務 日本生産t!J：本 1972. 3 
部

土日企岡h壬田》~』 倉庫企業の実態 「輸送展望」 1971. 8 
No.110 

，， 自動化倉庫問題の一考察 ，， 1972. 3 
No. 117 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

fr 級公助 論説 食品の冷凍と冷脱会wの現状 「輸送！民望」 1972. 8 
No. 122 

，， 中国の国内輸送（鉄道，自動車， ，， 1973. 1 
内降水illD No. 127 

，， 保倉管庫活動における協同化と共同
，， 1973. 4 
No. 130 

論文 輸入農水斎産物と港湾倉庫 「倉時」 1975. 5 

，， 在庫管理と倉庫 ，， 1975. 8 

，， 長気循環と倉庫業 一夜庫 ・設 「輸秋送展望」 1975. 10 
備投資をめぐってー （号）

II 倉庫荷役とラッ夕方式の導入 「倉庫」 1976. 2 

，， 
輸送革ーフ新ェとリ内ー航を運中送心 「港湾」 1976. 4 
ーカ としてー

，， 季節変動指数と倉庫 「倉庫」 1976. 5 

，， 危険品倉庫の実態 ，， 1976. 8 

，， 首業倉庫における一貫パレチゼ 「生産と述搬」 1976. 8 
ーションの現状と問題点

，， 備蓄サイロ問題の一考察 「港湾経済研 1976. 10 
究JNo.14 

，， 鉄鋼I車頭倉庫の実態 「倉庫」 1976. 11 

，， 港湾倉庫と倉庫荷役の現状 「港湾荷役」 1976. 11 

，， 
湾港湾IL:ri最ける倉庫動の役割りと港 喜記多村先生還 1977. 3 
倉庫の 近の向 ffi!' 念論文集

，， 若自家用 ・営業倉庫のシェアーと 雑誌 1977. 6 
干の評価 「流通設計 ｜

，， 倉庫実業における情報処理の現状
一 態調査を中心としてー

「倉庫」 1977. 8 

，， 経済指標と倉庫業の動き ，， 1977. 8 

，， 輸入木材と港湾 港（湾経済研究） 1977. 11 
学会年報

，， 港湾荷役機械リ ース事業の概要
雑「港誌湾荷役」

1977. 10 

，， 輸入農水畜産物と港湾倉庫 港湾労働経済 1978. 1 
研究 No.2 
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氏 名 区分 発 表 ア 7 発表個所 発表年月

rr J除公助 論文 自動化倉！曜の現状と動向 CI)
雑「貨物誌教宅」

1978. 1 

" (ID ，， 1978. 2 
，， 

，， ；去気動向jと保管市袋 " 1978. 6 
，， 

，， 設Uili投資の動向とDI事業
雑「倉誌庫」

1978. 8 

，， 荷主企業の物流とその志Jf.1］性 ，， 1978. 11 

" 

｜倉時の現状と諜題 「 11'~業高校教 1978. 11 
育資実料」
（ 教出版）

，， ｜企業山る物流管理体制l
雑「貨誌物教室」

1978. 11 
のill/J向

，， 近｜止におけるわが凶水辺とその
M「i泌誌均」

1978. 12 
1父害lj

スポッ卜でみる倉庫業界 雑誌 11979. 1 
「輸送l必盟」

，， 
港湾港柊湾備の方視向と今後の課題 雑誌 1979. 1 
一 農業の 点からー 「港湾J

，， 海1'f）長の引状と問題点 港湾荷役 1979. 3 

〆ノ 長気と保管需要 旬刊交通 1979. 7 

，， 物流と公共性 港湾経済学会 1979. 10 
一港i畢・倉庫を中心と してー 年報

/I 殺匁iの輸入とサイロ 港湾労働報経済 1979. 12 
研究年

，， 
「庫倉庫業事業経営指標Jからみた 旬刊交通 1979. 11 
倉 の現状

" 設備投資の動向と倉庫業 季刊倉庫 1979. il 

，， ↑占報処魁システム化の現状（上） ，， 1980. 2 

" 
，， （下） ，， 1980. 8 

/I// :?.it物サイロの現状とill/J向 港湾荷役 1980. g 

" 設備投資の動きと倉庫業 旬刊交通 1980. 11 
～12 
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氏 全年竺 発表テ ー マ 発表個所｜発表年月

i!1li 井 j［三郎 ｜論文 ！大都市の社会状態とその評価法 ！「南山大学ア I1972. 1 
準のf;/i究 ｜カデミアーl

会
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学
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日
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’
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社

一

一

成

羽

F
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る

パ
の

I＇法般的社会厚生関数の l吟味

者古

（翻訳）
著書

論文

l全体社会的！＆体論の再検討

桜井 jE I著者 ｜倉庫保管荷役料金入門

論文 ！最近の横浜港

佐隊 J己重 ｜論文 ｜日本海地域のj歴史的役割

I J新潟宇佐の諸問題と将来課題

1972. 6 

1972. 9 

1973. 10 

1977. 11 

1977. 11 

1978. 3 

－
A

『
υ

A

q

－－ 。口

市i

ヮ“

ワ
t

ヴ

i

η

i

門
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編
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学
日
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報

第

南
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営

（

港

所

輪

会

「地理J
18主主5号

1973. 5 

「港湾経済研 I1973. 11 
ぅE」No.11

I J新潟インターチェンジ周辺の経 I；新潟大経済論 I1974. 3 
済地理的考察 ｜集16冶3号

l日本海沿岸地＊における新潟県 ｜新潟経済社会 I1974. 3 
リサーチセン
タ一月十世No.6 

！高速交通網の発達が日本海都市 ｜日本都市学会 I1974. 6 
lζ及ぼす影轡 ｜年報8号

II I j新潟市における工業の現況 新潟市内工労 11974.11
≪v1部

1北陣地域の物流近代化への方向 ｜「PDMJ I 1974. 12 
I 12月号 ｜ 

篠原陽一｜論文 ｜現代船員の社会意識について ｜海運経済研究 I1972, 10 
6 
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氏 名 ｜区分 ｜ 発 表 ア てF 発表個所 発表年月

篠原陽一 論文 illi航間技術変化K.対応する船員需 東京報商船告大学 1972. 12 
給題（3) 研究 23 

" 産業労働問題研究序論 海上労働科学 1973. 3 
研究所年報6

，， 海.illi産業の賃金決定機械と産業 賃金と社会保 1973. 4 
別労働組合 防 623

資料 船員福祉に｜到する調査（ll 海上労働科学 1973. 3 
研究

論文 海辺産業の発達と(ii}員組合の政 交通学研究 1973. 11 
策について 1973年研究年

報

資料 船員福祉に関する制査（2) 海上労働科学 1974. 3 
研究所

" 海辺企業の雇用管丑liの実態 海上所労働科学 1974. 3 
研究年報7

論文 仕組船とは 船員しんぶん 1973. 10 
号外

，， 巡海辺産業における賃金体系の変 賃金と社会保 1974. 9 
と問題点 675 

，， 戦後日本の海運政策の階段と政 海:iili経済研究 1974. 11 
策 Nu 8 

，， 右翼組合路線の破綻と克服のー 社会報政策学会 1974. 10 
過程 年 18

資料 船員福祉に関する調査（3) 海上所労働科学 1975. 3 
研究

論文 船員福祉の問題と港湾環境の整 港湾52(3) 1975. 3 
備

" 船員の余暇問題と港湾福祉施策 日本港報湾経済 1975. 10 
学会年

，， 最近の船員雇用管理の特徴 海巡経済研究
9 

1975. ~o 

，， 戦後30年の日本船員の雇用権造 海所事報産業研究 1976. 1 
～5 

115～119 

，， イギリス船員の多目的配乗制度 海巡 583 1976. 4 

資料 富業意山識商船の高調校査卒業生の動向と職 海上労年働報科学 1976. 3 
研究 9 
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氏 名 ｜区分 i発 表 ア てr 発表個所 発表年月

篠原脇ー 資料 船員初til，の主Jl念とその具体策IC tr面i労働科学 1976. 3 
関する制斉 G}f先所

論文 戦後Milli市況の規定要因 M辿経済研究 1976. 10 

資料 七i活2海世員学校卒業生の動向とl徹 海上所労働報科学 1977. 3 
業~t IC関する制査 研究年 10

，， 船員宿祉のf'dl念とその具体策IC 海上労働科学 1977. 3 
関する調査（2) 研究所

；広J.:: 船員労働の技術論的考察 tfij流社 1979. 3 

共有 海辺縦説 海文堂 1979. 4 

論文 （酬 ！技術と船叫 ti~事産業研究 1978. 5 
｛謎理論 所幸世 ～7 

，， 使宜ri'tPJ-船とその分析について 交通学研究 1978. 11 

" 過渡期の船員意識について 海辺経済研究 1978. 10 

，， 便宜船員の類型と量的検Jサ t所ffj報;p:産業研究 1979. 6 

資料 船関員福祉の理念とその具度体）策lζ 海上労働科学 1979. 3 
する調査（昭和53年 研究所

論文 材帆船業の主要地域の実態調査 東京報i河船大学 1980. 3 
研究告30

，， 外交航海巡（〕中西編「3版日本の ミネJレヴァ 1980. 6 
通問題」 書房

，， 便宜船員の歴史的考察 海辺経済研究 1980. 10 
14 

柴田悦子 著述i 「港湾経済」 成山堂畜：店 1972. 6 

共著 カー・ フェリーとトラ ック輸送 「かわりゆく
トラック運輸
産業j

論文 港湾広域化問題の一考察 「泌湾経済研 1971. 10 
うE」No.9 

，， ILWUス トについて 「刻代の労働 1972. 5 
組合月迩動」H
大当店

共著 「国家資‘均本の理論」第三t't 大月当：店 1974. 11 
海運港 と国家資本

論文 港湾における国家資本の考後 「経済研究」 1975. 2 
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氏 名 区分 発 表 ア てF 発表個所 発表年月

柴問悦子 共著 「港湾流通」市第2主主 成山：•tl:tf-1;5 1974. 9 
港湾流通と 民生活

論文 港湾における公共性の再検討 海辺経済研究 1973. 10 
7号

書評 飯田秀雄『海峨復合輸送の研 ，， 1974. 10 
究』 8号

共著 「日本の交通附題j第8i¥'i: ミネノレヴァ 1973. 5 
内航海巡

論文 港湾労問働点法一部改正の背畏と若 所海報＊以業研究 1973. 7 
干の題

，， 「港湾労働法一部改正」の本質 「労働良民迎 1973. 9 
について 動J

共著 交通概論 有量gi).J;J 1977. 3 
（第 2 ~ ， 交過における資本主
義の発展， E海述）

,, 
国家資章本の理論 大月沓店 1975. 
本（第）3 ，港湾・海運と国家資

II 船特員家族の生活ならびに生地計費 「経営研究」 1977. 3 
の質一口ノ律報告，神戸 区』ζ 第27ときーEザ"4. 5, 
おける実態調査 一 6合併

，， 物filliと港湾 「港」湾経済研 1975. 10 
一価格形成における港湾の 究 NolO
位置ー

II 港湾機能の変化と地域問題
東会「都京都市政問題調」査

1977. 2 

善評 織田政夫著 「海巡経済研 1976. 10 
「海運経済論J 究J

共著 港の明日を考える 法律文化社 1979. 4 

,, 「日本の交通問題J3版 ミネノレヴァ 1980. ・6 
第9主主 内航海巡

論文 港湾情報システムの実態と問題 経営研究 1979. 1 
点 158 • 159 

，， イギリス港湾の実態と問題点 経営研究 1980. 3 
165 ' 166 

”f 食粧，食品輸入の実態と問題点 所海産研 1980. 8 
報 170

，， 港湾計画における市民参加 港No湾18経済研究 1980. 10 
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氏

東海林

名 区分 発表 テ て7 月
一

6

年

一

L

表

一
町

発

一
日

所

一
削

個

一
港

表

一
式

発

一
日滋 ｜書評 ｜柴悶悦子「港湾経済」

論文 ｜港問＆送'F:!Rにおける公共の平iJI 「近代港湾」 I1974. 6 
必 ｜ 釦6どき第6号
一欧米の法令先例をたずねてー ｜

I 海辺における経済効事 I (u}Ij(交通研究 I1978. 4 
-Gossの論文IC寄せてー ｜第15集

資料 ｜グロチウスとへ ームスケノレク ｜海 運 I 1978. 6 
第609～611I～8 

号

書評 ｜宮本清四良II『海注同盟fjjlJ皮論』 Ilfii事産業研究 I1978. 8 
｜所報第 146号

l地問知平『海ill産系論』 I (u}連経済研究 I1978. 10 
第12号

論文 ｜定期船iili質論の展望
第ll号

1977. 10 

資料 ｜欧米における港湾経済の研究 ｜関西大学『尚 I1980. 4 
学論集』
25-1 

審評 ｜織問政夫著『海運政策論』 ｜海運経済研究 I1980. 10 
I 14 

鈴木 l兇 ｜共著 ｜急テンポの 「合理化Jと港湾労 ｜「労働J2l民巡 I1973. 1 
働者 l動J

畜評 ｜港湾産業の危機と発展 ｜ 「港湾経済研 I1972. 10 
1究JNolO 

共著 I；新港ふ頭再q整備計画』E伴う背後 ｜横浜市港湾局 I1971. 9 
地調査結果報告書（第4主主） ｜ ｜ 

l世界主要港湾における管理運営 ｜東京都港湾局 I1972. 3 
状況調査（1)（第2部第6主主〕 ｜ ｜ 

I 欧米諸国における物的流通の近 ｜（財）世界経済 I1972. 10 
代化（第 1.I;I) ｜情報サービス

I j芯湾の知識（第6f,'1'., 7章） ｜：東洋経済新報 I1976. 12 
｜社

論文 ｜港湾と交通問題 （現代日本の交 ｜「ジュ リストJI 1975. 11 
通問題） ｜総合特集

第2号

1横浜港と市民生活 ワ
t

r内
υ
η
ra
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d
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月
治
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氏

鈴木

港湾研究文献目録

名 ｜区分 発表テ ー 7 発表個所 ｜発表年月

脱 ｜論文 大樹市港湾附ける酎m発の論 ｜港湾労働経済 1977. 3 
J:1J!. i 研究所編「港

｜問機能の総合
l ’的；l!l!題」

Ml介 ｜北見俊民II「都市と港一港r.ns侃市 「港湾経済研 I1976. 10 
｜研究］f；説－J )'I,」No.14 I 

1979. 5 
｜｝｛ t ） ｜共済 ！…ヰ学（第

資料 ｜船舶に対するポートサービス:Wnl .illi輸符 I 1979. 3 
1査 1

I I ｜安全制限界分M 1 ~；一港湾住設 1 1980. 3 
I 1石巻港臨港交通体系誠究 i宮城県 I 1981. 3 

l娃設業就業体系；U.'J査 )_ll設省 I 1981. 3 

杉浦和彦 論文 ｜港湾巡送迎賃負1H変化の与える ｜日本港湾経済 I1981. 3 
影響と効果に闘する一考察 ｜学会中部郎会 ！
一名古尾港のコンテナ貨物流動 1制「港湾研究」｜
の実態ICてらしてー 第2号，(1980
｜｜年） ｜

高橋恵三 ｜共著 ｜酬と臨海部開発 ｜成山2出店 ｜四77.5 

論文 ｜港湾財政問題に関する若干の考 ｜［港湾経済研 I1916. 10 
察 ｜究.INo.14 

II 1港湾財政の現状と問題点 ｜ 「日 本海』J~新 I 1977. 5 
I IHJ」

，， 
l東京港埋立地｜摘発の方向 ｜月刊「用地」

l東京叫山開発と新しい経 肌」 I 
営の方向

書評 ｜北見，荒木共半年「港湾社会」 ｜「港湾州問76.10 
究JNo.13 

’北見，荒木共著「港湾社会J 「港 iliJ 1976. 1 

高村忠也 ｜論文 ｜荷（主と船主）の協調を促進する道 ｜｜ 荷主協会 1978. 2 
l～7 3. 4. 5. 6. 

，， 
i刷協議機純一型 凶民…卜978.5 
1現行行圏（内複合中巡送の仕組みと先 関西物流近代 11979.3 
き上 ・ ） ｜化センター 6. 
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氏 名 区分 発 表 ア ーマ 発表年月

高村忠 也 論文 定石期j船同緊｛行動~怠~lお条定約の中中の 荷協月報 19’/9. 6 
対主問題上一手み協を心
にして（ ） 

高見ト白fl 論文i港湾糊へのシステムズアプロ 港湾経済研究 1972. 5 
ーチ（21 所

，， 流通拠点港湾の概念について 首員都会凶桜備委 1973. 5 

，， 海1'f通関業務の引状分析 日本悩報処理 1974. 3 
開発センター

" データベース輸出't11i報システム 港湾研「港湾 1974. 5 
の概念 と貿易J

，， ｜川 ーのLabourSystem 常研「港湾 1974. 10 
と 主主J

" 外る諸国貿問題易とわが国港湾の当面す 日本荷主協会 1974. 12 
会報

，， 輸入貨物及び輸入i通関告書業務のフ 日本的報処理 1975. 2 
ローに関する実態報 開発センター

（共資料号待） 輸入貨物及び輸入通関業告省務；フロ 日本f協1':報処恕
1975. 4 

ーに関する実態調査報 開発会

" 港湾業務へのシステムズ ・アプ 港湾経済研究 1975. 7 
ローチ｛4) 所

貿易データ共用のための基縫分 日本・t・1'J会報処理 1976. 4 
析 開発協

" 1毎巡貨物取引関係・m報システム ，， 1977. 4 
の概要

，， 港湾業（務5)へのシステムズ ・アプ 所港湾経済研究 1977. 5 
ローチ

，， 港湾業務へのシステムズ ・アプ ，， 1977. 6 
ローチ（6)

論文 わが国港湾業務の桃造的特殊性 日本荷主協会 1976. 5 
について 会報

，， 港湾・tr'i・報システムの理論と健記号 「港湾J 1976. 9 

「セ一一世界の附
「手会日J本続A貿易易関係

1976. 9 
イズムとデモクラシー 間化協

STPROJ 

，， ｜日本の港 ・世界の制2）栄光のベ ，， 1976. 11 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

高見玄一郎 エッセー日本の裕 ・世界の港（3）都市と港
手千日J本続A貿簡S易易関係

1977. 1 
湾と商人資本 化協

TPRO」

,, 日本の港 ・世界の港（4）大航海の ，， 1977. 3 
II寺代，ポノレ トカ勺レとスペイン

，， 日本の泌・世界の港（5) ，， 1977. 6 
東洋と西洋

論文 港湾における資本主義発展の諸 日本港湾経済 1979. 10 
形態 学会

，， 日査史世界における人間と港湾 〆ノ 1980 10 

,, CARDI Sとは何か，CARDJS 港湾研 1979. 8 
パイロット・テストについて

，， 動国際向貿易データ通信システムの 日本情報処裂 1980. 3 
開発協会

，， 横浜港10年の変貌 港湾研 1979. 9 

，， 東京港10年の変貌 ，， 1979. 10 

，，，， 第3次産業革命と港湾の変貌 ,, 1980. 9 

，， 東変京湾6港の貨物動向，10年の ，， 1981. 1 
せんを見る ～3 

,, 港湾の振興について，ポートセ 日本港湾協会 1981. 2 
- 1レスを中心として

委調託査 状国際貿易データのコード化の現 横浜市港湾問
1979. 2 

，， 港湾審式の襟準化について ，， 1980. 3 

,, 横浜港lζ関する市民意識調査 ，， 1981. 3 

翻訳 CARD IS Pilot Test 日本情協報処驚 1980. 10 
開発会

，， Syntax Rule TDI Pilot Test ，， 1980. 11 

報告書 アジア太平洋地域の会貿易議簡易化 コンピュータ 1981. 3 
のためのデータ通信 fCつい ・エージ
て

玉井克輔 共著 わが国関における港湾政策の特質 「港機湾と産業の 1972. 8 
と展 危 発展」

論文 港成立湾にと展お開ける賃労働と荷役業の 「港湾経済研 1971. 10 
究」No.9 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

玉井克稿Ii 論文 港湾労働者の賃金と生活 「海事産業研 1971. 12 
究JNu66 

，， 辺町L技術（2)変化K適応する船員需 「東京報商船大 1972. 1 
（共） 給問題（ 学研究告J

，， 「人文科学J
第22号

，， 大都市港湾と「港湾労働問題」 「港湾問題研 1972. 6 
の展開 究JNu 2 

，， 運航伎術変化IC適応する船員需 「東京商報船大 1972. 12 
（共） 給問題（3) 学研究告J

，， 「人文科学」
第23号

書評 喜多村昌次郎 「港湾産業J 「所海報事産業研 1972. 1 
究」
Nu67 

棚橋貞明 資料 海上コンテナ， コンテナ船，コ 「生産と迎搬J 1974. 10 
ンテナ担手頭とその荷役

論文 コンテナ貨物の交京錯港輸送中ICつい 「港湾経済研 1976. 10 
ての一考察一東 を心とし 究」 Nu14
てー

干須和富士夫 共著 港湾運送事業法入門 港湾経済研究 1971. 9 
所

論文 輸送システムの発展変とターミナ 「港湾Nu経済研 1972. 10 
ノレオペレーションの 化 究J 10 

，， 東京湾管港湾問取扱いEの適正化と ，， 1971. 10 
港湾理題 Nu 9 

，， 港湾におけるレジャ ー機能の発 「港湾経済研 1973. 11 
展と地域開発 究」 Null

共著 告輸書出貨物と海貨通関フローの報 同名書 1973. 3 

，， 
海（部貨通関業務の現状分析 総合貿易情報 1974. 3 
分分担） システム調査

報告書（ill)

論文 元制港管湾政策と史研究序説 「港湾経済研 1975. 10 
一貿易理港湾ー 究」 Nu13

，， 東アジア貿易iζ占める沖縄港湾 ，， ’F 1976. 10 
の地位 Nu14 
一特に14世紀を中心にしてー
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氏 名 ｜区分 発表 テ ー 7 ｜発 表個所 ｜発表年月

干須和 富士夫 ｜｜活部 1＜＇ノレ コポーロの見た幻影 陶iJ~ ' 1975. 9 
50年9月号

資料 l輸入貨物及び輸入通関業務フロ｜総合貿易情報 I1975. 4 
ーに関する実態分析調交 （部分）＇ システム調査 ｜

報告U lV I 

貿易データ共用のための基礎分 ｜ 向 上 I 1976. 4 
析調査（郎分） I V I 

海辺貨物取引’tr'i報システム調査 ｜ 向 上
（部分） ｜ 羽

l時評 I!&di原則E委ねよ l 「港湾J
2月号

内ベ
u

n

〆U

7

a

η

t

 

勺

t

円
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叫
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論文 i.JL:代の港湾都市 日本浴湾経済 I1977. 10 
学会年報

ヨ巳代の泉州広州地 R
u

n
L
 

nk
u
n
u
d
 

ワ
1

ワ

f

n同
d

nuU

4
E
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A
 

期待される港i返事業の将来像
一浴巡事業の構造改革試論一

l 横浜港史mJ~ー横浜浮世絵を通 l 日 本港湾経済 ＇ 1980.10 
してみた初期杭浜港 I＇学会年報Nu18I 

「市民による都市創造jと港湾 l " I 1979. 10 
の格制1 I Nu16 

資料 ｜港湾施設の種頬とその利用法 ｜疏通設計 1979. 9 

港湾荷役の作業形態と問題点 I " I 1979. 9 

論文 ｜倉庫と輸入貨物 ｜倉陣 地42い979.8 
通関業務と物Im合主主化Ill・12) ｜港湾荷役 I 1979. 10 

第24~ 4 号 ｜
第25.{!:1号 I1980. 1 

共著 ｜港の社会科学 IM文訳出版 I 1979. 5 

論文 ｜横浜港の港湾述送卒業の変化とl船と継のはく I1979. 10 
動向 ｜ぶつかん

Nu 3 

共著 Is訂版？lr.f業務の休系 港湾都市M報 I1979. 12 
サービス

仕l中 省三 ｜論文 ｜上出戸市］受iJjiJ以後の変化につい ｜「港湾経済研 I1972. 10 
て ｜究JNulO 

共著 ｜海1't:!長の経済誌鍛iと｜刻する研究 ｜港湾労働経済 I1975. 6 
（第3主主） ｜研究所
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氏 名 ｜区分 ｜ 号も 2長 ア て7 発表例所 発表年月

日1 中千？三 論文 コンテナ ・フレート ・ステ ーシ j耳司王産業研究 1974. 10 
ョンにおけるオペレーションの 所報 Nu100 
分析

「全国治的」の結成と前進 「労働illifilJJ」 1975. 5 

港湾労働における労働協約交渉 港湾年労働経済 1976. 12 
の進展をめぐ って 研究報Nu1 

illif't岡山とt食品制度 海事態~研究 1977. 4, 
所報 5 

輸送の変化と検定機関 港湾荷役 1977. 9 

公団的E自にみられる ＇－＇i則的利用 海所事報産業研究 1979. 1 
について（11

共著 lリj日の泌を考える（第5：＜？：技術 法律文化社 1979. 4 
革新と労働者）

問中文一
港湾財政のが本問題 「港湾経済研 I1975. 10 

究」 Nul4

哩純集I以記A等上4省K主事の略54ほか？〈究狗，田），（宮ゐ司大社論経会文済科あ学論り集j長。論
rn 

谷端政嗣 論文 80fド代における首都圏物流の行 物流 1980. 2 
方

占評 矯l磐ff一白II幸子「ハイウェ一時ftJ輸送展望 1980. 

相 18聞の合械

冬号

一隅社刊 1980. 11 

論文 複能化時代を迎えた倉時業 輸送展望 1981. 
冬号

l時評 物流 ・輸送士事lζ関するもの 運輸タイムス 随 H寺
他

論文 ！！引11問題とトラック業界 輸送j民'JI 1979 
秋号

，， パレット輸送の抗t進について思 生産と巡搬 1979. 12 
つ

間溺1 明 ~tux 土地利用の課題とその在り方 「北海学園大 1972. 10 
学悶論~J
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氏 名 区分 発 表 ア マ 発表個所 発表年月

筒浦 明 論文 北海道における都市発達の地理 「北海道都市 1973. 1 
学的研究 学会年報J

，， 北海道の観光産業 「地理j 1973. 3 

，， 稚内市を中心とする道北地域の
開（北発海論学集園大）

1973. 3 
土地利用

寺谷武明 著書 日本港湾史論序説 ｜時/iill社 1972. 4 

論文 第 1次大戦期の鉄鋼政策（安藤 東大出版会 1973. 5 
良巻）雄編「日本経済政策史論」上

著書 日本近代造船史序説 巌南堂 1979. 3 

共著 近代日本経済史 有斐閣 1980. 12 

著書 海運業と海軍 日本経済新聞 1981. 1 
社

徳田欣次 共著 増毛町』ζおける「季節構労働」と 北海道農業会 1977. 2 
偉業者出稼ぎの展開造 議

論文 「輸送革新」と荷役労働問題 「北海道労働 1976. 3 

経(I）複 北輸海送道における（港2J湾 研究JNo. 119 
白合一貫 を中心lζ ー

，， 港湾労働者の職業移動労働市場 「港湾経済研 1976. 10 
について 究」 No.15

，， 流通サービス部門における雇用 「北海道労12働 1977. 3 
と労働IC関する調査研究 CI) 研究JNo. 1 

（資共料著）
北海道ICおける季者節「労働 (II) 北海道立総合 1976. 3 
一北海譜道における 季組節織労働J 経済資研労究所研
の動系 ，季節労働の 化と 究料働
illi について一 No.31 

，， 北海道における季節労働（班） ，， 1976. 3 
一道外における季節労働文献資 No.32 
料についてー

富田 功 論文 貨物運賃政策問題の予備的一考 「交通経済論 1972. 9 
察 集」 No4 

資料 浦和市都市計画報告書（第l章〕 浦和市 1971. 3 

，， 
新港ふ頭再整備計画lζ〔共関著す）る調 横浜市港湾局 1971. 8 
査 （第4章，第5章）

共著 世界主要港湾ICおける管理運営 東京都港湾局 1972. 6 
状況調査（1) 第 2部，第8章

，， 
横（浜2)ポー ト・ オーソリ ティの研 横浜市港湾局 1972. 10 
究 （第3主主， 第2節〕
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氏 名 区分 ｜ 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

富田 功 共著 欧米諸国lζお際ける物2貢1輸的;'i:)流送通の近
世界経済情報 1972. 9 

代化 一国ー と貨物 サー ビス
ターミナノレー（第

-JH平 Ocean Freight rates 「港湾経済研 1971. 10 
究j No. 9 

，， Proceedings of the Seventh ，， 1972. 10 
Conference No.10 

，， コンテナリ セ．ーシ ョン 「能湾」 1973. 1 
一輸送 システムの変革一 Vol. 150 No. 1 

論文 地方問港湾における管J'Jl・運営の 「港湾経済研 1974. 10 
諸題と課題 究J No12 
一小名浜港との関速においてー

，， 交通巡賃としての港湾料金問題 「運輸と経済J 1974. 11 

，， 引代港働福湾管到1・i亙営の！間民望と港 「海事産業研 1974. 12 
湾労 利厚生施設の題性 究所報」

No. 102 

資料 公私共同企業休諸による時頭経営 ！~l頭経営研究 1973. 3 
ーその基本的 問題と課題一 会

，， 世界主要港湾概況 東京都 1973. 3 

，， 
世界主（要2）港にお章ける管政運営状

，， 1973. 6 
況調査 （第2 第2節，第9
節）

,, 
小名営浜体港の港査湾（整備計図と港節湾） 福島県 1973. 9 
巡 系調第 1 ~ ， 第 3

，， 
横究（（浜第3) ポート ・オーソ リティの研 横浜市 1973. 9 
一東京湾問題と 港一
2章第2節，第3横:'Ct第浜1鮒J)

，， 横浜港湾労働会館建設構忽とそ ,, 1974. 3 
の課題

，， 杭浜港と横浜 （市民）経済 ，， 1974. 9 

者評 Dockers-the impact of 「港湾経済研 1973. 11 
ind us trial changes 究J No.11 

論文 国際輸送と港湾料金 「輸送展望」 1975. 4 

,, 交通投資iζ関する若干の考察 交通経済論集 1975. 8 

，， 市民経済と港連湾政策の転換 「港湾経済研 1977. 10 
一物価との｜菊 lζおいてー 究」 No.15

,, ターミナノレ投資の基本課題IC関 海事産業研究 1976. 10 
する一考察 所報
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氏 名 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

'fa fB 功 論文 l港集湾所得挽叶κ闘する辺I「の考I港研湾究年労報働経tJ'r, 1976. 10 

欧米ポートオーソ リティ 横浜市調査季 1976. 12 
一わが凶港湾行政を考える一 報

資料 ｜大規模工業基地港湾の経常事業 噸経営研究 I1975. 9 
吾，.~Iii （分flI執雫 会

苫法小牧級東港港湾経営の実践的方｜I I 1976. 12 
と組体fl日］IC関する調査研究

福井港港湾経営調査

書評 北見究俊序郎新「都市と港一港湾都 「j毎巡J
市研 説ー」

論文 港湾機能の経済効柴の諸問題 港湾機能の総 I1977. 4 
合的課題

II I同市問題研究開
研究年報
(Nu 2 

｜ 港湾総帥Ii~~ ｜ 附N且16 削叩究釦川川｜川川1978.

（｜問
港湾労働経済 ＇ 1979. 1 
研究年報 I 
(No 3) I 

雑貨t早頭における流通施設の適｜港湾荷役 I 1978. 3 
正計削IC関する剥査（II) ｜機械化協会 ｜ 

はしけ巡送実態調査報告占 （財）港湾近 1979. 2 
代化促進協議 ｜
会 ｜

Annual Report I lf,lii員経営研究 I1978. 11 
(Wellinton & Townsville），会
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紹介 ｜ 『欧米諸国の港湾管斑とその財
政』

〆 ｜北見俊民日 ・奥村町l二編著
『都市と臨海部開発』

「港迎j I 1977. 12 
2～18 

「法湾」 I 1977. 7 

「港巡j 1977. 10 
2～16 

港湾経済研究 1977. 10 
Nu15 
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｜必の社会科学 （四郎編）

交通論l2I('i: 

l 横浜l白工会議所百年史

論文 i 港湾経営 lζ｜刻する 1~本的考察

l 発表側所 ｜発表年月

［一研究ド977.10 
所報尚136

H榊 l社 11979.5 

FhdquηLnU41nU1iqJ 
1lA噌Eム

nunv唱iQUAUnU1An目
。10Dn白ワtn口nDnDηlnMdn同Jvn同un吋υnudnHdnHunu，M
Ill－－111 

議ι街灯済4済同法例5代会
会刊紙ぬ経尚経品川経陶近議
工的報働報湾報働報湾協
収監街地年労年治年労年治進
か〈ι浜本会湾究本会湾究村促海成山刷所日学港研日学港研O化

に的問
題礎的
課基礎書
的る基止円
質すの報
本闘常査
の祭K述調
J考題・態
化の間出実
営1発管送
絞れ関湾迎
拘る再地け
泌す湾察代し
「関港考削出題は

ソYV料ι’’’’〉1曳
pl， 

l宅港周辺地域としての宮里村振｜（財）千諜地域 I1979. 3 
興計｜凶調査報告書 科学研究所

l港湾再開発調査報告番 北海道開発局 1980. 3 
港湾部

紹介 ｜山覧』間源次著『シ ッピング実務総 「港 illi」 1979. 5 
4 -05 

土居 精範 ｜論文 ｜東京諸継における内航海運の現状 「、必湾問題研 1972. 6 
と問題 究J No 2 

l内航海運業の再編成と埠頭問題 「港湾産業の 1972. 8 
危機と発展j

l長距長離フェリ ーの動態再と構造 「交通学会 1972. 10 
一 距離フ ェリーの 編成に関 1972年研究年
する一考察一 視し｜

共著｜急テ ンポの合理化とたたかう港 「労働民民連 I1973. 1 
湾労働者 WJJ No83 

よ十言平 ｜港湾の管理 ・述営をめぐって 「｛fijcj1産業研 I1972. 5 
一国際連合引jPort 究所報」

Administration and No71 
Legistration Hand book一
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氏 名 区分 ｜ 発 表 ア 7 発表個所 発表年月

土 hi+ Y'1'i 範 共著 Ill:界主袋港湾、における管理ill!常 東京都港湾川 1972. 7 
状況調賓その 1）第2部第7
・f;c 

，， 欧米諸国における物輸的流通の近 世界経済的報 1972. 10 
代化 一国際一口送と貨物タ サービス
ーミナノレー第H’e

,, 交通労働者 「現代交通の 1975. 1 
J'Ji論と政社策J
日本評論

論文 内航業海.＆の動態と締法一内航察海 「海辺経済研 1973. 10 
迎の再編成iζ関する一考 ー 究」第7号

,, 
港二湾革労働者長の労働時働間IC関する 「港湾総務研 1973. 10 
一望紺書i一 時間労の実態と時 究J Null 
間短の展望ー

，， わが闘の内航海)ill業に関するー 「所海4報4産業6Jf 1974. 1 
考察 究 JNu91 

，， 港湾労働者の時間短縮闘争 「労働良民i謹 1974. 2 
!lj}JJ 

資料 状l並界主要港（湾における管理.illi営 東京帰港湾局 1973. 3 
況；＇J，可査 その 2) !If~ 2都第8
止エ，ι' 

，， わが第国のインランド・デポの現 港湾総合研究 1973. 4 
況， 3i;'t 所

，， 大規模方工業基地港京湾経営の諸問 陣頭経営研究 1974. 7 
J!1iと！旬，第E 第4節 会

，， 内航海巡の構造変化と今後の諜 !ROA D」 1974. 3 
題

" 長距離フェリ 一再編成の動向 「日本海事新 1974. 10 
間J

省評 北見 ・喜多村編「港第湾流通」〕 「海巡」 1974. 12 
(i.!主湾研究シリーズ 10巻

論文 港湾における「第（上3・セ中クター」 所海事産業研究 1975. 4 
に関する一考’祭 ・下） 報 Nu106 ～6 

～108 

，， 現代アメ リカ定J~J船海辺業の動 年日本報交通学会 1975. 10 
態と構造

(1975年）

，， 近tuょ海辺と仕組船 「海員J 1975. 5 

紹介 白初llM男著「流通過程の研究J 「流通とシス 1976. 3 
テムJNu 7 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

土居梢範紹介 新川交口i順必啓・輸他送共事シ与ス「物テ疏ム合J理化と 「流通とシス 1976. 9 
テム」 No. 9 

" l港湾労働経済研究所編「港湾の 1977. 3 
知識」 Noll 

論文 ｜外資!I(.頭公団の分析 港湾機能の総 1977. 4 
合的課題

，， I 2（）（）カイリl時代の水産物流通 流通とシス 1978. 3 
テム No.15 

，， l内航海運の変零 海i!ll経済研究 I1978. 10 
No.12 

沓評 ｜市来椅也君ー『倉庫業界』 季刊輸送展望 I1977. 5 
No. 162 

，， I 『欧米諸国の港湾管理とその財 日本港湾経済 I1977. 10 
政』 学会年報No.15

，， ！市『川脆雄箸 季刊輸送展望 I1979. 1 
新訂版 ・港湾運送事業法論』 No. 169 

論文 ｜山版物流通の現状と今後の展望 尚品先物月市場 I1977. 2 
52年7 号

資料 ｜ル y 卜員ぴパレツ卜作業用物 日本物年流年鑑 1978. 5 
流機探の発 1978 版

海文：iii: 1979. 4 

Plの社会科学 1979. 5 

" i経営経済学の基本問題 ミネノレヴァ嘗 1979. 12 
房

論文 ｜アメ リカ質占領前期のわが国交通 広紀島商船高専 1979. 3 
政策の特 要 No1 

，， l蒸気船による沿岸定期輸送の盛 1981. 3 
衰 No 3 

，， 1戦後内航海巡政策史研究序説 所海報事産業研究 19η8 
No. 158 
～163 1980. 1 

II 
l外貿陣頭公団設の立廃へ止のと Port ｜港湾経済研究 1980. 10 
Authority 道 No.18 



港湾 研 究文献目録378 

｜発表年月

11975 

発表個所｜区分

r:;;i li狭湾峨Kおける述合部rl1J膨
成について

7 ア表ずE名氏

4 

1975. 11 

ス
る

）

文

リ

す

附

論

ポ

関

分

会

ナ
に

3
学

作

店
内

ω

イ
成
究
節
水
止
日

2

タ
形
研
（

土
山
町
ぬ

エジ
法
ロ
手
プ
両

つ
引
川

も
仙
を
戦
卜
の
ク
域
パ
地
ン
辺
イ
川
境
ト
殴
ク

J主h主長

PD
 

nn
v

F

h
v
 

勺

l

ηl

nwu

n同
d

1
A

噌

E
A代近一

流
タ
物
ン
西
セ

9

目
q
レ
u
n
u

Nn，4
e
M
門

ハUphu 
η
，b
 
ou 
M
N
 

段るけおに
い

以

と

述

ふ
u

仙
川

の

て

紘

安
い

分

市而

つ

の

性

に

組

力

投

山

川
刊
住
枕

A
附

物
6 

土木学会論文
報告集
No. 255 

外四i不経済を考！必したタ ーミナ
ノレ立地iJli定とその分般的達成

1976. 11 

1976. 10 土木学会第31
回講演概袋集

広i境’j（所j評価の土木，｝l・u!ITへの適
用

1976. 1 「港湾J
53巻l号

物流体系における港湾の役割

7 1976 
53Q 7号

港湾と安定

1977 カラム63
（新日鉄発行）

物流時代を開く鎚ーターミナノレ
の2Pみと環境形成ー

業木
’ヤ
L大巨の後作以 1977 土木ザ：会誌

1月号

7 

1979. 10 

1979 みなとの防災
62号

Memoris of 
the Faculty 
of 
Eni:rineerini:r 
KYOTO 
Univcrcity 
Vol 44 
Part 4 

防災とみなとづくり

Decision Analysis m a 
Fishing Port P rojectusing -
M ul tiattibute U ti! ities 
Theory 

資料

論文
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関西物流近代
化センター
No23&24 

内代交通史となにわづ
（｜）（下）

3 
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発
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対

回
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刷
演
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議

第
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会

総合評｛曲の不確実性と代科案の
決定
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氏 名 ｜区分 ｜ 発 表 ア て7 ｜発表個所 発表年月

1981. 1 

のゲーム論的桝 会！血l学講研演究集発表

｜ 予測の利 1981. 1 
定

土木・J~.：！£における不確実！日］,'Ill 土木学号会誌 1980. 9 
9月

｜都の変造と水辺ー古代交通土木ラメ バ 24 1980. 9 
5たを中心として－ 9月号

論評 国際化社会への関西の脱皮 トランスポート 19加 12
｜一関西国際悦設附同の答申 12月号
を読んでー

中本 Sil 夫 論文 港湾の総論と各論 「凶九州j 1975. 6 
Vol. 294 

，， 港湾と地域社会 ，， 1975. 8 
Voし 296

，， 港湾と科学と人間 ，， 1976. 5 
Vol. 304 

，， 従属から自 1=1~セtへの価市値観場の転 " 1976. 6 
換についてー佐世保の合一 Vol. 306 

，， 
防衛佐施設所保不E港を湾の矛盾と問題 「港湾経済liff 1976. 10 
点－ tit 港 モデルとしてー 究JNa14 

，， 御手洗港lζ関する一考察方 ，， 1978. 8 
＝過疎肉IF.島の地 港湾 No.16 

// 過IBRiJ~ と過密浴 「西九州」 1979. 3 
Vol. 339 

論評 過伴；港と過疎港 月刊「西九州」 1979. 3 

，， 港湾のl立界 ，， 1979. 4 

，， 港湾管理の基本的な考え方につ ，， 1979. 5 
いて

" 港湾の性絡付けについて
，， 1979. 6 

，， 港湾の経営について ，， 1979. 7 

，， 港湾の経済外的機能について ，， 1979. 8 

" 港湾への期待と評価
，， 1979. 9 

// 港湾と自然 ，， 1979. 10 
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氏 名 i区分 発ぷテ
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永野為紀 1論文

共著

翻訳 J
号

j
u守

mm
3

理
4

地

巻

地

巻

新
刊日

新
川印

「

第

「

第

インドネシア

カナタ

論文 仙台湾岸における港湾立地の変
化

「東北地J'IU
第24どさ3号

1971. 12 

1972. 3 

1972. 7 

神il1おにおける）］切網漁業の構 ｜「仙台大学紀 I1972. 7 
造 ｜ 必」第 4 ~

糊訳 ｜東南アジアにおける郷市と都市1「新地理」 I 1972. 9 
問題 I ~~20冶 2 号

論文 ｜伊豆神体烏の産業構造とその変 ｜「東北地.E'MJ 1972. 10 
化 ｜第24巻4号

後進地域ICおける工業地の形成 ｜「仙台大学紀 I1973. 10 
と版日＇~ ｜袋」第5集 ｜ 

｜小名浜港の工業港への発展過程｜福島県 I 1974. 3 

I 刷工一向性 i糊ー I1974. 7 
｜｜会 ！
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資料 港湾 ・港湾問題の文献と解題

翻訳 1

論文 ！

て7 発表年月

1975. 10 

発表個所

｜「地型」
第20巻10号

ア4長免区分

紀

名

為'.llf 

氏

ノK

9 

1976. 10 

1975 「新地出J
?f¥23冶2号

「Bulliten
of Sendai 
Univ.」
Vol. 8 

ビノレて7

Th巴Distributionof Ports 
and Its Regional 
Tendency in Japan 

I 1977. 10 !Bulliten 
of Sendai 
Univ. J 
Vol. 9 

Types of Industrial 
Ports as Viewed from th巴
Way to Use Wharves 

料資 3 1979 宮城県宮滅県における物流と交通問題
について

1979. 5 『j径の社会科
学J 海文1?.:

「港の分布」（「地域開発と港J)共著

1979. 10 紀

集

』

学
日

学

大

第

法

台

制

号

仙
J

仰

7

「
妥

『

第

石巻工業港における港湾機能の
性特

論文

1979. 1 

1972. 6 同文館

T.ペインのガパメント論

著書 ｜貿易取引契約

著書 ｜関説・税関論

論文 ｜

論文f主

ill量

森

源

際

谷

凶

浜

4 1970 財務出版社孝俊波多江

1977. 12 福間大学尚学
論叢

特恵関税とその後 一我国の一
般特恵関税を中心にしてー

1972. 9 「うとi並経済論
~」 No. 4 

北九州継のJ;)~i兄と開発計凶論文1屯広
｝ 

r ~l1 日

1973. 9 
No. 5 

苅問継の成立とその発展

5 1974 「地即の集い」
No. 4 

北九州市府総区の貨物電車

1974. 10 「港湾経済研
究JNo12 

苅田港の現状と開発計闘

1975. 8 「交通経済論
集」 No.6 

博多港の現状と課題

5 1979 現代交通と地
域経済の諸問
題

千葉港と地域経済 ・社会の蕊本
的問題

論文司ヰJ:？平針。

1980. 10 「港湾経済研
究」 Nal8

鷹取調編著 「現代交通 ・港湾の
諸問題J

文献
紹介
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

阪［尚治哉 論文 イギリスの貨物輸送引↑111 「輸送民望」 1976.10 

，， イギリスの公通事情 .i!li輸経済研究 1976. 12 

，， 公企業の再検芯 「ジュリスト」 1977. 1 

，， 凶鉄再illと＆質問題 「公明J 1977. 4 

初介 各国都市公共交通機関の財政懇 経営志林 1978. 8 
化と財政JttJJJJの実際

共事E 交通問題と地域主義 学『防占房 1978. 3 
地域主義』

論文 国鉄分割lは再illの決め手か エコノミスト 1978. 7 

，， 管理指向型の大都市交通戦略 都市問題研究 1978. 11 

編者 東京 ・ロ ンドンの研究 法大出版局 1978. 12 

古 川 哲次郎 論文 海巡実務担論 海「船文長堂コース」 1974. 1 
～12 

，， 海運業における原価管到！の研究 海所報事産業研究 1973. 7 

，， 内航海迎における需要構造の分 「海道」 1973. 11 
析

，， 内航 rn輸と経済J 1975. 2 
著沓 海運実務の2ま｛礎理論 海文堂出版 1975. 2 

" 海i道実務の蕊（雄理論 海文＇！＊； 初版
1975. 4 
3版
1977. 4 

論文 海iiliにおける長期:iili送契約の概 「海運」 1975. 6 
今＂ふ、

紹介 「船舶需要産業の動向と海運造 「海 :iiliJ 1977. 3 
船」

，， 「MaritimeAbbreviatons」 fl毎巡」 1975. 4 

論文 用船契約の：！＆縫浬念 雑誌「海運」 1978. 4 
～5 

書評 国鉄の再悠 ，， 1977. 11 

，， 海運同盟fjjlj度論 ，， 1978. 7 

論文 交通雑学① 外航労務協会 1979. 2 
「七洋」
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氏 名 ！区分 発 表 ア て7 発表個 所 発表年月

宮 川 智次郎 共著 交通論12章 成山堂 1980. 9 

論文 船舶大刻化専用船化の経済性 交通短大 1979. 9 
交通論議NolO

，， 都市交通の基礎的概念 ，， 1980. 10 

，， 交通雑学 外航労務協会 1979. 2 
「七洋」 ～～ 

1980. 1 

，， 海運雑学 海（事ラ広報協会 1980. 5 
メ－ ）レ） ～ 

1981. 3 

記事￥ 船舶需要産業の動向と海運 ・造 「海辺」 1980. 3 
保j

柾 幸雄 共事子 地方都市 （鉄道と地元対応のf:J: 動草書尻 1971. 12 
担当）

，， 当巨大）都市 （国際港都横浜の章担 動草書房 1972. 10 

" 地理学辞典 （貿易 ・港湾関係） 二宮畜店 1973. 1 

論文 京市浜工業地帯；一企業と 自治体と 「京浜文化」 1972. 1 
民と ー 13巻2号

" 横浜市の都市交通 「横浜市勤労 1972. 1 
市民ニュース」

，， 国際海上交通の動静 「地理月報」 1973. 1 
48年 1月号

書評 柴田悦子著「港湾経済J 「港湾経済研 1972. 10 
究」 No.10

共著 大都市神周辺都市行政（IC関する研 国土計画協会 1973. 3 
究， 奈川県の部正篇）

" 
，， （続前） ，， 1974‘ 3 

，， 
" （続々府〕 " 1975. 2 

松浦茂治 論文 大分港発l長史（2) 大分大学研究 1974. 3 
所報 8号

松沢太郎 論文 北海道における工業開発と港湾 「港湾経済研 1971. 10 
の課題 究JNa 9 

，， フェリ一巡航と在来時頭の再開 " 1972. 10 
発 No.10 
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発f葬年月

「日本観光学 円971
会」 No7 I 

発表個所で＜ア表発

6 北海道観光の季節性

1977. 5 

十七・八世紀英国 ・仏国戦争期！海事交通研究 I1977 
の海巡企業史 ｜ ｜ 

豪華客船エリ ザベス二世号采船 ｜「海 m 1977. 3 
周遊所感 ！ 

3 

巡」f;iiij コンテナ一定期船経営十年を省
みて

384 

名氏

wnv 

向
日
除太沢松

論文

，， 

良日本松

，， 

6 

1977. 4 

1979 

1978 雑誌M.illi

海外海事研究
No.59 

パナ？iili河はどうなる

｜豪華客船クイーン ・エリ ザベス
E世号巡遊T1r！長

｜…制の動向

石油ショック以後荷動き動向

，， 

1978. 7 
No.57 

，， 
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3 「調査と研究J
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第
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論文勇本松

1973. 1 
第6t主釦4号

アメリカ海:iili政策iζ対する一考
察

，， 

6 1971 「海事産業研
究所報」

琵琶湖の巡河化論文清本松

1971. 7 「経済経営論
集」

反番指定貨物の出J~I料，， 

2 1972 倉庫営業の市場開拓

5 1972 「ダイフクニ
ュースJ

無人立体倉庫の役割，， 

1971. 9 l
」車「合

Nn!O 
回転率への評価，， 

1972. 2 

2 

1975. 12 

1973 

No.12 

東洋大学経t言
論集 No.3 

II 

No.16 

普通合庫業の活動指数

）

十
凶

阪
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氏 名 l区分 ！ 発表テ ーマ ｜発表個所 i発表年月
総本 Ni I論文 fl（，車G業の似竹料の推計 東洋大学経営 I1977. 6 

（ 和50年分） 論集 Nu6 

II ［怖をなる尚事問権 「倉 l•IU
No.19 

松橋幸 手干』 港湾荷役実務 （改訂） 間 11980.4 

i共者港の産業 港の社会科学 1979. 5 

論文 はしけi!E送IC関する一考察 日本港湾報経済 1979 10 

パレッ卜・ ボードのサイ ズlζ関 港湾労働経済 I1980. 1 
する一考察 研究年報No.4 

フォ ークリフト荷役の符院をめ 「倉山j I 1980. 5 
lくる諸問題

荷役用具IC関する一考終 港湾労働経済 I1981. 1 
研究年報No.5 

一木附珍 ｜賊 ｜港湾問 「神戸内船大 I1972. 3 
学紀要」

論文 シミュレーションによる荷役系 1971. 3 
の解析

｜貌輸制新時代lζおける酬の変 日本航海学会 I1972. 12 
「航海｜

資料l港湾の… シミユレー シ I 1972. 3 
｜ ョンのモデ川ついて
船舶を中心とした港湾情報 「神戸港」 I 1912. 3 

II 
I ，~ 1＇神j戸港における状船舶動査静IC伴う ｜神戸市港湾問 I1973. 5 
報伝達制の現制と解析
(ll) 

論文 ’ORICよる鉄鉱石法て畑船の杭荷 ｜日本航海学会 I1973. 7 

I ~ －ケンー 誌

I II 海上輸送附けるシステムアプ 海（海技技通大信学 ｜肌 11
ローチ 校）

II l港湾問題における シミュレーシ 所海報事産業研究 I1975. 1 
ョンモデノレの利用 CI)

II 港￥＇｛の分析 ・海運，コストモデ 海運経済研究 I1977. 10 
ノレによるアプローチ 第11号

論文 ｜浴湾物流と貿易量予測 関西物流近代 I1978. 3 
化センター
第16号
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

三木楯彦 論文 内高t（船領員の需要共予測の方法と計 神戸商船大学 1979. 7 
測国氏と箸） 紀整 28〕

論文 隣接二港湾（荷をめぐる物湾流システ 港湾報経済学会 1979. 10 
ムの考察 主の港選H行動年 No.17 
を中心として）

論文 コンテナ ・ターミナノレにおける 日本航海学会 1980. 1 
コンテナの在庫管辺の研究 論文集 62〕

，， 海iiliのシステム・ ダイナミ ック 所海事報産業研究 1980. 9 
ス No. 171 

論文 Th巴Roleof Domestic 買H 回水海上及 1980. 10 
Shipping in The Bulk び内陸路lζ
Carriage of Dangerous おける危険物
Cargoes （共著） の運送lζ関す

る国際シンポ
ジウム論文集

資料 米国海illiの技術予測と技術評価 海運経済研究 1980. 10 
14〕

解説 海上コンテナ ・ターミナJレの管 システムと佑1) 1979. 2 
湾！システム 御 Vol.23 

No. 2 

三村真人 共著 国際取引ハンドブック 中央経済社 1974. 3 

書評 船舶の衝突と海上保険 「中央経済研 1973. 10 
究JNo.11 

" 発展途上国における港湾の諸問
，， 1974. 10 

題 No.12 

論文 t貿t易慣行アンケー卜調査総合報 国際商事仲裁 1975. 3 
書 協会

" わが国の貿易慣行と樹包，検査
，， 1976. 3 

放びク レーム

，， 貿易慣行と樹包条件 神奈川県九寸立、，~ 外 1976. 12 
語短期大紀
婆第6t長

，， 貿易契約と分割船杭 J .C.A ジャ 1977. 2 
一ナノレ国会際尚
Lj:J:仲裁協

宮下国生 論文 ニーノレセンのタンカー市場構造 「国民経済維 1971. 3 
土両~‘il 誌J

，， 海上辺賃理論の展開 「神戸大学経 1972. 6 
営学部研究年
報j
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氏 名 発 ョ長 ア てF 発表個所 発表年月

宮下同生 論文 ub巴rdie Theorie der The Annuals, 

Preisbilduff~ in der Kobe 
Linienschi hrt University 

，， タンカ一周役市場における需要 「国民経済制t 1973. 1 
曲線の計五i分析 誌」

，， 海:iili市場における個別的需給行 「 11~1~経済企m 1975. 4 
ill.IJの計五i分析 誌」Vol 131. 

(No. 4) 

,, 海上辺賃水準の計量分析 ，， ，， 1975. 5 
(No 5) 

，， 定期船側別世界1論の構造 海所中産業研究 1976. 3 
報 No.113 

，， 海illi岡山の市場行動 「国民経済雑 1976. 10 
誌」 Vol.134 
(No 4) 

，， 間以1迎i'l:水準の青｜損！J ,, ，， 1977. 2 
(Vol. 135 No. 2) 

，， 海iili問法問の市場行動と巡賃水準 Ii所iiFF産業研究 1977. 3 
設定方 報 No.129 一回derTheore der「heAnn 1975. 8 
Seeverhkr markte No19 

(Kobe Uni) 

，，ノ Market Behaviors in Lectures and 1977. 1 

~~~~：~tve Shipping Contri bu ti ons, 
No.15 lnst. 
of Shipping 
Econom1cs, 
Bremen 

資料 スターミーの 「海迩経済論jlζ 「海辺経済研 1976. 10 
ついて 究J No.10 

書評 K. Fasbend巴r& W”~.agR：｛巴. 国民経済雑誌 1975. 7 
Shpping Conferenc (Vol. 132 No. 1) 
Po cy and Developing 
Countries 

，， k・ T. Kneafse~ ， The ，， ，， 1976. 12 
conomics of he (Vol. 134 No. 6) 
Transportation Firm 

論文 タンカ ー業の設備投資行動の計 国民経済雑誌 1978. 4 
ill~ 

者笥 海運市場論 千倉>!JI方 1978. 10 
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氏 名 区分 5在 表 ア て7 発表 fl/ii所 発表年月

宮下回生 論文 設備投資計闘の決定行業動の.n剖lj 海辺経済研究 1978. 10 
lー ノレク… … して←

A Quarte~l( C~conometric i Annuals 1979. 9 
Ana~hstis nference (Kobe uni.) 
Frei Levels 

一般fl(貨物i行船業の設備投資行動の 国民経済雑誌 1979. 9 
JI-分

設備投資fi!fiJJモテ、ノレの研究 仰向 11979.10 
｜ータンカー業を中心にしてー No.13 

Milli業の業利別設備投資行革）jの The Ann山 11980.2 
研究 (Kobe uni.） ～4 

" パノレク ・キャリア業の設備投資 神戸大学経年営 1980. 3 l倒的の検討 学部研究報 ｜

宮 'llF 武雄 ｜論文 鉄状道凶有法による私設鉄道の買 「公倍率業研 l1973. 2 
とその後の措置 究J

lリj治百年の物的流通史 「企業と流通JI 1972. 3 
(16）一（27)

I ,, l制拾い（ 1 「貨物教室」 1972. 3 

村 l6 質 ｜共著 l交必と環境附 有『斐交通閣概双t論lf』 1977. 4 

交通用役の生産とmY'.i ヂ県選己； I 1977. 7 現の交通
経済

論文 ！公共交通財政政策への時的健 ｜日本交通学会 問77.10 
『交通学研究
• 1977』

｜環境の社会的所街哨する政治神奈川大学 I 1978. 3 
経済学的考察 V『~：~13 経論叢』

No 3 

省：評 i河われるクノレマ社会 日通総研 I 1977. 10 
『輸送展望』

｜共著 三版 日本の交通問題 I 17リJ ノレヴ 7 .~ ! 1卿 6 

'/ 現代経済と凪家 日本評制 11979.10 

三男 ｜ 論文 ｜ 港湾経営の倒酬と続営目的 1 ~1P~~：~~ 問 3 
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氏 名 区分 ｜ 発 表 ア て才 発表個所 発表年月

森 ｜司 論文 港一港行Djjをillめくる諸環境 港湾 （例i誌） 1979. 1 
と倉庫一

山内盛弘 論文 鋼管の流通機構と 7 ーケッティ 「流通経済研 1973. 2 
ンク 究」

山 岸 ti 論文 米凶:i!li航差額補助金lζ傑！する研 東京商船大学 1977. 3 
究 研究報告

" 開発途上国のシッピングスペー " 1978. 2 
ス

，， わが閃海運国際収支の実証的研 海事交通研究 1978. 4 
同Jc 

，， 英国海i道企業と政府対策 「海辺J 1978. 10 
～12 

資料 変貌するアラフ諮問の海上輸送 海外海事研究 1979. l 

論文 名I!宜fi'i籍船の今目的な諸問題 日本海巡経済 1979. 10 
学会

，， 使宜fi'i：籍船の発展と排除問題 海事；交通文化 1980. 1 
（上 ・中・ 下 研究所 ～6 

，， 
米の動国定向期船会社とコンテナ輸送

，， 1981. 1 

，， 米国海運と政策転換 ，， 1981. 3 

資料 英済国船員ス トライキの概要と経 ，， 1981. 3 
的影響

山上 ii& 省：言平 A.H. J Bown, Port 「港湾経済研 1971. 10 
Economics 究j No. 9 

論文 技術革新下fCおける港湾管丑Jl・ 「交通経済論 1972. 9 
迷信’の課題 集JNo 4 

省評 市川猛UJ著「港湾iii!送事業法論」 「港湾経済研 1972. 10 
究.I No.10 

，， 北見俊郎著「港湾総論」 究「所海報事産｜業研 1972. 10 

No76 

論文 わが国港湾管豆Hと公企業の課題 第向学集誌： 1973. 9 
43巻第2号

" わが国港湾の「現念」と港湾管 交第通経済論集 1973. 9 
躍のrJ!!題 5号

，， i毎港J［地について 第11司学集誌、 1974. 6 
4m 第 1号
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氏 名 ｜区分 ！ 発表テ ーマ ｜発表個所 ｜発表年月

山上 徹 ｜論文 l地方港湾附ける管rn・巡営の ｜「港湾経済研 I1974. 10 
諸問題と課題 ｜究JNo.12 

" l港湾機能と公共性の一考察 11·~学公SI.~＇、 I 1974. 12 
第441.1合イJI'号

共著 ｜横浜ポート・オーソリティの研 ｜横浜市港湾局 I1973. 3 
究（その3）第2主i，第1節 ｜ 

l小名浜港の港湾整備音｜固と港湾 ｜福島県土木部 I1974. 3 
迎営休系調査（第 11；・；：，賞）2節
1 ) 

書評 IDes Stando向 r山 mder ｜「港湾経済研 ｜附 10
Seehafen I究JNo.11 

訳書 ｜海港立地論 時Iii!！社 1978. 9 

論文 ｜海滋立地における労働指向につ ｜（財）港湾労働 I1978. 1 
いての一考察 ｜経済研究所

l 海港立地lζおける資本指向 iζつ I r菌学~誌 I 1978. 6 
いて ｜第48/J>1号

l港湾集結の一般的↑＇.！：絡について ｜ " I 1978. 11 
｜第48巻 2号

l海地立地lζおける輸淫指向につ ｜（財）港湾労働 I1979. 1 
いての一考察 ｜経済研究所

共著 ｜港湾機能の総合的梨題 1977. 4 
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著書 ｜海港経済論

共著 ｜港の社会科学

l現代交通 ・港湾の諸問題

l人間生活と港湾

千倉主i-JJ'J

海文堂

1980. 5 
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論文 ｜交通経舘の立地問題について ｜商学集誌 I 1980. 11 
l第50冶2号

" l経営経済的立地概念についての ｜ " I 1980. 6 
一考察 I 1奇fj5Q巻1号

" l富里村の都市化と小売商業問題 l N I 1979. 12 
貫~49 {!:2号
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

山上 i放 論文 i法毎;!JJiJ'L地における集約問題のjijl(, 第商学:U:;~t. 1979. 7 
49i.'.き1号

,, ifiji佐立地発注と立地問題 港湾労働縦済 1980. 1 
研究 No4 

資料 治的再開発調査報告沓 北海道開発J~J 1980 3 
港湾部

,, 空港｝ .＇~辺地域としての富型村振 千葉地域科学 1979. 3 
興計llfii調査報告者 研究所

山田板、次著者 荷役実務ノ、ンドブック 海文？主 1972. 8 

論文 コンテナリゼーションに対応す
合港（湾研神戸究・輸会） 送総

1971. 11 
る企繭創成lζ関する提言

,, 神戸港の撚fiK思う 「神戸泌」 1974. 9 

著書 改訂版「荷役実務ハン ドフ’ック」 海文：：jo; 1976. 4 

資料 地中海クの世界的バカ ンス基地 近代港湾 1977. 7 
ラン ドック ・ノレーションの特
異性

著書 シy ピング実務物総覧 海文堂 1979. 2 
（凶際貿易1'f 取抜実務）

,, 改訂荷役実務ハンドフック 海文堂出版附 1979. 5 

論文 国際物流と海貸業 月刊神戸港 1979. 4 

，， 
国空貨際貿物易から見た海運貨物と航 神戸貿易 1980. 7 

1980. 10 
1981. 1 

，， 
大り都方市外貿港湾の管理運営のあ ー港湾経済新聞 1981. 1 

資料 神戸港の経済に果たすSL Bサ 港湾経済新聞 1980. 11 
ービスの役割

山野辺義方 著書 航空業界（産業界シリ ーズ 教育社 1979. 9 
No. 142 ) 

，， ｜漫巡業界上位8社の経営比較 ，， 1980. 10 
（資料産業界No25)

共著 航空年続 (1979年版） 日本航空協会 1979. 6 

，， 経営大百科 ダイヤモン ド 1980. 3 
社

，， 航空年鑑 (1980年版） 日本航空協会 1980. 7 
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氏 名 ｜区分 ｜発 表 ア ーマ 発表個所 発表年月

山野辺 J長方 共著 物流ハ ンドブyク タ5イヤモン ト 1981 2 
社

論文 航空貨物輸送の！Jlil羽と将来 -1'刊倉庫 1979. 11 
No43 

，， jj]辺卒業の動向 ROAD 1980. 4 

資料 米国企業における物流管J'Uの展一日14 No. 170 

バンコク首都凶トラックターミ 季刊輸送展望 1980. 10 
ナノレ佳設計l盛lについて No. 176 

書評 関西鉄道道協会占~l市交通研究所編 季刊愉送展望 1980. 7 
「欽経営ハン ドフック」 No. 175 

" 中EB信哉著「アメリカのトラ y 季刊輸送展望 1980. 10 
ク業」 No. 176 

山村 ’学 共著 港湾産業の危機と発援 海文＇.＇？；. 1972. 8 

，， IJtti並ノ、ンドブック 日経新聞社 1972. 11 

論文 港湾機能形成上の諸問題 「交通経済論 1971. 9 
集」 No3 

，， 港湾産業と鉄鋼定業 「港湾経済研 1971. 10 
う＞＇i'.J No. 9 

，， 現状における大郎市交通の諸問 「港湾問題研 1972 6 
題 究 No.2 

，，， 港方湾にみる物点流体flilJ整備政策の 流通情報 1973. 1 
向と問題 No.60 

" 鋼材の物流機構re関する一考察 「物流経済研 1973. 2 
究J No. 3 

，， Mt総における鋼管疏通の実状 「鋼管報知」 1973. 2 
No. 358～361 

，， 沖縄の物流事↑，11 「流通設計」 1973. 3 
Vol. 4 No. 3 

書評 日本港湾協会編「港湾用語事典」 「港湾J 1971. 7 
No.IO 

，， 喜多村昌次郎著「港湾産業」 「所海事産業liJf 1972. 1 
究報」 No67 

共著 E化2語mヰ成化IC挑む流通システム 日本実業出版 1974. 6 
社

" 港湾疏通 成山笠沓店 1974. 9 
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発表年月発表側所ーミrアi主発区分名氏

8 

1975 

1973 

日本評論社

I Ifie~並設計 j
Vol.05, 
8凡号

別代交通の.f'li論と政策

鉄鋼加工業Yi'-1ζおける物流合rn
化

共有一学4、Iill 

論文；

1973. 9 ｜刷削f
「流通↑111・報j
No62 

1'1•総の経済開発と物流機構

迎前
向
付
川
リ
内けん」展発の業鏑ル火，

ι
Y
A
u
a
 
本口H 1973. 10 「M.i!E経済研

究JNo. 7 

財務.mtIからみた鉄鋼 ＇－＇i・門的頭 ｜「治的経済研
I ".ILJ Noll 

1973. 10 

1974. 2 

2 1975 

「Roa担

「スチーノレデ
ザイン」
Na 141 

首都1闘における国鉄の貨物輸送

I w1欽！械的批問題iζ関する一
考君主

1973. 7 

「Road」 I1974. 7 
Vol. 5 , No. 5 ' 

「RoadJ 1 1975 
Vol. 6, No.2 

「RoadJ
Voし4,Na 6 

広間，中西編「新版 ・日本の交
通問題J

大塚秀夫若 「物流•］；：：＇.／＇~－ Iリ！ 日 へ
のj足型」

Jir評

2 迎輸省編「iili輸自i!}J 

1973. 3 通院ず；再生H'i;JJ;t物流システム改長報告
w 

資料

1973. 3 

1974. 2 

東京鶴港湾局

~I ·純県流通近代政策策定まま礎調 I i1l1純県庁
脊 ｜

交通」.！；A;:フレーム作成のための 東京都首都整
必舵淵査 • viii向

東京港における港湾産業動向調
査

" 

1974. 3 

1974. 3 通政省鋼材流通システム化マニュアノレ

1974. 3 

6 

1977. 4 

1974 「流通設計J
VoL 5 , Na 6 

港湾労働経済
研究所

鶴市内物流改普』ζ関する研究調
査

総ii雪荷役lζ関するリF門片l語

論文 ｜港湾機能の総合的課題 「第141i'i:
凶際化の進展と港湾問題J
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氏 名 区分 発 表 ア 7' 発表個所 発表年月

山村 学 論文； 港湾の物流仇filからみた物価問 「港湾経済研 1975. 10 
題のー側而 究J No13 

，， 荷主と ;J~ii!i ；長の方向 「港 illiJ 1976. 1 
Vol. 1 , No. 1 

" 市中欽屑とiヰ成資源化問題のー 日本経済政策 1976. 5 
考察 学会年総24号

" 地方財政からみた港湾経活問題 「港湾経済研 1976. 10 
の一考終 先」 No.14

，， わが国の太平作地域防］貿易と海 「海＆経済研 1976. 10 
＆の動向 究」 Nol4

，， たj!;設用小体の流通7 ップ分析 「Im通設計j 1977. 1 
Voし8, No. 1 

資料 占lil市内における段通貨物輸送シ 通産省 1975. 3 
ステム「 J ンソリデーション ・
システムJ

，， 過疎地域におけるパーソン トリ 法政大学 1975. 9 
ップのJ品査の概袋

，， 物流対策のぷ礎訓査報告書 東京占B 1976. 5 

，， ~imt回収－｛i!li栴とメカニズムー 季刊「中央」 1976. 7 

，， 国際物流革新と泌湾問j題の周辺 「im通設計」 1976. 8 
Voし7, No 8 

当評 51年版 lilli翰自省」 「ROADJ 1977. 3 
Vol. 8, No.3 

共著 港湾機能の総合的課題 経（財済）研港湾究労所働
1977. 4 

，， 現代の交通経済 有斐｜社j 1977. 7 

" 新版鉄鋼 ダイヤモント 1977. 7 
社

論文 港考察湾の管：m1迎包問題Kl廻する一 交通（学19研究）年 1977. 10 
報 77

，， Ii！，＼凶の経済と物流の概況 流通設計 1978. 2 

，， 公企業的治湾経笛の課題 学日本会経年報済政策 1978. 5 

，， 開発問題と港湾iζ｜刻する一考察 港湾号経済研究 1978. 8 
16 

，， \i!~困の海illi と港湾lζI刻する一考 海12巡号経済研究 1978. 10 
察
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氏 名 1区分 ｜ 発表テ ー 7 発表個所 ｜発表年月

山村 学 ｜ 論文 ｜ トラ y ク 辺送•］（知的lj度の有 ｜ 流通設計 I 1978. 10 
I ｜効活用化

占評 ｜」じ見，奥村和i「郷市と臨海部開 ｜「港 湾｜ I 1977. B 
発」

I 宮本消凶虫II「向fj!間関制度論」 ｜「港 湾J I 1979. 1 

論文 ｜郎市化の進l反と港湾問題 日本港湾総務 i1979. 10 
学会年報
No17 

乙れまでの港巡業，ζれからの ！日ぶ港湾協会 I1979. 12 
港巡業 ｜「港湾J

Vol. 56 

l日本鉄鋼業の1J｝制成問題に関す ｜日本経済政策 I1980. s 
る一考察 ｜学会年報

I Nu28 

共著 IBO年代の必｛縫注業 CIII-3鉄鋼 ｜筑摩書房 I 1980. 1 
産業）

1三板日本の交i並問題（第八章港 ｜ミネノレヴァ占 I1980. 6 
湾） ｜房

｜訳IW Fフリ ードマン ｜「流通設計JI ~979. 8 
｜効率的な倉庫管政システム I Vol. HJ ｜～9 

資料 IBO年代におけるトラ yク産業の l " I 1979. 11 
行方 I Vol. 10 

書評 Ii11上微著 「海港経済論」

山本 長英 ｜資料 ！ハンフJレグ港の労働事f

日本港湾経済 I1980. 10 
学会年報
NulB 

「港湾経済研 I1974. 10 
究JNu12 

論文 ｜コンテナリゼーションの進展は ｜「CONTAINI 1976. 1 
荷主にどのようなメ リットをも IERAGEJ ｜～12 
たらしたか ｜ ｜ 

1コンテナリゼーション10年を振 l II I 1977. 1 
り返って ｜ ｜～6 

l港湾運送卒業と倉庫業 ｜「港湾カレッ I1976. 4 
｜ジJ I～10 

l独占禁止法の改正と港連 ｜「全国船内」 I 1976. 1 

I 本船底f怪の責務 i「浴 :illi」 I 1977. 1 
～2 
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氏名

山本 長英

区分 ｜ 発表テ 発表側所 ｜発表年月

i「港連」 ｜～ 

ーー で7

論文 ｜貿易の架

米 山 議 ｜論文 ｜インド港湾の発展とその問題点 l「海外海事研 I1971. 7 
究」

l船納の特別償却］と時五lfi償却につ
いて

1973. 1 

l公益企業のレー トベースにおけ ｜「明治大学大 I1971. 12 
る評価問題 ｜学院紀要」

l物価水準変動と海運企業経営 ｜「海外海事研 I1973. 10 
｜うICJ

l 発展途上~I司の経済発展と港湾の ｜ 「港湾経済研 l 1974. 10 
役割 ｜究j Nu12 

l公必企業料金と国鉄運賃につい ｜金沢経済大学 I1977. 2 
て ｜論集 Vol.10,

I Nu 3 

I 地方における生活水準の向上と ｜（財）運輸調査 l1979. 7 
モビリティ改善の実情 ｜局「運輸と経
一金沢 ｜済」

第39巻第7号

l公企業会計とインフレーション ｜公企業調査会 I1979. 9 
「公営評論」

l企業としての公企業 公企業調査会 I1981. 4 
f公営評論」

財団法人 ｜報告書｜黒海沿岸コンテナターミナノレ等
国際臨海開発 ｜ ｜建設計画調査
研究センター
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ル

析

析
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著書 ｜港湾プロジェクトのフイジピリ
｜ティ調査指針

報告書｜アラブ ・日本港湾合同会議

｜アラブ港湾調査

｜中南米諸国交通運輸事情調査

資料 iPIAN C技術情報 No.1 

1977. 6 

1978. 3 

1978. 3 

1978. 10 

1978. 4 

1978. 3 

1978. 9 
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氏 名 区分 発 表 ア て7 発表個所 発表年月

財団際法人 論文 SEMINAR IN PORT 
国臨海開発 PLANNING PRACTICAL 
研究センター CASE STUDY-

DEVELOPMENT OF 
ONAHAMA PORT OF 
JAPAN (I～V) 

報告書 J !CA 

" パンジャ Jレ7 シン港（インドネ 1977. 8 
シア）開発計画調査

，， プライア ・モーレ査港（インドネ 1977. 12 
シア）建設計画調

，， ピトン港（インドネシア） 1978. 8 
鉱張計画調査

，， フィリピン漁港整備計岡 1978. 6 
レピュウ調査

，， スマラン港（インドネシア） 1978. 7 
開発計画調査
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編集後記

日本港湾経済学会の全国大会も，数えて今年で第20回となる。はじめ他港での開催

も考えられたが，人になぞらえるなら成人式，やはり学会誕生の地償浜港がふさわし

いのではなし、かと，横浜開催が決定された。

日本経済の強さが喧伝されるようになって久しし、が，一国の経済力は港湾の数IL比

例する。単純に数といってしまっては語弊があるが，つまりそれぞれの港の規模やそ

の運営のされかたなど諸々の条件を考慮K入れなければなるまいが，そうした細かな

データをひもとくまでもなく，継の数で，国土面積なり人口えよりを割ってみると，お

よその見当がつく。 周知の通り我が固には一千港あまりの港湾があり，それらがおの

おの背後地域の経済に深い関わりを持っている。地域開発や再開発の核として港湾が

整備されてきた例も枚挙にいとまがない。そうした目で諸外国，特IL発展途上国を眺

めると，それらの国々の経済発展の＊lかしさが解るような気がする。港があるから経

済が発展するのか，経済が発展するから港が開発されるのか，鶴と卵みたいな話にな

りそうだが，いずれKせよ，深い相関々係lとある乙とはいうまでもない。筆者個人的

には，港湾は一国の経済を下支えする存在なのではなくて，牽引する役害IJりを果して

いると信じているのだが…・ー。

乙れは認識のレベノレの問題で＝あって個人差がある。しかし一般にはレベル以前の段

階にあるように思われる。いや，港が市民iζ理解されないうんぬんという感覚的次元

の問題ではなくて，政治的ILも，経済的lζもp 学問の分野でも，ともすると，人が港

湾を対象としようとするとき，何か異端者を見る冷たい視線Irっき纏われる。発展途

上国への経済援助などでも，その一環としての港湾が計ー画の中Ir加えられる例が見ら

れるが，それは施設としての港湾であって， 人が労働し生活する場として，経営の対

象として顧慮される乙とは少ない。

そうした環境の中での乙の二十年，港湾経済学会の歩んできた道は，必らずしも平

坦なものではなかった。しかしあらためて仮り返ってみて，その印した足跡の大きさ，

確かさに驚ろかされる。今回の「港湾経済学会二十年のあゆみJと，会員諸氏の「業

績リスト」を玩移転願いたい。港湾の管理K，運営lζ，経営IL関わってきたものの大き

さが見えてくる。乙の実績をさらに重ねて，港湾の明日IL生かしたい。

最後KfJ:ったが，過去十九回，毎年，日本全国の代表的な港のひとつで大会が開催

されてきた。各地の港湾管理者ならびに関係方面の絶大な乙尽力の賜である。そして

この第二十回全国大会については，儲浜市，神奈川県をはじめ多方面からのζ協力を

いただいた。開催地各港のますますの乙発展を祈りつつ，紙面をかりて厚く御礼申し

上げる。

1981年10月 （文責・松橋）

（編集委員） 松橋幸一，小林照夫，柴田悦子，徳田欣次，富田功， 山上徹



。日本港湾経済学会のあゆみ

1962年創立総会および第1回大会開催（横浜港）

1963年 第2回大会 （束 京 港） 共通論題 （港湾投資の諸問題〉

1964年第3回大会（村1 p 港〕 共通論題 （経済発展と港湾経企！，＇）

1965年 第4回大会 （名 古屋港〉 共通論題 （地域開発と港湾〉

1966年第5回大会（新 潟 港〕 共通論題 （日本海沿岸における港湾の諸問

題と将来〉

1967年第6回大会（北九州 ・下関港〉 共通論題（翰送の近代化と港湾〉

1968年第7回大会 （小栂・道南諸港〉 共通論題 （流通体系の斉合性と港湾の近代

化〉

1969年第8回大会（大 阪 港〕 共通論題 （大都市港湾の諸問題と将来〉

1970年第9回大会（清 水 港〉 共通論題 （流通卒新と埠頭経営〉

1971年 第10回大会（横 浜 浴〉 共通論題 （広域港湾と港湾経蛍の諸問題〉

1972年第11回大会（神 戸 港〉 共通論題 （輸送・ンステムの変革と港湾運営）

1973年 第12回大会 （名古屋港〕 共通論題 （港湾の近代化と地域経済・社会〉

1974年第13回大会 （長 崎 港〉 共通論題 （地方港湾の役割と課題）

1975年第14回大会（千 3長 港〕 共通論題 （港湾と物価問題〉

1976年第15回大会（那 務 港〉 共通論題 （港湾経営と財政問題）

1977年第16回大会（東 京 港〉 共通論題 （港湾と都市問題）

1978年第17回大会（札幌・道南港〉 共通論題 〈地域開発と港湾問題〉

1979年第18回大会仲fl 戸 浴〉 共通論題 （都市と港湾〉

1980年 第四回大会 〈佐 世保港〉 共通論題 〈人間生活と港湾、〕

1981年第20回大会 〈綴 浜 港） 共通論題 （都市経済と港湾、経日〕
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